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議案 

番号 
件                名 議決月日 結    果

１ 

令和２年度上富良野町一般会計予算 

３月18日 

修 正 可 決

議案第１号 令和２年度上富良野町一般会計予算に対する修正案（修

正動議） 
原 案 可 決

２ 令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

３ 令和２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

４ 令和２年度上富良野町介護保険特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

５ 令和２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

６ 令和２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

７ 令和２年度度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 ３月18日 原 案 可 決

８ 令和２年度上富良野町水道事業会計予算 ３月18日 原 案 可 決

９ 令和２年度上富良野町病院事業会計予算 ３月18日 原 案 可 決

１０ 平成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１１号） ３月４日 原 案 可 決

１１ 平成３１年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決

１２ 平成３１年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決

１３ 平成３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第５号） ３月４日 原 案 可 決

１４ 
平成３１年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

５号） 
３月４日 原 案 可 決

１５ 平成３１年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決

１６ 平成３１年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月４日 原 案 可 決

１７ 平成３１年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号） ３月４日 原 案 可 決

１８ 平成３１年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４号） ３月４日 原 案 可 決

１９ 上富良野町個人情報保護条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２０ 
上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 
３月18日 原 案 可 決

 



 

 

議案 

番号 
件                名 議決月日 結    果

２１ 上富良野町印鑑条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２２ 上富良野町営住宅管理条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２３ 
上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 
３月18日 原 案 可 決

２４ 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２５ 上富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例 ３月18日 原 案 可 決

２６ 上富良野町財政調整基金の一部支消について ３月18日 原 案 可 決

２７ 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について ３月18日 原 案 可 決

２８ 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について ３月18日 原 案 可 決

２９ 第６次上富良野町総合計画基本構想の変更について ３月18日 原 案 可 決

３０ 平成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号） ３月18日 原 案 可 決

３１ 平成３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第６号） ３月18日 原 案 可 決

３２ 上富良野町中小企業融資条例り特例を定める条例 ３月18日 原 案 可 決
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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 開会に当たり、一言申し上

げます。 

 皆さん御承知のとおり、新型コロナウイルスの感

染が拡大される中にあって、全国で北海道が一番感

染者が多く、昨日で７９名、北海道鈴木知事より緊

急事態宣言がなされ、また、国、安倍総理からも２

週間の要請、小中学校一斉休校、上富良野町も対策

本部が設置され、相談窓口も保健福祉課で対応さ

れ、万全を期されております。 

 イベント、行事等休止になる中ではありますが、

私ども町議会は予定どおりさせていただきますが、

新型コロナウイルス対策として全員マスク着用を厳

守していただき、きょうから閉会になりますまでど

うぞよろしくお願いいたします。 

 なお、傍聴の方につきましても、同じような対応

でよろしくお願いしたいと思います。 

 どうぞ御理解と御協力を賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 御出席、まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第１回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は、２月２８日に告示され、同日、議案

等の配付を行い、その内容につきましては、お手元

に配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査結果報

告、議会運営委員長から、議会懇談会開催結果報告

及び議員派遣結果の報告、総務産建常任委員長か

ら、令和元年第４回定例会で付託されました議案第

１２号上富良野町公共下水道に関する条例の一部を

改正する条例の審査報告書の提出がありました。 

 町長から、本定例会までの主要な事項について行

政報告の発言の申し出があり、その資料として、行

政報告とともに令和元年度建設工事発注状況を配付

しましたので参考に願います。 

 また、報告第１号監査・例月現金出納検査結果報

告につきましては、本日配付させていただいたとこ

ろであります。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

付の議会の動向のとおりであります。 

 最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

      ６番 中 澤 良 隆 君 

      ７番 米 沢 義 英 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 日程第２ 議会運営委員長

報告を行います。 

 本定例会の会期、日程等の議事運営に関し、審議

決定した内容について、議会運営委員長の報告を求

めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 令和２年第１回

定例会の議会運営等について、審議した内容を御報

告いたします。 

 去る２月１３日及び２月２７日に議会運営委員会

を開き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並び

に本定例会までに受理しました１件の陳情、要望の

取り扱いについて審議をいたしました。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案２

９件、議長からの報告案件３件、議員からの発議案

件５件であります。 

 また、一般質問の日程について審議を行いまし

た。２月２１日正午の通告期限までに９人の議員か

ら通告がありましたので、３月定例会の一般質問

は、１０日の火曜日に５名を行い、１１日の水曜日

に４人が質問を行うことにいたしました。 

 なお、質問の方法等は、上富良野町議会会議規則

及び上富良野町議会運営に関する先例に基づいて行

うことになりますので、それぞれ活発な議論をお願

いいたします。 

 これらの状況を考慮し、３月定例会の本会議の会

期については、提出案件の状況などを考慮し、検討

した結果、本日から３月１８日までの１５日間と決
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定いたしました。 

 次に、提案議案の審議についてでありますが、議

案第１号令和２年度上富良野町一般会計予算から議

案第９号令和２年度上富良野町病院事業会計予算ま

での９件及び議案第２６号からの議案第２８号まで

の各基金の一部支消について、予算特別委員会に付

託し、本会議休会中に審査を行うことといたしまし

た。 

 以上、議会運営委員会での結果を御報告申し上げ

ましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われます

よう御協力のほどよろしくお願いを申し上げ、報告

といたします。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（村上和子君） 日程第３ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１

５日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月１８日までの１５日

間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村上和子君） 日程第４ 行政報告を行い

ます。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について町長

から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第１回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 さて、感染の拡大が心配されております新型コロ

ナウイルス感染症でありますが、町においては、２

月２４日に新型インフルエンザ等対策本部を設置

し、相談窓口の設置、町主催の行事の中止や一部の

公共施設の一般利用、定期利用を中止するなど、町

民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、感染

防止対策に努めているところであります。 

 今後におきましても、関係機関との情報共有を密

にしながら、対策に万全を期してまいります。 

 それでは、昨年１２月定例町議会以降における町

政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、十勝岳噴火総合防災訓練についてであり

ますが、２月１９日から２０日の２日間、十勝岳火

山防災協議会の主催により実施いたしました。訓練

実施に当たっては、旭川地方気象台、北海道、陸上

自衛隊、北海道警察、旭川開発建設部、富良野広域

連合の消防本部、上富良野消防署、消防団など、多

数の関係機関に御参加、御協力をいただくととも

に、本年も上川総合振興局に現地合同本部が設置さ

れ、「Ｗｅｂ会議」にて本部会議を実施したところ

であります。 

 今回の避難訓練では、町内全域で９カ所の避難所

を開設し、１０住民会自主防災組織及び事業所によ

る避難訓練を行い、２２１世帯３１８人の参加をい

ただいたところであります。 

 今回の訓練を通じ得ました改善点や修正点を検証

し、今後の防災対策に生かしてまいりたいと考えて

おります。 

 改めて、各防災関係機関の御協力に対しまして感

謝申し上げるところであります。 

 次に、基地対策関係でありますが、１月２０日か

ら２１日に上富良野町基地対策協議会によります

「防衛施設周辺整備対策等に関する要望」を、自衛

隊関係では、１月３０日から３１日に富良野地方自

衛隊協力会上富良野支部、また２月１７日から１８

日に富良野地方自衛隊協力会によります「上富良野

駐屯地現状規模堅持更なる拡充を求める要望」を防

衛省及び関係国会議員に行ってまいりました。 

 また、各部隊行事、協力団体行事につきまして

は、適時参加させていただいているところでありま

す。 

 次に、冬の観光イベントについてでありますが、

昨年の大みそかから元旦にかけまして、３３回目と

なる令和最初の「北の大文字」が行われ、ＮＨＫの

「ゆく年くる年」において、このイベントの様子が

全国に放送される中、御来場いただいた約１,２０

０人の皆様とともに、十勝岳の平穏と町民の幸せを

祈念したところであります。 

 また、２月２日、本年で５６回目となります「か

みふらの雪まつり」が日の出公園を会場に開催し、

天候にも恵まれ、約１,８００人の皆様に御来場い

ただきました。会場には、上富良野駐屯地第２戦車

連隊制作による大型滑り台やメーンステージを初

め、商工会青年部制作による滑り台、十勝岳ジオク

ラブや役場職員互助会制作による雪像が披露され、

子どもから大人までが参加できる多様なアトラク

ションとともに、楽しい冬の一日を過ごしていただ

きました。 

 ことしは、例年にない雪不足の中、雪像制作や運

営にかかわった皆様には大変な御苦労をおかけした
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ことと思いますが、特に地域貢献活動の一環として

雪像制作用の雪確保に多大な御尽力をいただきまし

た赤川・北英経常建設共同企業体様を初め、御支

援、御協賛をいただいた各機関・団体・事業者の皆

様に感謝を申し上げるところであります。 

 次に、町税等の収納対策についてでありますが、

今年度の取り組み状況については、１月末現在にお

いて、国税徴収法に基づく預金調査、給与調査等の

財産調査を実施し、所得税還付金、普通預金など、

合計２９件の差し押さえを執行し、９１万４,１０

４円を換価収入したところであります。 

 この間、納税相談を実施し、１２月期までに現年

度分の未納７４７件に対し、納税催促を行うなど、

納税の推進を図ってまいりました。 

 次に、令和元年度分所得税の確定申告の受け付け

についてでありますが、２月１７日から３月１６日

までの間、また、消費税及び地方消費税の確定申告

については２月１７日から３月３１日までの期間で

実施する予定でありましたが、新型コロナウイルス

感染症対策に伴い、今後、受け付け期間が変更とな

る場合がありますが、申告者の皆様がスムーズに申

告できるよう、引き続き受け付けと相談の対応を

図ってまいります。 

 次に、クリーンセンターにおける排出ガスの測定

結果についてでありますが、ダイオキシン類は、昨

年４月の測定で、Ａ系が０.００９ナノグラム、Ｂ

系が０.０１６ナノグラム、１０月の測定で、Ａ系

が０.０１４ナノグラム、Ｂ系が０.２１ナノグラム

であり、町独自で定めております基準値の５ナノグ

ラムを大きく下回る測定結果となっているところで

あります。 

 また、同時に測定している大気汚染防止法に基づ

く各測定項目についても、全て基準値内となってお

り、安全性が確認されております。 

 施設も平成１１年度から稼働して２１年を迎える

ことから、設備の経年劣化も視野に入れ、安全で安

定的な管理運営に努めてまいります。 

 次に、冬期の健康づくりについてでありますが、

健康づくり推進のまち宣言強化月間事業として、冬

期の運動不足解消を目的に、社会教育総合センター

と保健福祉総合センターにおいて健康づくり共通利

用券を発行したところであります。 

 利用券には、３０７人の申し込みをいただき、１

２月１６日から１月１５日までの１カ月間におい

て、延べ１,５２５人の方が利用されたところであ

ります。また、事前にインボディーを測定された方

４１人に対しましては、１カ月後の測定を実施し、

健康相談を通じて今後の健康づくりに活用していた

だいているところであります。 

 次に、国が実施するプレミアム商品券事業につい

てでありますが、昨年１０月の消費税引き上げに伴

い、低所得者・子育て世帯を対象に、地域における

消費喚起と下支えのため実施したところでありま

す。 

 低所得者に係る申請は１月３１日まで申請受け付

けを行い、６５６件について決定し、２歳未満の児

童が属する全ての子育て世帯２４０件とともに商品

券引き換えを交付したところであります。 

 次に、北海道治水砂防海岸事業促進同盟関係につ

いてでありますが、２月２５日に札幌市で開催され

ました評議委員会に出席してまいりました。 

 今後におきましても、当町の河川砂防施設の整備

がより促進されるよう、取り組んでまいります。 

 次に、成人式についてでありますが、１月１２

日、保健福祉総合センターかみんにおいて、町議会

議員を初め、来賓各位の御臨席をいただき、新成人

９３名の出席のもと、式典を挙行いたしました。 

 式典では、東中清流獅子舞保存会と上富良野安政

太鼓保存会による町の伝統芸能、また大蔵流狂言が

披露され、出席者の皆様とともに新成人の門出を祝

福したところであります。 

 次に、今年度よりグローバル化や価値観の多様化

に対応していく人材を育成するため実施いたしまし

た青少年海外派遣人材育成事業についてであります

が、１２月２７日から１月６日までの１１日間、中

高生４名がアメリカロサンゼルスを訪問し、英語学

習のほか、ホームステイ等を通じて異文化の生活を

体験してきたところであります。 

 次に、児童生徒の部活動等における活躍について

でありますが、第５１回全国学生書道展において、

旭川龍谷高校の増田久遠さんが最高賞を、第２８回

国際高校生選抜書展において、旭川西高校書道部の

宮下真碧さんが秀作賞、谷安香里さんが入選をそれ

ぞれ受賞されました。 

 また、富良野高校の青野叶夢さんが第６９回全国

高等学校スキー大会において個人男子で１０キロ

メートルクラシカルに出場するとともに、男子４×

１０キロメートルリレー競技では５位に入賞されま

した。 

 さらに、旭川永嶺高校吹奏楽の一員として、伏見

向葵さん、久保芹香さん、小酒井楓恋さんが第１９

回マーチングステージ全国大会に出場を果たしたと

ころであります。 

 今後におきましても、本町の子供たちが各方面で

活躍いただくことを期待するとともに、このたび立

派な成果を残されました皆さんに改めて拍手を送り

たいと思います。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります
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が、１２月定例町議会で報告以降に入札執行した建

設工事は、１月２３日現在、件数で４件、事業費総

額１億３,１３７万３,０００円、本年度累計では４

３件、事業費総額４億４,７６２万４,８００円と

なっております。 

 詳細につきましては、お手元に令和元年度建設工

事発注状況を配付しておりますので、後ほど御高覧

いただきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 監査・例月現金出

納検査結果について御報告いたします。概要のみ申

し上げますので、御了承賜りたいと思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページ、２ページをごらんください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を報告いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、建設水道課所管の財

務事務を監査の対象として、令和元年１２月１８

日、１９日、２０日の３日間及び農業振興課・農業

委員会所管の財務事務を監査の対象として、令和２

年１月１５日、１６日の２日間、平成３１年度会計

において執行された財務及びこれらに関する事務の

執行状況を監査いたしました。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、決議書など関係

書類の提出を求め、それらの書類を点検、照合する

とともに、必要に応じて関係職員から事務の執行状

況と内容について聞き取りも行いました。 

 監査の結果を申し上げます。 

 建設水道課、農業振興課、農業委員会所管の抽出

により試査した財務に関する事務は、おおむね適正

に執行されていると認めました。 

 次に、３ページから１４ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、

例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成３１年度会計の令和元年１１月分から令和２

年１月分について、検査の概要並びに検査結果を一

括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１５ページ

にございますので参考にしていただきたいと思いま

す。 

 以上、報告第１号監査・例月現金出納検査結果の

御報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

 ５番金子議員。 

○５番（金子益三君） 済みません、例月の件では

ないのですけれども、監査にかかわることでちょっ

とお伺いしたいのですが、まず、定期監査等御苦労

さまでございました。 

 第３１次の地方制度調査会におきまして、人口減

少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナン

スのあり方についての答申について、我が町におい

て新たな監査基準及び内部統制制度の導入、またリ

スクファクターの管理等について指示等々がありま

して、これが令和２年４月１日以降に施行しなくて

はいけないということがあったと思いますが、我が

町の進捗状況について教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 代表監査委員、中田繁利

君。 

○代表監査委員（中田繁利君） ５番金子議員の御

質問にお答えいたします。 

 本町も国の基準に準じて実行するということで、

３月の例月現金出納検査結果終了後、事務局ととも

にチェックいたしまして、そのとおりにするという

ことで公表をする手はずを整えております。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 報告第２号議会

懇談会開催結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 報告第２号議会

懇談会開催結果報告について、朗読をもって説明に

かえさせていただきます。 

 議会懇談会開催結果報告書。 
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 令和元年第３回定例会において議決された議会懇

談会について、次のとおり実施したので、その結果

を報告する。 

 令和２年２月２７日、上富良野町議会議長、村上

和子様。 

 議会運営委員会委員長、米沢義英。 

 記。 

 １、開催の目的。 

 上富良野町自治基本条例による「議会の役割と責

務」の趣旨に基づき、議会の広聴活動の一環とし

て、参加された町民が発言しやすい環境整備（小グ

ループでの対話）を行って議会懇談会を開催し、町

民からいただいた意見を参考にして、明るく活力あ

るまちづくりのための調査・審査・政策提言などの

議会活動・議員活動の糧とするため。 

 ２、開催日、令和２年２月１４日金曜日。 

 ３、会場及び参加人数、保健福祉総合センターか

みん、３１人。 

 ４、出席議員数、１３人。 

 ５、懇談内容等。 

 （１）懇談。 

 常任委員会ごとで四つのグループをつくり、参加

者の関心が高い課題を次々にテーマとして、２部構

成による対話形式の懇談を行いました。懇談では、

参加者が自由に別のグループを移動でき、また、飲

料やトイレなども自由にできるように工夫しまし

た。まちづくり全般について、参加者から多くの意

見・質問が寄せられ、議員との懇談が図られまし

た。 

 グループテーマ。 

 ・総務産建常任委員会１グループ、「人口減少対

策」「予約型乗合タクシー」など。 

 ・総務産建常任委員会２グループ、「複合型拠点

施設」「日の出公園駐車場」など。 

 ・厚生文教常任委員会３グループ、「子育て支

援」「町立病院」「高齢者支援」など。 

 ・厚生文教常任委員会４グループ、「上富良野高

校」「不登校」「公共施設」など。 

 （２）参加者アンケート。 

 参加者に対して、議会懇談会に対するアンケート

調査を実施しました。 

 ６、結果報告。 

 「かみふらの議会だより」に議会懇談会の内容を

掲載することにしました。 

 ７、まとめ。 

 これまでの議会懇談会のあり方を見直し、対面方

式から円卓風、１３名の議員が一つの会場で対応、

懇談テーマを参加者の発言から選択して、できるだ

け多くの参加者が発言しやすい環境整備を行うこと

により、全員から活発な発言をいただけました。 

 参加者の意見は、今後の議会活動・議員活動の調

査・審査・政策提言などの参考とすることとしまし

た。 

 今後も、引き続き町民の意見やアンケート結果を

参考にしながら、より参加しやすい、発言しやすい

議会懇談会の運営方法の検討と、さらなる見直しを

進めるとともに、町民にとって身近で開かれた議会

を目指していくところであります。 

 以上、議会懇談会開催結果報告とさせていただき

ます。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 報告第３号議員

派遣結果報告について報告を求めます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 報告第３号議員

派遣結果報告について、朗読をもって説明にかえさ

せていただきます。 

 議員派遣結果報告書。 

 令和元年第４回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

報告いたします。 

 令和２年２月２７日、上富良野町議会議長、村上

和子様。 

 議会運営委員会委員長、米沢義英。 

 記。 

 件名、上富良野町議会における災害発生時の対応

要領に基づく訓練活動。 

 １、調査の経過。 

 令和年２月２０日、令和元年度十勝岳噴火総合防

災訓練実施に伴い、上富良野町議会として災害対策

支援本部の設置訓練等を行いました。 

 ２、調査の結果。 

 （１）非常招集訓練・情報伝達訓練。 

 町災害対策本部設置に伴い、議会災害対策支援本

部を設置し、議員の招集伝達及び参集訓練を行いま

した。９時２８分に議長から電話による招集伝達を

順次議員において行い、９時５７分に役場庁舎３階

議員控室に１０名が参集しました。また、地域での

避難訓練参加などで参加できない議員の所在と理由

について、連絡系統順番の前後の議員から確認を行

いました。 

 （２）町災害対策本部の情報共有訓練。 



― 7 ―

 町災害対策本部員である議会事務局長より町災害

対策本部で協議されている災害状況、災害対処状況

等の報告を行い、議会災害対策支援本部への災害対

策等の情報共有を行いました。 

 （３）町災害対策本部会議の視察。 

 富良野広域連合上富良野消防署２階大会議室にお

いて、町災害対策本部会議等を視察し、各防災関係

機関との災害状況及び対応等を確認・協議している

状況を視察しました。 

 （４）まとめ。 

 上富良野町議会における災害発生時の対応要領

（平成３０年１２月６日決定）制定後、町議会とし

て２回目の非常招集訓練・情報伝達訓練を実施し、

町災害対策本部を視察するなど、所期の訓練目的を

果たすことができました。 

 今後、さらに対応要領に基づく災害対応を迅速に

行うため、訓練の継続や訓練で明らかになった課題

などを総括し、熟度を高めていく必要があると考え

ております。 

 以上、議員派遣結果報告といたします。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって、

本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１０号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第１０号平

成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１１

号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号平成３１年度上富良野町一般会

計補正予算（第１１号）につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 １点目は、議会広報誌印刷製本費を含む６件につ

いて、債務負担行為の追加をお願いするとともに、

東１線排水路整備事業を含む２件について、事業費

の確定に伴い、債務負担行為の限度額の変更をする

ものであります。 

 ２点目は、島津第２地区道営農業水利施設保全合

理化事業を含む５件について、事業費の確定に伴

い、地方債の限度額を変更するものであります。 

 ３点目は、国の補正予算に伴い、道営草地畜産基

盤整備事業、島津第２地区道営農業水利施設保全合

理化事業、経営体育成基盤整備事業、上富良野地区

道営農村地域防災減災事業及び学校情報通信ネット

ワーク環境施設整備の実施に係る事業費の補正とあ

わせて、繰越明許費の追加及び地方債の追加をお願

いするものであります。 

 ４点目は、去る１２月２７日開催の平成３１年第

９回町議会臨時会で可決いただきました、一般会計

予算（第９号）に計上しておりました障害福祉サー

ビス事業所設置補助について、当時、補助対象とな

る知的障害者グループホームについては、本年４月

１日からの開設を予定していたところであります

が、現在、その施設の改修等に時間を要し、当該補

助事業の完了が年度を超えることが見込まれること

から、当該補助事業費について繰越明許費の追加を

お願いするものであります。 

 ５点目は、これまで上富良野中学校の大規模改修

時の外構整備とあわせ、町内スポーツ施設整備の中

で長年の課題でありました富原テニスコート整備に

関し、来年度、特定防衛施設周辺整備調整交付金を

活用した事業実施の見込みが立ったところでありま

すが、来年度、当該調整交付金を利用した整備を実

施する場合、スケジュールの関係上、早期の実施設

計の着手が必要なことから、その所要額の補正及び

繰越明許費の追加をお願いするものであります。 

 ６点目は、教育保育給付費について、これまで無

償化に伴う増額補正をお願いしてきたところであり

ますが、年度末を迎え、各認定こども園入所者の確

定見込みに伴い、国、道の負担金及び保険給付費に

ついて所要の補正をお願いするものであります。 

 ７点目は、ふるさと応援モニター事業及びモニ

ター事業以外のふるさと応援寄附について、１２月

補正予算及び本年２月補正予算に計上したもの以降

に、これまで町に寄せられました寄附について歳入

に計上するとともに、寄附者の意向に沿いまして、

それぞれ目的基金への積み立て等歳出予算に計上す

るため、所要の補正をお願いするものであります。 

 ８点目は、各目的基金の利子について、それぞれ

の目的基金に積み立てを行うため、所要の補正をお

願いするものであります。 

 ９点目は、各事業費の確定及び確定見込みにより

ます執行残の減額補正のほか、所要の補正をお願い

するものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素として、財源調

整を図った上で、財源余剰と見込まれる部分につき

ましては、後年度の財政需要に備えるため、公共施

設整備基金に積み立てをすることで補正予算を調整

したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で 御了承願います。 

 議案第１０号をごらんください。 
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 平成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１

１号）。 

 平成３１年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億８,４３０万３,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７３億６０５万７,０

００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正）。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表 地

方債補正」による。 

 １ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １２款分担金及び負担金８万３,０００円の減。 

 １３款使用料及び手数料２２７万７,０００円。 

 １４款国庫支出金３,９７７万４,０００円。 

 １５款道支出金４,８６５万２,０００円。 

 １６款財産収入８２万８,０００円。 

 １７款寄附金９,２１５万３,０００円。 

 １８款繰入金１７０万円。 

 ２０款諸収入４００万２,０００円。 

 ２１款町債９,５００万円。 

 歳入合計２億８,４３０万３,０００円。 

 ２ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款議会費１１６万円の減。 

 ２款総務費１億５,１５６万９,０００円。 

 ３款民生費４８９万８,０００円の減。 

 ４款衛生費６００万９,０００円の減。 

 ５款労働費９万４,０００円の減。 

 ６款農林業費１億８,３５９万８,０００円。 

 ７款商工費２６万２,０００円。 

 ８款土木費２,６６０万３,０００円の減。 

 ９款教育費３,５５５万７,０００円。 

 １０款公債費３万８,０００円。 

 １１款給与費７３２万４,０００円の減。 

 １２款予備費４,０６３万３,０００円の減。 

 歳出合計２億８,４３０万３,０００円。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費補正についてですが、まず、

障害者福祉費一般管理費につきましては、前段の概

要で申し上げました障害福祉サービス事業所設置補

助について、事業完了が翌年度になることから、繰

越明許費の設定をお願いするものであります。 

 道営草地畜産基盤整備事業から学校情報通信ネッ

トワーク整備事業の５件について、事業着手及び完

了が翌年度となることから、繰越明許費の設定をす

るものであります。 

 富原運動公園テニスコート改修事業については、

前段の概要で申し上げました富原テニスコート改修

に係る実施設計について、早期に事業着手し、その

完了が翌年度となることから、繰越明許費の設定を

するものであります。 

 第３表、債務負担行為補正についてですが、上富

良野町議会広報誌印刷製本費からスクールバス運行

業務の６件については、新年度当初からの業務開始

のため、今年度内にその契約事務を進める必要があ

ることから、それぞれ債務負担行為を設定するもの

であります。 

 また、東１線排水路整備事業（平成３１年度）及

び南部地区土砂流出対策事業（平成３１年度）の２

件については、事業費が確定したことから、その限

度額を変更するものであります。 

 ５ページをごらんください。 

 第４表、地方債補正についてですが、国の補正予

算に伴い、島津第２地区道営事業から学校情報通信

ネットワーク環境施設整備の５件については、国の

補正予算に伴う事業費の補正をお願いすることか

ら、その適債分について、地方債の限度額を設定す

るものであります。 

 また、今年度実施いたしました島津第２地区事業

から道営草地畜産基盤整備事業の５件について、事

業費の確定に伴い、それぞれ限度額を変更するもの

であります。 

 以上で、議案第１０号平成３１年度上富良野町一

般会計補正予算（第１１号）の説明といたします。

御審議いただき、議決くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。御質疑ございません

か。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ２３ページの地域振興寄附

ということで、ふるさと応援モニターが２月以降と
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いう形で入っております。新たに追加がされており

ます。この間、応援モニターについては、総額幾ら

ぐらい寄附があったのかということをお伺いしたい

というふうに思います。 

 これは、住民にとっても町の財源にとっても重要

な政策を行う上でも財源でありますから、しっかり

とこれを確保しながら、また、住民政策につなげる

ということが非常に大事になっているかというふう

に思いますので、総額等についてお伺いいたしま

す。 

 また同時に、大体上から５段目ぐらいの人気商品

というのは、どういう状況になっているのかお伺い

いたします。 

 それと、次にお伺いしたいのは３３ページです。 

 ３３ページの企画費の中で、定住移住促進費とい

う形の中で特別旅費ですか、マイナスになっており

ますが、この要因等について。 

 また、あわせて、町の、いわゆる将来の人口を確

保し、定住移住を促進するという立場から、こう

いった政策というのは非常に重要になっているかと

いうふうに思いますが、この間の総合的な町の人口

の転出と転入はどのようになっているのか。 

 また同時に、今期、定住政策というのは、転出転

入はどのような状況に実質なっているのかお伺いい

たします。 

 次に、３５ページについてお伺いいたします。 

 ここで地方振興費でありますが、１９節の中で泥

流地帯の映画化を進める会負担金という形になって

おりますが、当初予算でも組まれておりまして、ま

た今回新たに補正がされているかというふうに思い

ますが、その内訳と進捗状況というのはどのように

なっているのかお伺いいたします。 

 次に、３７ページ、ジオパーク推進事業という形

になっておりますが、今回この予算を見ますと、専

門員賃金が確保できなかったというような形でマイ

ナスになっておりますが、この要因等についてどの

ようになっているのか。また、進捗状況についても

お伺いいたします。 

 次に、４５ページであります。予防費関係で１３

節委託料の胃がん、子宮がん、大腸がん、乳がん、

肺がんという項目になっておりますが、おおよそ大

体、最終で受診率、指導率等どのような状況なの

か、わかる範囲でよろしいですがお伺いいたしま

す。 

 あと、６１ページです。委託料の橋梁新設改良費

の中で、長寿命化の設計委託費、修繕計画策定費と

いう形になっておりますが、過大な予算見積もりが

あったのかどうなのか。これは恐らく適正に予算も

計上されていたのかなというふうに思いますが、こ

のマイナスになった要因等についてお伺いしておき

たいというふうに思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ７番米沢議員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず１点目のふるさと応援モニターの総額につい

てでございますけれども、２月末現在で２億１,５

００万円という数字になってございます。 

 また、２点目のモニター商品としての上位という

ことでございますけれども、メロンでありますとか

アスパラでありますとかトウモロコシでありますと

か、そういう野菜系統が上位を占めておりまして、

次いでビールとか、あと、肉類の精肉、加工品含め

て、そういうものが上位を占めているということに

なってございます。 

 ３点目の定住に関する御質問で、特別旅費につい

てでございますけれども、こちらのほうにつきまし

ては、道外のプロモーションのところに１人行かな

かったということで減額をさせていただいたという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

 ４点目の転出転入の最近の動向ということでござ

いますけれども、例年、年間１００名から１２０名

が社会減というふうになっている状況でございまし

て、あと自然減につきましても、減少のほうが多く

なってきているという状況であります。大体、自然

減の分については３０名から４０名というふうに、

ここ直近で平均しますとその程度の人数かなという

ことで思っております。 

 次に、５番目の泥流地帯の３５万円の負担金につ

いてでございますけれども、こちらのほうは寄附を

いただく段階で映画化ということで、企業版ふるさ

と納税と個人寄附で御指定いただいたものについ

て、それを歳出化するということで、今年度いただ

いた金額と、要するに予算組みの中で３５万円まだ

寄附が上回っているということで、それを歳出化す

るということで御理解いただきたいと思います。 

 それと、こちらのほうの使途でございますけれど

も、現在、映画を進める会で進めております町民助

成活動でありましたり、あと、制作側との具体的な

映画制作に向けた調整、その際の旅費ということ

で、主な経費としては使わせていただいているとこ

ろでございます。 

 また、映画の進捗状況についてでございますけれ

ども、こちらのほうも制作側との調整は行われてい

るところでございまして、今までも同様の質問の中

でお答えをさせていただいておりますけれども、昨

年においては、監督の候補になられている方がロケ

ハンに来られたりとかということで、ことしの春以

降についての制作発表だというようなことで進めて
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いるということで今までも御答弁させていただいて

おりますけれども、おおむね３月、４月ということ

ではございませんけれども、今の進捗状況からする

と、夏ぐらいには具体的な動きが出てくるのかなと

いうふうに感じているところでございます。 

 ６点目のジオパークの関係でございますけれど

も、こちらのほうは今回、地域おこし協力隊として

の任用を予定して予算計上させていただいておりま

したが、経過といたしましては、内定までいったの

ですけれども、最後に断られたというような経過も

ありますけれども、来年度からは、何とか地学系の

専門員の任用のめどがついてございますので、そう

いうような形で、また体制強化した中で進めていけ

るような状況になっているということで、現在の進

捗状況としてはそういったところでございますので

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の４

５ページのがん検診予防費の補正に対する御質問に

お答えいたします。 

 町では、胃がん検診を初め、５大がんにつきまし

て予算を組んでございますが、当初見込み２,９５

５人に対して１月末現在２,８３９人の方が受診さ

れており、予算対比９６％の受診ということで実態

を把握しております。 

 なお、議員御質問の受診率並びに指導率につきま

しては、予算との率ではございませんので、これに

つきましては３月末まで数字は確定しておりません

ので、今回の御質問にはお答えできないということ

で御理解いただきますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建築水道課長（佐藤 清君） ７番米沢議員の橋

梁の長寿命化の件の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、実施設計を組んだ中で精査しまして、設計

費の減額と、そして入札執行残で減額となったとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ３３ページなのですが、こ

の間、町長は、移住定住で各種の政策の中でやはり

人口減少を食いとめたいというような訴えをされて

おります。それで、いろいろと企業訪問もしながら

働く場所の確保等もしたというような話でありまし

たが、まず、町長自身どういう努力をされてきたの

か。 

 また総体的に、町の人口を維持するために、非常

に上富良野町というのは特殊な町であります。自衛

隊の動態によって人口が非常に変わるという特殊な

要素がありますから、そのことを考慮した場合、町

独自のさらなる政策展開をする。それでも今現状は

厳しいわけですから、そういうものを今年度予算の

中でどのように町長は展開されて、みずからどのよ

うに評価されているのか、この点を確認しておきた

いと思います。 

○議長（村上和子君） 向山町長。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の町の人口動

態に関します、あるいは定住移住関係についての御

質問に総体的にお答えさせていただきたいと思いま

すが、人口減少というのは、これは全国的に共通の

課題でございます。 

 そういった中で、上富良野町といたしまして、そ

ういう厳しい中でどのように人口減少を食いとめて

いくかということに対しまして、私自身の行政推進

の中でやはり重点的に力を注いでおりますのは、ま

ずは企業訪問等を通じて、上富良野既存の事業体の

事業規模を拡大するなり、そういったお願いを申し

上げまして、雇用環境を整えていくことが定住移住

に直結する要因でもあろうということで活動させて

いただいているところでございます。 

 一方で、町の構成する大きな要素でございます自

衛隊の規模に関しましても非常に大きな影響を及ぼ

しておりまして、これらについても、御案内のよう

に全国的に今、特に陸上自衛隊については西方に人

も設備も移動している中で、何とか上富良野の部隊

の現状を維持していただくように要望活動等行って

おりまして、それらについても、これはもう決まっ

たパイを、俗っぽい言い方で申し上げますと、奪い

合いの状況でございますので、そういう中で一定程

度の規模が堅持されているものというふうに、これ

は町民の皆さん方、部隊の動きを肌で感じていただ

いていると思いますので、そういうような活動を通

じて人口減少を最小限度にとどめたいというふう

に、今年度につきましては取り組んできたところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） それでも、人口の自然減少

も含めて社会現象とあわせて人口がなかなか食いと

められないという状況が、実際この上富良野町で起

きています。現在１万６００人という形になってお

ります。 

 将来的に、当然、将来の人口ビジョンを見まして

も減る傾向にあるということがあります。それをい

かに食いとめるかということのきっちりとした政策
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をしないとだめではないかというふうに私は常日ご

ろから思います。 

 細かいことは言いませんが、雇用を維持するため

でしたら、人に対する雇用の支援金、あるいは各保

育所いろいろな事業所がありますから、これはでき

るかできないかという判断もありますけれども、そ

ういった政策を通じて、上富良野町に多くの人たち

に住んでもらうような具体的な対策というのをもっ

と上富良野独自の政策展開というのが必要になって

きているのだというふうに思いますが、その点、町

長、大分危機感もありますが具体的な裏づけという

点になると非常に乏しいのかなというふうに思いま

すが、今後どのようにお考えなのかを伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 全国各自治体で人口減少を食いとめようというこ

とで、それぞれ町独自の取り組み、あるいは地域と

しての取り組み、あるいは民間事業所等々の共同に

よる取り組みとさまざまな取り組みがございます。

それぞれ各自治体においては、ぜひ我が町へ、我が

地域へということで、特徴を出しながら人口確保に

努めているところでございまして、その手法はそれ

ぞれ各自治体によってさまざまでございます。 

 しかし、私が見聞きする中で、その個別政策に

よって大きく人が波を打って動いているという実態

を見受けないことから、やはり上富良野は上富良野

としての中身は、物によってはアドバルーン的な効

果を生むものもありましょうし、あるいは地味なが

ら、気がついたら安心して暮らしていける環境は

しっかり整っているというふうに評価をされる方も

いるでしょうし、総合的にそれぞれ各個々人がその

価値観については、なかなか一つのものとなるのは

難しいでしょうが、町民の皆さん方のお声を聞きな

がら、町として最善の努力を引き続き行ってまいり

ますので御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、歳入の１５ページ、

歳出と関連するのですが、今、米沢議員のほうから

も質問ありましたけれども、橋梁長寿命化の関係

で、本当にかなり予算が残ったというようなことに

なっております。 

 それで、確認をしたいのですが、当初、予算を立

てるときに何橋を予定して、それがこの年度にどれ

だけ執行したのか。まずは１点、そこをお伺いいた

したいと思います。 

 それから、５３ページになります。森林環境譲与

税の関係です。これは、初めて９月の我々が再度議

員になってから提案された基金条例に基づいて３７

万１,０００円を積もうとしているのだと思うので

すが、これの総額については幾らになっているの

か、そこら辺を確認させていただきたいと思いま

す。 

 また、これは、国からの交付税額と一致している

のかどうかというのもちょっと確認をいたしたいと

思います。 

 次に、５７ページの企業振興補助の関係でありま

す。７４万５,０００円ほどが伸びております。こ

れにつきましては、多分、利子助成と固定資産の補

助、それから雇用補助の３点があるのですが、この

７４万５,０００円というのは何なのか。そして、

予算から変わった理由と、今言った対象企業等につ

いて、話せるのであれば、お答えいただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建築水道課長（佐藤 清君） ６番中澤議員の橋

梁長寿命化の質問にお答えさせていただきます。 

 当初の予算組みの中で、橋梁の数につきましては

２橋、実施設計を組んだ段階でも２橋でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの６番中

澤議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 森林環境譲与税につきましては、９月に５００万

円の補正をさせていただきまして、今回、額が確定

したことから３７万１,０００円の補正をさせてい

ただきまして、町のほうには５３７万１,０００

円。そのうち、ことしの事業で若干使ったものがあ

りますので、総額にしますと基金では５１４万７,

０００円の基金ということになります。 

 あと、森林環境譲与税ですので、交付税とは違い

まして、譲与税として歳入になっておりますので御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ６番中澤議員の

３点目の企業振興補助に関する御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 今回、補正をさせていただきました分について

は、先ほど議員がおっしゃったとおり、三つのメ

ニューがございますが、今回は固定資産に対する補

助の分となります。補助先につきましては２事業所

でございまして、竹本容器とジェロップということ
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になってございます。 

 こちらのほうの補正の要因といたしましては、補

助対象となります固定資産額の確定に伴いまして補

助額が連動して決定されるということになってござ

いますので、補助対象経費の確定による増額という

ことで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、１点目なのですが、

橋梁の長寿命化を２橋を予定して、歳入ベースだっ

たら約４,０００万円ぐらい予定していたのが１,０

００万円ぐらいになっているというようなことで、

２橋で２橋といったら過大な見積もりだったのかな

と思ってしまうのですが、そういうことではないの

でしょうかどうでしょうか、確認をさせていただき

たいと思います。 

 ２点目に、森林環境譲与税の関係ですけれども、

一応令和元年度、平成３１年度において幾らか執行

したと。５００万円と３７万１,０００円でその鞘

ということかと思うのですが、その事業というの

は、どういう事業に使われたのか、確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建築水道課長（佐藤 清君） ６番中澤議員の橋

梁の長寿命化についての御説明をさせていただきま

す。 

 まず、当初予算に組まれている部分が２,２２０

万円というふうに予算を組ませていただいておりま

す。２橋でございます。その実施設計を組んだ段階

で、いろいろと項目的に補修の内容等の精査をしま

して、実際に設計を組んだ段階で１,８７６万６,０

００円、ここで３４３万４,０００円の減額となっ

ております。これで発注をしております。この段階

で一般競争入札を行っておりまして、１１者が入札

に参加しておりまして、この部分で契約金額が９６

８万円、一部変更もございましたが、最終的には９

６８万円で契約をしておりますので、この部分で９

０８万６,０００円が減額となっておりますので、

合わせまして１,２５２万円の減額というふうに

なったところでございます。御理解を賜りたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの６番中

澤議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 ５３７万１,０００円の譲与税が入りまして、５

１４万７,０００円の基金につきましては森林環境

の管理制度というのがございまして、その制度に基

づきまして、人工林で１５年間、一度も下刈りも間

伐もしていない山林の持ち主の方を林地台帳から抽

出いたしまして、本年度は町内にいる方で６０件ぐ

らいの方に、今後の管理方法をどうするのかという

ようなことでアンケート調査をいたしました。それ

の郵便料とか、あと林地台帳の管理システムという

のを昨年設置いたしまして、その保守管理費の委託

料で払っていますけれども、そういうものの管理費

を今回の譲与税の中から支出したところでございま

すので御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番今村辰義君。 

○１０番（今村辰義君） 先ほどの橋梁新設改良費

の件でございますけれども、減額のわけ等はわかり

ました。 

 それで、実施というのか修繕は、これで何％ぐら

い終わるのか。あと、急を要するようなものはまだ

あるのか。次の段階、次の段階とありましたよね。

そういったものを含めると、あと何年ぐらいかかる

のか、そういったところと。 

 あと、点検というのは非常に難しいと思うのです

ね。目視でやるとか、ハンマー等使ってやるとか、

いろいろあると思うのですけれども、実際にどのよ

うな点検をやっているのか。大きな橋梁なんかはド

ローンなんかを使っていますよね。そういったもの

がわかれば、教えていただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（村上和子君） 建設水道課長。 

○建築水道課長（佐藤 清君） １０番今村議員の

橋梁の長寿命化に関する御質問にお答えさせていた

だきます。 

 今までできた数ということでありますが、資料を

持ってきておりませんのでお答えできませんが、全

体では１１４橋ぐらいございますので、そのうちの

修繕しなければいけない数というのが、それぞれ評

価によって出てきておりますが、数字は、持ってき

ておりませんのでお答えできません。 

 あと、どのような点検かということでありますけ

れども、まず、近接目視ということで評価をしまし

て、橋の下を機械でくぐりまして、ひび割れとか、

それから橋の上の橋面防水とか、コンクリートの状

態を全部把握しまして、それを評価しまして、優先

順位を決めて、整備を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。（「あと何年かかるか」と発

言する者あり） 

 ちょっと数字的には、あと何年かかるというの

は、資料を持ってきておりませんで押さえていませ
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んが、１０年計画の中では２８橋を整備するという

ふうにしております。その中で、現在終わったもの

が、数字的に持ってきておりませんので、後で報告

させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 後でよろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 私のほうから、学校情報通

信ネットワーク整備事業につきまして、今後のこと

について参考までにお伺いいたします。 

 今回、ネットワーク環境の整備ということでござ

いますが、今後、本体といいますかメーンであるパ

ソコンの配置につきまして、令和５年度までという

ことでありますが、その具体的なスケジュールが決

まっていれば教えていただきたいと思います。 

 また、ＧＩＧＡスクール構想の概要において、１

台４万５,０００円の補助ということで記載されて

いたような認識でおりますけれども、その認識でよ

ろしいかどうか。 

 また、子どもたちが使用するということで、必要

最低限の機能を有した廉価なものということを想定

しておられるとは思いますが、１台４万５,０００

円を超えるような、要は、価格設定としてはどのよ

うな価格を想定されておられるのか。 

 また、例えば小学校３年生まではｉＰａｄ、また

小学校４年生以上中学校はノートパソコンといった

ような、具体的なＯＳの整備計画といいますか配置

計画というものが、もし現時点で決まっているので

あれば、教えていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（及川光一） ９番佐藤議員の学校

情報通信ネットワーク整備の関係の御質問にお答え

をしたいと思います。 

 今回、補正予算において、校内の通信ネットワー

クを整備するということで、今後の端末の整備のス

ケジュールといったところでございますが、今、国

のほうの方針といいますか、出されているところで

は、令和２年から令和５年度までということで、期

間でいうと４年間になるところですが、その中で、

令和２年度においては小学５、６年と中学１年、令

和３年において中学２年、３年、令和４年において

小３、小４、そして、令和５年において小１、小２

ということで、学年ごとのスケジュールを今立てて

いるところであります。 

 次に、端末の機種といいますか、国のほうでの詳

細についてはこれから示されてくるところでありま

すが、１台当たり上限４万５,０００円の計画補助

というような形での数字は出ているところでありま

すが、今後、都道府県単位での一括調達を行い、市

町村に配布されるだとか、あるいは町村がその端末

を購入するだとか、そういう方針については今検討

中ということで、詳細についてはこれから示される

ところであります。 

 あと、端末の仕様といいますか、この辺について

もまだ流動的な部分がありますので、今後決まり次

第また情報提供させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 先ほどの今村議員のですか。 

 建設水道課長。 

○建築水道課長（佐藤 清君） １０番今村議員の

橋梁長寿命化についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、橋梁の数につきましては１１４橋、その中

で健全度を評価しまして、健全であるもの８４橋、

それから予防保全が必要な部分については２１橋、

そして早期措置が必要な部分が９橋ございます。そ

して、緊急措置の必要な部分についてはゼロでござ

います。 

 現在予定しているのが健全度２の部分で２１橋、

それから健全度３の部分で９橋、合わせまして３０

橋を予定しております。平成２７年から平成３６年

までの１０カ年の計画の中で２８橋というふうに計

画をしております。現在６.５橋、一部まだ残って

いる部分がありますけれども、約７橋でございます

ので、２３％の進捗率というふうになっているとこ

ろでございますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ページ数が４１ページ、中

ほどにございます寝たきり者等おむつ購入費助成に

関して伺います。 

 数字的には少ない金額ということで、一定程度決

まった数量を対象者に与えるというサービスの一環

と読み取れるのですが、現在の利用者の実人数、ま

た今回の増額に伴う対象者は何名程度ふえたのか、

確認させていただきます。 

 また続きまして、４３ページ、こちら下から４行

目１３節委託料の中の一時預かり事業に関してです

が、今回１００万円程度増額の要因に関してと、主

な事業内容に関して、確認させていただきます。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ８番荒生議員の２
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点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目のページ４１ページの在宅福祉推進

費、寝たきり者等おむつ購入費助成につきまして

は、当初予算では１２名の方に７２万円の予算を講

じておりましたが、今回３名増となります１５人の

方を見込み８０万円としたことから、８万円の増額

補正となっているところでございます。 

 寝たきり者等おむつ購入費助成につきましては、

規則をもちまして対象者を限定し、寝たきり者等に

よるおむつを必要とする障がい者、高齢者を対象と

し、障がい者については要介護度の申請はございま

せんが、要介護１から要介護５までの在宅にいらっ

しゃる方に対して月額５,０００円ということで助

成を行っているところでございます。 

 次に、４３ページの一時預かり事業でございます

が、これは子ども・子育て支援事業ということで、

町内における認定こども園４園につきまして、今回

国の補助基準額が改正されましたことと、当初見込

みを立てていた人数が大きく変わりましたことか

ら、この二つの要因から１０１万１,０００円の増

額補正となったところでございます。 

 まず１点目の基準額の改正につきましては、増額

補正の要因として３０万４,０００円でございま

す。 

 次に４園の見込み対象者につきましては、当初予

算では１万１,４００人を延べ利用人数と見込んで

いたところでございましたが、３月までの利用見込

みを１万２,５３６人を見込んだことから、その増

員となる利用見込みについての預かり事業に対する

事業費について５５万６,９００円を見込み、総額

の補正額となったところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ４７ページの減量化資源化

事業の中で、負担金補助及び交付金ということで、

資源回収センター管理等負担ということになってい

るのですけれども、これはどこに資源回収をしてい

るところに負担をしたのか。それと、その負担の割

合をどのような方法で決定しているのかをお伺いし

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦） ３番髙松議員の資源

回収センター管理等負担について御説明申し上げま

す。 

 資源回収センターというのは、中富良野にありま

す富良野広域で管理しているところでございまし

て、上富良野からはプラスチックの容器包装リサイ

クルのプラスチックごみを全て中富良野に持って

いっているところでございます。中富良野では、富

良野沿線からの共同処理ということでございます

が、これらの負担の割合が足りなくなったために、

今回の補正となったところでございます。 

 共通経費といたしまして、実際に持っていった処

理の量で割り勘をしているということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより、議案第１０号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１０号平成３１年度上富良野町一

般会計補正予算（第１１号）は、原案のとおり可決

されました。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は１０時５０分といたします。 

─────────────── 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１１号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第１１号平

成３１年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号平成３１年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の内容につきましては、１点目、特定個人情

報データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修に

ついて、歳入歳出の所要の補正をするものでありま

す。 

 ２点目、財政調整基金積立金利息分の積み立てに

ついて、歳入歳出の所要の補正をするものでありま

す。 
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 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１１号平成３１年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）。 

 平成３１年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２１万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１３億５,０２５万６,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金２０万９,０００円。 

 ４款財産収入８,０００円。 

 歳入の合計は、２１万７,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２０万９,０００円。 

 ６款基金積立金８,０００円。 

 歳出の合計は、２１万７,０００円であります。 

 以上で、議案第１１号平成３１年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明とい

たします。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 質疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１１号平成３１年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案の

とおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第１２号

平成３１年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号平成３１年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の内容につきましては、後期高齢者医療保険

料の賦課確定に伴い、歳入歳出の所要の補正を行う

ものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１２号平成３１年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）。 

 平成３１年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１７７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億４,７０７万９,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料１７７万９，０００

円。 

 歳入の合計は、１７７万９,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１７７万９,０００円。 

 歳出の合計は、１７７万９,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第１２号平成３１年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明と

いたします。御審議いただきまして、議決ください

ますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 
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 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 今回、全体的な補正の額は

約１８０万円ということで、先般いただきました共

通資料の１－３の使用内訳を拝見いたしますと、普

通徴収、それから特別徴収の普通徴収に着眼すると

マイナス４２３万２,０００円。 

 もう一度、特別徴収と普通徴収等事業における考

え方というのをまず確認させてください。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ８番荒生議員の後

期高齢者医療保険料の特別徴収と普通徴収の関係で

御説明申し上げます。 

 後期高齢者医療の関係で、特別徴収につきまして

は年金等々から保険料を徴収させていただくことを

特別徴収と言います。また、特別徴収にならない方

については、直接納付書払いで納付していただくも

のを普通徴収ということにしております。 

 今回、特別徴収が６００万円の増加で普通徴収が

４００万円の減少ということで、実人数的に調べま

すと、特別徴収も普通徴収も両方とも１００人ほど

の増加ということになっておりますが、普通徴収の

減少が多くて、特別徴収の増加が大きいということ

になっておりまして、中身的には両方ともふえてい

るということでございますが、当初予算の積算の特

別徴収と普通徴収の区分は、過去３年の平均等々を

参考にして当初予算を組み立てしております。今回

の補正につきましては、確定ということで計上させ

ていただきますので、その差額でもってこのような

数値になったということで御理解いただきたい思い

ます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 当然のことながら、後期高

齢者医療特別会計に関しては７５歳が対象になられ

るということで、私の感覚は、７５歳になったとき

にまず普通徴収をして、それ以後に、特別徴収にシ

フトしていくのかなというような感じで読み取って

はいたのですけれども、今回これだけその金額に当

初予算の見込みと相違があるということは、もう単

純に線引くラインがずれていたとしか考えられない

のですけれども、その辺はどう分析していますか。 

○議長（村上和子君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ８番荒生議員の御

質問にお答えいたします。 

 ７５歳になったばっかりのときは普通徴収という

ことでございます。また、７５歳以上の方が町に転

入された場合も普通徴収ということになります。ま

た、年金額が少ない方が普通徴収ということになる

ところでございますが、先ほども申し上げたとおり

でございますが、この人数の確定は確定ということ

で保険料として確定しているところでございます

が、当初予算のときの積算がちょっと不十分であっ

たということで、今回このような当初と確定との差

ということで、このような片方が大きくふえて片方

が減ったということになってしまった結果というこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号平成３１年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１３号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 議案第１３号

平成３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１３号平成３１年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第５号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の主な内容ですが、１点目は、歳入につきま

して平成３０年度から国の施策として構築されてお

ります保険者機能強化推進交付金について、今年

度、町の取り組みに対しまして交付金による増額で

あります。 

 ２点目は、歳入歳出につきまして、介護給付費の

見込みに基づく補正であります。主な内容は、居宅

サービス利用について、短期入所サービスは増加が

見込まれましたが、訪問通所等居宅サービスと地域

密着型サービスの小規模多機能型居宅介護、認知症

対応型生活介護及び施設サービスにつきましては、

計画を下回る見込みとなりますことから、保険給付

費と財源となる各負担金等について減額するもので

あります。 

 ３点目の地域支援事業につきましては、介護予

防、生活支援事業の利用者増に伴い、増額するもの

であります。 

 収支の差額につきましては、予備費に充当し、調

整したところであります。 
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 それでは以下、議案の説明につきましては、議決

項目の部分についてのみ説明し、予算の事項別明細

書につきましては省略をさせていただきますので、

御了承願います。 

 議案第１３号をごらんください。 

 議案第１３号平成３１年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第５号）。 

 平成３１年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ６,２１２万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ９億７,８１９万９,０００円とす

る。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ３款国庫支出金１,７３６万円の減。 

 ４款道支出金１,２７１万４,０００円の減。 

 ５款支払基金交付金２,１９０万９,０００円の

減。 

 ６款財産収入６,０００円。 

 ７款繰入金１,０１４万３,０００円の減。 

 歳入合計は、６,２１２万円の減であります。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費８,１１４万６,０００円の減。 

 ３款地域支援事業費２６４万円。 

 ５款基金積立金６,０００円。 

 ７款予備費１,６３８万円。 

 歳出合計は、６,２１２万円の減であります。 

 以上で、議案第１３号平成３１年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第５号）の説明といたし

ます。御審議賜りまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 何点かちょっと御質問いた

します。 

 まず、歳入の国庫支出金で、今回、保険者機能強

化推進交付金ということで、国から１６０万円の交

付をいただいております。この積算根拠につきまし

ては、いただきました資料に基づいて、いわゆる１

３項目において加点をされた中で、北海道内で４８

位ということで上富良野町はなっています。 

 何点か気になるのが、介護支援専門員及び介護

サービス事業所についてと認知症総合支援、そして

生活支援体制の整備、また、介護給付費の適正化と

いうところが上富良野町は若干平均より下回って、

また低い加点というふうになっておりますが、これ

の要因と、これらの部分を改善して、さらに総合点

数を上げるための方策というのはどのようなものが

あるのかということをまずお伺いしたいと思いま

す。 

 そして、歳出のほう、１５ページの介護サービス

事業の給付費にかかわるところでございます。 

 施設介護については、さまざまな要因について下

回ったということでなっておりますが、まず、この

施設介護サービスが大きく当初予算より下回った要

因と、また地域密着型サービスにつきましても同様

にそれが下回った要因というものが何かということ

とあわせて、町内における施設介護事業者の潜在的

な待機数というのをもし把握していれば教えていた

だきたいということと。 

 あともう１点なのですが、今回、このようなさま

ざまな事案によりまして約４,６００万円程度の予

備費が出ました。この間、介護計画の中において、

平成３０年度末段階で６,９００万円の基金が今積

み上げられております。今回の平成３１年度の予備

費等々合わせますと約１億円強のお金が積み立てら

れる。これは、ある意味においては介護を受けられ

る方が上富良野町は減っているという嬉しい考え方

もある一方で、介護保険を納入する側に当たっては

適正な価格だったのか。 

 現在、消費税等々も８％から１０％、またさらな

るさまざまな生活困窮の原因がある中において、生

活費の中からの一定程度の介護保険の拠出というの

が苦しくなっている家計もあるというふうに聞いて

おりますが、この点、今の計画の中において１０階

級ですか、上げられているところがありますが、軽

減対策等の考え方がないのかお伺いをいたします。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ５番金子議員から

の３点の質問についてお答えさせていただきます。 

 まず１点目の歳入におけます保険者機能強化の交

付金につきましては、議員御質問のとおり、各項目

において満点に対する上富良野町の得点が記載され

ているところでございますが、その要因としまして

は、さまざまな国が示す指標に基づきまして町が確

実に調書をもって報告ができるかできないかという

ことがまず求められております。ですから、自分た

ちで努力してはいるのだけれども、それがきちっと
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書面において報告ができなければ、それは加点とい

うことには判定されませんので、関係機関との情報

連携はしているけれども、実際に関係機関との連携

の情報に基づいて課題についてあれば研修を実施す

るだとか、それに向けた改善施策について行ったも

のの報告がなければ、それが評価されないというよ

うな内容も今回判明したところでございます。 

 町にとりましては介護支援専門員、あと居宅介護

支援事業所とは毎月定期的に会議を持ってございま

すが、その会議をもって実は私どもはきちっと支援

体制を整えているというふうに町は判断をしていた

ところですが、今回、国の総合評価も変わっていく

中で、それをきちっとした形で組織的に改善施策に

ついてもあれば、それは直ちに町としてもそれに情

報連携して対応していくような形をとらなければい

けないということで認識をしておりますので、これ

については、次年度以降につきまして町と各事業所

と連携をしまして、少しでも国が示す指標に基づい

て体制を構築していかなければならないと考えてい

ます。 

 特に今回、議員の御質問にありました生活支援体

制整備につきましては、令和２年度の予算において

御説明させていただくことになろうかと思います

が、来年度に向けて構築をし、ここは既に構築がさ

れていけば加点の対象となるというふうに、今回の

１３項目の全ては事例でありまして、項目は約７０

点ほどに実は細分化されておりますので、各項目と

もに実際にできているもの、今進めているもの、こ

れから課題として持たなければいけないものについ

ては、次回の第８期高齢者保健福祉計画と介護保険

事業計画の中で課題とし、整理し、着手してまいり

たいと考えています。 

 次に、２点目の施設サービスについての御質問に

対してお答えします。 

 大きく今回施設サービス費が減額となって要因で

ございますが、まず１点目は、町外の施設サービス

を御利用している方がお亡くなりになったり、また

上富良野町にお戻りになったりということで、施設

サービスで約１２人の方が利用減となっておりま

す。ここの影響額が大きくなったところでございま

す。 

 例を挙げますと、南富良野町のふくしあに入所し

ていた方、あと、老健ふらのが１００床あるのです

が、８０人しか受け入れていないことから、そこも

利用が対象になれば、そこからの新規というのは発

生しませんでしたので、そういうことでの他の町で

も施設サービスが大きく減となったところでござい

ます。 

 しかし、上富良野町においては、ラベンダーハイ

ツが入所定員まで受け入れをしていただいたことか

ら、その利用人数については、新しい方は町のラベ

ンダーハイツのほうを御利用いただいているので、

給付費について全体としては減となっております

が、町においては御利用いただいているところだと

いうふうに確認をしております。 

 次に、地域密着型でございますが、福祉につきま

しては２５人の利用定員というふうに見ております

が、実質１３名から１４名の利用で推移しており、

やはりここは計画では２０人程度の利用ということ

で見込んでおりましたことから、この月５人分の１

年間分が大きく減額になっているところです。 

 また、グループホームも、ほーぷにつきましては

定員１８名に対して１８名、おおぞらにつきまして

は１月から２ユニット目を開所し、現在１１名とい

うことで入所しておりますので、ここは速やかな利

用につながっているかと思いますが、やはり昨年の

１０月に整備したことから、ことしの利用も最大限

入所できるように予算を講じましたので、実際７名

分がこの予算としては残として残ってたものと判断

しております。 

 実際、施設サービスにつきましては、介護保険の

事業計画は３カ年間のサービス見込み量と保険給付

費を見込んだ計画で予算を講じていますので、その

計画がまず達成しなかった場合については、やはり

減額となることが見込まれておりますので、そうい

うことでまず御理解いただきたいと思います。 

 最後に、今回の予備費でございますが、議員御発

言のとおり、現在、平成３０年度、３１年度、来年

度の３カ年にわたり基金を支消しながら実は保険財

政を運営していく計画を持っておりますが、平成３

０年度、また今年度も、基金の支障はすることなく

今財政運営は進んでおります。 

 昨年度までの基金財源６,９００万円に、この予

備費も決算となり、基金に積むことになったときに

は約１億円程度の基金になろうかとは推計されます

が、これは第８期の介護保険料算定に向けての重要

な財源ということで、これは計画の中に算定してい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） るる御説明ありがとうござ

います。 

 先ほどの歳入の保険者機能強化推進交付金につき

ましては、そのようなことで原因等々がわかったと

いうことであれば、速やかに国の、いわゆるフォー

ムというか書面をもって提出する、そのひな形に対

して町の各事業所及び保健福祉課と連携を図った上
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で、令和２年度においては、ある程度インセンティ

ブがもしかしたら向上する可能性が見られるという

ことで判断してよろしいですかね。 

 それと、施設介護の部分につきましても理解させ

ていただきました。いずれにしても、当然ながら第

８期の次期の介護保険計画に基づくための原資とい

うことで基金というのは重要なものではあります

が、実際に今払っている方、一応被保険者の方も大

変厳しいということも御理解をいただきながら、よ

り安定化した事業に努めていただきたい。その計画

性ももしわかれば、改めて教えていただきたいなと

いうふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） 金子議員の２点の

再質問にお答えさせていただきます。 

 １点目のインセンティブにつきましては、町とし

ましても国が示していく評価指標に基づきまして、

これは毎年実は見直しされておりますので、毎年私

どもも自助努力をしていく考え方でおります。た

だ、なかなか満点に近づくにはやはり国が示す評価

指標もどんどんレベルが上がっていきますので、そ

れにはきちっと情報収集して町としては最善の努力

を努めてまいります。 

 ２点目の介護給付費並びに介護保険料への安定的

な財政運営でございますが、先ほども申し上げまし

たとおり、いよいよ平成３０年から令和２年度まで

の第７期の検証評価を来年度着手しますので、これ

までも第６期までの実績もございますし、それも十

分勘案して、第８期計画につきましては、高齢者の

数、サービスを使う方の数、使うサービスのメ

ニュー等を給付費に応じまして、それについてはや

はり施設の整備計画も含めて、それは十分議論して

いかなければいけないと考えております。 

 そしてなおかつ、今、１階層から３階層までは国

が軽減をするということになっておりますので、町

民の皆様に納めていただく介護保険料の内容につき

ましては、十分精査して算定していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１３号平成３１年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第５号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１４号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 議案第１４号

平成３１年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（北川和宏君） ただいま

上程いただきました議案第１４号平成３１年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

５号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 １点目は、特定防衛施設周辺整備調整交付金２次

交付に係る事業費の確定に伴う補正であります。 

 ２点目は、寄附採納に伴う補正であります。 

 ３点目は、各事業費について実績見込み額による

所要の補正をするものであります。 

 なお、収支残額につきましては、本会計の今後の

財政需要に備えるため、予備費に計上しようとする

ものであります。 

 また、令和２年度ラベンダーハイツ給食業務につ

いて、新年度当初から業務開始することから、委託

契約事務を平成３１年度中に実施する必要があるた

め、債務負担行為の追加補正をするものでありま

す。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１４号をごらんください。 

 議案第１４号平成３１年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第５号）。 

 平成３１年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

７万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３億３,５０６万９,０００円とす

る。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正）。 

 第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務
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負担行為補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰入金７万１,０００円。 

 歳入合計は、７万１,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費１７６万５,０００円の減。 

 ３款施設整備費１万３,０００円の減。 

 ６款予備費１８４万９,０００円。 

 歳出合計は、７万１,０００円であります。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 （１）追加。 

 事項は、上富良野町ラベンダーハイツ給食業務で

あります。期間は、平成３１年度から令和２年度で

あります。限度額は３,８４４万円であります。 

 以上で、議案第１４号平成３１年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第５号）の

説明といたします。御審議いただきまして、議決く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１４号平成３１年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第５号）

は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１５号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 議案第１５号

平成３１年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１５号平成３１年度上富良野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）の補正の要

旨について御説明申し上げます。 

 まず、歳入におきまして、１点目に水道管移設工

事補償費の確定によります増額と、２点目に事業費

確定によります一般会計繰入金及び町債の減額とな

り、歳入全体では減額補正となっております。 

 次に、歳出におきまして、１点目に事業費の工事

請負費の確定によります減額と、２点目に一般管理

費の確定によります需用費及び役務費の増額とな

り、歳出全体では減額補正となり、歳入歳出それぞ

れ同額を減額補正とするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第１５号平成３１年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成３１年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８１万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７,５８７万２,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算の補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金６１万９,０００円の減。 

 ４款諸収入１００万７,０００円の増。 

 ５款町債１２０万円の減。 

 歳入合計８１万２,０００円の減となります。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費８１万２,０００円の減。 

 ２款公債費ゼロ。 

 歳出合計８１万２,０００円の減となります。 

 第２表、地方債補正。 

 （１）変更。 

 事業確定によります簡易水道事業債の限度額を１

２０万円減じ、１,４８０万円とするものでありま

す。 

 ２ページ以降の事項別明細書の説明につきまして

は、省略させていただきます。 

 以上、議決項目のみを御説明申し上げました。御

審議いただきまして、議決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１５号平成３１年度上富良野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案の

とおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１６号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 議案第１６号

平成３１年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１６号平成３１年度上富良野町公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の補正の

要旨について御説明申し上げます。 

 まず、歳入におきましては、第１点目に使用料及

び手数料収入の精査によります減額と、２点目に事

業費精査によります一般会計繰入金及び諸収入の増

額と、３点目に事業費確定によります町債の減額補

正となり、歳入全体では減額となるものでありま

す。 

 次に、歳出につきましては、１点目に一般管理費

におきまして需用費、負担金補助及び交付金、公課

費などの減額と、２点目に施設管理費として役務費

及び委託料の減額と、３点目に建設事業費の需用費

の減額と、４点目に償還金利子の減額となり、歳入

歳出それぞれ同額を減額補正とするものでありま

す。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第１６号平成３１年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成３１年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４０７万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億５,８８６万６,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正）。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算の補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款使用料及び手数料２１８万７,０００円の

減。 

 ４款繰入金１３２万円の増。 

 ６款諸収入８万９,０００円の増。 

 ７款町債３３０万円の減。 

 歳入合計４０７万８,０００円の減となります。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費２４４万８,０００円の減。 

 ２款公債費１６３万円の減。 

 歳出合計４０７万８,０００円の減となります。 

 第２表、地方債補正。 

 （１）変更。 

 事業確定に伴います公共下水道事業債、一般分３

０万円を減じ、１,０２０万円となり、資本費平準

化分３００万円を減じ、６,７６０万円となりま

す。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、省

略させていただきます。 

 以上、議決項目のみの御説明を申し上げました。

御審議いただきまして、議決賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１６号平成３１年度上富良野町公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１７号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 議案第１７号

平成３１年度上富良野町水道事業会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１７号平成３１年度上富良野町水

道事業会計補正予算（第２号）の補正の要旨につい

て御説明申し上げます。 

 収益的収支におきまして、１点目は原水及び浄水

費におきまして水質検査料の精査に伴います減額

と、２点目は受託工事費確定によります減額と、３

点目は総係費精査に伴います減額と、４点目は企業

債利子確定に伴います減額となり、それぞれ減額に

伴います補正額については予備費へ充当するため、

予算総額の変更はありません。 

 次に、資本的収入におきまして、１点目は配水管

布設替工事の確定によります企業債の減額と、２点

目は排水管移設補償工事の確定に伴います工事負担

金確定によります増額と、資本的支出におきまして

は、１点目は検満工事確定に伴います減額と、２点

目は配水管布設替及び移設工事確定に伴います減額

補正となっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１７号平成３１年度上富良野町水道事業会

計補正予算（第２号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成３１年度上富良野町の水道事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 以下、款項別補正予定額のみ申し上げます。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、第１項営業費用１２６万円

の減。 

 第２項営業外費用９万円の減。 

 第４項予備費１３５万円の増。 

 次に、（資本的収入及び支出）。 

 第３条、予算第４条本文括弧書中「不足する額

５,７３４万７,０００円」を「不足する額５,５６

６万円」に、「当年度分損益勘定留保資金１,１０

０万８,０００円」を「当年度分損益勘定留保資金

９３２万１,０００円」に改め、資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入。 

 第１款資本的収入８６１万４,０００円の減。 

 第１項企業債８８０万円の減。 

 第２項負担金１８万６,０００円の増。 

 支出。 

 第１款資本的支出１,０３０万１,０００円の減。 

 第１項建設改良費１,０３０万１,０００円の減と

なります。 

 （企業債）。 

 第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次

のように改める。 

 起債の目的、配水管布設替事業。 

 限度額８８０万円を減じ、４,９６０万円となり

ます。 

 次頁につきましては、さきに御高覧いただいてい

ることから、説明を割愛させていただきます。 

 以上、議決項目のみ御説明申し上げました。御審

議いただきまして、議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１７号平成３１年度上富良野町水

道事業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１８号 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 議案第１８号

平成３１年度上富良野町病院事業会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま上程い

ただきました議案第１８号平成３１年度上富良野町

病院事業会計補正予算（第４号）につきまして、提

案の要旨を御説明させていただきます。 

 補正の概要ですが、１点目は特定防衛施設周辺整

備調整交付金事業を活用して購入しました医療器械

につきまして、事業費が確定したことから、収入で

は町からの出資金及び特定防衛施設周辺整備調整交

付金を、支出では建設改良費ををそれぞれ減額する

ものでございます。 

 ２点目ですが、ラベンダーの里ふるさと応援寄附

を２名の方より１０万円を賜りましたので、一般会

計よりの支出金を受けまして、建設改良費、什器備
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品の整備に充てるため、同額の増額補正をお願いす

るものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１８号をごらんください。 

 議案第１８号平成３１年度上富良野町病院事業会

計補正予算（第４号）。 

 （総則）。 

 第１条、平成３１年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入１２３万８,０００円の減。 

 第１項出資金２３万８,０００円の減。 

 第２項補助金１００万円の減。 

 支出。 

 第１款資本的支出１２３万８,０００円の減。 

 第２項建設改良費１２３万８,０００円の減。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 以上、議案第１８号平成３１年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第４号）の説明とさせていただ

きます。御審議いただきまして、御議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１８号平成３１年度上富良野町病

院事業会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 令和元年第４回定例会付託 

議案第１２号 

○議長（村上和子君） 日程第１７ 令和元年第４

回定例会で総務産建常任委員会に付託しました議案

第１２号上富良野町公共下水道に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件に関し、総務産建常任委員長の報告を求めま

す。 

 総務産建常任委員長、中瀬実君。 

○総務産建常任委員長（中瀬 実君） ただいま上

程されました総務産建常任委員会審査報告書を朗読

をもって報告させていただきます。 

 令和元年第４回上富良野町議会定例会で、本委員

会に付託された付議事件を審査の結果、次のとおり

決定したので、上富良野町議会会議規則第７７条の

規定により報告いたします。 

 令和２年２月２６日。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 総務産建常任委員会委員長、中瀬実。 

 記。 

 １、付議事件。 

 議案第１２号上富良野町公共下水道に関する条例

の一部を改正する条例 

 ２、審査の経過。 

 （１）委員会の開催。 

 令和元年１２月２７日、令和２年１月１６日、１

月２８日、２月４日、２月２６日の延べ５日間、本

委員会を開催して審査をいたしました。 

 （２）審査の内容。 

 条例改正の趣旨は、下水道事業は独立採算の原則

が適用され、健全な事業運営に必要な財源確保のた

め、使用料水準の適正化を図り、経営の安定化を推

進するためである。 

 本委員会は、建設水道課から提出されている「上

富良野町公共下水道事業下水道使用料改定資料（令

和元年１２月）」を主として条例改正の内容につい

て、下水道事業の沿革と現状・下水道事業経営戦略

による課題の背景を踏まえ、改定経緯・算定基礎・

設定方針などの下水道使用料改定の基本的な考え

方、算定期間設定・現状分析・改定案による試算な

どの使用料水準の算定、用途別料金設定・基本水量

の検討などの使用料体系の設定などに関し、質疑や

意見交換を行い、さらに詳細な説明が必要な事項に

ついては説明員を要求し、審査を行った。 

 今回の下水道使用料を改正する目的は、経営戦略

の課題である「投資費用の抑制と使用料水準の適正

化」であり、最小限の費用精査と事業費用の平準化

による歳出抑制を行いながら、普及率９９％超で新

規の使用料収入が見込めない・人口減少及び節水機

器の普及による使用料収入減少及び国の高資本費対

策措置の終了・資本費平準化債借入額の縮小による

財政支援減少による財源対策、また、使用料収入不

足分を一般会計からの繰入金で補塡していることか

ら、その負担増の対策として下水道使用料を見直す
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ものである。 

 以上のことから、今回の下水道使用料の設定は

「公共下水道事業経営戦略（平成２８年度策定）」

終了年度である令和８年度時点で一般会計繰入金総

額を現行水準（平成３０年度水準の１億４,６００

万円）で維持するため、本来、下水道事業特別会計

の経営的には改定率を１４％増としなければならな

いが、令和２年度７％と５年後の令和７年度の７％

の２回で改定することで住民負担の軽減を考慮して

いること、また、他団体との均衡を考慮した水準で

あることから、住民に理解が得られるものと判断

し、適正と認めることにした。 

 ３、審査の結果及び概要（意見）。 

 「議案第１２号上富良野町公共下水道に関する条

例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決す

る。 

 今回の下水道使用料の改定に当たって、検討され

た基本・超過料金の負担割合や用途別料金の配分

等、水道事業との料金体系の整合性、用途別料金の

導入と基本料金の水量の検証について継続的に調

査・検討いただくとともに、一般会計繰入金総額１

億４,６００万円を維持すること及び令和７年度に

予定している改定率７％について、今後の経営努力

により繰入金の減額や改定率の引き下げが行われ、

住民の負担が軽減されることを期待する。 

 また、平成３１年３月に策定された第６次上富良

野町総合計画で示されている新たなまちづくりの最

重要課題である「町一体となった人口減少の対策」

について、人口減少の歯どめや人口増加のさまざま

な政策が着実に実行され、人口減少による使用料収

入減少の予測を最大限に抑えられて、公共下水道事

業特別会計が独立採算で健全に事業運営ができるこ

とにも期待する。 

 下水道使用料の改定は、住民生活や事業所経営に

大きく影響することから、施行日適用前の早い段階

から丁寧な説明や周知を行い、住民や事業者が理解

を深められる努力をされたい。 

 以上を申し上げ、報告とさせていただきます。御

審議いただき、お認めいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ただいまの報告に関し、御

質疑があれば賜ります。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 提案者に質問させていただ

きます。 

 委員会では、それぞれ資料、あるいは担当者の説

明を受けながら審議をされたという経過が伺えま

す。 

 そこで、お伺いしたい点があります。まず一つ目

としては、今、景気が後退するという状況になって

きています。また、消費税が増税されるという状況

になり、また、働く皆さん方の可処分所得等が低下

するという状況が一部で報道もされております。そ

うしますと、こういう状況の中で、下水道料金が引

き上げられるという状況になれば、家計には新たな

負担が求められるという状況になるかというふうに

思いますが、その点どのようにお考えなのか。 

 また、今回の基本利用料の改定に当たっては、子

育て世帯や、あるいは平均利用料を下回る老人世帯

等の配慮が見受けられないかというふうに思います

が、この点はどのようになっているのかをお伺いい

たします。 

 二つ目にお伺いしたいのは、今、将来的な人口減

少が続くということが、統計調査でも上富良野がつ

くった総合計画の中でもうたわれております。確か

に、町においては、数々の政策の中で人口減少を食

いとめる努力もされているという状況になっていま

す。それにしても、国の政策含めた社会的な要因の

中で、一定程度人口が減るという状況は今の段階で

は避けられないという状況が伺えます。 

 そうしますと、こういう状況の中で利用料の改

定、あるいは１人当たりの住民の負担が一般会計か

らの繰り入れを将来的に減らすという計画でありま

すから、そういう方向に進めば、１人当たりに求め

られる負担はさらにふえるという状況になっていま

す。 

 私は、この将来的な人口減少というのは、社会的

な問題と、あるいは町の努力があったかどうかとい

うことを含めて考えた場合、これは住民に負担を求

めるべきではないという立場であります。当然、こ

の部分は一般会計からの繰り入れを行って、現状維

持を行うべきではないかというふうに考えますが、

この点についてどのように審議、あるいはお考えが

あったのか、お伺いしておきたいというふうに思い

ます。 

 次にお伺いしたいのは、町の予算編成に当たって

も、将来的に財政の硬直が見受けられるようになる

のではないかというような設定の予算が、今年度に

おいても、従来からも組まれております。 

 そうしますと、そういう中で、今、町に求められ

るのは、今年度の新たな予算の中でいろいろな公共

施設等の建設が進められようとしております。一部

見る限りでは不透明な部分がありまして、そういっ

た無駄なものを削りながら、住民が生活に必要な部

分の予算を確保するということが今、町に求められ

ているというふうに考えます。そういう財源を確保

しながら公共料金下水道の引き下げに充てるべきで

はないかというふうに私は考えておりますが、この

点どのようにお考えなのか伺いいたします。 
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 この報告書の中では、１億４,６００万円の一般

会計の維持をこれからもお願いしたいということの

目標値も示されております。また同時に、経営努力

に至って、この引き下げも行われるように期待する

ということでありますから、いろいろ不安の中でこ

ういう表記になったのかというふうに思います。 

 しかし、将来的に一般会計の繰り入れを維持しよ

うとすれば、人口減少が続くという状況の中で非常

に厳しい状況が伺えます。また同時に、改定率を更

に引き下げようと思っても、なかなかできないとい

う状況もあるのではないかというふうに思います。 

 あわせてお伺いしたい点があります。それは、町

の施設の稼働率です。この資料では、もう既に５割

切って４割台に入っているという状況の中で、施設

そのものがもう約６割稼働していないという実態が

見受けられます。結局その分はどこが負担するのか

ということであれば、この計画書でいけば、原価コ

ストの部分の一定部分の負担を町民に求めるという

ような話ですから、大きな問題があるというふうに

思います。 

 四つ目にお伺いしたいのですが、住民負担の問題

です。例えば人口が、恐らく当初設定したよりは

１,０００人か９００人くらい減っているのだとい

うふうに思います。旧体系の平均８トン戸数でやっ

た場合に、人口９００人減った場合は１,３００万

円の減収になっております。１,０００人にした場

合は１,５００万円の減収になっているという状況

があります。 

 また、４人家族で１８トンで使用した場合、これ

を現在の改定部分でいえば、年間２,４９６円、超

過料金を含めれば１万７,２１６円という形になり

ます。こういう数々の問題を持ちながら受益者負担

が当然ふえるという前提であり、決して住民はこう

いった改定は望まないというふうに考えております

が、この点含めてきっちりと財政措置を、実際もし

もそれがだめであれば、当然、国にも求めることが

必要でありましょうし、一般会計からの繰り入れな

どを行いながら受益者負担の軽減にさらに努めると

いうことが今行政に求められるというふうに考えて

いますが、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 総務産建常任委員長、中瀬

実君。 

○総務産建常任委員長（中瀬 実君） 議長、お願

いがありますけれども、マスクを外してもいいです

か。 

○議長（村上和子君） はい。 

○総務産建常任委員長（中瀬 実君） すごく息苦

しくて、済みません。 

 ただいま、米沢議員からの委員長報告に対しまし

ての質問に対して十分な回答になるかわかりません

けれども、お答えをしたいと思っております。 

 まず、１点目の景気が後退する中での料金の引き

上げは住民の生活に負担をもたらすのではないかと

いうことに関してであります。 

 町はこの間、平成１７年の料金改定後は平成２６

年４月１日に消費税に伴う５％から８％の外税転

嫁、令和元年１０月１日消費税増税に伴う８％から

１０％の外税転嫁と、消費増税に伴う増額のみの改

定を実施しており、使用料水準見直しの実質的な料

金改定を１４年間行っていない。建設期間が長期に

わたり巨額の費用を要する下水道事業はその間発行

された下水道事業債、借金でありますけれども、こ

の膨大でこれらの償還金の大部分を一般会計繰入金

で補っており、依然として一般会計の財政運営を圧

迫しているのが現状であります。 

 町では、平成２８年に今後１０年間の公共下水道

経営戦略を策定し、課題を抽出し、現状分析を行っ

た上での今回の料金改定であり、本来、計画上では

平成３１年度に７％、令和６年度に７％の改定を行

う予定であったが、消費税が昨年１０月にあったた

め、改定を翌年の令和２年度から行うことで住民の

経済的負担は考慮されているものと考えておりま

す。 

 また、基本利用料を下回る世帯の配慮に関して

は、今回の料金改定を行う中で十分に検証してお

り、まず、世帯区分別として需要量が多い子育て世

帯の利用者が９４３世帯で２２.８％、需要量が少

ない６５歳以上の高齢者１人世帯が４６５世帯で１

２％と利用実態を把握した中で高齢者世帯の利用料

を下回る世帯への配慮を行い、基本料金を低減する

ことで超過料金の増加を招き、中間需要層にある子

育て世帯に加重の負担が生じることとなり、子育て

世帯、高齢者世帯の双方を同時に配慮することは困

難と判断したことから、基本料金水準及び水量の変

更については見送ることとし、基本料金、超過料金

それぞれの現行単価に７％の改定率を適用すること

としており、令和７年度の次回改定には公平性を保

ちながら利用者に理解が得られるよう、引き続き検

証を行うことで十分な配慮はされているものと考え

ているところであります。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 これから、討論を行います。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 私は、本件の下水道使用料
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の改定について反対の立場から討論するものであり

ます。 

 第１番目には、消費増税、景気が後退するという

状況の中で、住民の暮らしが非常にきつくなってき

ているという状況が見受けられます。また同時に、

働く皆さん方の可処分所得が減るという状況の中

で、暮らしが本当に大変な状況が伺えます。 

 そういった状況の中で、下水道料金の改定が行わ

れれば、新たな負担を住民に求める形になり、生活

がさらに厳しい状況に追い込まれるでしょう。今回

の改定の中には、平均基本料金を下回る老人世帯に

対する配慮や多子世帯など子育てに対する配慮がな

されていないという点も大きな問題だと考えます。 

 二つ目には、将来の人口統計を見ても、町の将来

人口が減少するということは間違いないでしょう。

そういう状況の中で、一般会計からの繰り入れを行

わないという状況になれば、これはさらに住民に新

たな負担を求めるものになります。本来、こういっ

た部分に対しては、きっちりと行政が財政負担を行

うということが今求められているのではないでしょ

うか。 

 今、施設の稼働率は約５割を切るという状況に

なってきています。その分当然１人当たりのコスト

がさらに負担が求められるという可能性がありま

す。また同時に、将来的に１億４,６００万円の繰

り入れを維持するということがうたわれております

が、これも何ら保障がありません。 

 私は、今求められているのは町全体の歳出歳入の

あり方をもう一度見直す。今年度から始まろうとし

ている新規事業も見直しながら不要不急なものはや

めるといった状況の中で財源を確保して、住民の負

担を軽減するということが今何よりも求められてい

ると考えています。 

 今回の改定では、人口が約９００人減った状況の

中で、単純に試算しても１,３００万円の財源がも

う既にマイナス要因として失われている。これが９

００人ふえれば、同じ財源が確保できる。こういっ

たまちづくりの政策をしっかりと行うということが

行政に求められます。 

 また同時に、４人世帯の平均で１８トンを利用し

ている世帯にとっては、新たな負担が求められま

す。年間にしたら約１万７,２００円ほど負担増に

なるという状況になっております。見方によって１

万７,０００円は少ないのではないかということを

言われる方もいるかもしれませんが、しかし、生活

している人たちにとっては、いろいろな税の負担な

どがあるということも諸物価の高騰が考えれば、こ

ういう新たな負担は本当に大変な状況が見受けられ

ます。 

 私は、こういう立場からもう一度下水道料金の算

定に当たっては、一般会計からの繰り入れ、また内

部での努力も当然委託など進められておりますが、

さらに不要不急な予算の見直しを行いながら住民負

担を軽減するといった対策を求めて、反対討論とい

たします。 

○議長（村上和子君） 次に、本件に対する賛成討

論の発言を許します。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 上富良野町公共下水道に関

する条例の一部を改正する条例について、賛成の立

場から討論いたします。 

 本町の下水道事業は、健康で快適な生活環境づく

りと公共揚水機の水質保全を図ることを目的に市街

地区を汚水処理区域に設定し、昭和５７年度から事

業に着手し、下水道施設の整備を中心に事業を進

め、平成３年度の供用開始からこれまでの間２８年

が経過しております。 

 平成３０年度末の整備率は８３.１％に達してお

り、普及率は８２.０％、計画普及率９９.２％、水

洗化率は９１.３％となっております。 

 今回の下水道使用料を改正する目的は、平成２８

年度策定の公共下水道事業経営戦略の現状分析から

投資費用の抑制と使用料水準の適正化を課題と位置

づけ、最小限の費用精査と事業費用の平準化による

歳出の抑制を行いながら、普及率９９％超で新規の

使用料収入が見込めない人口減少及び節水機器の普

及による使用料収入減少及び国の高資本費対策措置

の終了、資本費平準化債借入額の縮小による国から

の財政支援減少による財源対策、また、使用料収入

不足分を一般会計からの繰入金で補塡していること

から、その負担額の対策として下水道料金を見直す

ものである。 

 以下、改正案に対し、賛成する主な理由を申し上

げます。 

 一つ目の理由として、平成２８年度策定の公共下

水道事業経営戦略の終了年度である令和８年度時点

で一般会計繰入金総額を現行水準（平成３０年度水

準）の１億４,６００万円で維持することを目標値

と定めていること。 

 二つ目の理由として、下水道特別会計として、経

営上必要な水準であること。 

 三つ目の理由として、他団体との均衡を十分に考

慮した水準であること。 

 四つ目の理由として、公共下水道事業経営戦略の

目標である一般会計繰入金総額を現行水準で維持す

るためには、改定率１４％増としなければならない

が、令和２年度７％と、５年後の令和７年度７％の

２回で改定することで住民負担の軽減を考慮してい
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ること。 

 以上のことから、住民に理解が得られるものと判

断し、本条例の改正に賛成するものであります。 

 なお、下水道使用料の改定は、住民生活や事業所

経営に大きく影響することから、施行日適用前の早

い段階から丁寧な説明や周知を行い、住民や事業者

が十分な理解を深められるよう努めていただくこと

を私からも切にお願いをするところであります。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 次に、本件に対する反対討

論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようですので、これを

もって討論を終了します。 

 これより、令和元年第４回定例会で総務産建常任

委員会に付託審査しました議案第１２号上富良野町

公共下水道に関する条例の一部を改正する条例を起

立により採決いたします。 

 本件に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。 

 本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１２号上富良野町公共下水道に関

する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のと

おり決定いたしました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午後 ０時１７分 散会 
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○議事日程（第２号） 
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第 ４ 議案第２６号 上富良野町財政調整基金の一部支消について 

第 ５ 議案第２７号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消について 

第 ６ 議案第２８号 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消について 

第 ７ 議案第 ２号 令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

第 ８ 議案第 ３号 令和２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

第 ９ 議案第 ４号 令和２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

第１０ 議案第 ５号 令和２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 
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第１３ 議案第 ８号 令和２年度上富良野町水道事業会計予算 

第１４ 議案第 ９号 令和２年度上富良野町病院事業会計予算 

追加日程第１ 議案第 ７号 令和２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算訂正について 
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○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第１回上富良野町議会定例会

２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ８番 荒 生 博 一 君 

     ９番 佐 藤 大 輔 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１４ 議案第９号まで 

○議長（村上和子君） 日程第２ 執行方針並びに

日程第３ 議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計予算、日程第４ 議案第２６号上富良野町財政調

整基金の一部支消について、日程第５ 議案第２７

号上富良野町公共施設整備基金の一部支消につい

て、日程第６ 議案第２８号十勝岳と共生するまち

づくり応援基金の一部支消について、日程第７ 議

案第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特別会

計予算、日程第８ 議案第３号令和２年度上富良野

町後期高齢者医療特別会計予算、日程第９ 議案第

４号令和２年度上富良野町介護保険特別会計予算、

日程第１０ 議案第５号令和２年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計予算、日程第１１ 議案

第６号令和２年度上富良野町簡易水道事業特別会計

予算、日程第１２ 議案第７号令和２年度上富良野

町公共下水道事業特別会計予算、日程第１３ 議案

第８号令和２年度上富良野町水道事業会計予算、日

程第１４ 議案第９号令和２年度上富良野町病院事

業会計予算について、関連がございますので一括し

て議題といたします。 

 まず、町長より、町政執行方針について説明を求

めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 それでは、令和２年第１回定例町議会の開会に当

たり、町政執行の基本方針について、その概要を申

し上げます。 

 国におきましては、これまで実施してきたデフレ

からの早期脱却に向けた経済・金融政策により、景

気は緩やかに回復してきているとしておりますが、

海外経済や消費税率引き上げによる消費マインドの

動向などに起因する下振れリスクに加え、新型コロ

ナウイルスの世界的な感染拡大による経済的な影響

も懸念されており、地方においては景気回復の実感

がいまだに乏しく、先行きに対する不安が拭い切れ

ない状況にあります。 

 そのような中で、国は持続的かつ包括的な経済成

長の実現を目指し、人づくり革命、働き方改革、地

方創生などを推進するとともに、２０２５年度の国

と地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化に向け取

り組むこととしており、本年度予算については、通

常分と臨時・特別措置分を合わせ、８年連続で過去

最大となる１０２兆６,５８０億円の予算案を閣議

決定し、国会において現在、参議院で審議されてい

るところであります。 

 一方、地方財政計画の一般財源総額については、

前年度比１.２％、７,２４６億円増の６３兆４,３

１８億円とされ、地方交付税についても１６兆５,

８８２億円で、前年度比２.５％、４,０７３億円の

増となっておりますが、人口の少ない多くの地方公

共団体においては、地方税収の増加は見込めず、急

速に進行している少子高齢化を初め、日々複雑化、

多様化する行政ニーズに対応するための財源確保に

当たっては、依然として厳しい状況にあります。 

 本町におきましても、地方税収など自主財源の大

きな伸びが見込めない中で、地方交付税を初めとす

る一般財源の約９割が経常的な支出に充てられてい

る上、全収入の約４分の３が依存財源で占められ、

柔軟性に乏しい財政構造となっている実態にありま

す。 

 歳出面においては、ここ数年にわたり実施してま

いりました学校耐震改修事業、公営住宅建設事業、

農業基盤整備などの公共投資に伴う償還費が増嵩し

ている一方で、自立した地域を維持するための産業

振興、加速する少子高齢化社会、人口減少への対

応、子育てや介護など幅広い社会福祉環境への整備

を初め、懸案となっている大雨などの自然災害に対

する恒久的防災対策、老朽化が進む公共インフラの

長寿命化など、さまざまな行政課題に対応するため

の継続的な財政需要が想定されております。 

 さらに、今後におきましては、町立病院や複合拠

点施設の建設など、大きな公共投資も予定されると

ころであり、中長期的な見通しに基づく財政運営に

より、活力あるまちづくりと自治体経営の安定化と
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の両立を図っていかなければならないと認識してい

るところであります。 

 このように、財政的には依然として厳しい状況で

はありますが、町民の皆様が「かみふらの」に愛着

を持ち、夢と希望に満ちたまちづくりを進めていく

ことが何よりも大切であると受けとめており、第６

次上富良野町総合計画に掲げました「暮らし輝き 

交流あふれる 四季彩のまち・かみふらの」を目指

すべき将来像として、「協働のまちづくり」「穏や

かに安心して暮らせるまちづくり」「人が行き交う

まちづくり」の三つの視点を基本に、これからの

「かみふらの」を見据えたまちづくり、さらに私が

理念としております「町民の皆様が安心して住み続

けられるまちづくり」を念頭に、これまでの課題へ

の対応を初め、それぞれの事業実施において緊急性

や優先性などを十分考慮するとともに、今後見込ま

れる財政需要に対する財源確保の状況を見きわめな

がら、予算編成を行ったところであります。 

 それでは、第６次総合計画の分野目標ごとにまと

めた主要施策の項目に沿いまして、本年度の主な施

策について申し上げます。 

 最初に、「きれいで安全・安心な生活環境のま

ち」についてであります。 

 「環境・景観、エネルギー」につきましては、出

前講座等の学習機会を通じて環境保全意識の醸成を

図るとともに、地球温暖化防止に向けた「地球温暖

化対策実行計画」「地域省エネルギービジョン」が

本年度で計画期間が終了することから、これまでの

取り組み内容について評価・検証を行い、新たな計

画の策定に取り組んでまいります。 

 また、町内会で維持管理されている生活灯のＬＥ

Ｄ化に対する助成事業を昨年度に引き続き実施し、

温室効果ガスの削減、省エネルギー化を推進してま

いります。 

 葬斎場につきましては、昭和４９年の建設から４

５年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでおり、

本年度は火葬炉等の補修を実施し、適正な維持管理

と長寿命化を図ってまいります。 

 また、景観法に定められた景観行政団体として

「景観づくり条例」「景観づくり計画」に基づき、

良好な景観を守り、育み、創造する意識の浸透を進

めるとともに、十勝岳ジオパーク構想の取り組みと

連携し、大雪山国立公園の保護を初め、地域の特徴

的な地質・地形について継続的に調査を重ね、本町

の最も重要な資源とも言える十勝岳連峰と田園丘陵

が織りなす良好な景観の保全に取り組んでまいりま

す。 

 「ごみ処理等環境衛生」につきましては、町民の

皆様の御理解と御協力により着実にごみの分別、減

量化が進んでおり、今後におきましても、分別の徹

底と減量化、リサイクル率の向上に積極的に取り組

んでまいります。 

 クリーンセンターにつきましては、使用開始から

２０年が経過し、施設や設備に経年劣化による故障

等が顕在化しており、長寿命化計画に基づき、本年

度は焼却炉の補修工事等を実施し、安定した施設運

営が行えるよう対応してまいります。 

 「上・下水道」につきましては、特に老朽化が進

んでいる上水道の主要な幹線管路の更新を進めるほ

か、簡易水道施設の電気設備の更新を行い、安定し

た給水に努めてまいります。 

 下水道事業においては、現「公共下水道計画」が

計画期間の終期を迎えることから、今後１０年間の

新たな事業計画を定めるほか、道道吹上上富良野線

の拡幅工事に合わせた雨水管の整備と汚水処理の未

普及個所の整備を実施し、下水道の整備促進を図っ

てまいります。 

 「公園・緑地」につきましては、「日の出公園魅

力再生計画」に基づき、ラベンダー園の補植を行う

とともに、来園者の安全性・快適性向上のため、展

望台の屋上防水、ステージ改修、キャンプ場のコ

テージと炊事棟の外部改修のほか、新たな駐車場の

整備に着手し、日の出公園のさらなる魅力アップを

図ってまいります。 

 また、島津公園においては、町民の憩いの場とし

ての公園づくりと安全確保につなげるため、池周囲

の安全柵改修を実施してまいります。 

 「消防・防災」につきましては、日ごろから防災

意識の啓発や防災訓練等による地域防災力の強化を

初め、各住民会の防災士間の連携とスキルアップを

図る機会を設けるとともに、自主防災組織等活動補

助事業を継続し、自主防災組織の育成と防災活動の

促進を図るほか、住民会や自主防災組織において作

成された要支援者の個別支援計画に基づき、支援

者、要支援者双方が災害時において確実に行動でき

る体制の強化を図ってまいります。 

 また、活火山十勝岳が前回の噴火から３０年以上

経過したことを踏まえ、十勝岳噴火総合防災訓練に

ついては関係機関と協力連携を図り、これまでの経

験を生かし、必要な検証と改善を行い、地域や職場

の参加協力を得ながら防災意識の向上につなげてま

いります。一方、富良野川の砂防堰堤などの火山砂

防事業や治山・治水事業、登山道におけるシェル

ターなどの避難施設の整備についても関係機関ヘ引

き続き要請してまいります。 

 防災行政無線（同報系・移動系）につきまして

は、令和４年１２月までに国が定めた新規格への移

行が求められていることから、更新整備に取り組む
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ほか、近年、全国各地で起きている大規模な自然災

害を教訓とし、指定避難所である保健福祉総合セン

ターかみんの自家発電設備の改修、泉栄防災セン

ターの暖房機の更新整備のほか、繰越明許費を設定

いたしました社会教育総合センターの自家発電設備

を設置を進めるとともに、防災備蓄品・資機材につ

いては円滑な避難所運営に資するよう計画的な整備

を行い、災害に強いまちづくりを目指してまいりま

す。 

 また、「河川整備計画」に基づく治水対策とし

て、本年度は２河川の護岸補修工事を実施してまい

ります。 

 「交通安全・防犯」につきましては、一人一人の

意識を高めることが何よりも重要であることから、

地域や家庭はもとより、生活安全推進協議会を初

め、関係機関・団体との連携強化を図りながら、事

件事故のない、安全安心なまちづくりを進めてまい

ります。 

 令和元年７月には、交通死亡事故ゼロ３,５００

日が達成され、今後においても交通死亡事故ゼロの

継続と交通死亡事故根絶に向けて、さらなる交通安

全意識の向上が図られるよう、啓発運動を推進して

まいります。 

 「消費者対策」につきましては、悪質商法等によ

る被害が後を絶たないことから、広報紙や防災行政

無線での注意喚起を初め、出前講座等により被害防

止対策に取り組むほか、相談内容も複雑多様化して

いる現状から、引き続き専門的な内容にも対応でき

る相談窓口を富良野市消費生活センター内に富良野

圏域５市町村で共同設置するとともに、町内にも出

張相談窓口を月１回開設し、消費生活の安全を確保

してまいります。 

 次に、「みんなが元気になる健康・福祉のまち」

についてであります。 

 「保健・医療」につきましては、「健康づくり推

進のまち」宣言の理念のもと、生活習慣病の発症・

重症化予防を最重点課題に掲げ、「第２次健康かみ

ふらの２１計画」「第２期保健事業計画（データヘ

ルス計画）・第３期特定健診等実施計画」に基づ

き、各種健診、保健事業を推進し、一人一人がみず

から健康づくりに取り組むことができる環境づくり

を進め、健康寿命の延伸を図ってまいります。 

 特定健診については、受診率の低い４０・５０歳

代の受診勧奨を進めるとともに、虚血性心疾患、糖

尿病性腎症、脳血管疾患の重症化予防を重点に、こ

れらに共通する危険因子であるメタボリックシンド

ロームの該当者に対する効果的な保健指導を推進す

るほか、小児生活習慣病予防健診（かみふっ子健

診）を引き続き実施し、小児期からの健全な生活習

慣の確立と生活習慣病の予防を推進してまいりま

す。 

 また、健康寿命の延伸には、高齢者の特性を踏ま

えた保健事業と介護予防の一体的な取り組みが必要

なことから、高齢者の健康課題の分析に基づき、生

活習慣病やサルコぺニアの重症化予防に向けた保健

指導に取り組んでまいります。 

 歯・口腔の健康保持につきましては、８０歳に

なっても２０本以上自分の歯を保つ「８０２０（ハ

チマルニイマル）を目指し、乳幼児期からのフッ素

塗布の習慣化を促すとともに、歯磨きや食習慣等へ

の歯科保健指導を強化するほか、子育て世代からの

成人期における歯周疾患検診を実施し、子どもを含

め口腔ケアの重要性について理解を促し、各ライフ

ステージに応じた虫歯・歯周病予防を推進してまい

ります。 

 母子保健においては、聴覚障がいの早期発見と早

期療育開始がその後の成長段階における言語等の発

達に重要なことから、新生児の聴覚検査費用に対す

る助成措置を新たに設け、受診拡大を図ってまいり

ます。 

 感染症の予防につきましては、各種予防接種の積

極的な勧奨により発症と蔓延防止を図るとともに、

インフルエンザを初め、新型ウイルスなどの感染拡

大対策に関しては、国や北海道との緊密な連携によ

り情報収集・提供に努め、日々の暮らしの安全を確

保してまいります。 

 町内唯一の有床医療機関である町立病院につきま

しては、身近なかかりつけ医としての役割に加え、

救急医療から介護サービスまでを担っており、町民

が地域で安心して暮らし続けるための基幹的施設で

あることから、引き続き安定した運営を図るととも

に、国の方針に沿って、今後見込まれる慢性期の医

療・介護ニーズの増加に応えるため、本年７月をめ

どに現在の「介護療養型老人保健施設」の「介護医

療院」への転換を図ってまいります。 

 さらに、老朽化に伴う施設の改築に向けまして

は、令和７年度までの完成を見据え、富良野地域医

療構想と連動し、十分な検討、調整のもと、北海道

との協議を進め、基本構想及び基本計画の策定に着

手してまいります。 

 「子育て支援」につきましては、子どもの貧困対

策を含め策定しました「第２期子ども・子育て支援

事業計画」が本年度からスタートすることから、ゼ

ロ歳から１８歳までのあらゆる児童とその家族に対

して切れ目のない子育て支援サービスに関する情報

提供を行うとともに、育児の悩みや児童虐待への対

応も含め、さまざまな相談に対応し、適切な支援に

つなげるよう、町内の教育・保育施設４園を初め、
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教育委員会などと連携するとともに、保健福祉総合

センター内に設置している「子ども・子育て包括支

援センター」「子ども家庭総合支援拠点」「児童相

談支援センター」の機能を強化し、安心して子育て

ができる環境づくりを進めてまいります。 

 また、乳児家庭全戸訪問事業や母子保健事業を実

施する中で、積極的な関与が必要な家庭につきまし

ては、本年度から「養育支援家庭訪問援助事業」を

実施してまいります。 

 「高齢者支援」につきましては、「第７期高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画」が最終年度を迎

えることから、現計画の進捗・達成状況等を検証

し、次期計画を策定してまいります。 

 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続ける

ことができるよう、地域包括支援センターを中心に

関係機関・事業所と連携し、地域包括ケアシステム

の深化と推進を図るほか、生き生きとした生活を送

るためのプラットフォームである老人クラブ連合会

に対しましては、本年度設立５０周年を迎えること

から、特別記念事業の実施について支援してまいり

ます。 

 また、介護保険などの公的サービスでは、対象と

ならない高齢者や障がい者の日常生活における困り

事への支援に対するニーズが高まっている現状か

ら、社会福祉協議会との連携により、新たに生活支

援コーディネーターを配置し、相談窓口の一本化を

図るとともに、生活支援体制整備事業運営協議会

（仮称）の設置と新たなボランティア制度の導入に

より、ニーズの把握と適切な「生活支援」につなげ

る体制の整備に取り組むほか、権利擁護センターを

開設し、成年後見制度の普及啓発など、地域ケア支

援の充実を図ってまいります。 

 ラべンダーハイツにつきましては、介護報酬の減

額改定や慢性的な介護士不足などにより極めて厳し

い運営状況にあることから、引き続き介護士の確保

に努めるほか、一般会計から一定の財政支援を行い

ながら経営の安定化と効率的な運営を図ってまいり

ます。 

 また、本年度は温水暖房機の更新工事を実施し、

住みなれた地域の中で安心して生活を継続していた

だくための心のよりどころ、地域の高齢者福祉、在

宅福祉の拠点施設として、利用者やその御家族、地

域の皆様に信頼される施設運営に取り組んでまいり

ます。 

 「障がい者支援」につきましては、「第２期障が

い者計画・第５期障がい福祉計画・第１期障がい児

福祉計画」が最終年度を迎えることから、現計画の

進捗・達成状況等を検証し、次期計画を策定してま

いります。 

 また、一般就労を目指す方の適応訓練を行う就労

移行事業など、町内に事業所がないサービスについ

ては、近隣の町外事業所利用への支援を行い、支援

を必要とする方が地域で安心して生活できるよう、

体制の充実に取り組んでまいります。 

 「地域福祉」につきましては、「第３次地域福祉

計画」に基づき、関係機関や団体との連携のもと、

就労や住まい、権利擁護、防災・防犯対策など、高

齢者、障がい者、児童の福祉に共通する課題につい

て対応できる包括的な総合相談支援体制の整備に取

り組んでまいります。 

 核家族化や少子高齢化の進展、ライフスタイルの

変化などを背景に、就労や心身の状況、地域社会と

の関係性など、多様な問題を複合的に抱えている生

活困窮者が増加傾向にあることから、民生委員・児

童委員や関係機関の協力を得ながら、援護を必要と

する世帯の継続的な実態把握を行い、生活保護制度

や生活困窮者自立支援制度、資金貸付制度の周知や

利用に関する助言、指導を行い、一人も取り残すこ

とがないよう、必要な支援を継続してまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、少子高齢化、

医療の高度化により医療費負担が増加傾向で推移し

ていることから、引き続き生活習慣病予防に重点を

置いた特定健診と保健指導により、医療費の抑制を

図るほか、共同保険者である北海道と道内市町村と

ともに継続的で安定的な事業運営を進めてまいりま

す。 

 次に、「活力と交流あふれる産業のまち」につい

てであります。 

 「農林業」につきましては、「第８次農業振興計

画」に基づき、農業後継者はもとより、多様な人材

が就農できるよう農業、農村への理解を深める取り

組みや就農支援制度の活用促進、キャリア教育の充

実や高度で専門的な研修、教育を推進するほか、新

規就農者が円滑に就農できるよう地域の農業者や農

業委員を初め、農業経営改善支援センターなど関係

機関との連携を図り、受け入れ環境の向上を図って

まいります。 

 生産性の向上を図るため、引き続き東中、島津の

６地区において基盤整備事業を進めるとともに、事

業効果の早期発現に向けて、十分な予算の確保と早

期完了について関係機関に対し要望を行ってまいり

ます。 

 また、生産性の向上や経営の安定に加え、自然災

害時における住民の安全確保のため、農村地域防災

減災事業として実施されている西１線排水路整備事

業の本年度完了と日の出排水路の整備事業の早期完

了に向けて関係機関への要望を行うほか、引き続き

北１７号道路の整備を行い、生産物の円滑な運搬と
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品質の保持など、産業道路としての機能向上を図っ

てまいります。 

 農家戸数の減少や農業従事者の高齢化による労働

力不足への対応、農業生産の維持、拡大につなげる

ため、省力化や効率化を可能にするスマート農業を

初めとする新技術の導入に向けた実証や情報収集を

行うとともに、国の米政策に対しては農業再生協議

会と連携し、安定生産、高品質化等の取り組みを推

進してまいります。 

 畜産環境整備につきましては、沿線自治体、ＪＡ

などの関係機関と連携し、道営草地畜産基盤整備事

業（ふらの地区）により、草地整備や富良野広域連

合公共串内牧場での哺育・育成センターの整備を進

め、労働負担の軽減、生産の効率化を図るととも

に、ふらの沿線地域畜産クラスター協議会を通じ

て、施設や機械の整備、飼料生産組織の設置への支

援等により、酪農経営の安定化を進めてまいりま

す。 

 また、環境保全型農業直接支払制度や農業生産工

程管理（ＧＡＰ）の認証取得など、国や北海道の制

度を活用し、安全で良質な農畜産物の安定生産、消

費者の信頼確保を図るとともに、クリーン農業など

環境と調和した持続可能な農業を推進してまいりま

す。 

 「食」による地域の魅力づくりにつきましては、

町内の飲食店や事業所で地元食材を活用したメ

ニューや商品づくりが活発に行われており、農業者

による６次産業化の取り組みにも広がりが生まれ、

商品化につながったものについては、町内外でのイ

べント、インターネットや店舗での販売を通じて高

い評価を得ており、販売実績も着実に伸びてきてお

ります。これらが地域ブランドとして定着するよ

う、ふるさと応援寄附制度も活用し、引き続き支援

を行うとともに、新たな商品開発を目指す事業者に

対しては設備投資やノウハウの習得など、ハードと

ソフト両面において支援するほか、地域の「食」ブ

ランドを発信するイべントの開催など、農・商・工

の産業間連携による町の魅力度アップに向けた推進

体制の強化を図ってまいります。 

 また、学校給食での利用、収穫祭を初めとするイ

ベントや店舗での販売、ＰＲ推進などにより、地元

の方が地元農産物に触れる機会を拡大し、その品質

の高さと安全性について理解を深める取り組みを進

めてまいります。 

 森林整備につきましては、町内民有林の約７割が

人工林で、そのうち約８割が伐採期を迎えており、

また、森林が持つ多面的な機能は、私たちの生活と

深く結びついていることから、森林環境譲与税を活

用して、民有林の今後の経営方針に関する調査を実

施し、必要な整備を行ってまいります。 

 エゾシカやアライグマなどの有害鳥獣による農業

被害につきましては、「鳥獣被害防止計画（第４

次）」に基づき、引き続き猟友会の協力のほか、国

の支援制度も活用しながら駆除対策を継続するとと

もに、集落協議会との連携により駆除の担い手対

策、電気牧柵設置への支援などによる被害軽減策を

進めてまいります。 

 「商工業」につきましては、商業活動の活性化を

通じて地域の発展を図る上で商工会が果たすべき役

割が非常に大きいことから、個々の経営支援など町

内事業所の活動が継続的かつ円滑に行われるよう、

商工会の運営強化に向けて支援を継続してまいりま

す。 

 また、「第２次商工業振興計画」に基づき、経営

の基盤強化を支援する持続化補助事業のほか、新規

出店を促す新規開業等支援事業、町融資制度により

商工業経営の活性化を支援するとともに、町内にお

ける消費・購買意欲の喚起により、地域経済の活性

化と事業者の経営安定を図るため、キャッシュレス

化の推進、地域カード導入に向けた商工会の取り組

みを支援してまいります。 

 経営者の高齢化に伴い、後継者不足、事業承継が

大きな課題となっていることから、後継者に対する

奨励制度により担い手の確保につなげるとともに、

将来を担う若い後継者や従事者のスキルアップ、異

業種間の交流の場として実施している人材育成アカ

デミー事業を継続実施し、担い手の育成と活力ある

地域産業づくりに取り組んでまいります。 

 「観光・交流」につきましては、「第２次観光振

興計画」に基づき、多様な観光・交流資源を生か

し、観光地としての機能や利便性を高める施設や設

備について計画的な整備を進めてまいります。本年

度は、西１１線道路（ジェットコースターの路）の

ビューポイント整備に向けた観光協会の取り組みに

ついて支援を行うほか、６月から９月までの土日祝

祭日に十勝岳温泉を終点とする町営バスの早期特別

便を試験運行し、登山客や温泉利用客の２次交通と

しての利用ニーズの把握と検証を行ってまいりま

す。 

 また、地域の魅力、資源を生かした特徴的な各種

イべントの充実はもとより、ロケ誘致を積極的に行

う中からロケツーリズムを推進し、観光客の誘致拡

大に取り組んでまいります。 

 近年、急増する訪日外国人観光客の受け入れ環境

の改善に向けては、引き続き地域おこし協力隊によ

る観光推進員を観光協会に配置し、インフォメー

ション機能の強化と来町者の満足度向上を図るとと

もに、キャッシュレス化の推進による利便性向上の
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ほか、町内の観光スポットにおける多言語表示に向

けた検討を進めてまいります。 

 新たな魅力づくりヘの取り組みとしましては、地

方版総合戦略に基づき実施する地域再生事業の柱で

ある小説「泥流地帯」の映画化に向け、「泥流地

帯」映画を進める会を中心とした機運醸成活動、さ

らにロケツーリズムの理念に基づくロケサポート組

織との連携により、町内での円滑なロケ支援を行え

る体制づくりに取り組んでまいります。 

 また、地域の活力創生を図るため、産業振興、に

ぎわい、交流の拠点となる複合的な機能を備えた施

設の整備に向け、本町の潜在力や地域資源が最大限

に生かされる機能や規模、立地、有効な整備・運営

方法等について、町民の意見や思いを受けとめなが

ら、地域活性化への弾みとなるよう基本設計に着手

してまいります。 

 十勝岳ジオパーク構想につきましては、平成３１

年度に十勝岳ジオパーク推進協議会の事務局を美瑛

町役場内に一本化し、より一体的な取り組みを進め

てまいりましたが、地学系の専門員が不在だったこ

とから、今般の日本ジオパークネットワークへの新

規認定申請を延期したところであります。本年度

は、新たな専門員の任用を行い、従来からの取り組

みの深化、充実に加え、地質・地形サイトの再検

証、申請書の見直し作業を進め、令和３年度の日本

ジオパークネットワーク正規会員認定を目指してま

いります。 

 「雇用対策」につきましては、新規開業等支援事

業や企業振興事業の継続した取り組み、ハローワー

クなどを通じた求人情報の迅速な提供により雇用促

進を図るほか、北海道が運用するマッチングサイト

と連動した移住・就業支援に取り組み、町内事業所

への雇用促進、人材不足の解消につながるよう推進

してまいります。 

 次に、「発展を支える生活基盤が整ったまち」に

ついてであります。 

 「道路・公共交通」につきましては、安全性や利

便性を初め、景観など地域特性に配慮した国道、道

道の整備を関係機関に引き続き要請してまいりま

す。特に、北海道が実施している道道吹上上富良野

線の街路整備の早期完成と、平成３０年１１月に一

部開通しました地域高規格道路、旭川十勝道路の整

備促進に向け、引き続き要望してまいります。 

 町道につきましては、「道路等整備計画」の更新

を図りながら計画的、効率的に整備を進めており、

本年度は、簡易舗装２路線、改良舗装１路線を実施

し、橋梁においては、「橋梁長寿命化修繕計画」に

基づき、３橋の修繕工事を実施してまいります。 

 ＪＲ富良野線の維持・存続につきましては、平成

３１年４月にＪＲ北海道とＪＲ富良野線の沿線５市

町により策定した「富良野線事業計画」の着実な推

進を図るとともに、北海道と八つの単独維持困難線

区の沿線市町村が拠出する「ＪＲ北海道に対する緊

急的かつ臨時的な支援」により、利用促進を核とし

た路線存続の取り組みを進めます。また、本年度は

富良野線開通１２０年を迎えることから、ＪＲ北海

道、ＪＲ富良野線連絡会議との連携により各種記念

イベントを開催し、富良野線存続に向けた意識の醸

成と利用促進を図ってまいります。 

 町営バス十勝岳線につきましては、町の主要観光

地である十勝岳温泉への公共交通機関であり、町民

のほか多くの観光客が利用する路線であることか

ら、引き続き維持に努めるとともに、本年度実施す

る早朝特別便の試験運行の結果を踏まえ、サービス

の向上に取り組んでまいります。 

 予約型乗合タクシー事業につきましては、高齢者

や障がい者などの地域内における交通手段として定

着していることから、運行委託事業者と連携を図り

ながら、利便性向上と安全運行に取り組んでまいり

ます。 

 「情報化」につきましては、町民の利便性向上に

向け、電子申請等の利用を促進するとともに、観光

客へのサービス向上や災害時の通信手段の確保、町

の情報発信の強化に向け、公衆無線ＬＡＮアクセス

ポイン卜の増設を初め、農村部における固定無線ア

クセスシステム（ＦＷＡ）施設の設備更新を実施

し、町全体のさらなる情報通信環境の向上を図って

まいります。 

 「住環境整備」につきましては、本年度から計画

期間が新たに始まる「住生活基本計画」「公営住宅

等長寿命化計画」に基づき、多様化するニーズに対

応した住宅施策を総合的、計画的に進め、快適で安

全安心な住環境を確保していくほか、町営住宅の整

備につきましては、計画的に整備、維持修繕を行う

とともに、本年度は泉町南団地の外構工事に向けた

修正設計を実施してまいります。 

 また、住宅を長く使い続けてもらうほか、賃貸や

転売による利活用につながるよう、リフォーム費用

助成制度を補助上限額まで複数回利用できるよう見

直しを図るほか、耐震改修費用助成制度を継続して

実施してまいります。 

 移住促進に向けた取り組みとしましては、「第２

次定住移住促進計画」に基づき、民間賃貸住宅を活

用した中・長期滞在向けのシーズンステイ住宅の提

供を開始し、２地域居住への足がかりとするほか、

移住を希望する現役世代との生活体験と就労体験を

あわせたマッチングの仕組みづくりを進め、町外か

らの移住を促すとともに、町内在住者が生涯にわた
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り住み続けられる環境づくりが何よりも重要との認

識に立ち、地域で安定的に豊かな生活を継続できる

取り組みを進めてまいります。 

 次に、「ともに生き、ともにつくるまち」につい

てであります。 

 「人権尊重・男女共同参画」につきましては、人

権擁護委員による未就学児や小中高生を対象とした

人権教室等の開催を初め、さまざまな機会を通じて

啓発活動を行い、差別や偏見、いじめ、暴力、虐待

などのない地域社会づくりに向け、人権を尊重し、

互いを認め合う意識の醸成を図るとともに、女性と

しての視点や能力の活用のため、町の各種審議会等

へ女性の積極的な登用を進めるほか、地域や団体の

役員などへの登用についても理解を求め、女性がよ

り一層活躍できる環境づくりを進めてまいります。 

 「コミュニティ」につきましては、核家族化や少

子高齢化の進行、価値観の多様化などに伴い、地域

活動に参加する住民が減少するなど、地域の中での

つながりが希薄化する一方で、子育てや高齢者の生

活支援、災害時の要援護者支援など生活上の課題へ

の対応において地域コミュニティが果たす役割が非

常に重要なことから、町内会加入促進チラシの配布

や地域コミュニティ活性化会議の開催等を通じて、

「つながる意識」の醸成と「地域活動に参加する意

識」の浸透を図るとともに、住民自治活動推進交付

金、協働のまちづくり推進補助金の運用を通じて、

地域団体の自主的な活動を支援してまいります。 

 「地域間交流」につきましては、友好都市である

三重県津市との絆がさらに深く強固なものとなるよ

う、相互訪問交流事業を進めるほか、民間事業者間

における経済交流についても継続、発展が図られる

よう支援してまいります。 

 同じく友好都市であるカナダのカムローズ市との

交流につきましては、グローバル化が進む社会情勢

を踏まえ、今後の交流活性化に向け、有効な手段や

内容について検討してまいります。 

 「協働」につきましては、第６次総合計画におい

て、まちづくりを進める上で基本とする三つの視点

の一つに位置づけており、全ての施策の根幹を成す

ものであります。「自治基本条例」と「協働のまち

づくり基本指針」に基づき、まちづくりフォーラム

の開催等を通じて郷土愛の醸成、まちづくり意識の

高揚を図るとともに、学習の場として出前講座のメ

ニューや内容の充実を図り利用促進に努めるほか、

まちづくり活動が広く町民へ浸透するようさまざま

な方策を探りつつ、啓発運動を推進してまいりま

す。 

 町の各種計画策定や見直しなどに当たっては、審

議会委員の一般公募やアンケート調査、パブリック

コメントの実施などにより、町民の皆様がまちづく

りに参画する機会をより一層充実してまいります。 

 「自衛隊との共生」につきましては、平成３０年

１２月に策定された「防衛計画の大綱及び中期防衛

力整備計画」に基づき、新たな体制づくりと防衛力

の整備が進められることから、関係する市町村や機

関、団体と連携しながら、引き続き上富良野駐屯地

の現状規模堅持はもとより、さらなる拡充に向けて

要望活動を進めてまいります。 

 また、演習場の安定的、継続的使用に向け、駐屯

地と連携し、障害の防止や軽減を図るとともに、防

衛施設周辺の生活環境等の向上に取り組むほか、演

習場周辺地区の振興策もあわせて実施してまいりま

す。 

 「行財政運営」につきましては、「町政運営推進

プラン」に基づき、本年度に取り組むべき項目につ

いて着実な実践を進めるほか、職員個々の資質向上

に向けた研修の充実や人事評価制度の活用による人

材育成の取り組みとあわせ、地方創生時代にふさわ

しい住民自治と補完し合う、柔軟で機能的な組織体

制の構築を目指してまいります。 

 新たに策定した「第２期まち・ひと・しごと創生

総合戦略」につきましては、掲げた四つの基本目標

の実現に向け、数値目標、重要業績評価指標（ＫＰ

Ｉ）の達成状況を確認しつつ、重点的に取り組む各

施策の着実な推進を図ってまいります。 

 財源の確保に向けましては、組織内の連携により

収納対策の取り組みを進めるとともに、効果的かつ

確実な債権管理の取り組みにより収納率の向上を図

るほか、行政経費全般について点検、見直しによる

節減、合理化を進めることで財源の有効活用を図っ

てまいります。また、受益者負担の適正化につきま

しても、引き続き使用料や手数料などの収入につい

て点検、見直しを行ってまいります。 

 ふるさと応援寄附制度を活用したふるさと応援モ

ニター事業につきましては、地域の特産品を広くＰ

Ｒするとともに、地域活性化財源としての確保を図

るほか、地域再生計画に基づく企業版ふるさと納税

については、当面「泥流地帯」映画化事業と複合拠

点施設整備事業を進める上での有効な財源として活

用し、企業が取り組む地域貢献活動と一体となった

まちづくりを進めてまいります。 

 広域行政の推進につきましては、「第３次富良野

広域連合広域計画」に基づき、構成自治体として、

また、広域消防の本部設置自治体として、広域連合

の設置目的が果たされるよう構成市町村と連携し、

相互理解を深めながら取り組むとともに、富良野市

との間で締結している定住自立圏形成協定に基づ

き、富良野圏域５市町村の連携による具体的な取り
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組みを定めた「第２次富良野地区定住自立圏共生ビ

ジョン」の着実な推進を図り、圏域全体の発展につ

なげてまいります。 

 最後に、第６次総合計画に掲げた六つの分野目標

のうち、「未来を拓く人を育む教育・文化のまち」

につきましては、教育行政執行方針に沿って進めら

れる教育委員会の取り組みを基本に推進してまいり

ますが、「上富良野町教育大綱」に示した「ふるさ

とに学び 人が輝き 人がつながるかみふらのの教

育」の基本理念の実現に向け、総合教育会議を通

じ、教育委員会と一層の連携を図りながら教育行政

の推進に努めてまいります。 

 以上、令和２年度の町政執行に当たり、所信を述

べさせていただきました。 

 次に、令和２年度予算案の概要を申し上げます。 

 一般会計では、総額６８億５,２００万円、前年

対比５.５％、３億５,５００万円の増となっており

ますが、地方税収入の大幅な伸びも見込めない中、

歳入の多くを地方交付税などの依存財源が占める厳

しい財政状況にあり、各事務事業の見直しや各施策

に対する優先順位の判断のもと、各目的基金から支

消目的に沿った繰り入れを行うとともに、財政調整

基金からの繰り入れによる調整を図りながら、限ら

れた財源の中で最大限の効果を発揮することを基本

に本年度予算を調製したところであります。 

 申し上げるまでもなく、財政の安定化は行政執行

の基本であり、本年度以降も老朽化した公共施設等

の改修、新たな建設事業、地域産業の振興や急速な

少子高齢化などさまざまな課題への対応が求められ

ており、大きな財政需要が想定されることから、引

き続き安定的で持続可能な財政構造の構築に向けて

取り組んでまいります。 

 次に、特別会計及び公営企業会計についてであり

ますが、制度改正に伴う対応のほか、事業運営に必

要な事項についても、一般会計同様、効率的な運営

方針のもとに財政見通しを立て、加えて、一般会計

からの繰出金及び補助金などについては、法令の繰

り入れ基準に基づくものや財源構成上妥当なものに

限り、措置を行ったところであります。 

 会計ごとに申し上げますと、国民健康保険特別会

計では、総額１１億９,４３６万７,０００円、前年

対比０.４％、４７０万４,０００円の減となってお

ります。 

 これは、被保険者数の減によるものであり、今後

におきましても、保険者として北海道とともに、健

全で安定的な国保運営を進め、加入者が安心して医

療を受けられる体制の維持・確保に努めてまいりま

す。 

 次に、後期高齢者医療特別会計では、総額１億

５,０１６万３,０００円、前年対比２.９％、４２

０万円の増となっております。 

 これは、被保険者数の増によるものであります。 

 次に、介護保険特別会計では、総額９億９,９６

６万４,０００円、前年対比０.５％、４６２万４,

０００円の減となっております。 

 これは、施設サービス利用の減少による介護保険

サービス等給付費の減のほか、総合事業等地域支援

事業、介護予防事業、地域包括支援センター事業の

拡充、生活支援体制整備事業の新設による増額を見

込んだものであります。 

 次に、ラべンダーハイツ事業特別会計では、総額

３億３,２０４万５,０００円、前年対比２.９％、

９３３万６,０００円の増となっております。 

 主な要因としては、介護士の新規採用、会計年度

任用職員に係る制度改正に伴う給与費等の増、温水

暖房機更新工事の実施などによるものであります。 

 次に、簡易水道事業特別会計では、総額１億４,

５８１万円、前年対比７６.８％、６,３３２万８,

０００円の増となっております。 

 主な要因としては、江花地区の浄水場設備更新に

より施設整備費が増加したものであります。 

 次に、公共下水道事業特別会計では、総額４億４

７万８,０００円、前年対比１０.４％、３,７６８

万４,０００円の増となっております。 

 主な要因としては、浄化センター長寿命化計画に

基づく更新事業、雨水管整備事業の事業量の増によ

るものであります。 

 次に、水道事業会計では総額３億３,５１７万５,

０００円、前年対比１７.７％、５,０４９万６,０

００円の増となっております。 

 収益的収支においては、消費税改正に伴う料金収

入のほか手数料の増、資本的収支では、農業農村整

備に伴う配水管移設費用の増によるものでありま

す。 

 最後に、病院事業会計では、総額１０億１７万

２,０００円で、前年対比３.１％、２,６７０万５,

０００円の増となっております。 

 収益的収支においては、病院建設に伴う基本構

想、基本計画策定業務、会計年度任用職員に係る制

度改正に伴う給与費の増など、資本的収支について

は医療器機整備費の増により、総額で増額となって

おります。 

 これら特別会計と公営企業会計の予算合計は、４

５億５,７８７万４,０００円で、さきに申し上げま

した一般会計予算と合わせた町全体の予算は１１４

億９８７万４,０００円、前年対比５.０％、５億

４,０４２万１,０００円増の規模となっておりま

す。 
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 以上が令和２年度予算の概要であります。冒頭に

申し上げましたとおり、今後の財政需要を見通す

中、引き続き厳しい財政運営が想定されますが、か

けがえのない私たちの郷土の発展は全ての町民共通

の願いであります。これまで幾多の困難を乗り越

え、今日の「かみふらの」を築いてきた先人の労苦

を胸に刻み、第６次上富良野町総合計画の着実な推

進のもと、笑顔があふれる未来へ、そして次の世代

へつないでいけるよう、堅実性と将来性の両立を図

り、しっかりと足元を見据えたまちづくりを実践し

ていくとともに、何よりも全ての町民が一体となっ

た「協働活動」を通じて、ともに支え合い、ともに

歩む１年となるよう最大限の努力を続けてまいりま

すので、引き続き町民の皆様並びに議員各位の御理

解と御協力を心からお願い申し上げ、令和２年度の

町政執行方針といたします。（発言する者あり） 

 それでは病院の部分、ちょっとお待ちください。

もう一度申し上げますが、病院の事業会計におきま

す総額１０億１７万２,０００円、前年対比３.１

％、２,９７０万５,０００円の増でございます。訂

正させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（村上和子君） 次に、教育長より教育行政

執行方針について説明を求めます。 

 教育長、服部久和君。 

○教育長（服部久和君） 令和２年第１回定例町議

会の開会に当たり、上富良野町教育委員会の教育行

政執行にかかわる主要な方針について申し述べ、町

議会を初め、町民の皆様の御理解と御支援をお願い

申し上げます。 

 今、私たちの生活の中では、スマートフォンなど

の通信機器を使用した情報収集や金銭の決済、コ

ミュニケーションが当たり前の社会となりました。

近い将来には、仮想空間と現実世界が更に融合した

「Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０」、いわゆる超スマート社

会が目の前に迫っていると言われています。文部科

学省では、ＡＩ技術の進展に対応した、新たな学校

の姿や学びのあり方の変革に向け、学習指導要領を

改訂しました。 

 このように激しく変容する社会や教育の中、教育

委員会では「上富良野町教育振興基本計画」「上富

良野町教育大綱」の教育理念「ふるさとに学び 人

が輝き 人がつながる かみふらのの教育」の実現

を目指し、教育行政の推進に努めます。 

 学校教育においては、「生きる力を培う学びの推

進」「家庭や地域に開かれた信頼される学校づくり

の推進」「安心して学び、安全に過ごす教育環境整

備の推進」を重点に、それぞれの施策を進めてまい

ります。 

 小学校においては、今年度、新学習指導要領が完

全実施となります。児童生徒の目指すべき資質・能

力について明らかにし、新たな学びのあり方や地域

との連携を踏まえた教育課程の編成・実施に対し、

教育活動のより一層の質的向上につながる指導助言

や情報提供を計画的に進めます。 

 また、小１プロブレムへの未然防止の取り組みと

して、こども園から小学校へのアプローチカリキュ

ラムと、新入学後のスタートカリキュラムの円滑な

接続を目的に「上富良野町のびのびプラン」を昨年

度策定しました。子どもの育ちの連続性の中で小学

校生活をスタートできるよう、認定こども園と小学

校が連携し、子ども同士、あるいは教職員同士が交

流しながら、授業体験や情報交換など、のびのびプ

ランに沿った事業を展開します。 

 さらに、「社会に開かれた教育課程」の実現に向

け、コミュニティ・スクールのよさを生かした学校

運営が着実に進むよう、地域と学校が協力しやすい

環境づくりに努めてまいります。 

 教育制度や内容の改革に合わせて、教職員の働き

方の見直しが全国的に求められている中、「学校に

おける働き方改革 上富良野町業務改善計画」の着

実な実践に合わせ、新たに導入した「校務支援シス

テム」を有効に活用し、教職員の業務の効率化を図

ります。 

 そして、子どもたちと直接かかわる教職員が、健

康で、能力を存分に発揮できる職場づくりを進めま

す。 

 「確かな学力の向上」につきましては、全国学

力・学習状況調査の分析から、小学校の国語・算数

においては、正答率で全国平均を下回りました。中

学校においても、国語・数学がやや下回りました

が、英語は全国平均とほぼ同様となりました。 

 全国学力・学習状況調査やさまざまな検査等の分

析をもとに、基本的な学習内容の定着を図るための

「確かな学力の育成プラン」を作成し、各学校の具

体的な方策の推進に対し支援を行います。 

 あわせて、「今日的な課題に対応する」研修視察

公開研究会等を開催し、教員の授業力向上に努めま

す。 

 さらに、ＩＣＴ教育の充実に向け、プログラミン

グ教育の研究やデジタル教科書の効果的な活用につ

いて協議するため、新たに「ＩＣＴ教育推進委員

会」を設置します。 

 国が打ち出した、児童生徒１人に端末１台を整備

し、ネット環境を拡充するＧＩＧＡスクール構想に

ついても、国の制度を有効に活用し、ＩＣＴ教育の

環境整備を進めてまいります。 

 また、上富良野小学校に引き続き学習支援員を配

置し、就学後の児童への細やかな支援と学習規律の
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早期定着を図るとともに、家庭学習の機会充実に向

け、新たにｅラーニングシステムを導入してまいり

ます。 

 「豊かな心の育成」つきましては、「自分を見つ

め、成長を実感する経験」「物事を多面的・多角的

に見る態度」「集団や自然とともに生きる心情」な

どを育むことが大切です。 

 そのために、「特別の教科道徳」を中心として、

教育課程全体で「道徳性」を養うとともに、農業学

習や防災・職場体験学習など、上富良野町の基幹産

業や自然・環境を学ぶ「ふるさと学習」を充実しま

す。 

 また、福祉関係や高齢者との触れ合い体験など、

地域のさまざまな人とかかわる中で、子どもたちの

豊かな人間性や社会性の育成に努めてまりります。 

 「たくましい体づくり」につきましては、「全国

体力運動能力、運動習慣調査」から体力合計点で全

国平均を小学校男子は若干上回りましたが、小学校

女子、中学校の男女については、下回る結果となり

ました。今年度も、各学校が工夫して取り組んでい

る体力づくりへの情報提供、体力テストへのボラン

ティア派遣、中学校における体育授業への外部講師

の派遣や部活動への支援を継続します。 

 また、正しい生活習慣と望ましい食生活を身につ

けるために、栄養教諭を中心とした学校全体での食

に関する指導の充実を図ってまいります。 

 児童・生徒の指導等につきましては、いじめや不

登校・ネット卜ラブルなど、全国的な傾向と同様に

本町においても顕在化しています。 

 「いじめの防止」については、「いじめ」はいつ

でも起こり得るという認識を学校全体で共有し、

「上富良野町いじめ防止基本方針」を踏まえた取り

組みを継続してまいります。 

 また、児童生徒や保護者からの相談窓口として電

話や手紙で応じる「かみふらのあんしんライン」

「子どもＳＯＳミニレター」を継続するとともに、

メールによる相談対応も実施してまいります。 

 「不登校」は、おのおのの課題の多様化により、

人数・不登校日数の増加傾向が続いています。 

 昨年度配置した臨床心理士を中心として、児童生

徒のカウンセリングや保護者の相談体制の充実を図

り、児童生徒の悩みを受けとめ、保護者・学校が連

携して向き合い、課題解決に役立てる方策を整える

とともに、保健福祉課と連携し、一人一人に寄り添

うサポートに努めます。 

 特認校の取り組みにつきましては、本年度、開校

１２０周年を迎える東中小学校において、地域と学

校が一体となった教育活動を支援し、特色ある学校

づくり、少人数指導によるきめ細やかな指導など、

特認校として魅力ある学校づくりを進めます。 

 特別支援教育につきましては、発達障害の認知や

特別支援教育に対する理解が深まるとともに、対象

児童の増加やその多様化が課題となっております。 

 インクルーシブ教育の視点を大切にした一人一人

に応じた特別支援教育推進に向け、早期からの教育

支援体制や合理的配慮に基づいた保護者との合意形

成を大切にした教育相談「すくらむかみふ」を活用

した情報共有の充実を図り、児童生徒にとってより

適正な教育環境の提供に努めます。 

 また、関係機関の連携や研修を通した指導力の向

上、自立や進路・社会参加に関しての支援を積極的

に進めます。 

 児童生徒への細やかな支援として、上富良野小学

校と西小学校、中学校に「特別支援教育指導助手」

を引き続き配置するとともに、小学校から中学校へ

の連続した支援体制の構築を図ります。 

 言語通級指導教室（ことばの教室）については、

指導教材の充実や指導力向上の研究会への参加を図

り、より効果的な運営を進めます。 

 学校の危機管理につきましては、昨年１０月には

台風１９号により関東・東北の広い範囲で大きな被

害がありました。百年に一度の自然災害がいつでも

起こり得る環境では、命を守る行動を自主的にでき

ることが大切です。今後も、各種マニュアルを点検

し、緊急事態における児童生徒への安全対応、十勝

岳の噴火発生時の対応など、関係機関との連携を図

り、継続して取り組んでまいります。 

 児童生徒の登下校時の安全につきましては、「通

学路安全推進会議」による危険箇所の確認や住民

会・町内会による登下校時の「見守りパトロール」

など、関係機関の協力をいただきながら、地域総ぐ

るみで子どもたちの見守りに努めてまいります。 

 また、各学校の避難訓練や防犯訓練などの安全教

育、学校における新型コロナウイルスを初めとする

感染症予防や対策など、危機管理に適切に努めてま

いります。 

 教育環境の整備等につきましては、ＩＣＴ教育の

環境整備とあわせ、中学校の楽器更新を実施してま

いります。 

 教育費の保護者負担については、経済的理由によ

る就学援助を継続するとともに、保護者の負担軽減

に努めてまいります。 

 学校給食につきましては、衛生管理と食材の安全

管理に一層努め、新鮮な地元産の食材を活用し、顔

の見える学校給食の提供に努めてまいります。 

 また、「お弁当持参の日」を設定し、食への関心

を高めることや、つくってくれている方へ感謝の心

を育む機会となるよう実施してまいります。 
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 国際理解教育及び外国語教育につきましては、２

名の外国語指導助手（ＡＬＴ）を小学校・中学校に

配置しており、児童生徒の英語に対する興味・関心

やコミュニケーション能力が向上しています。今年

度は、３・４年生の外国語活動、５・６年生の英語

の完全実施に向け、各学校では教員とＡＬＴの役割

分担や効果的な指導のあり方について一層研修を進

めるとともに、「英語・外国語活動推進委員会」に

おいて、指導力向上を促進してまいります。 

 道立上富良野高等学校の振興につきましては、中

学卒業生の減少や進路の多様化により、存続が危ぶ

まれる状況となっていますが、上富良野高等学校で

は、「十勝岳ジオパーク学習」や「ｅスポーツ同好

会」などの特色ある教育を積極的に進めています。 

 また、従前の通学費等の助成策についても、就学

支援金や入学準備金の助成を一部拡充するととも

に、介護職員初任研修を初めとする各種資格取得へ

の支援を継続するほか、希望者に対して学校給食の

提供を始めます。 

 また、これまでと同様、地元関係各位の御協力を

いただき、地元高校存続に向けて全力を尽くして取

り組んでまいります。 

 社会教育の推進につきましては、各種事業と社会

教育施設等を活用する中で、町民一人一人に生涯に

わたって自主的に学ぶ機会を提供し、町社会教育基

本方針に掲げる「生涯学習活動の充実と人を育む環

境づくりの推進」「健康づくりのためのスポーツ活

動の推進」「心の豊かさを育む文化・芸術活動の推

進」に向けた取り組みを進めてまいります。 

 そのために、第９次社会教育中期計画に掲げる６

領域８分野１７項目の施策に基づき、国や北海道の

施策と連携し、家庭・学校・地域社会のそれぞれが

持つ教育機能の充実と連携・融合を進めてまいりま

す。 

 また、社会教育の基盤を支える人的資源でありま

す社会教育主事を養成し、職員の資質向上を図って

まいります。 

 家庭と地域の教育力向上につきましては、家庭に

おける子どもたちの人格形成に必要な「基本的生活

習慣」と「調和のとれた心身」を育むことが教育の

原点であります。このことから、「早ね・早おき・

朝ごはん運動」や「生活リズムチェックシート」の

活用などを通して、食事や睡眠などの大切さの理解

を深めるとともに、家庭教育学級などの学習機会や

情報提供に努め、本の読み聞かせや芸術鑑賞などの

情操を豊かにする取り組みなど、関係機関と連携を

図りながら、その充実を図ってまいります。 

 青少年の健全育成につきましては、「青少年健全

育成をすすめる会」や「子ども会育成協議会」など

の教育関係団体との活動を通じて、地域と学校、教

育機関が連携しながら、青少年が健やかに育つ環境

づくりを進めてまいります。 

 また、放課後事業につきましては、「安全で楽し

く安心して過ごせる居場所」としての「放課後クラ

ブ・放課後スクール」の運営を継続し、内容の工夫

充実に努めながら、子育て支援の推進を図ってまい

ります。 

 生涯学習活動の推進につきましては、幼児から青

少年・成人・高齢者まで、生涯にわたる各世代の学

習活動の充実と推進を図ってまいります。 

 青少年教育につきましては、子ども会やスポーツ

少年団、青少年団体協議会などの自主的活動を尊重

し支援する中で、スポーツ及び文化活動の推進を継

続していきます。また、青少年のリーダーや仲間意

識を育むよう「なかよしサミッ卜」「通学合宿」を

開催するほか、子ども会事業と連携したジュニア

リーダーの青成を進めてまいります。 

 また、青少年期における海外でのホームステイ等

の生活文化体験や語学研修を行い、グローバル化や

価値観の多様化に対応していく人材を育成するため

に、中学・高校生を対象とした海外派遣事業を進め

てまいります。 

 成人につきましては、マイプラン・マイスタ

ディー講座など自主的な学習活勤ヘの支援と公民館

講座の開設を初め、女性学級による学習機会の提供

に取り組むほか、女性連絡協議会の活動に支援を

行ってまいります。 

 高齢者につきましては、「若く老いよう」を合言

葉にした「いしずえ大学」の学びの機会を充実して

いくとともに、生きがいづくりとボランティア活動

の促進を図ってまいります。 

 今後も、成人者や高齢者の方々が培った知識や技

能を各種の学習活動や体験活動に生かし伝えていく

など積極的にかかわりを持ちながら、学び合い支え

合う人づくり・まちづくりを進めてまいります。 

 図書館の運営につきましては、各世代の読書に親

しむ環境づくりが重要であることから、一般書の整

備拡充を図るとともに、子ども読書推進計画に基づ

き、児童書の蔵書充実や図書館まつりなどを開催

し、その利用促進に努めてまいります。さらに、子

どもたちの読書ヘの関心を高めるよう、読書スタン

プ帳の発行や親子が選んだ絵本を贈る「すくすく絵

本」、移動図書活動を継続して推進するとともに、

ボランティア団体による小学校等での読み聞かせ活

動の支援と各年齢期に応じた推薦図書ガイドブック

の配布を行ってまいります。 

 また、引き続き図書館の「子育て支援・家庭教育

コーナー」の関係図書の充実を図り、子育て支援と
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家庭の教育力の向上を進めてまいります。あわせ

て、図書館職員を学校司書として各学校に派遣し、

学校図書館の運営を支援してまいります。 

 スポーツの振興につきましては、人格の形成、体

力の向上や心身の健康増進を図るとともに、私たち

に多くの夢や感動・楽しみをもたらし、活力に満ち

た社会を形成する上で欠かすことのできない大切な

役割を果たしています。 

 そのため、それぞれの体力や年齢に応じた多様な

スポーツや体力増進に取り組むことができるよう、

スポーツ推進委員及びスポーツ団体と協力して各種

スポーツ大会やスポーツ教室を開催するほか、指導

者の育成及び青少年等のスポーツ活動に支援を行っ

てまいります。 

 文化の振興につきましては、人々の心に安らぎと

うるおいをもたらすことを目標に、文化団体や愛好

者と連携し、自主企画芸術鑑賞事業などを通して優

れた芸術・芸能・文化に触れる機会の充実を図って

まいります。さらに、町民芸術鑑賞事業として、芸

術や音楽などに接する機会に触れられる芸術鑑賞会

を実施するとともに、文化活動に参加する機会拡充

のため、引き続き文化教室を開催し、文化芸術活動

を支援してまいります。 

 また、町民の皆様が心の豊かさを求めて活動を

行っている文化芸術活動団体の発表の場として総合

文化祭を開催するとともに、富良野地区文化団体交

流会への参加など、その発表の機会を支援するとと

もに、地域文化の継承・発展を目指してまいりま

す。 

 郷土館の運営につきましては、ふるさと学習に活

用が図られるよう郷土館ホームぺージの収蔵資料に

よる情報提供や郷土歴史を探訪する研修会、総合文

化祭に「郷土館特別展」を開催するほか、十勝岳ジ

オパーク構想の取り組みを学び普及できるよう引き

続き展示を行うなど、多くの皆様に郷土の歴史など

についての知識や造詣をさらに深めていただけるよ

うに努めてまいります。 

 また、町民の歴史学習の機会の充実と観光客ヘの

対応を図るよう、開拓記念館もあわせて日曜日・祝

日の臨時開館を継続して取り組んでまいります。 

 社会教育の基盤整備につきましては、町民の社会

教育活動の核となる施設の整備として、富原運動公

園テニスコートの改修、江幌会館屋根・外壁の塗装

などを行ってまいります。さらに、利用者ニーズの

多様化に対応するため、各団体や地域の御意見を伺

う中で、維持管理の向上と有効利用が図られ、多く

の方々が安全で安心して利用できる環境づくりに努

めてまいります。 

 以上、令和２年度の教育行政の執行に関する主要

な方針について申し上げました。 

 十勝岳の自然豊かな地域素材や人材を生かし、家

庭・学校・地域が一体となった教育活動を大切に

し、「未来を拓く人を育む教育・文化のまち」の推

進に全力で取り組んでまいります。 

 町民の皆様並びに議員各位の御支援と御協力をお

願い申し上げて、教育行政執行方針といたします。 

○議長（村上和子君） 以上で、執行方針の説明を

終わります。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は、１０時

４５分でございます。 

────────────────── 

午前１０時２９分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解き、会議を再開い

たします。 

 続きまして、各会計予算について説明を求めま

す。 

 初めに、一般会計予算、関連がございますので財

政調整基金の一部支消、公共施設整備基金の一部支

消及び十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部

支消について説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） 先ほど町長から令和２

年度の町政全般の執行における基本方針について、

また、教育長からは教育行政の方針について、それ

ぞれを述べられました。その方針等に沿いまして編

成いたしました令和２年度の各会計予算のうち、ま

ず一般会計予算の議決対象項目の部分につきまして

御説明を申し上げます。 

 それでは、各会計予算書の１ページをお開きくだ

さい。 

 議案第１号令和２年度上富良野町一般会計予算。 

 令和２年度上富良野町の一般会計の予算は、次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ６８億５,２００万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為）。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債）。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 
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地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、２億円と

定める。 

 ２ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算額の

み申し上げます。 

 １款町税、１０億２,７９６万７,０００円。 

 ２款地方譲与税、１億２,３９０万円。 

 ３款利子割交付金、６０万円。 

 ４款配当割交付金、１９０万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１１０万円。 

 ６款地方消費税交付金、２億６,２００万円。 

 ７款国有提供施設等所在市町村助成交付金、５,

９９０万円。 

 ８款自動車取得税交付金、８００万円。 

 ９款地方特例交付金、５４０万円。 

 １０款地方交付税、２８億８,９００万円。 

 １１款交通安全対策特別交付金、１７０万円。 

 １２款分担金及び負担金、７４６万７,０００

円。 

 １３款使用料及び手数料、１億４,４２１万５,０

００円。 

 １４款国庫支出金、９億９４１万９,０００円。 

 １５款道支出金、６億３２７万７,０００円。 

 １６款財産収入、１,２９３万５,０００円。 

 １７款寄附金、１億１５３万９,０００円。 

 １８款繰入金、１億６,２８６万１,０００円。 

 １９款繰越金、６,０００万円。 

 ２０款諸収入、１億９,８２２万円。 

 ２１款町債、２億７,０６０万円。 

 歳入合計、６８億５,２００万円。 

 ４ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款議会費、６,２８４万７,０００円。 

 ２款総務費、８億９,４２６万９,０００円。 

 ３款民生費、１５億８,８８６万４,０００円。 

 ４款衛生費、８億１,９６０万６,０００円。 

 ５款労働費、６８万７,０００円。 

 ６款農林業費、４億４,９６０万３,０００円。 

 ７款商工費、１億８,７１８万１,０００円。 

 ８款土木費、７億７,７６４万円。 

 ９款教育費、３億６,０１８万８,０００円。 

 １０款公債費、７億８,７３０万４,０００円。 

 １１款給与費、９億３８１万１,０００円。 

 １２款予備費、２,０００万円。 

 歳出合計、６８億５,２００万円。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表は、債務負担行為を設定している２事業に

ついて、その期間及び限度額を記載しております。 

 庁舎高速プリンター機器更新事業及び南部地区土

砂流出対策事業（令和２年度）につきましては、事

業期間に応じ債務負担行為を設定し、事業を取り進

めてまいります。 

 第３表は、地方債の限度額を延べ１１件、２億

７,６００万円と定め、各項目の利率及びその償還

方法等について記載をしております。 

 特に、将来の財政見通しが不透明であることか

ら、できる限り後年度負担の抑制を図るよう、対象

事業につきましては、継続的に取り進めている事業

及び緊急性、必要性の高い事業に絞り、地方債を財

源の一部として計画的に整備を図るものでありま

す。 

 加えて、国の地方財政対策で暫定措置されている

臨時財政対策債についても、引き続き所要額を計上

しております。 

 次に、令和２年度一般予算に合わせて一括上程い

ただきました議案第２６号上富良野財政調整基金の

一部支消、議案第２７号上富良野公共施設整備基金

の一部支消及び議案第２８号十勝岳と共生するまち

づくり応援基金の一部支消について、その要旨を御

説明申し上げます。 

 このたびの令和２年度一般会計予算につきまして

は、歳入において、町税は若干の伸びを見込むとと

もに、地方交付税や臨時財政対策債においても地方

財政計画で示された内容を勘案し、一般財源総額に

ついては増加を見込んでおりますが、一方、歳出に

おいては、ここ数年で行ってきた学校、公営住宅等

の建設に係る償還の増加、教育、保育給付費無償化

を初めとした社会保障費への対応など、財政構造の

硬直化が進む中においても、住みなれたこの町で安

心して暮らせるよう各支援施策や老朽化した公共施

設、公共インフラの長寿命化等に要する費用、さら

には、今後のまちづくりを進める上で必要となる地

域の活性化施策に要する費用を確保するよう予算編

成を進め、各目的基金からそれぞれの支消目的に

沿った繰り入れを行い、令和２年度予算を調製した

ところであります。 

 その中におきまして、公共施設整備基金について

は、緊急性や必要性の高いクリーンセンター設備改

修、島津公園池周辺柵の改修など、多額の費用が必

要となる施設の老朽化対策の財源に充てるため、十

勝岳と共生するまちづくり応援基金については、こ

れまでふるさと応援モニター事業として町に寄せら

れた寄附についてその寄附者の意向に沿い、十勝岳

と共生するまちづくり応援基金に積み立てられたも

のについて地方再生計画に基づく事業のほか、十勝
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岳を核としたロケツーリズムの推進、ジオパーク認

定に向けた事業の財源として活用するとしたところ

であります。 

 また、平成３１年度から行っておりますラベン

ダーハイツ事業特別会計に対する経営安定化にする

繰入金を初め、他の特別会計、企業会計における各

事業におきましても、その優先度、緊急度の判断に

よる予算編成を行い、それらの事業実施に必要な繰

入金を計上したところであります。その財源の一部

として財政調整基金の一部を支消することで、最終

的な財源調整を図ったところであります。 

 このようなことから、上富良野町財政調整基金、

上富良野町公共施設整備基金及び十勝岳と共生する

まちづくり応援基金の各基金条例の規定に基づき、

議会の議決を得ようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 最初に、議案第２６号をごらんください。 

 議案第２６号上富良野町財政調整基金の一部支消

について。 

 上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す

るため、上富良野町財政調整基金条例第６条第３号

の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、支消金額、３,０００万円。 

 ２、使用目的、その他必要やむを得ない理由によ

り生じた経費（喫緊な地域課題に向けた財政需要）

の財源に充てるため。 

 ３、使用年度、令和２年度。 

 次に、議案第２７号をごらんください。 

 議案第２７号上富良野公共施設整備基金の一部支

消について。 

 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使

用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第６

条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、支消金額、５,０００万円。 

 ２、使用目的、公共施設の更新及び改善に多額の

経費を必要とするため。 

 ３、使用年度、令和２年度。 

 次に、議案第２８号をごらんください。 

 議案第２８号十勝岳と共生するまちづくり応援基

金の一部支消について。 

 十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部を次

により使用するため、かみふらのふるさと応援寄附

条例第１０条第２号の規定により、議会の議決を求

める。 

 記。 

 １、支消金額、１,１００万円。 

 ２、使用目的、四季に応じたイベントの推進、十

勝岳噴火災害の歴史を後世に伝える事業の推進のた

めの財源に充てるため。 

 ３、使用年度、令和２年度。 

 以上で、令和２年度上富良野町一般会計予算の議

決対象項目及び各基金支消議案の説明といたしま

す。 

○議長（村上和子君） 次に、国民健康保険特別会

計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について説

明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） 続きまして、議案

第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計

予算及び議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算につきまして、朗読をもちまし

て御説明申し上げます。 

 予算書の７ページをごらんください。 

 議案第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特

別会計予算。 

 令和２年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１１億９,４３６万７,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金）。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１億円と

定める。 

 ８ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税、２億５,６２５万７,０００

円。 

 ２款国庫支出金、２６８万４,０００円。 

 ３款道支出金、８億４７５万円。 

 ４款財産収入、１,０００円。 

 ５款繰入金、１億２,２７１万４,０００円。 

 ６款繰越金、１,０００円。 

 ７款諸収入、７９６万円。 

 歳入合計は、１１億９,４３６万７,０００円であ

ります。 

 ９ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、４,８１０万８,０００円。 

 ２款保険給付費、７億７,２３３万１,０００円。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、３億３,８５７
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万６,０００円。 

 ４款財政安定化基金拠出金、２,０００円。 

 ５款保健事業費、２,２６４万２,０００円。 

 ６款基金積立金、１,０００円。 

 ７款公債費、１,０００円。 

 ８款諸支出金、６５万４,０００円。 

 ９款予備費、１,２０５万２,０００円。 

 歳出合計は、１１億９,４３６万７,０００円であ

ります。 

 次に、１０ページをお開きください。 

 議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢者医療

特別会計予算。 

 令和２年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億５,０１６万３,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 １１ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料、９,７０９万１,００

０円。 

 ２款使用料及び手数料、１,０００円。 

 ３款繰入金、５,２９５万８,０００円。 

 ４款繰越金、１,０００円。 

 ５款諸収入、１１万２,０００円。 

 歳入合計は、１億５,０１６万３,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、３９０万円。 

 ２款広域連合納付金、１億４,６１５万１,０００

円。 

 ３款諸支出金、１１万１,０００円。 

 ４款予備費、１,０００円。 

 歳出合計は、１億５,０１６万３,０００円であり

ます。 

 以上で、令和２年度の国民健康保険特別会計予算

及び後期高齢者医療特別会計予算の議決対象項目の

説明といたします。 

○議長（村上和子君） 次に、介護保険特別会計予

算について説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） 続きまして、議案

第４号令和２年度上富良野町介護保険特別会計予算

につきまして、朗読をもちまして御説明申し上げま

す。 

 予算書の１２ページをお開きください。 

 議案第４号令和２年度上富良野町介護保険特別会

計予算。 

 令和２年度上富良野町の介護保険特別会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ９億９,９６６万４,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用）。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過

不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。 

 １３ページをごらんください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款介護保険料、１億７,９２０万１,０００円。 

 ２款分担金及び負担金、２２万４,０００円。 

 ３款国庫支出金、２億２,９５３万４,０００円。 

 ４款道支出金、１億３,８７２万２,０００円。 

 ５款支払基金交付金、２億４,４３２万２,０００

円。 

 ６款財産収入、１,０００円。 

 ７款繰入金、２億３９１万９,０００円。 

 ８款繰越金、１,０００円。 

 ９款諸収入、３７４万円。 

 歳入合計は、９億９,９６６万４,０００円でござ

います。 

 １４ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、４,６４０万６,０００円。 

 ２款保険給付費、８億８,５６８万４,０００円。 

 ３款地域支援事業費、６,６４１万１,０００円。 

 ４款特別給付費、６万円。 

 ５款基金積立金、１,０００円。 

 ６款諸支出金、１０万２,０００円。 

 ７款予備費、１００万円。 

 歳出合計は、９億９,９６６万４,０００円でござ

います。 

 以上で、令和２年度上富良野町介護保険特別会計

予算の議決対象項目の説明とさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 次に、ラベンダーハイツ事
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業特別会計予算について説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（北川和宏君） 続きまし

て、議案第５号令和２年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算につきまして、朗読をもちま

して御説明申し上げます。 

 予算書の１５ページをお開きください。 

 議案第５号令和２年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計予算。 

 令和２年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億３,２０４万５,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金）。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は３,０００

万円と定める。 

 １６ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入、２億６,２８２万９,０００

円。 

 ２款使用料及び手数料、２万６,０００円。 

 ３款国庫支出金、１,８００万円。 

 ４款財産収入、１,０００円。 

 ５款寄附金、１,０００円。 

 ６款繰入金、５,０９８万７,０００円。 

 ７款繰越金、１,０００円。 

 ８款諸収入、２０万円。 

 歳入合計は、３億３,２０４万５,０００円であり

ます。 

 １７ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、１億８,９４０万８,０００円。 

 ２款サービス事業費、１億１,６７２万３,０００

円。 

 ３款施設整備費、２,１６９万１,０００円 

 ４款基金積立金、１,０００円。 

 ５款公債費、１８８万円。 

 ６款予備費、２３４万２,０００円。 

 歳出合計は、３億３,２０４万５,０００円であり

ます。 

 以上、議決項目の部分についての説明といたしま

す。 

○議長（村上和子君） 次に、簡易水道事業特別会

計予算及び公共下水道事業特別会計予算並びに水道

事業会計予算について説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 次に、一括上程い

ただきました簡易水道事業特別会計、公共下水道事

業特別会計及び水道事業会計の令和２年度予算につ

いて、議決対象項目について、議案の朗読をもって

説明申し上げます。 

 １８ページをお開きください。 

 議案第６号令和２年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算。 

 令和２年度上富良野町の簡易水道事業特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億４,５８１万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、６,３９

０万円と定める。 

 次に移ります。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料、１,４０４万７,０００

円。 

 ２款繰入金、４,８４４万４,０００円。 

 ３款繰越金、１,０００円。 

 ４款諸収入、１,９４１万８,０００円。 

 ５款町債、６,３９０万円。 

 歳入合計、１億４,５８１万円となります。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費、１億１０２万９,０００円。 

 ２款公債費、４,４７８万円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 歳出合計、１億４,５８１万円となります。 

 次ページに移ります。 

 第２表、地方債。 

 簡易水道事業に係る起債の限度額は６,３９０万

円とするほか、起債の方法、利率、償還の方法につ

きましては、表内表記の定めるものであります。 
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 次に、２１ページの公共下水道事業に参ります。 

 議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計予算。 

 令和２年度上富良野町の公共下水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ４億４７万８,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことのできる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、７,６０

０万円と定める。 

 ２２ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金、７４万８,０００円。 

 ２款使用料及び手数料、１億３,１２６万５,００

０円。 

 ３款国庫支出金、３,５９０万円。 

 ４款繰入金、１億５,６３６万円。 

 ５款繰越金、１,０００円。 

 ６款諸収入、４,０００円。 

 ７款町債、７,６２０万円。 

 歳入合計、４億４７万８,０００円となります。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費、１億８,５３７万９,０００

円。 

 ２款公債費、２億１,４５９万８,０００円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 ４款予備費、５０万円。 

 歳出合計、４億４７万８,０００円となります。 

 ２３ページに参ります。 

 第２表、地方債。 

 公共下水道事業に係る起債の限度額は、一般分は

３,８１０万円、資本費平準化分は３,８１０万円と

するほか、起債の方法、利率、償還の方法について

は、表内表記に定めるものであります。 

 次に、２４ページの水道事業に参ります。 

 議案第８号令和２年度上富良野町水道事業会計予

算。 

 （総則）。 

 第１条、令和２年度上富良野町の水道事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １、給水戸数、４,０２２戸。 

 ２、年間総給水量、７１万５,４５５立方メート

ル。 

 ３、１日平均給水量、１,９５５立方メートル。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款水道事業収益、１億７,００９万３,０００

円。 

 第１項営業収益、１億５,２０７万３,０００円。 

 第２項営業外収益、１,８０２万円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、１億７,００９万３,０００

円。 

 第１項営業費用、１億３,６７３万７,０００円。 

 第２項営業外費用、１,２４６万３,０００円。 

 第３項特別損失、２,０００円。 

 第４項予備費、２,０８９万１,０００円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額６,６７７万４,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金４,０２３万３,０００円、当年度分

損益勘定留保資金２,６５４万１,０００円で補塡す

るものとする）。 

 収入。 

 第１款資本的収入、９,８３０万８,０００円。 

 第１項企業債、４,９２５万円。 

 第２項負担金、４,９０５万８,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、１億６,５０８万２,０００

円。 

 第１項建設改良費、１億３,８８８万３,０００

円。 

 第２項企業債償還金、２,６１９万９,０００円。 

 次のページに移ります。 

 （企業債）。 

 第５条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 （起債の目的）。 

 配水管布設替事業限度額４,９２５万円とするほ

か、起債の方法、利率、償還の方法につきまして

は、表内表記に定めるものとする。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな
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い経費）。 

 第６条、次に掲げる経費について、その経費の金

額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以

外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会

の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費、２,９６５万９,０００円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第７条、水道事業運営のため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、４８９万７,０００円

である。 

 （棚卸資産購入限度額）。 

 第８条、棚卸資産の購入限度額は、１,３６６万

５,０００円と定める。 

 以上、令和２年度簡易水道事業特別会計、公共下

水道事業特別会計、水道事業会計の議決対象項目に

ついて御説明を申し上げました。（発言する者あ

り） 

 失礼しました。議案７号の令和２年度上富良野町

公共下水道事業特別会計予算の中で、上から４行

目、「歳入歳出予算の補正」と書いてありますが、

「歳入歳出予算」で、「の補正」については削除を

お願いいたします。 

○議長（村上和子君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） 続きまして、議

案第９号令和２年度上富良野町病院事業会計予算に

つきまして、議決対象項目について御説明申し上げ

ます。 

 ２６ページをお開きください。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第９号令和２年度上富良野町病院事業会計予

算。 

 （総則）。 

 第１条、令和２年度上富良野町の病院事業会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 （１）業務量。 

 イ、病床数、一般病床４４床。 

 ロ、定員数、老人保健施設入所２８人。 

 ハ、患者数、年間３万５,３００人、１日平均１

３５人。入院患者、一般病床、年間９,５００人、

１日平均２６人。外来患者、年間２万５,８００

人、１日平均１０９人。 

 ニ、入所者数、老人保健施設、年間９,５００

人、１日平均２６人。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款病院事業収益、９億６,００３万４,０００

円。 

 第１項医業収益、６億４,５８２万３,０００円。 

 第２項医業外収益、１億７,０２１万１,０００

円。 

 第３項老人保健施設事業収益、１億４,４００万

円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用、９億６,００３万４,０００

円。 

 第１項医業費用、８億１,３９６万７,０００円。 

 第２項医業外費用、２０５万６,０００円。 

 第３項老人保健施設事業費用、１億４,４００万

円。 

 第４項特別損失、１,０００円。 

 第５項予備費、１万円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款資本的収入、４,０１３万８,０００円。 

 第１項出資金、１,１１３万８,０００円。 

 第２項補助金、９００万円。 

 第３項企業債、２,０００万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、４,０１３万８,０００円。 

 次のページをお開きください。 

 第１項企業債償還金、６４３万８,０００円。 

 第２項建設改良費、３,２５０万円。 

 第３項奨学資金貸付金、１２０万円。 

 （企業債）。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率

及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 画像情報管理システム購入事業に係る限度額を

２,０００万円とするほか、起債の方法、利率、償

還方法については、表に定めるとおりであります。 

 （一時借入金）。 

 第６条、一時借入金の限度額は、３億円と定め

る。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことのできる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）医業費用と医業外費用との間。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第８条、次に掲げる経費については、その経費の
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金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費、６億３,７７４万４,０００

円。 

 （２）交際費、３０万円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第９条、経営基盤強化などに要する経費に充てる

ため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、６,９５４万３,０００円である。 

 （棚卸資産購入限度額）。 

 第１０条、棚卸資産の購入限度額は、１億１,８

５３万１,０００円と定める。 

 （重要な資産の取得及び処分）。 

 第１１条、重要な資産の取得及び処分は、次のと

おりとする。 

 １、取得する資産。 

 種類、医療器械。 

 名称、画像情報管理システム。 

 数量、一式。 

 以上、令和２年度上富良町病院事業会計予算の議

決対象項目につきまして御説明申し上げました。 

○議長（村上和子君） 以上で、議案の説明を終わ

ります。 

 これより、質疑に入ります。 

 これからの質疑については、先ほどの町長及び教

育長の執行方針に限ったものといたします。 

 なお、質疑の回数は、議会運営に関する先例によ

り概括的範囲として、１人１回限りといたします。 

 これより、質疑をお受けいたします。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） それでは、町長の執行方針

の中で何点か質問をさせていただきます。 

 ５ページです。活火山十勝岳の登山者への安全の

ための避難施設整備が毎年関係機関へ要望されてお

りますけれども、なかなか実現されておりません

が、その辺の見通しについてお伺いをいたします。 

 次に、７ページ。新型コロナウイルスに対する感

染防止対策は、国、道との連携を密にして情報収

集、対策の情報に努める、このことはもちろんのこ

とでありますが、今後一番考えなければならないの

は日々の暮らしに対する対策の町としての考え方に

ついて伺います。 

 １０ページ、活力と交流のある産業のまちづくり

についてであります。 

 上富良野町の基幹産業、農業をどのようにして

守っていくのか。第８次農業振興計画をいかに実践

していくのか。今回も実践計画アクションプランを

作成して事業展開をするのか。大規模経営、小規模

経営、家族経営と多岐にわたる経営体があります。

今後において、スマート農業等について、町は実

証、情報収集をどのようにしていかれるのかお伺い

します。 

 １３ページです。観光と交流について。 

 第２次観光振興計画に基づき、多様な観光・交流

資源を生かし、観光地としての機能や利便性を高め

る施設や設備について計画的に整備を進めるとあり

ます。ビューポイント整備のジェットコースターの

路の整備の支援について、どのような政策をするの

かお伺いをしたいと思います。 

 以上について、お願いをいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番中瀬議員からお尋ねご

ざいました執行方針に対します御質問に順次お答え

させていただきます。 

 まず、最初にお尋ねがありました十勝岳等におき

ます火山噴火対策に対します安全確保についての御

質問にお答えさせていただきます。 

 現在、登山道を中心といたします避難施設の整備

について、これまでも美瑛町と北海道と足並みをそ

ろえて要請要望活動をさせていただいております。

当時は、結果的に美瑛の望岳台のシェルターは整備

されました。上富良野町といたしましては、登山道

におきます御嶽山で経験学習しましたように、やは

り登山中の噴石等降灰等による犠牲が多く出たとい

うことから、登山道の途中に一時避難できるものを

中心に上富良野町は要望したところでございます

が、当時は、それが環境省が所管するのか、あるい

は消防庁が所管するのか、あるいは国交省が所管す

るのかということで非常にたらい回しになりまし

て、やっと近年はその所管が、多分総務省のほうで

消防庁のほうが中心になって所管することになるの

かと思いますが、いずれにいたしましても、この予

算措置につきましては国もはっきり示しておりませ

ん。しかしながら、国有地でございますので、町単

独でやるというような、そういう規模のものでもご

ざいませんし、うち４基を要望しているはずです

が、１基が４,０００万円だか５,０００万円するの

だそうです。言ってみれば、大きなトンネルみたい

なものを空中輸送するというようなことでございま

す。ということでありますが、それは非常にハード

ルが高いということで、要請は続けておりますが、

一方、北海道が設置しております避難小屋がござい

ます。頂上の登山道の経路にあります。これについ

ては非常に老朽化しておりまして、毎年度、北海道

のほうに整備をしていただくようにということで要

望活動をしておりますので、大分上富良野の思いは

届いていると思いますので、美瑛町にあのように整
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備されましたので、引き続き要望活動に取り組んで

まいります。 

 次に、２点目にありました感染症対策でございま

すが、とりわけ、今、当面しておりますコロナウイ

ルス対策について申し上げますと、やはり安心して

日常生活を送れるということが大前提でございます

ので、町民の皆さん方に御協力をいただいておりま

す。国、あるいは北海道は独自に国民、道民に対し

てアピールをしておりますが、私どもも町民の皆さ

ん方になるべく濃厚接触を避けたり、大勢の人が集

まる機会を設けないようにということで、公共施設

の一部使用制限等をさせていただいておりまして、

先手先手の対策を講じてまいることと、情報提供も

速やかにさせていただいているような対策を現在と

らさせていただいているところでございます。 

 今後につきましては、なるべく情報収集に努めま

して１日も早く普通の暮らしに戻れるように町とし

て努力もいたしますし、北海道に対しましても、私

どもの実態を、今後予算の中でも御意見等があろう

かと思いますが、特に冷え込みが心配されます経済

対策等につきましても、しっかりと思いを伝えてま

いりたいと考えているところでございます。 

 それから、次に４点目であります観光のビューポ

イント整備でございますが、新年度におきまして

は、ジェットコースターの路の安全確保を図ってま

いりたいというふうに考えております。これにつき

ましては、今年度モニターをいたしまして、どのよ

うな利用状況、あるいは人、車が訪れていただいて

いるということの実証の検証を行っておりますの

で、それらを参考に、主体的には観光協会が取り組

む情報でございますが、町として一緒に足並みをそ

ろえて支援してまいりたいと考えております。 

 失礼しました。３点目を飛ばしてしまいまして済

みません。３点目は、農業の活性化についての御質

問でございました。 

 今回も、実践計画を策定してまいります。その中

で確実に第８次農業振興計画の中身が充実してまい

りますように実践計画が伴って推進してまいりたい

と考えております。 

 その中でスマート農業についてもお触れいただき

ましたが、スマート農業につきましても、ＪＡふら

のがさらにそれらを推進するべく具体的な事業に取

り組んでいただけるというお話も伺っておりますの

で、それらに追随した形で、もう既に町内にもそう

いった取り組みに対しますグループが立ち上がって

おりますので、その方々を含めて、そういった取り

組みを目指される方に対して、町も情報収集と支援

を行ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

 さらに済みません、先ほどのビューポイントの整

備に戻りますが、そういうことで観光協会と足並み

をそろえて安全確保を中心に、あるいは快適に

ビューポイントの魅力を感じていただけるように、

ことしは具体的に取り組みを進めてまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 令和２年度は向山町長に

とって種をまき、花を咲かせ、実をならす３期１２

年の総仕上げの年度に当たると思います。 

 予算案を見ますと、一般会計は、前年度比５.５

％増の６８億５,２００万円、町立病院建設に伴う

基本構想、基本計画、策定業務の委託、さらには複

合拠点施設の調査、富原テニスコートを人工芝など

に改修する整備費など盛りだくさんの新規事業が計

上され、その財源として財政調整基金、公共施設整

備基金、また児童生徒教育振興基金を約３分の１支

消しての積極的な予算編成となっています。 

 ３期１２年の総仕上げの年度ということですが、

私の常識では農家が親から経営移譲するときは少し

でも借金を少なく、そして預金は少しでも多くとい

うのが常識だと思っていましたが、今年度の予算は

逆で、数多くの新規事業に着手しており、向山町長

の次への強い意志が感じられる積極的な予算編成で

あると受けとめた次第であります。 

 それでは、３点ほど具体的にお伺いします。 

 執行方針の２ページぐらいになろうかと思います

が、まず１点目、人口減少問題についてお伺いをい

たします。 

 第６次総合計画の１０カ年計画が平成３１年度か

らスタートし、令和２年度は２年度目を迎えます。

この６次総の最重要課題は、人口減少対策であると

位置づけられています。新たに、国立社会保障人口

問題研究所は、地域別の将来推計人口を公表し、２

０４５年には我が町の人口は５,８４９人、今より

約４,７００人ほど減少するとの予測値を発表しま

した。我が町は２０４０年には１万人程度の確保を

目指しておりましたが、今回の見直しでは７,３０

０人に下方修正をしました。 

 そこで、町長にお伺いをいたします。私は、一定

程度の人口減少は覚悟をしなければならないと考え

ています。しかし、減少の流れを少しでも緩やかに

しなければならないと思います。我が町が直面して

いる人口減少の主な要因について、どのように町長

は認識をされているのかをお伺いいたします。 

 また、出生数の減少がここ二、三年際立っていま

す。ここ３年の出生者数は７１名、７２名、６４名
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です。自然増減の出生者数と死亡者数が逆転した平

成２０年、１０年ちょっと前かと思いますが、その

ときは出生者数は１２８名でした。ちょうど半減で

す。自然増減の出生者数の大幅な減少、また１００

名を超える転出超過の人口減少を阻止する町長が取

り組もうとしている具体的な戦略について、あわせ

てお伺いをいたしたいと思います。 

 次に、２点目ですが、町立病院の基本構想と基本

計画策定業務について伺います。２３ページになろ

うかと思います。 

 町長が町立病院の新築を決断するに至った中で、

建設費、解体費、外構工事費、医療機器の導入費等

総額予算は幾らぐらいを想定しているのか、お伺い

をいたしたいと思います。 

 現在、町立病院は累積欠損額が約１０億円、また

ここ数年、町からの繰入金は単年度で約２億５,０

００万円以上となっています。新築によって欠損額

や町からの繰入額等はどのように変化する見込みか

お伺いをいたします。 

 もう１点、病院の開院は何年何月を目指している

のか伺います。 

 スプリンクラー問題で令和７年６月３０日とお尻

が切られている中、本当に開院が間に合うのか心配

です。明確な御答弁をお願いします。 

 もちろん、私も町立病院の存続維持については賛

成の立場ですが、我が町の財政状況を見ると、財源

内訳は実財源が２５％、依存財源が７５％という状

況にあります。さらには、平成３１年度決算ベース

で七、八十％が適正水準と言われている経常収支比

率が９１.５％、ある程度の財政硬直化の状況にあ

るのではないかと考えていますが、町長が想定して

いる中長期の財政見通しについてお伺いをいたしま

す。 

 ３点目、複合型拠点施設の整備についてお伺いを

します。１４ページだと思います。 

 我が町の公共施設はほとんどが老朽化し、改修や

機能改善をしなければならない時期を迎えていま

す。安全で安心、そして安価な給食を提供する給食

センターも老朽化が著しい状況にあります。昭和４

６年建設の公民館、図書館も早急な整備が必要で

す。また、２０２５年には団塊の世代が全員後期高

齢者になります。昭和５９年建設のラベンダーハイ

ツも老朽化が著しく相部屋から個室への機能改善も

求められています。クリーンセンターも老朽化で修

繕費が増嵩してきている状況にあり、使用の終期は

１０年後ぐらいと聞き及んでいます。さらに、昭和

４２年建設、築５３年のこの役場庁舎及び消防庁舎

は耐震化対策が施されていません。整備前に大きな

地震が来ないことを祈るばかりであります。 

 このように、多くの公共施設が喫緊の課題を有し

ています。複合拠点施設もないよりもあったほうが

よい施設で、多くの町民が望んでいるという施設か

もしれません。先ほど申し上げた公共施設の多々あ

る課題に優先して複合拠点施設の新築を決断した町

長のお考えをお伺いいたします。 

 以上です。  

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず１点目にお尋ねがございました人口減少時代

にどのように対処していくかということでございま

すが、まず社会減、あるいは自然減ともに減少して

いくという傾向は、多分上富良野町だけではないの

ではないかなというふうに私は理解をしておりま

す。ただ、上富良野がその中で突出して何かハン

ディキャップを持っているというような認識もござ

いませんが、ただ、願うことであればやはり人口減

少をとめたいということでございます。 

 とりわけ、出生率が少ないのではないかというお

話でございますが、出生率に関しましては、むしろ

上富良野の出生率は、平均的に見ますと高い水準を

維持できております。そういうことで、なるべく出

生率は高くあってほしいと願っておりますが、これ

は国民の人生設計と申しましょうか、そういうとこ

ろに大きく左右されておりまして、当然、子育て施

策等通じて子育て環境を整備したりするというよう

な支援策は必要でありましょうが、国全体として出

生率を高めるということに対して地方自治体として

も一緒に歩んでいくということは基本的なスタンス

ではなかろうかというふうに理解しているところで

ございます。 

 もし、中澤議員のほうで妙案があったら、ぜひお

聞かせいただければと思うところでございます。 

 それから、２点目でございますが、病院の改築計

画等についてのお尋ねでございますが、病院の改築

計画につきまして、まず申し上げておきたいのは、

令和７年６月の新しい病院での改築ということは、

これはもう譲れない時期というふうに私は捉えてお

りまして、そこに到達できるようなことで新年度か

ら、さらに具体的に基本構想、基本計画を策定して

まいりたいというふうに考えております。 

 大体どの程度建設工事に時間を要するのかという

ことは、通常、学校を建設したり、あるいは公共施

設を建設したりするのと病院というのはまた異質で

ございまして、非常に高い専門性を要する部門でご

ざいますので、なるべく新年度の早い時点でそう

いった専門の知見を有する事業者の方に基本設計、

基本計画のプロポーザルをもって仕組みを整えて、
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１日でも早く具体化できるようなことを現在内部で

詰めているところでございます。 

 当然、資金計画につきましても、御案内のように

病院等につきましては公営企業法に基づく事業でご

ざいまして、事業そのもので儲けてくださいという

のが基本的な構造になっておりますが、そういった

中で、なるべく財政負担が、あるいは今年度負担が

生じないような仕組みで身の丈に合った病院という

ことを基本コンセプトに組み立てていければという

ふうに考えておりますので、それぞれ各段階に応じ

て皆さん方にまた内容等お知らせしながら御意見を

賜っていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 それから、３点目にお尋ねいただきました今後の

公共施設等に対します考え方でございますが、議員

からるるお話がございました公共施設等の状況につ

きましては、非常に老朽化施設が多いのも実態でご

ざいます。一方、少しでも長寿命化を図るための方

策をあわせて講じさせていただいているところでご

ざいます。 

 とりわけ、御質問にありました複合拠点施設の必

要性につきましては、私、就任以来、非常にいろい

ろまちづくりに対しまして御意見をいただく機会が

るるございますが、とりわけ変わらず切望する声が

寄せられている第一のものでございます。しかしな

がら、これまで時間を費やしてまいりましたが、ま

だ実現でき得ていないということで非常に町民の皆

さん方に申しわけない思いをしているような状況で

ございます。なぜならば、いろいろまちづくりに関

しますセミナー、あるいはまちづくりの事業の意見

交換、町民の皆さん方が広く集う会合、そういった

中でさらに６次総をまとめたときの町民アンケート

はどれをとってもやはりいろいろ皆さんまちづくり

に対して熱い思いを持って動きをしておりますが、

そういった思いを結集できる場所、あるいは町民の

皆さん方が世代を超えて集える場所、あるいはそれ

ぞれ事業をされている方が活力を見出すためにいろ

いろ発想されたり、いろいろ知恵を出し合ったもの

を広く町民の皆さん方にお知らせしたり、あるいは

町外から訪れる方が上富良野町の情報を一元的に知

り得る、あるいは体現できるような、そういった拠

点がないということはもう本当に強く切望されてい

るというふうに受けとめておりまして、それらをな

るべく優先度を高くして実現してまいりたいという

ことが私の思いでございまして、とりわけ強く心を

持ったのは、やはり６次総の町民の皆さん方の御意

向を伺った中で、上富良野町で何が一番今皆さん求

めておられるかと、そしてまた、何が一番上富良野

で少し足りないと感じておられるかということは、

産業の活性化に対する仕掛けの不足感を感じられる

ということが強く共通して述べられておりますの

で、そういったことも大きく心を固めている一つで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ここで、昼食休憩といたし

ます。再開は、１時でございます。 

────────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 昼食前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 御質疑ございませんか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 多少、同僚議員と重複する

点があるかと思いますが、御了承いただきたいと思

います。 

 私は、町長の執行方針につきまして、大まかで６

項目について御質問をさせていただきます。 

 まず、現在の町の喫緊の課題について何であろう

かという町長の大きな考え方をお伺いした段階にお

きまして、この執行方針にもありますように、現在

の町財政につきましては地方交付税など依存的な収

入というものが約７５％を占めている状況にありま

す。町税などの自主財源については、非常に乏しい

という現状が見られます。このような中において

も、上富良野町の町立病院というのは最も優先度の

高い施設であると考えますし、またこれらが安定的

に存続されるのが望まれるというふうに考えます。 

 まず、先ほど同僚議員の質問にもありましたが、

この建てかえにおいて町長においては身の丈に合っ

たという答弁がありましたが、大体の予算というの

は総額で幾らぐらいをお見積もりしているのかをお

伺いしたいと思います。 

 また、このような時期におきまして、町長がおっ

しゃる複合型の拠点施設というのは、本当に今、町

民に求められている施設なのかどうかというのがい

ささか疑問を感じるところであります。 

 御承知のように、こういった施設というのは一時

的な投資で終わるものではなく、維持管理、運営に

相当の費用も要するものでありますし、その点に関

しましていまだ不明確なところがございます。 

 さらに、策定されております第６次総合計画にお

きましては、これらの複合型の拠点施設については

観光について大きく寄与するというふうに示されて

いたところでございますが、本計画において、観光

分野においては不十分というふうに見られます。い

つ、誰がどのような形で運営をされていくのか全貌



― 52 ―

が見えてこない状況でありますので、これらについ

て町長の進め方についてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 あわせまして、既存の今ある上富良野町の公共施

設の改修では不十分なのか、また、この複合拠点施

設にかかわる総事業費というのは幾らを見込んでい

るのか、お伺いをしたいと思います。 

 あわせて子育てにおいても、これらの複合拠点施

設にかかわる施設整備もさることながら、総合計画

の中においても切れ目のない子育て支援などが、ま

た子どもの貧困に目を向けたソフト事業や支援策が

必要とありますが、これら具体的に子どもの貧困に

向けたものの対応というものをどのようにお考えい

ただいているのかお伺いいたします。 

 加えまして、日の出公園に関してお伺いいたしま

す。駐車場スペースというのは、確かに町民や観光

客のためにはないよりは広い駐車場はあったほうが

望ましいと私も考えるところでございます。第６次

の総合計画と若干の今回の御提案にずれを感じると

ころは否めないところであります。 

 現在の日の出公園の四季彩イベントを初めとした

各種イベントの開催時期におきましては、確かに駐

車場が手狭であり、足りないというものは私も現状

を理解するところではございますが、実際にそのほ

かのときというのはあきが目立っているというふう

に見受けられます。駐車場スペースのみの活用とし

ては非常にもったいないというふうに私は感じると

ころでございます。 

 現在、大変人気をはせている上富良野町のオート

キャンプ場との兼ね合いや、また平時にこれらの場

所についてイベントや行事などを行い、多くの町民

にも活用され、さらには観光客も集客できるような

取り組みが必要と考えるところでございます。 

 と同時に、その駐車場の場所においても、そこに

導くための動線や、またその周辺のインフラ整備と

いうものはどのように整備していく計画があるのか

をお伺いいたします。 

 また、そもそも論にはなりますが、これらの日の

出公園の駐車場について、その拡張の時期につい

て、町長は従前から機運が醸成したときにこれらを

判断させていただくということを繰り返し答弁いた

だいておりますが、今年度についてそれらの基本計

画が上がってくるということについて、これらの機

運が醸成されたと判断されたのはいつなのかお伺い

をいたします。 

 農商工連携についてお伺いいたします。 

 ブランド力をつけるために、町としての売りを、

何を、どうやって広めていくのか。また、そのポリ

シーはどこに置くのか。さらに、そういったものに

対して、町としてインティメートしていて、どのよ

うにかかわるかをお伺いいたします。 

 それらのものは加工品として知らしめていくもの

なのか。素材そのものを売っていくものなのか。ま

た、来町していただき、それを楽しんでいただくの

か。大消費地へのラインづくりをつくっていくもの

なのか。これらについて町の方針をお伺いいたしま

す。 

 商工業のキャッシュレス化についてもお伺いをい

たします。これら経済が大変不透明な中において、

町は商工会とタックを組みどのようにキャッシュレ

ス化を拡大していくのか。現在の商工業において

は、零細企業が多く、商工業者において端末の機器

の整備、さらにはネット環境の整備などというのは

非常に困難が見受けられますが、これらを町として

どのように支えていくのか、また進めていくのか、

お伺いいたします。今後さらに進むスマート決済が

考えられる中、町としての支援策をお伺いいたしま

す。 

 最後に、ジオパーク並びに泥流地帯の映画化等々

についてお伺いをいたします。 

 これらは、６次総合計画においてもまさに中心と

なる町の目玉だと私も考えております。これらの情

報を町民にさらに広め、もっとお互いに共有をする

ことが大切だと考えます。一部の盛り上がりを起爆

剤としてこの町全体の機運醸成をさらに広める方策

といったものを町長はどのように考えておられる

か、あわせてお伺いをいたします。 

 いずれにいたしましても、非常に厳しい町財政状

況でございますが、これらの優先度合いのものも

しっかりとお示しいただきながら、今後の財政運営

もあわせてお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問に順

次お答えさせていただきます。 

 まず、病院改築についてのお尋ねがございました

が、まず、事業規模等につきましては、これは非常

に病床構成、あるいは病院自体の診療体制によって

幅が相当ある事業でございますが、前段も申し上げ

ましたように、上富良野町の実態に合った、身の丈

に合った病院というものをイメージしておりまし

て、これらについても、私どもは今伺っているとこ

ろによりますと、グレードに相当幅があるというこ

とであります。今、専門家の知見をいただいて、そ

れらをある程度具体的に数字を示していただいた中

で、その中で判断していくことになろうと思います

が、これは何の確証もございませんが、一般的に、

私が担当のほうから伺っているところですと、平米

６０万円とか７０万円ということで聞いております
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ので、どういう規模になるかもまだ決まっていない

段階で、総額はなかなかお示しできないのが実態で

ございますので、おおよそイメージしていただけれ

ばと思うところでございます。 

 それから、あわせて、さらに今予定しております

複合的な機能を持った多機能施設についてのお尋ね

もございましたが、これらについての予算について

は、一定程度担当のほうで積み上げをしているとこ

ろでございます。今、基本計画がまとまってきます

が、その中でさらに具体的にお示しできるものと思

いますが、私のイメージとしてつかんでおりますの

は、おおむね１０億円には届かないのかなというよ

うなイメージを持っているところでございます。 

 いずれにしても、規模感、それから場所をどう

やって確保するかによって非常にぶれる要素もござ

いますけれども、先般、ニュースでも報道されてお

りました、例えば夕張の新しい施設だとか、何かを

一つの目安としますと、そういうような規模感にな

るのかなということで押さえているところでござい

ます。 

 いずれにいたしましても、前段、午前中に中澤議

員のほうからもるるインフラ整備についての御心配

の向きのお尋ねもございましたが、基本的には町も

中長期計画を持った中で、当然、財政計画をきちっ

と確立した中でのそういった施設整備というものを

していくことが基本でございます。 

 あわせて、御質問の中にありましたように、これ

までずっと町の核となる、当時の私が受けた印象と

しては、多機能施設について申し上げますと、観光

的要素というものがある程度イメージされた町民の

皆さん方が多かったのかなと。しかしこの間、時間

を重ねる中で、また町民の皆さん方と対話を重ねる

中で、やはりさまざまな分野で将来のまちづくりに

向けた熱い思いを持っておられる方々がその力を結

集できない、あるいは情報発信ができない、そう

いったジレンマを抱えながらみんな頑張っておられ

る姿を見受けますし、そういったことにもうちょっ

と町が積極的に前に出るべきだということをさらに

強く持ったこと、あわせて、高齢化、あるいは少子

化等の中で町民が自由にふらっと集まって、そして

集えるというような場所の設定もございませんし、

そういうようなことを合わせていろいろ、それと午

前中申し上げましたように、今、町民の皆さん中で

本当にそういう将来の町の活力づくりのための起爆

剤になる、あるいはそういうキーステーションにな

るような場所を求められている希望が大変私は強く

感じておりますし、そういう調査等の中でも如実に

あらわれております等々総合的に判断いたします

と、これはやはり今、町民が待ち望まれているもの

というふうに理解をしているところでございます。 

 それから、子育てと貧困に対する御質問もござい

ました。町のキャッチフレーズは、妊娠期から子育

て期まで全てにわたった子育て支援というのが町と

しての大きなテーマでございまして、力を注いでい

るところでございます。しかし、そういう中で、十

分な家庭環境の中になくて、非常に御苦労されなが

ら日々生活を送っているという、一部にはそういう

実態もございます。そういうようなことが学校教育

現場の中、あるいは保育現場の中、さらには中高校

生になっても非常に厳しい家庭環境の中で生活をし

ておられるという実態もございますので、そういう

ところにしっかりと目を向けて、私、常に念頭に置

いております、誰一人として取り残さないような政

策をさらに強く押し進めてまいりたいというのが、

貧困実態がございますので、それらに具体的に応え

ていきたいなというふうに考えているところでござ

います。 

 それから、４番目にお尋ねがございました日の出

公園の駐車場等の問題に関しましても、いつ、そう

いう思いが熟したのだというようなお話もございま

したけれども、そもそも論を申し上げますと、平成

２１年、２２年だったかと思いますけれども、就任

して間もないときに、実は御提案をさせていただい

た経緯がございます。そのときから思いとしては変

わっておりません。一貫しております。そして、こ

の間臨時駐車場等でしのぎながら今日まできており

ます。当時、議会のほうで計画が認めていただけな

かったという背景もございますので、繰り返し提案

するというのも大人げないなということでございま

して、しっかりと私どもと皆さん方と意思疎通が図

られる中で機が熟す時期はいつかといういうことで

おりました中で、あるいは機が熟してきているとい

うふうに判断もできます一方、現在、駐車場として

お借りしているところが安定的に使えないことが想

定されることと、毎年非常に足元の条件だとか、長

い距離を歩かなければならないとかということで、

非常に苦情もお聞きしているところでございまし

て、皆さんのほうからも過去から言われてきており

ますように、一度お客さんが離れたらもう来ないぞ

というようなことを合わせ考えますと、ここはやは

り前へ進めなければならない客観的な状況は整って

きているというふうに判断するところでございまし

て、また、場所等もこれからで、進める計画につき

ましては新年度内の供用は手続き的に少し窮屈だと

いうふうに担当から聞いておりますので、なるほど

そういうことかなと理解をしておりまして、しかし

そういう中で、なるべく利便性、あるいは使い勝手

のよさ、位置等、利用される方について喜ばれる形
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で設置したいなというふうに考えております。 

 もう既に十数年前から借り駐車場として使ってい

た時代もございまして、非常に今、私も当時のイ

メージが浮かびますが、隣接したところがやはり使

われる方にとっては最良のところでございますし、

そういったことを総合的に勘案した中で誰しもがこ

こがいいねというところに落ちついていくことを望

んでいるところでございます。 

 それから、次にお尋ねのありましたの農商工連携

等につきましてでございますが、これは、農業、商

業、あるいは観光等がきちっと区切りをつけて、そ

して連携していくということより、お互いの分野に

お互いが溶け込んでいくというようなことで成果を

上げている実例はたくさん見受けております。私も

上富良野のそれぞれ各分野の方々がお互いの分野に

も協力し合って、そして一つの形としてつくり上げ

ていくのが私は理想的な姿だというふうに思ってお

りまして、分業ではなくて、それぞれが溶け込み合

うというような形が今さまざまな流れの中でそう

いった動きが感じられます。 

 例えば今、全国的にお酒をつくるとか、ワインを

つくるとか、あるいは新たな、この後にも関連いた

しますけれども、ロケ地を利用してそれぞれ観光分

野とか漁業の分野とかという方々がお互いに協力し

あって一つの形としてつくり上げている事例も実は

伺っていることから、そういうような溶け込み合っ

て一つのものを上富良野ブランドとしてつくり上げ

て観光スポットとしてもつくり上げていただければ

なと。そういう中に町も積極的にかかわっていく必

要もあるし、そういった方々が仕事の成果を皆さん

方に広くお示しできる拠点としても、先ほど前段申

し上げました、多機能を持った場所なんかの提供も

大いにお役に立てるのではないかというふうに考え

ているところでございます。 

 それから、６点目にございましたキャッシュレス

化についてのお尋ねですが、キャッシュレス化につ

いては早く商工会からキャッシュレスに伴います支

援をお願いしたいということで要望されておりま

す。私どもも当然こういった時代背景でございます

ので、推進をしたいという立場でございますが、何

分にもこれは最終的には利用される方のサービス向

上につながっていくことが大前提でございますの

で、昨年１０月の消費税の増税に合わせて、国も力

を入れているところでございますが、いかんせん、

参加事業者が少ないことには、これは利用される

方々のサービス向上につながりませんので、商工会

の方々には少しでもキャッシュレス化、端末を置く

ということでしょうかね。そういったことが進みま

せんと、なかなか公として応援するには、やはり一

定程度の規模感が必要だと思いますので、そういっ

たことをお願いしているところでございまして、あ

わせて、それらをさらにバックアップというか、さ

らに応援する意味におきまして地域カードというも

のが想定されておりますので、地域カードがさらに

浸透するようなことも、私どもは想定して事業組み

立てをしようとしておりますので、ぜひこれは１日

も早く成熟して、走りながらやるという方法もござ

いますが、いずれにいたしましても、広く浸透して

商標をできれば町内に、ある種囲い込めるようなこ

とになるのが理想でございますので、そんなふうに

今、商工会と協議を重ねているところでございま

す。 

 それから、ジオパークや映画化に対します御質問

もございました。こういったジオパークの認定活動

や、あるいは映画化を通じまして、これらについて

は町の活性化の大きな起爆剤になりますことと、と

りわけこれまで感じておりますが、こういった取り

組みを媒体として非常に幅広く町民の皆さん方が思

いを寄せ合う場面を何度も目にしておりまして、非

常に町の活性化や町民の意識を、あるいは思いを醸

成していく上においては効果的な活動となっており

ます。１日も早く、これらをさらに当初予定計画し

ておりました一つの区切り、ジオパークについてい

えば、認定が一つの通過点ではございますので、あ

るいは映画化についても実際に映画の制作がスター

トするというようなことはゴールではございません

けれども、そういったことに１日も早くつなげて、

さらにそういうことが次の弾みになるようなふうに

取り組みを進めているところでございますので、ぜ

ひ御理解賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします。 

 第１点目は、執行方針の中にも書かれております

が、新型コロナウイルスに対する感染拡大によって

経済的な影響が懸念されるという形になっておりま

す。この間、道においても外出を一定程度制限す

る、あるいは自粛するという状況になって、きょ

う、新たにまたその方向性を報道発表するというよ

うな報道もありました。 

 そこでお伺いいたしますが、上富良野の状況は、

町長も御存じのように、大分冷え込んでおります。

従来申し込みがあったものがなくなった、あるいは

ホテル業界に至っても宿泊数が大きく下がって先の

見通しがないという状況が言われています。あるお

店に伺いましたら、今後こういうことがまだ不透明

な状況の中で続くと、経常的な経費を捻出すること
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もできないと、深刻な状態で倒産することも起き得

るのではないかという極限のところまで今状況が進

んでいるという状況があります。 

 そういう意味で、早急にこういった部分に対する

対策をとらなければならないというふうに考えます

が、この点についてどのような考え方針を持ってい

らっしゃるのか、お伺いしたいと思います。 

 また、子どもを抱えて働いている方もたくさんい

らっしゃいます。そういったところには、やはり預

ける場所がない。地域に長いこと住んでいらっしゃ

る方についてはそれなりのつながりがありますか

ら、そこで子どもを見てもらうということもありま

すが、それ以外についてはなかなか子どもの居場所

を確保することができないというような状況が見受

けられます。 

 また、報道では、学校でそういった子どもを見る

というような報道もありました。町においては一部

学童保育を利用して、登録していなければ対応でき

ないという話でありますが、それ以外の児童に対し

ても一定程度の、感染してはなりませんが、事情が

許す限りそういった部分に対する対応も必要ではな

いかというふうに考えておりますが、この点お伺い

いたします。 

 ２点目にお伺いしたいのは、同僚議員も述べてお

りますが、複合拠点施設の問題であります。今回、

提出していただいた中身を見ますと、加工施設や、

細かいことを言いますが、子どもの遊び場所などな

どが載っております。本当にそういった場所にそう

いうものを機能として設置していいのかという課題

もあります。上富良野町における各施設を見ても、

子ども支援センター含めていろいろと老朽化して機

能を、いわゆる集約化しなければならない、そうい

う時期にあるわけですから、そういうことも含めた

場合に、複合拠点施設の機能のあり方というのを再

構築しなければならないと考えると同時に、財政が

厳しい状況の中で、本当にこの複合拠点施設が必要

なのかどうなのかという点を改めて町長にお伺いい

たします。 

 次にお伺いしたいのは、これから高齢化、あるい

は子育てという形の中で、本当に多岐にわたる事業

を保健福祉課は担っています。町は、健康づくりの

町という形のフレーズで健康の町を宣言しておりま

す。 

 そこでお伺いしたいのは、保健福祉課の機能をも

うちょっと小まめに細分化して課をもう一つ設ける

などの課の配置を見直す必要があるのではないか

と。保健福祉課長は一生懸命やっていらっしゃいま

すので、それは否定しませんけれども、ただ、これ

からのまちづくりを考えた場合に、やはり保健福祉

の従来ありました保健師等を一つの課に置く。それ

以外をまた別な形で設置するだとかという形の、

やっぱり機能の細分化でその内容の進め方を充実す

るということも必要になってきているのではないか

というふうに思いますが、この点お伺いいたしま

す。 

 もう一つは、ジェンダー平等の問題でお伺いいた

します。 

 男女参画という形の中で、各種委員会等の女性の

登用をという形でうたわれておりますが、新年度に

至っては、目標として役員等においてどのぐらい登

用されようとしているのか。また同時に、役場内に

おいても女性の持てる能力を最大限に発揮してもら

うために管理職の登用をもっと進めるべきではない

かというふうに考えておりますが、そういう目標等

がお持ちなのかどうなのか、この点お伺いしておき

たいというふうに思います。 

 あと、ちょっと前後いたしますが申しわけありま

せん。複合拠点施設の機能を生かして、どのぐらい

の集客力を目標とされているのか、この点について

もお伺いしたいというふうに思います。 

 観光については、各種いろいろと事業を進められ

ております。しかし、上富良野町の観光だとかは

やっぱりまだまだ改良しなければならない部分も必

要だというふうに考えております。同僚議員もおっ

しゃいましたが、農産物だとか６次化という形の中

で、こういったところの町の人と産業を有機的に結

合しながら町の魅力をアップするという点の企画力

がまだまだ他の町村に比べて薄いように私は考えて

おります。 

 そういう意味で、もっと工夫すれば上富良野の魅

力をアピールできるような環境づくりを整えること

が可能だというふうに思います。この点、お伺いい

たします。 

 最後になりますが、この間議会でも議会懇談会を

行ってきました。その中で多くの町民から出された

要望というのは、議会の要望もそうですが、圧倒的

多くは、行政に対する要望でした。確かに町長はこ

の間グループごとで出前講座なども含めて要請があ

れば対話を行っているということで対話も進めてい

ます。同時に、積極的に一方で町長自身が町民の中

へ出向いて行政懇談会を積極的に開くという、こう

いうことが今求められているというふうに思います

が、こういった視点での町の声を吸い上げる。そし

て、その声をまちづくりに生かすという、そういう

具体的な対策というのがまだまだ乏しいのではない

かと。町民の要求というのは限りありませんが、し

かし、それに私たちは応えなければならないという

義務と責務があるわけですから、それに積極的に町
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長自身が向かうということが必要だというふうに思

います。 

 この間の映画づくりにしても、まだまだ町民に周

知されていない、知らないという人がかなりたくさ

んいます。一部の人がやっているのではないかと。

こういうことは町長自身も、本当にそういうことは

あったはならないというふうに思うでしょう。です

から、私は積極的にいろいろな問題でも、もしも町

長が政策展開するということであれば、町民の中に

入っていただいて、町の思いを積極的に語るという

ことが必要かというふうに思います。これらについ

て、明確な答弁を求めます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 最初に御質問ありました、現在、非常に大きな問

題となっております新型コロナウイルスのさまざま

な懸念材料に対しまして御質問ございましたが、と

りわけ経済対策等については、非常に懸念をしてい

るところでございます。どういうようなおさまり方

を見せるのかということはまだ未知数でございます

けれども、まず基本的には１日も早く終息してもら

うということが基本でありましょう。しかし、仮に

終息したと仮定しても、例えば３月にいろいろ計画

がされて中止になっております諸行事が４月になっ

たからやれるかというと、これは時期的なものもご

ざいますので、ことしはなしで終わってしまうとい

うものも多々あるかと思います。 

 そういうようなことから、派生します経済的なダ

メージはなかなか回復し得がたい心配をしておりま

す。町といたしましては、さまざまな融資への利子

補給だとか、あるいは融資枠の拡大、あるいは国、

道等が打ってまいります対策について町も一緒に歩

調を合わせて応援していくというようなこともまず

求められることかなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、どういう支え、あるい

は支援の仕方が望まれているのかということについ

ては、まだ具体的にイメージもできておりません

が、既に商工会からもこの事態に対しまして、先ほ

ど私が申し上げましたようなことをぜひ支援してほ

しいという要望も承っておりますので、まず、第一

義的にはそういった金融的なことから支援させてい

ただくことをイメージする必要があるかなと考えて

おります。 

 物理的なものについては、これは何とも、例えば

飲食とか宿泊とか、そういったものを積極的にして

くれというような声かけもなかなか難しいかなと思

いますが、いずれにいたしましても、町自体が活性

化に向けて動いているというふうに感じてもらえる

仕掛けは必要だと考えておりますので、これからそ

ういったことも含めて検討してまいりたいと考えて

おります。 

 それから、子どもの居場所についても御質問ござ

いましたけれども、乳幼児につきましては、保育園

が通常どおり開園してくれておりますので、対応で

きていると思います。一方、学童保育につきまして

は、現在、学童保育に既に登録されている方を中心

に学童保育は継続しております。また、学童保育に

登録をされておられない方については、家庭で見れ

るという前提でございますので、それらについては

大きな障害にはなっていないのかなというふうに捉

えているところでございますが、学童保育につきま

しては、極力感染の心配、おそれを排除した形で現

在も行われておりますので、継続して行ってまいり

たいと考えているところでございます。 

 それから、多機能施設についても御質問がござい

ましたが、想定しております機能については、執行

方針の中で述べさせていただいておりますような産

業振興を初めとして、さまざま記述しておりますよ

うな機能を持たせたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 いずれにいたしましても、何度も申し上げており

ますが、非常に多年にわたって切望されております

ものだというふうに理解もしておりますし、振り

返ってみますと、議会とのやりとりの中でも早くか

らこういった施設を整備するべきだというやりとり

が何度もなされておりまして、やっと何とかそれを

形にできる時期を迎えつつあるのかなということ

で、これは思いを共有できているというふうに理解

をしているところでございます。 

 具体化する段階においての情報提供は、これはも

うしっかりとしていくことは基本でございますの

で、それは心がけてまいりたいというふうに思って

おります。 

 それから、町の組織体制についての御質問がござ

いましたが、執行方針でも述べさせていただいてお

りますが、これは硬直化することなく時代に対応し

たような、これまでも課の中に担当課を設けたり、

そういったフレキシブルな組織機能というのは、こ

れまでも取り組んできております。 

 保健福祉関係についての細分化ということも含め

まして、町の組織全体が常に筋肉質になるような住

民の皆さん方の思いに応えていけるような見直しと

いうのはふだんに行っておりますので、議員からお

話ございましたような部分も検討テーマとして押さ

えていくことはやぶさかではございませんので、具

体的にどうなるかはまだそこまで踏み込んでおりま

せんのでお答えできませんが、そういったお考えに
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つきましては、理解できるところでございますの

で、一つの考えが示されたということで受けとめさ

せていただきたいと思います。 

 それから、女性の活躍等につきましてでございま

すが、基本的には、女性の活躍できる場を提供した

り、女性が活躍できるような環境整備をということ

は常々、私、念頭にございまして、役場の女性の活

躍の場もでき得る限り配慮してスキルアップを図っ

てもらうように心がけてもきておりますし、役場内

部においては、これからも引き続き女性が活躍でき

るような場面をつくってまいりたいと思っておりま

す。 

 また、町全体で申し上げますと、どういうところ

にどういうふうにという具体的に私のほうから申し

上げるわけにもいかない状況も御理解いただきたい

と思いますが、あわせて、人数をどの程度だとい

う、そういう目標を掲げることはなかなか難しい問

題でございますので、私どもといたしましては、極

力、今はもう男性女性とこだわる必要ございません

ので、それぞれがそれぞれの能力にふさわしい活躍

をしていただければいいことでありまして、結果的

にそれが男性だったか女性だったかということで、

あらかじめそれは予断を持って進めるという時代で

はないと思っていますので、引き続き取り組んでま

いりたいと思っております。 

 それから、観光振興につきましては、私は観光の

プロではございませんので、何とも具体的にお示し

できませんが、これまでの私が見聞きしたり感じて

きているもので申し上げますと、一時注目を浴びた

り脚光を浴びたりという、そういうアドバルーン的

な取り組みというものをされてきている地域、自治

体もあります。しかし、必ず大きく反動も来ており

ます。そういったことを合わせ考えますと、やはり

上富良野は上富良野、ここだからこそ魅力を発揮で

きるようなものに軸足を置いた、それは他から見れ

ば、毎日、新聞に取り上げられたりテレビで放映さ

れたりするというようなことには至らなくても、

しっかりと町外の方々に上富良野というものを認識

していただけるような、そういう一部では地味だと

いうふうに評価される向きもあろうかと思いますけ

れども、長い目で見たときに、しっかりと上富良野

に足を向けていただける、あるいは上富良野に注目

していただけるような取り組みも、私の生きざまと

して、やはり守っていくべきことかなというふうに

思っているところでございます。私の思いも観光協

会に十分伝えますし、観光協会が取り組もうとする

ことに対しましてもしっかりと応援していきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、最後にお尋ねのありました住民の皆さ

ん方との対話でございますが、私は常々、例えば出

前講座、あるいはいろいろな機会を通じて対話を呼

びかけてもおりますし、極力、町民の皆さん方と接

する機会を心がけて出席しているつもりでございま

す。ただ、住民懇談会というような、そういうくく

りで実施している経過はございませんが、これまで

もいろいろな場面で住民懇談会というような形が望

まれることであれば、積極的に実施してまいります

よということも申し上げてまいりましたが、ぜひう

ちの地域で、ぜひ私どものところでというような希

望もなかなか寄せられない中で、ぜひ私に行かせて

くださいということも、これもやはりある程度節度

が必要なことでしょうし、ただ、いろいろなサーク

ル、いろいろなグループ、あるいはいろいろな団

体、これらについては私の行動、日常の足跡を見て

いただければ御理解いただけるかと思いますが、私

としては相当の濃度を持って町民の皆さん方とお話

をさせていただく機会は積極的に意識的に持ってい

るというふうに理解をしているところでございます

が、さらに、私どもも能動的に仕掛けますし、また

住民の皆さん方、組織の皆さん方が声をかけていた

だくような環境づくりにも意を用いてまいりたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 町長に５点、教育長に２点

お伺いいたします。 

 まず町長にですが、生活支援体制整備事業運営協

議会、仮ですが、その設置と権利擁護センター開設

を行っていくという形が書いてありましたが、具体

的にはどちらに設置開設する予定なのか。また、協

議会のメンバーはどのような人たちで構成するの

か、お考えをお聞きします。 

 次に、地域おこし協力隊による観光推進員を配置

して観光客や来町者の満足度の向上を図るとありま

すけれども、具体的には、満足度が上がった下がっ

たというのはどのように評価判断していくのか、お

聞きいたします。 

 次に、ＪＲ富良野線については、利用促進を核と

した路線存続の取り組みを進めるとありますが、利

用促進についてはどのような事業をお考えなのか、

お聞きします。 

 次に、町営バス十勝岳線ついては、町民のほか多

くの観光客が利用するとあります。町外からの観光

客と町民とで利用料金を変えて運行維持ができるよ

うに価格設定するお考えはないのかお聞きします。 

 次に、複合拠点施設についてですが、産業振興の

拠点となっていますが、検討案を見てみると、子ど
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も・子育てのスペース機能が充実しているように見

受けられます。子ども・子育て機能に関しては保健

福祉総合センターかみん内でも子ども・子育て包括

支援センターや子ども家庭総合支援拠点、児童相談

支援センターなどの機能があり、そちらの強化を進

めるとあります。かみんも複合拠点施設もダブルで

子ども・子育て機能の充実を目指していくという予

定なのかお聞きします。 

 次に、教育長にお聞きします。 

 児童生徒保護者からの相談窓口で、電話や手紙、

メールによる対応を行っていくとありましたが、冒

頭でおっしゃられたとおり、スマートフォンでのコ

ミュニケーション等が当たり前の社会になっていま

すので、電話や手紙、メールのほかにもＳＮＳ等

使った相談対応もこれからは必要になってくるかと

思われますが、お考えをお聞きします。 

 ２点目、青少年、中学生、高校生を対象とした海

外派遣事業についてでありますが、第１回目は１２

名の申し込みで４名抽選で参加とありました。この

海外派遣事業を今後拡充していくお考えはあるの

か、お聞きします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 最初にお尋ねございました生活支援体制整備事業

等に関しましては、こういった体制整備を図ること

によって、さまざまな高齢者から介護を必要とする

方、あるいは障がいをお持ちの方、そういった方々

が安心して暮らしていけるような体制整備をしっか

りと整えていきたいと。さらに、そういう中でボラ

ンティアなどの制度も組み入れて生活支援や、ある

いは生活支援体制の整備に向けて取り組んでいきた

いということでございますので、具体的な組織の中

身等については、これから検討していくことでござ

いますので、この程度のお答えとさせていただきた

いと思います。 

 それから、２点目に御質問ありました観光推進員

がどのような働きがあるのかということでございま

すが、実は、観光協会に地域おこし協力隊の方を派

遣しております。特に、外国人対応に主眼を置いた

活躍をしていただいておりまして、なかなかそう

いった部分が観光協会としても弱い部分が今まで

あったということで、外国人対応への情報発信と

か、あるいは接客、あるいは御案内、ガイドのコー

ディネートだとか、そういうようなことで活躍いた

だいております。１名しかございませんのでおのず

と活躍にも限界がございますが、そういう思いを

もって地域おこし協力隊員を観光協会に派遣してい

るところでございます。 

 ただいま、担当のほうからそれに加えて、上富良

野の観光に関しまして満足度調査もその方を通じて

取りまとめているということでございますので、そ

ういったところで成果を見せていただければと期待

をするところでございます。 

 それから、ＪＲの促進に関しましての御質問でご

ざいますが、ＪＲの支援につきましては、現在、町

はＪＲの利用確保に向けてのさまざまな活動に対し

まして、町として、あるいは北海道と連動いたしま

して支援をさせていただいておりますので、これか

らも利用促進につながるようなことに特化して支援

をしていく体制、富良野沿線の協議会ができており

ますので、そこを通じて、今度どういう形で支援を

求められるかまだ想定しておりませんけれども、私

どものスタンスとしては、利用促進につながること

については応援することもやぶさかではないという

スタンスでございますので、そういったことを中心

にこれからも協調していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 それから、町営バスにつきまして御質問ございま

した。町営バスについては、非常に町民の足として

も、あるいは観光客の方に対する足としても、非常

に重要な位置づけとしております。とりわけ、観光

客に向けましては、朝早くの便が必要であろうとい

うような声も寄せられておりまして、新年度は試行

運行も予定しておりますが、町営バスの運行につい

ても、これはしっかりと守っていくべきものと思っ

ておりますし、特に路線につきましては、普通の車

両ではなかなか対応できないということもございま

して、そういった車両の確保、あるいは運行してい

ただいております事業者の協力も得ながら安定した

運行に努めてまいりたいと考えているところでござ

います。 

 それから、複合施設の中に持たせようとしており

ます、私のイメージでございますが、子どもセン

ターが持っております利用の目的、あるいはかみん

の中で行われております子育てサークル等の活動に

ついては、それぞれが目的を持った活動事業を行っ

ていただいておりまして、拠点施設に私がイメージ

しておりますのは、そういった目的を持った活動の

場としての押さえ方というより交流に主眼を置い

た、しかも子ども世代だけに限らず、さまざまな町

民の皆さん方が気楽に自由にかかわりを持てる、交

流が持てるようなイメージを描いておりまして、先

ほど元井議員のほうから御質問にあったような一定

程度目的を持った形での場所とはまた少し違うイ

メージで捉えておりますことを御理解を賜りたいと

思います。 
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 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 教育長。 

○教育長（服部久和君） １番元井議員からの２点

の項目についてお答えをしたいと思います。 

 まず、１点目であります。この相談については、

いじめを受けたお子さんを中心に受け皿をつくろう

という対応をしているところです。保護者も含めて

おりますけれども、主にはお子さんの対応という部

分であります。かみふらのあんしんラインというの

は電話、そして、子どもＳＯＳミニレターというの

は手紙を出してもらうと。子どもは電話持っていな

いでしょうと、ミニレターだよねという部分で始め

ています。そして今回、メールという部分も広げた

のは、子どもを対象にしているので、どこからでも

メール発信できるのではないかということで、膨ら

ませていくという部分です。 

 今、ＳＮＳという総体的なお話をいただきまし

た。それを決して避けるものではありません。うち

もその受けるところを常時監視しなければならな

い。要するに、そういう体制をとっておく、来たと

きにすぐわかる体制をとっていかなければならない

ので、段階的に今進めているところだというふうに

御理解をいただきたいなというふうに思います。 

 それと、８ページに書いてあります海外の短期留

学の関係でありますけれども、当面この４名を派遣

するという部分、３カ年は続けていきたいなという

ふうに思っています。その後、評価をして、どのよ

うに進めていくか。私の気持ちとしては少しでも多

くの子どもに行ってもらいたいですけれども、予算

だとかそれぞれ制限されるものがありますので、事

業の評価をして、対応を今後図っていきたいなと、

そんなふうに考えているところであります。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

 １１番小林啓太君。 

○１１番（小林啓太君） 私のほうからは、町長に

対し「活力と交流あふれる産業のまち」について３

点、「発展を支える生活基盤が整ったまち」に関し

て１点、質問させていただきたいと思います。 

 まず１点目に、１０ページの下から５行目に書か

れております多様な人材が就農できるよう、農業農

村への理解を深める取り組みと書かれております

が、具体的にはどのような取り組みが掲げられるの

かをお伺いしたいと思います。 

 続きまして、新規就農希望者に対する受け入れ環

境の向上に関してですが、現状さまざまなサポート

が受けられる新規就農者より、もう一段階前にいる

農業に興味を持って中長期で農業生活を体験した上

で就農するかどうかを判断したいというような農業

を試行する者も積極的に町に受け入れることができ

れば上富良野町の新規就農者の裾野を広げることに

つながるのではないかと考えます。また、そのよう

な一定期間を設けることで町や農業への理解度も進

み、本人の本気度を確認する上でも、町側として

も、とても参考になると考えます。 

 そこで、そのような者を対象に、町独自で受け入

れ体制を強化したりサポートしたりというような考

えがあるのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 そして３点目、農商工連携に関してですが、先ほ

ど同僚の議員の質問の答弁にもありましたように、

農業は農業、商業は商業のように独立した形ではな

く、町長のお言葉をかりれば、それらが溶け合うよ

うにして新しい産業が生まれることが非常に町の活

性化につながるというお話は、私もとても共感して

おります。 

 ただ、現状、町を見渡すと農業者と商業者の関係

であったり、そこの連携がまだまだ進んでいないの

ではないかなと考えるのですが、農業者と商工業者

がさらなる連携をしていく上で、今課題となってい

ること、そしてそれをどういうふうに克服していこ

うとお考えかをお伺いしたいと思います。 

 そして４点目、「発展を支える生活基盤が整った

まち」の移住分野に関してですが、１７ページの一

番上のほうに、「民間賃貸住宅を活用した中長期滞

在向けのシーズンステイ住宅の提供を開始し、２地

域居住への足がかりとする」というのは、恐らくお

試し暮らし住宅などを検討されている文脈かと思い

ますが、それとはまたほかに「移住を希望する現役

世代との生活体験と就労体験を合わせたマッチング

の仕組みづくりを進め」と書かれております。 

 この第２次定住移住促進計画において、令和２年

度は仕組みづくりを検討する最終年度と位置づけら

れておりますが、この仕組みというのは、具体的に

ハード面での仕組みを指すのかソフト面での仕組み

を指すのか、また、その両方をなのか。また、具体

的にイメージするものがあれば、お伺いしたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番小林議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、新規就農等に関します農業の多様な担い手

確保についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 私の第８次の振興計画でもお示ししておりますよ

うに、上富良野町の実態を考えますと、非常に担い

手不足ということで深刻な状況だというふうに、ま

ず前段の理解としてしております。 

 そういう中で、これからの担い手を育成するとい
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うことに力を注いでいきたいなと思うのですが、そ

ういう中で、特に今、国のほうにおいても新たな農

業・農村基本計画というものを今示そうとして準備

をしております。 

 たまたま、基本調査会長の小野寺会長とお会いす

る機会がありまして、いろいろ意見交換もさせてい

ただきました。多分その中に書き込まれると思うの

ですが、どちらかといえば、これまで規模ありきの

農業が生業として成り立つスタイルとして一定程度

そういう認識が広がっております。しかしこれから

は、農業もさることながら、農村をどうやって守っ

ていくかということは、私は非常に大切なことと

なってくると思います。 

 ですから、規模の大小を問わず多様な方々が、例

えば耕種農業は余り得意ではないけれども集約的な

農業であれば、あるいは無農薬とか有機とか、そう

いうようなものに特化したものについては得意なの

だというような多様な方がおられます。そういった

方々がともになりわいとして農業が捉えられるよう

なことを町としてもしっかりと仕組みづくりをして

いくことがこの上富良野の農業の振興に必ず寄与で

きるというふうに考えておりますので、それらにつ

いて具体的にいろいろな専門家の知見もいただきな

がら、つくり上げていきたいというのが思いでござ

います。 

 そういう中で、小林議員からお話ありましたよう

に、まず入り口に入ってみようかという方は相当私

は潜在しているのではないかなと。特に都会の方々

が農業について高い関心を持っておられるというこ

とも肌で感じる場面もございますので、そういった

方がまず農業とはどのようなものかということを体

験できるような、そういうお手伝いというものをぜ

ひあればワンステップ、そこで１回立ちどまって農

業というものを勉強していただければと思いますの

で、どういう形で仕掛けづくりができるかというこ

とを今申し上げる段階ではございませんけれども、

これは必ず必要なことになろうというふうに理解し

ておりますし、そういう中で私どもも勉強させてい

ただいて、広く上富良野を理解して、ぜひ将来農業

というものを一つの選択肢として考えていただけま

せんかというような声かけもできるように取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 それから、農商工連携についてもお話がございま

した。前段の質問の中でも触れさせていただいてお

りますが、例えば農業者、あるいは商工業者、ある

いは新規に上富良野に志を持ってこられて起業され

た方々、いろいろな方が町内には実はいるんですよ

ね。そういった方々がそれぞれ独自に頑張っておら

れる姿を私は見ております。しかしながら、そう

いった方々が情報を寄せ集めたり、あるいはお互い

が融合できる分野を持ちながら、それが形にできて

いないという実態が実はあります。そういった方々

が一堂に寄り合うことによって、さらに形が膨らん

で、あるいはしっかりした形づくりにつながってい

くような、そういう融合できるようなものになって

ほしいと。 

 それには、一定程度、例えば何か一つの形づくり

ができたとしましても、それを見ていただいたり、

あるいは広く皆さんに発信したりするという場所か

何かがないと、それはただ言葉や、例えばネットに

掲載したりとか、それだけではなかなか具体化に及

びませんので、拠点施設の話に結びつけててしまい

ますけれども、そういう拠点があれば、お互いが日

ごろ集い合って情報交換をする中で非常に機能的な

ことにも大いに役に立つ、そういう機能を持たせら

れるだろうという期待を持っているところでござい

ます。 

 それから、もう一つお尋ねがありました定住移住

に関しましての御質問ですが、まず、民間住宅を活

用したシーズンステイでございますが、これについ

ては、都会と田舎と双方で暮らしながら上富良野の

よさをしっかりと味わっていただきたいということ

についても、これは新しい暮らし方としてありだろ

うというふうに思っておりまして、そういう中から

究極は上富良野に移住をしていただけるような足が

かりになるお手伝いができるのではないかというこ

とで、そういうためのシーズンステイというもの

を、民間住宅をお借りするとなったらなかなか、日

にち単位とか本当に短い期間でお借りすることは困

難でございますので、半年とかそういう期間で協力

関係ができるかなというふうに思っておりまして、

そういうふうに生かしてまいりたいなというふうに

想定をしているところでございます。 

 それから、移住を希望する現役世代や生活体験を

しながらの就労体験ということにつきましては、こ

れはどちらかといえばソフト事業というふうに捉え

ていただければと思うのですが、そういう出会いっ

をマッチングさせるようなチャンスがございますの

で、そういう機会にぜひ生活の一部も体験していた

だきながら、こんな仕事もありますよ、こんな仕事

はどうでしょうかというような、どちらかというと

体験ですね。本当に触りかと思いますけれども、そ

ういうきっかけづくりにつながるのではないかとい

う期待を持った事業でございます。ソフト事業とい

うふうに捉えていただければ正しいかというふうに

思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 
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 １０番今村辰義君。 

○１０番（今村辰義君） 何名かお聞きしている新

型コロナウイルスの感染拡大対策というところでま

ず一つお聞きしたいと思うのですけれども、ちょっ

と観点を変えまして、風評対策といいますか、北海

道民に対する風評、あるいは上富良野町民に対する

風評と置きかえてもいいと思いますけれども、大き

く捉えますと、２２の国、地域が日本に対して入国

制限を出していると。インドのパスポートは無効だ

とか、あるいはドイツのサッカーは日本人立ち入り

禁止だとか、あとはパレスチナだったですかね、振

り向いて日本人の女性が暴力を振るわれたとか、い

ろいろな日本人を見たらウイルスを持っているとい

うものに基づく風評だというふうに思っているわけ

ですが、これが同じ日本人、特に北海道にとりまし

ては内地の方々、北海道から飛行機で、あるいは列

車、船でいくときに、いろいろな風評があって、北

海道人を見たらウイルスだと思っているような方も

いるそうです。それで、航空機等キャンセルがは

やっていますよね。ただ、１９日までは１００％買

えるのですけれども、それ以降はまだ言われており

ません。 

 そういったところに対する町長としての、国、あ

るいは道に対する情報提供とか収集とか提供に努め

るとうたっておられますので、考え方だとか、そう

いった風評に対する道等に対する提供はどのように

考えておられるのかをまずお聞きしたいというふう

に思います。 

 もう一つは、河川整備の話なのですけれども、令

和２年度は２河川を整備すると。護岸整備ですね。

どういう河川を整備するのか。名称と上富良野町に

含まれている河川の全域の整備になるのか、あるい

はどこか一部に限られるのか、あるいは近年、本当

に１０年に一度と言われている洪水等が毎年のよう

に起こりました。それらのことをすることによって

どれだけの治水効果があるのか、どのように見積

もっておられるのか、わかる範囲で、過去のこうい

う被害は多分防げるよと、そういうお話でもよろし

いと思います。 

 あと、教育長に一つですけれども、新型コロナウ

イルスのお話ですけれども、これが１週間、あるい

は２週間で終息するとはとても思えない状況になる

かもしれません。終わってほしいのですけれども。 

 教育長といたしましては、春休みが終わって新学

期が始まったとき、国とか道がまた引き続きこうい

う休業の要望を出されたとき、児童生徒と学力の低

下防止だとか、あるいはストレス等をいかに抑える

かと、いろいろ対策の腹案を考えておられると思い

ます。その腹案についてお聞きしたいというように

思います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番今村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルスに対します御質問にお

答えさせていただきますが、町内に限って申し上げ

ますと、現在、陽性判定された実態はございませ

ん。また、検査を受けられている方がいるかいない

かの情報は提供されないことになっておりまして、

これは実態がつかめておりません。つかみようがな

いと言ったほうが正しいのでしょうが、現実に陽性

判定された方がいないことが実態でございます。 

 それから、風評に関しましてのお尋ねでございま

すが、非常に私もそれは大きく危惧をしているとこ

ろでございますが、北海道民だということで、仮に

そういう国民同士でそういうような風評被害的なも

のが潜んでいるとすれば、これは非常にあるべきこ

とでございませんので、しっかりとその辺は国なり

道なりが正しい情報を正しく速やかに伝えるという

ことがまず必要ではないかなというふうに思ってお

ります。さまざまなでまが飛び交ったり、なかなか

私どものレベルでは風評被害を未然に防ぐためのこ

とがどこまでできるかということになりますと、限

りがあるかと思いますが、ただ、上富良野、富良野

エリアも含めて、どなたが来られても安心安全なよ

うな手だては講じていますということは、機会があ

るごとに発信してまいりたいというふうに思います

し、また、いろいろなそういう悪評につながるよう

なおそれがあれば、速やかに振興局なり国に対して

直接そういう心配要素をお伝えするような情報収集

はしてまいりたいと思いますが、おかげさまで、こ

の地域に限ってはそういったことがまだ感じられな

い実態にございますが、今村議員が心配なのもわか

りますので、しっかりと情報収集をさせていただき

たいと思います。 

 それから、河川の整備でございますが、ことし２

河川の整備をさせていただきますが、これは町管理

の河川でございます。どちらかと申しますと、今ま

では事後対策、要するに、災害を受けて壊れたり倒

れたりしたところを後追いで直してきているのが実

態でございまして、このたびは、そういったことを

見越して、非常に壊れたり傷んだりすることが懸念

されるところを前もって今回は少し防護しようとい

う取り組みでございまして、災害対策事業とはまた

違うということで御理解いただければと思います。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １０番今村議員からのコ

ロナウイルスの対応についてお答えをさせていただ
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きたいと思います。 

 現場のほうは、まだ春休み明けからの考え方とい

うものを持てるような余裕はなく過ごさせていただ

いています。当然、教育長という立場でどういうふ

うに対応していくかという部分は考えていかなけれ

ばならないのですけれども、まず、３月５日から３

月２５日の臨時休業が総理大臣の要請により延長さ

れました。 

 この間の中で、いかに子どもたちの学力だとかス

トレスだとか健康だとか、そういう部分をしっかり

対応していくのがまず一番だなというふうに考えて

おります。その状況を見ながら、終結してくれれば

一番いいのですけれども、終結しなかったときには

町だけの考え方で進めるというのは非常に難しいこ

とだなというふうに考えています。国の方針、道の

方針、そういうものをしっかりと受けとめて、また

町の独自性を持って対応していかなければならない

部分だなと。 

 残念ながら、この地区は北海道内でも、先ほど差

別だとか、そういう部分で北海道がされているとい

うお話がありましたけれども、この地区が北海道に

おいてそういう非常に不安を与える地区になってい

るということも一つ我々は重く受けとめて対策を講

じなければならないというふうに考えておりまし

て、その中で他の町村とは違う子どもたちのケアと

いうものは当然必要かなというふうに思っています

し、それに対して不安を与えないように教育長とし

て精いっぱい頑張っていきたいなというふうに考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 全般にわたって伺いたいと

思います。 

 先ほど、同僚議員のほうから質問多々ありまし

た。本当に重複するところがありますので、今後に

おいてになるかもしれませんが、お願いしたいと思

うことがありますけれども、政策とか形成過程にお

きましては政策等の発生源とか、検討したほかの政

策はどんなものがあったのかとか、類似政策の比較

検討はあったのかとか、政策等の実施に係る財源措

置、それから将来にわたる政策等のコスト計算、こ

ういうものを示していただくことで、同じような質

問が何人もの議員からも出ているのですよね。そう

いうことを出していただいた上に執行方針というの

を示してくれたら、もっと質問の内容がわかりやす

いのかなと。何か重複するところがありましたの

で、そこが気がつきましたので、そこら辺について

まず伺いたいと思います。 

 それと、以前にも一般質問をさせていただいてお

りますけれども、地域おこし協力隊のことでござい

ますけれども、本当に国の政策でございまして、町

の一財を投入することなく協力隊を使うことで町の

活性化につながる。今回、観光関係におきましても

１人採用を予定しているという情報もありますけれ

ども、管内の町村におきましては、１０人以上地域

おこし協力隊を受け入れているという町もございま

す。ここら辺がやっぱり町としてはおくれをとると

いうか、そういう方向につながっていくのかなとい

うふうに危惧されます。やはり若い力を利用させて

いただくということは大変重要なことだと思います

し、若い人たちの意見を聞く。そして、若い人たち

の力にもある程度頼るということが大切かなという

ふうに考えております。 

 それから、キャッシュレス化もたくさんの人が質

問されておりますけれども、人数がそろわないから

とかということで、進めれないとかということで商

工会に支援をというふうな発言をされていますけれ

ども、小さな町におきましては本当に少人数の商店

街もあると思います。数の問題ではないと思いま

す。若い世代がこれから一生懸命やろうとして、商

工関係の店を開いたときに、これから上富良野町の

町がキャッシュレス化が進まないということにはさ

せたくないですよね。そういった意味におきまして

は、やっぱり町が主導して少ないけれども若い人た

ちの支援をしていくという、そういう体制が私は大

切ではないかなというふうに思います。 

 あと、ほかは皆さん同じような質問をしておりま

したので、行政運営について伺いたいと思います。 

 現実に、職員の退職だとか休職が見られておりま

す。これはハラスメント等も含めまして、ストレシ

チェックなどもやっているとは思いますけれども、

この辺についての町長の考え方、充実について伺い

たいと思います。 

 あと、コロナウイルスにつきましては、町独自の

経済対策支援というのが大切だと思っておりますの

で、これらについても伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、最初にお尋ねありました政策の進め方、政

策づくり全般に対しましてのお尋ねかなと思います

けれども、もう私から申し上げるまでもなく、政策

づくりに向けましては、それを事業化にたどり着く

までにさまざまな過程を経て最終的には議会の議決

も含めて町民総意で事業化を具体化するというのが

通常の進め方でございます。それぞれ執行方針の中

でもいろいろな新しい展開等述べさせていただいて
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おりますが、それぞれ各段階が微妙に違うものが凝

縮されておりまして、そういう中で非常に各段階が

違うことによって統一したような数字を一方では示

していけるものもありますし、一方ではまだまだ数

字を示す段階でないものもあったりということで、

少しもどかしさもあろうかと思いますが、私の受け

とめ方として行政推進の過程としてそういうことは

避けられないという中で、毎年毎年執行方針も述べ

させていただいておりますし、さらに次に進めば実

施計画に移すなり、そういう過程を経ているという

ことをまず御理解をいただきたいと思います。 

 それから、地域おこし協力隊につきましては、こ

れはもうそれぞれ各自治体の捉え方、価値観、地域

おこし協力隊によって非常にまちづくりの一助とし

て重宝している自治体もございましょうし、私ども

は今までジオパークの活動も含めて受け入れしてき

たこともございますが、まず、非常に地域おこし協

力隊を総じて申し上げますと、期間が満了しますと

なかなかそこに定着していただける率が低いという

実態もございまして、一時先ほど申し上げましたよ

うに、何か調査したりというようなことでは非常に

活躍いただけるわけですが、長くその自治体で活躍

いただくというような形がなかなか定着していない

という実態もございまして、どの程度地域おこし協

力隊に委ねたらいいかということはなかなかそれぞ

れ思いが違うものですから、上富良野町としてそこ

まで複数名求めている状況ではないということで御

理解をいただきたいと思います。 

 それから、３点目にありましたキャッシュレス化

についてでございますが、キャッシュレス化そのも

のについては既にもう取り組まれている事業者は一

定程度上富良野もいると思います。キャッシュレス

化そのものについて町が何か支援をして推進すると

いう立場ではございませんので、それは各事業者が

取り組むことでございます。ただ、町として押さえ

ているのは、それを活用して地域カード等の事業に

展開する場合には、それは一定程度の普及度なりが

確保されませんと先行している人にだけメリットが

及ぶというようなことは、町として取り組む事業と

しては少し成熟させないとまずいなというふうに考

えておりますことから、そういったことが進むこと

を期待しているところでございます。 

 それから、もう一つありました職員の管理につい

てでございますが、職員それぞれさまざまな事情に

よって中途退職をされる方がおられることも実態で

ございます。その事情はもう本当に千差万別でござ

いまして、ただ、共通して私ども非常に意識を持っ

ておりますのは、職場環境だとか、あるいはそう

いった仕事にまつわることに対してがトリガーに

なっているというようなことは起こしてはなりませ

んので、常日ごろから職員の皆さん方からそういう

悩みがもしあるとすればストレスチェックのような

形、あるいは個別面談の形、そういったもので対応

しておりまして、これはゼロとはならないかもしれ

ませんけれども、そういったものが極力起きない職

場環境なり労働環境というものは注意を払っている

ところでございますので、これからも引き続きそう

いう取り組みを続けてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 全体を通してちょっとお伺

いしたいと思います。 

 長い間、経年によるインフラの劣化、橋梁なども

含めて、それらの姿が現在の方針の中からも見えて

きている状況にあるというふうに思います。このま

ま使っていくとどのようなことが起きてくるか、ま

たそれら何を優先してやっていくかということを考

えていかないとリスクシナリオをしっかりと確実に

見据えた施策をとらなければならないというふうに

思います。これらを怠ると、今どのような形で起き

てくるかはわからないのですけれども、自然災害、

先ほども河川の改修の話がありましたけれども、数

年間使わなかったがゆえにそれら受ける打撃も大き

くなり、過去においてはやはり生産資産を初めとし

て消失するようなことになっているということがこ

こから読み取れるのではないかというふうに思いま

す。国も示してくれてはいるのですけれども、財源

の伸びが残念ながら地方自治体には及んでいないこ

とは我が町の財政を見ても同様かなというふうに思

います。 

 この中で、自主財源の伸びを認められないところ

は非常に残念な結果かなというふうにも思います。

今年度の計画の施策の中でも、今まで積み上げてき

ている基金の支消も目立つ。また、財政調整基金か

らの繰り入れなども昨年よりも増加しているような

状況が見られます。予算についても、財源を不十分

に補う手段としては過去の積み上げの財源によると

ころとなっていることは残念な結果だというふうに

思います。 

 それで、残念ながら執行方針の中で自主財源の確

保に言及されているのは、残念ながら収納対策だけ

で終わっているようなことが書かれています。債権

管理に収納率の向上を図るとあります。これはある

意味経済弱者へのしわ寄せが起きないか懸念すると

ころでもあります。それよりも、計画的な長い目で

の町としての財政投資を地元産業へ続けているこれ
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らから得られる自主財源をどのように見ていくか、

どのように上げていくかということのほうが大事な

ことなのではないかと思います。今、圃場整備、基

盤整備、それらあたりにもしっかり財政的な支援を

いただいていますけれども、これらが完成してどの

ような形に自己財源に結びつけようとしているの

か、それをお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 町の公共財の将来の心配事はもう私も全く考えを

同じにするところでございます。とりわけ、これは

我が町に限ったことではなくて、かつては国が長寿

命化とか、そういうような言葉すらなかった時代で

す。これはもう全国的に長い年月を利用してきたイ

ンフラについて劣化してきている、あるいはなかな

か更新に結びつかないというような財政状況を踏ま

えて長寿命化とか、さまざまな冠をつけて延命を

図っているところでございまして、我が町も御多分

に漏れず、そういった制度を活用して、少しでも利

用年度を延ばそうというように心がけているところ

でございまして、当然、財政見通しを持ちながら計

画的にそれらを進めるということで、都度、将来の

実施計画等の中に反映させながら計画的に進めてい

くということは、これは基本中の基本というふうに

捉えているところでございます。 

 それから、新年度の令和２年度の予算調製に当た

りましての基金等の財政調整につきましては、むし

ろ今年度よりは依存度を下げているはずでございま

すので、御理解いただければと思います。 

 それから、自主財源を確保していきたいというこ

とは、これはもう本当に心からの願いでございま

す。そういったことを髙松議員がおっしゃっていた

だきましたように、今、一定程度の投資をすること

によって将来の自主財源に結びつくような仕掛けと

いうものは、これはやっぱりつらくてもしなければ

ならないときはしなければならない。私も全くその

ように考えておりますし、そういうことをにじませ

ているつもりでございます。ですから、守るべきと

ころは、これはもちろん守ってもいかなければなり

ません。しかし、つらくても、やはり歩みをとめる

わけにいかないものも一方ではあります。そういっ

たところはしっかりと町民の皆さん方の御理解をい

ただく中で一定程度の攻めの姿勢というものをやは

り示していかなければならない。 

 この執行方針の中でも延べさせていただきました

ように、まさしく両立を図っていきたいというのが

切なる思いでございますので、ぜひ皆さん方と思い

を共有できればと、心から願うところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ここで、暫時休憩といたし

ます。再開は、２時５５分から。 

────────────────── 

午後 ２時４１分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 町長執行方針、それから教育長執行方針に対しま

して、何か御質疑ございますでしょうか。 

 ８番荒生博一君。 

○３番（荒生博一君） 向山町長に１点、それから

服部教育長に１点、御質問させていただきます。 

 今回、コロナウイルスの件は同僚議員も多方面か

ら確認をさせていただいていますので、私からは町

長に１点だけ思いのうちを聞かせていただければと

思います。 

 今回、令和２年度の予算編成においては、同僚議

員からも説明ありましたとおり、多種なプログラム

を計上した中でしっかりとそれに向けた施策展開と

いうことでお話がありましたけれども、今回の国難

とも言えるような新型コロナウイルスの影響が今後

終息のめども全く見えていない状況下で、さらに期

間が長くなったような場合において、もし特定の財

源があれば別なのですけれども、今回、令和２年に

予定をしていた事業をさておいても緊急性を要する

ということで、町長はそういった困難な状況に至る

ような業種に対して一定程度手を差し伸べてるよう

な考えがあるのかどうか。それだけ確認させていた

だきます。 

 服部教育長は、今現在、自宅待機を余儀なくされ

ている小中高生の生徒の生活のリズムであるとか、

それからストレスに関しては、先ほど今村議員から

もちょっと触れたような質問があったと思いますけ

れども、現在今インタラクティブスタディとか、そ

ういった形でのネット配信を受けて自宅で個別学習

といった選択肢もあると聞き及んでおりまして、こ

こ数日間の間にもいろいろ民間の業者が個別学習と

いうプログラムを必要な限り無償で配信をした中で

こういった待機を余儀なくされている生徒に対して

一定程度ケアをするというような施策展開も一部お

聞きしております。 

 これから終息のめどが立たないといった状況の

中、まず自宅での一定程度の生活のリズムとして、

再開の目途が立ったときに速やかに授業に入れるよ

うな取り組みの一環として、そういった国、また民

間の情報というのは収集した中で検討材料にあるの
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かどうか、確認させていただきます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 先ほどから幾人かの方々から今回の緊急的なコロ

ナウイルス対策についての御質問を伺っております

が、まず、これが終息したという仮定で申し上げま

すが、その終息時期はわかりませんけれども、今回

の緊急事態によって町全体に及ぼす影響は、私とし

ては数字ではなかなか申し上げる状況ではございま

せんが、相当のダメージがあるというふうに理解を

しております。しかしながら、町としてこれは放置

できないというふうにまず第一義的には考えており

ます。 

 伴いまして、国、道によって、まず一番懸念され

るのは、やはり私は経済的なダメージだというふう

に思っております。これに関しては、国、道がどう

いう、復興という言葉が適当かどうか別といたしま

して、要するに、再度、活性化を図るための対応策

が示されるかわかりませんが、これについては貪欲

に活用してまいりたいというふうに思います。 

 さらに、町といたしましては、持てる余力からそ

れらを活用して、そういう経済行為が活性化される

起爆剤になれば、町があれをしたら、これをしたら

ということは、そういう専門家ではありませんの

で、例えば関係事業者だとか商工事業者だとか観光

事業者の方々から実態の把握をさせていただいて、

的確な効果を発現できるようなものを持てる予算を

フルに活用したり、あるいは事と次第によっては国

や道と連携して、後年度以降に予定しているような

活性化に資するようなそういう事業を前倒しすると

か、あらゆることを想定して、とにかく私としては

相当深刻に受けとめておりますので、一刻も早くそ

ういう状況を迎えれるよう、担当課にも既に指示も

してありますけれども、いろいろなことを想定して

おいてくれということで、それは多くの分野にわ

たって検討をしていきたいと思っておりますので、

ぜひここは皆さん方と思いを本当に心一つにできれ

ばと願うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ８番荒生議員からの御質

問にお答えをしたいと思います。 

 コロナの対応として、子どもの学力をどういうふ

うに維持していくかという部分で、新たな取り組み

の検討もどうなのかというお話がありました。 

 いわゆる新たなネット配信だとか、ラインを利用

したものだとかというものをやるには、まず環境が

整っていなければならないというのが一つありま

す。それが果たして全員の子どもたちがその環境を

整っているかというと、そういう環境ではないの

で、非常にアナログではありますが、子どもたちの

学力維持のためには宿題を出すだとか、そういう今

までのやり方を踏襲していきたいなというふうに考

えております。 

 ただ、急に休みに入りましたので、それらの準備

がしっかりとれているかというと、そうではありま

せん。今、家庭訪問をする中で、それらの対応を進

めています。 

 さきに報道のほうで言われていますとおり、分散

登校はどうなのかということで道教委のほうからも

協議がされておりますが、感染リスクは絶対ゼロで

はないわけです。そういう部分で非常に保護者の不

安だとか、そういうものがあるので、そこをどうし

ようかというのが、とりあえず緊急対応をしなけれ

ばならない私の課題です。 

 これが長期化していく中でどうなのかという部分

であれば、先ほどの新しい技術に向かうもの、国か

ら支給されるだとか、そういう条件が整えば、そう

いう方向ですし、そうでなければ、長期化したいと

は思っていませんけれども、なれば、今のやり方を

続けていくしか方法はないのだなというふうに思っ

ています。 

 ともかく早く終結、皆さんが予防を徹底して、こ

れが一番今やれる我々の方法ですので、外出を控え

るだとか、そういう部分を自分で思わないとどうし

ようもないので、それを徹底して、みんなで頑張っ

ていくしかないのではないかなということで考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） ないようでございますの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

──────────────── 

◎追加日程の議決 

○議長（村上和子君） ここで、令和２年３月４

日、町長から提出された議案第７号令和２年度上富

良野町公共下水道事業特別会計予算について、訂正

したいとの申し出があります。 

 議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計予算訂正について日程に追加し、追加日程

第１として議題にしたいと思います。御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計予算訂正について日程に追加し、追加日程
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第１として議題にすることに決定しました。 

────────────────── 

◎追加日程第 １ 議案第７号 

○議長（村上和子君） 議案第７号令和２年度上富

良野町公共下水道事業特別会計予算訂正についての

理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 先ほど上程いただ

きました議案第７号令和２年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算の訂正について御説明申し上げ

ます。 

 議案の上から４行目の説明の中で、「歳入歳出予

算の補正」と説明いたしましたが、正しくは「歳入

歳出予算」となりますので、訂正しおわび申し上げ

ます。 

 今後、このようなことのないように進めてまいり

ますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

 以上、議案第７号令和２年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算訂正について説明といたしま

す。 

○議長（村上和子君） お諮りいたします。 

 議案第７号令和２年度上富良野町公共下水道事業

特別会計予算訂正についてを許可することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号令和２年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算訂正についてを許可する

ことに決定しました。 

────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（村上和子君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号令和２

年度上富良野町一般会計予算から議案第９号令和２

年度上富良野町病院事業会計予算までの９件及び議

案第２６号上富良野町財政調整基金の一部支消につ

いてから議案第２８号十勝岳と共生するまちづくり

応援基金の一部支消についての３件については、な

お十分な審議を要するものと思われますので、この

際、議長を除く１３名の委員をもって構成する予算

特別委員会を設置し、これに付託の上、審査するこ

とにいたしたいと思いますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号令和２年度上富良野町一般会

計予算から議案第９号令和２年度上富良野町病院事

業会計予算までの９件及び議案第２６号上富良野町

財政調整基金の一部支消についてから議案第２８号

十勝岳と共生するまちづくり応援基金の一部支消に

ついての３件につきましては、議長を除く１３名の

委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することに決定いたしました。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（村上和子君） お諮りいたします。 

 議事の都合等により、３月６日から９日までの４

日間を休会といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３月６日から９日までの４日間を休会と

することに決定いたしました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

午後 ３時０８分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第１回上富良野町議会定例会

３日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 町の一般行政について、佐藤大輔議員ほか８名か

ら一般質問の通告がありました。質問の順序は先例

により通告書を受理した順であり、質問の要旨は、

本日配付のとおりであります。 

 また、本日の一般質問は、５名の議員となってお

ります。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １０番 今 村 辰 義 君 

    １１番 小 林 啓 太 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 初めに、このたびの新型コ

ロナウイルス肺炎により、お亡くなりになった方々

に心よりお悔やみを申し上げます。 

 また、いまだ終息が見えない状況下で、この場に

立ち、もっと議論すべきことがあるのではないかと

いう、正直、ためらいの気持ちがございます。しか

しながら、しっかりと顔を上げて、議員に課せられ

た義務と使命を全うしたいと存じますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 議長、それではマスクを外させていただいてもよ

ろしいですか。 

 私は、さきに通告しておりました２点４項目につ

き、質問させていただきます。 

 まず最初に、合葬墓の設置に関して質問させてい

ただきます。 

 昨年１１月に開催された議会懇談会の参加者か

ら、昨年５月に、御遺骨１体につき１万７,０００

円の永代供養料にて受け入れが開始された富良野市

の合葬墓の情報を引き合いに出され、我が町にも合

葬墓を設置してほしいとの声をいただきました。 

 その後、この件に関して、事あるごとに町民の方

から御意見を伺いましたが、御遺骨にまつわる精神

的、経済的負担を次世代にかけたくないと考える６

０代、７０代の方々が大変多いことを肌で感じまし

た。 

 一方で、少数でありますが、先祖の墓、御遺骨を

責任を持ってお守りすることは子孫の大切な務めで

あり、それを町に委ねるという考え方を助長するよ

うな政策を推し進める必要はないとの御意見もいた

だいております。 

 しかし、きょう現在、平成２７年に造成した中央

墓地の新区画６３区間中、購入済みは５区画、ま

た、平成元年に造成された東中共同墓地の２０区画

中、購入済みは１１区画にとどまっており、埋葬の

概念、手法は、ここ数年で急激に変化していること

は明らかであります。 

 埋葬方法の選択肢をふやすために、合葬墓の設置

が必要か否か、まずは、町民への正しい情報提供の

もと、能動的に意見を集約するための町民アンケー

ト調査を早急に実施すべきと考えますが、町長の見

解をお伺いいたします。 

 次に、ｅスポーツの福祉・産業・教育分野での活

用に関して、３点質問をさせていただきます。 

 上富良野高校ｅスポーツ同好会が、昨年１１月に

開催された第２回全国高校ｅスポーツ選手権リー

グ・オブ・レジェンド部門――これは５人一チーム

で戦いますが――において、全国の強豪校を相手に

３回戦まで勝ち進んだという快挙の一報を聞き、初

めてｅスポーツの存在を知った町民の方も少なくな

いと思います。 

 ｅスポーツとは、エロクトロニック・スポーツの

略で、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技と

して捉える際の名称を指しますが、しょせんはゲー

ムと軽視されること。また、ゲーム依存が心配され

ることなど、社会の理解が乏しいのが現状でありま
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す。 

 しかし、世界に目を向けると、ｅスポーツは、新

時代の競技として各国で市民権を得ており、年齢、

性別、ハンディキャップの有無にかかわらず、多く

の人が親しむことができる競技。また、新たなコ

ミュニケーションツールとして、多方面への応用な

ど、多くの可能性が期待されています。 

 さらに、２０２４年パリオリンピックの正式種目

となることが有力視されており、今後数年は、その

商業性からもｅスポーツを活用しようとする団体

は、官民問わずふえると思われます。 

 その中にあって我が町は、上富良野高校が全国大

会において、先ほど述べたような結果を残し、さら

に昨年、ちょこっと学習にて高校生が小学生にｅス

ポーツの体験指導を行ったという社会教育的実績も

あり、ｅスポーツに関しては、他市町村を１歩も２

歩もリードしていると言っても過言ではありませ

ん。 

 そこで、以下３点につき、町長、教育長にお伺い

いたします。 

 まず最初に、１点目、近年、脳の活性化を図る健

康スポーツとして、シニア世代にｅスポーツへの参

入を促す動きも出始めています。その先駆け的な存

在となったのが、さいたま市民シルバーｅスポーツ

協会です。同協会は、ゲームイコール若者の競技と

いう既成概念を壊し、ｅスポーツを高齢者の健康増

進を図るための手段として捉え、シルバー層に特化

して、ｅスポーツの普及振興を図る団体として、２

０１８年に発足されました。 

 上富良野町第７期高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画において、我が町の認知症リスクは、全国

平均よりも約１０％高いと示されており、超高齢化

社会の到来を前に、既存の活動の推進とともに、中

高年層から始める介護予防事業の新たな取り組みと

して、ｅスポーツを導入することは検討する価値が

あると考えますが、町長の見解をお伺いいたしま

す。 

 続きまして、二つ目に、本年１月、北海道新聞に

て、旭川市が本年夏にも、市内中心部の元映画館で

あった施設を再利用し、ＩＣＴ、情報通信技術の拠

点施設、(仮称)青少年ＩＣＴパークを設置する方針

を固めたと報じられました。高速大容量のローカル

５Ｇ通信システムを導入することで、ｅスポーツの

全国・世界大会の開催も可能になるそうです。 

 ｅスポーツの活用を検討する際、地方開催のｅス

ポーツイベントに集まるのは、１０代から３０代の

若者が多いことからも、期待するのはイベントの集

客力と若い世代を対象とした訴求力であり、規模の

大小にかかわらず、その効果は高いと思われます。 

 さらに、地域の多世代交流拠点の創出や交流人口

の拡大をもたらし、商工業、観光業等を巻き込んだ

ｅスポーツ・ツーリズムが地域活性化に寄与する可

能性もあると思われますが、町長の見解をお伺いい

たします。 

 ３点目に、上富良野高校は存続すべきとの町民

ニーズは、依然として高いと認識しておりますが、

振興策拡充のかいあって、このたびの受験者数は３

１名と聞いております。しかし、少子化の影響で、

富良野地区全体の中学卒業者予測数は、本年の３６

２名から５年後の令和７年には３２３名にまで減少

し、今後も富良野地区内高校間の学生の奪い合いは

熾烈を極めるでしょう。 

 渦中にあって、道内で唯一のｅスポーツ同好会が

ある公立校というキャッチフレーズは、他校と一線

を画し、中学生の将来なりたい職業の上位に、ｅス

ポツプロプレーヤーがランキングしていることから

も、野球やサッカー、陸上や吹奏楽の強豪校に学生

が集まるのと同様、大いに志望の動機となり得ま

す。 

 上富良野高校は、株式会社サードウエーブ、ｅス

ポーツ部発足支援プログラム事務局が実施している

ｅスポーツ部発足支援プログラムを活用し、平成３

０年１０月に同好会が発足しました。 

 このプログラムによって、現在、ゲーム用デスク

トップパソコン３台、ゲーム用ノートパソコン２台

を３年間無償でレンタルしておりますが、令和３年

１２月のプログラム終了後も引き続き活動を継続で

きるよう、環境整備を含めた本格的な支援が必要と

考えますが、教育長の見解をお伺いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 ９番佐藤議員の２項目の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、１項目めの合葬墓の設置についての御質問

にお答えいたします。 

 近年の少子高齢化や核家族化の進展、近親者が近

くにいない、子どもがいない、維持費が大変など、

お墓を個々に維持管理していくことに不安を持たれ

る方がふえていると言われており、お墓や納骨に対

する考え方が多様化しているところであります。 

 現在見受けられる多くの合葬式施設につきまして

は、従来のような先祖代々お守りしていくためのお

墓の意味合いというより、むしろ御遺骨をお守りす

る御遺族の負担軽減を考慮した施設であるように理

解されるところであります。 

 町におきましても、ここ数年は墓地区画の許可件

数は減少し、一方、墓じまいなどの改葬件数は増加
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しておりますが、それに伴う御遺骨について、町民

の方々からの御相談や要望、あるいは寺院関係者等

から、納骨に関しての御苦労などについて、特に聞

き及んでいないことを考えますと、現在のところ、

町において合葬式施設を設置することを含めた、埋

葬方法の選択肢を示さなければならない段階には

至っていないと判断しており、アンケート調査につ

きましても同様に、現在、広く町民の皆様に思いを

伺うといった状況にはないものと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのｅスポーツの福祉・産業・教育

分野での活用についての御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、１点目のｅスポーツの認知症予防としての

活用についての御質問にお答えいたします。 

 町の高齢者の実態につきましては、毎年５月１日

を基準日として、６５歳以上の方を対象に、地区民

生・児童委員が個別訪問により、日常生活動作とあ

わせて認知症予防として、日常生活自立度(自立か

らＭ６の６段階）について、高齢者実態調査を実施

しております。 

 認知症調査結果といたしましては、昨年５月１日

現在で、認知症の症状があると答えた方は４０８人

であり、高齢者人口の１２.１％を占めておりま

す。判断基準は、自立から専門医療を要する段階ま

で６段階に判定され、その中で、見守りや支援が必

要な方に対しまして、地域包括支援センタースタッ

フとの面談により、介護予防または介護保険制度の

利用につなげているところであります。 

 議員御質問の第７期高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画におけるアンケート調査において、全国

平均との比較では、そしゃく機能・閉じこもり・認

知症、転倒リスクが高く、特に認知症リスクと転倒

リスクが１０％前後高いという結果が出ております

が、これにつきましては、アンケートの質問項目

で、「物忘れが多いか」との問いに対して「多い」

と回答した方の割合が全国平均より多く、物忘れに

対して関心が高いと認め、認知症予防の対象として

把握していることによります。 

 今後、町の高齢者対策としまして、認知症予防対

策は大変重要であることは認識しておりますが、議

員御提案のｅスポーツの導入につきましては、町の

対応といたしまして、専門家の知見等により、認知

症予防には、脳の活性化とあわせて身体機能のト

レーニングを同時に取り組むことが有効と捉えてお

り、ふまねっと運動などを推進しているところであ

ります。 

 今後、ｅスポーツの認知症に対する立証成果など

が示されてきた場合においては、導入について検討

対象となるものと捉えているところでございます。 

 次に、２点目のｅスポーツがもたらす地域活性化

に関する御質問でありますが、国内における動向と

いたしましては、特に若い世代を中心に普及が進

み、大きな興業イベントを初め、国体の特別競技と

しても取り扱われるなど、ｅスポーツに対する関心

度は今後高まっていくことが予想され、イベント開

催等による若者を中心とした交流人口の拡大など、

地域の活性化にもつながる新たな分野の可能性もあ

ると認識しているところであります。 

 一方、実際の事業展開に当たりましては、国民的

な普及度やスポーツとしての認識等は、必ずしも十

分とは言えないと思われ、加えて、それに伴う通信

環境や施設・設備の整備も課題であります。あわせ

て、非常に興行性の高い分野であることから、行政

が主導する事業展開については、国においても試行

的要素が多い分野と捉えているところであり、当面

は、研究課題と考えているところであります。 

 今後、ｅスポーツが発展する中で、イベントの開

催などに当たり、民間企業等からの協力依頼などが

あった場合につきましては、検討してまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番佐藤議員のｅスポー

ツに関する３点目、上富良野高校におけるｅスポー

ツの環境整備等の支援についての御質問にお答えい

たします。 

 ｅスポーツは、全国の高校において、部活動とし

て採用する高校がふえ、昨年は、茨城国体でもｅス

ポーツ大会が文化種目の一つとして開催されており

ます。 

 現在、上富良野高校のｅスポーツ同好会につきま

しては、昨年度、同好会が発足し、今年度は７人の

生徒により、全国高校ｅスポーツ選手権大会に出場

するなど、活動をしており、教育委員会としても、

高校選択における魅力の一つとして、大いに志望動

機となり得るものと考えております。 

 上富良野高校の振興策につきましては、中学校卒

業生の減少や進路の多様化により、存続が危ぶまれ

る状況ですが、教育行政執行方針の中でも述べさせ

ていただいたとおり、就学支援金、入学準備金の助

成策の一部拡充や希望者に対しての学校給食の提供

を始めるとともに、ジオパーク学習やｅスポーツ同

好会などの特色ある教育活動につきましても、引き

続き積極的に支援をしてまいります。 

 これまでと同様、地元関係各位の御協力をいただ

き、地元高校存続に向け全力を尽くして取り組んで

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜りた
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いと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 合葬墓の設置に関しまし

て、再度、町長にお伺いいたします。 

 町長御指摘のとおり、近年、単身高齢者の増加、

結婚の概念、家族の概念、本家・分家という血筋の

概念の急激な変化によって、自分亡き後、御遺骨を

守ってくれる人がいないという方、また、見てくれ

る人がいても、次世代間でトラブルが起こることを

避けたいという方がふえており、経済的な問題も相

まって、合葬墓が求められていると推察いたしま

す。 

 また、誤解のないように申し上げますが、造成地

の新規利用が進んでいないことに対して、私は今の

ところ否定的な考えは持ち合わせておりません。選

択肢の一つに、新規墓地取得がある以上、用地の確

保、提供は必要と考えております。しかし、新規利

用が進んでいないということは、やはり事実として

受けとめなければなりません。 

 町長は、ちょうど２年前の同僚議員からの同じ内

容の質問の答弁として、「合葬式施設については、

今後、社会状況が変わるということになれば、これ

は当然考慮していく必要を感じているところでござ

います」と述べておられますが、北海道は、歴史的

経緯から、他の都府県に比べ非常に多くの自治体で

合葬墓が開設されており、現在、道内の３５市中２

３市が、また、管内の町村で申せば二つの町が設置

しております。 

 これは、決して周りがやっているから我が町もと

先導するような意味合いの情報提供ではなく、町長

は、こうした周辺自治体の動き、また、先ほど述べ

た子孫の使命感の変化、埋葬方法の変化など、総合

的な見知から、この２年で社会状況は変わっていな

いという認識でおられるということでよろしいで

しょうか。確認のために質問させていただきます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員の合葬墓に関

します御質問にお答えさせていただきます。 

 議員から御質問ございましたような、昨今の社会

情勢というものをどのように捉えているかという点

に関しましては、合葬方式に対します埋葬につきま

して、動きとしてあるということは当時からも認識

をしておりますが、それが大きな社会的な社会問題

と、あるいは社会的な課題として動きがあるという

ような状況には至っていないということで捉えてい

るところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 町長の認識のほど、ただい

ま理解をさせていただきました。 

 富良野市でも事前にアンケート調査を行い、約８

割の方が「合葬墓は必要である」と回答しておりま

す。しかし中には、「ないよりはあったほうがよ

い」という切迫感のない方も多くおられたかもしれ

ません。 

 かく言う私も少し前までは、富良野市の担当者の

方から合葬墓の建設費や運営費は、御遺骨を埋葬す

る御遺族が負担するという仕組みになっており、基

本的には、一般財源からの繰り入れはないと説明を

受けても、ないよりはあったほうがいいかなという

側の人間でありました。 

 今回、現状調査のため、町民生活課生活環境班か

らいただいた資料によりますと、町長御指摘のよう

に、平成２７年から２９年にかけては、年約１０件

で推移していた墓じまい件数が、平成３０年と昨年

は、ともに２０件と倍増しております。 

 ただ、私が気になるのは、御遺骨を町外へ移動し

た件数、御遺骨の引っ越しで、平成２７年から２９

年は、年２、３件でありましたが、平成３０年は１

１件、昨年は８件と増加しております。これをどの

ように捉えるかということではないでしょうか。 

 私は、町外への御遺骨の移動数が今後増加傾向、

よしんば横ばいで推移するのならば、例えば年に１

回は先祖のお墓参りに来られていた町外の方々が、

今後、我が町を訪れる機会がなくなるといった関係

人口の減少を懸念しております。 

 また、同時に、合葬墓の設置によって、定住を考

える際の根拠というものが少なからず生まれるので

はないかということを期待しております。合葬墓の

設置は、１人の縁からつながる多くの方との縁、今

現在の縁、さらには未来に向かっての縁、１人の縁

からつながる多くの方との縁をこちらから積極的に

つむぎ、将来にわたっての機械的、経済的損失を最

小限にとどめるための方策として、具体性を有して

いると考えております。 

 以上、申し上げたことから、合葬墓の設置は、一

部の町民ニーズとして片づけずに、行政課題の一つ

かどうかを確認する価値のあるものと私なりに判断

した上で、情報の提示、アンケート調査の実施が必

要との考えに至りましたが、アンケートを実施する

以上、町としても設置の方向で進むというスタンス

でなければ、いたずらにアンケート実施費用、数十

万円を浪費するだけであります。願わくば、行政の

前向きな検討をと思いますが、再度、町長の見解を

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員の合葬墓に対
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します御質問にお答えさせていただきます。 

 議員いろいろ、お骨をお守りしていく手法とし

て、町外にやむなく移されているという方の事例も

お聞きいたしました。 

 ただ、私、常々思っておりますが、合葬方式その

ものが、申し上げるまでもなく、一度合葬施設にお

祭りしますと、これは個人のお骨でなくなってしま

うという性質を有しております。ですから、そこが

いつまでも、形の中では、どこかのお骨の一部に御

遺族のお骨が一緒にあるという事実はなくなりませ

んでしょうが、従来行われておりますお祭りの仕

方、お墓もそうでございしましょうし、納骨堂も同

じでございますけれども、やはりそういった見える

形でのお守りの仕方というのが、日本人古来の有す

る宗教観でもありましょうし、大きく内心にかかわ

ることだと思っております。 

 そういう観点からいくと、先ほど、例えば移住を

考えたり、あるいは自分のついの住みかを考えたり

するときの一つの選択肢になるのではないかなとい

うような御質問かと思いますが、私は、日本人の気

持ちというのは、そういうことで変わっていくもの

ではないというふうに理解しておりますから、お尋

ねのアンケート調査だとかということの必然性につ

いては、もっともっと社会、上富良野町の町民の思

いもともかく、日本国民全体としての、そういった

宗教観だとか、あるいは家族に対する価値観だと

か、そういったものが大きく動いていくことが感じ

られるようになったときには排除するものではござ

いませんが、現在はそこまで至っていないというの

が私の捉え方でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 質問の冒頭にも申し上げま

したが、やはり合葬墓の設置には反対の方もおられ

るということを私も意見として賜っておりますし、

そういった町長の理念といいますか、そういった部

分も非常に大切なことだなと認識しております。町

長がそういうお考えであれば、なかなか前には進ま

ないのかなということで、大変難しいところかなと

いうふうに確認をさせていただきました。 

 かくなる上は、例えば見晴台の観音様の足元に合

葬墓が設置されて、御遺骨が観音様とともに上富良

野の平和と繁栄をお見守りいただいているような姿

を私自身勝手に妄想しながら、次の質問に移らせて

いただきます。 

 続きまして、ｅスポーツの認知症予防の対策にど

うかというようなことに関しての再度、再質問でご

ざいます。 

 我が町の認知症リスクが高いという認識は、町長

の説明によりますと、過剰に心配をするレベルでは

ないということで承知をいたしました。 

 また、ふまねっと運動に関しても、参加者が非常

に楽しそうに取り組まれている姿を私自身直接拝見

としております。ただ、高齢者の中には、身体機能

が著しく低下している方もおられるかと思います。 

 先日、先ほど述べた、さいたま市民シルバーｅス

ポーツ協会事務局に直接お電話にして実態をお聞き

したところ、事務局いわく、インベーダーゲームが

流行した時代、サラリーマンだった世代の方が中心

で、大変意欲的に取り組んでいる。発足時は２人

だった会員も、２年たった現在では約４０名が在籍

しており、中には、実際にプレーはせずに、観戦目

的で来る方もいて、思わぬ形で引きこもり対策にも

なっているとのことでありました。 

 また、２月１４日、かみんにて開催された認知症

の講習会にて、男性の認知症予防活動の参加率が低

いという問題点が提起されておりましたが、仮に我

が町も同様の問題を抱えているのであれば、ゲーム

は、特に男性の興味を引くことが期待され、課題解

決につながる可能性があると思われます。 

 例えば、いしずえ大学のクラブ活動に取り入れる

など、まずはｅスポーツの周知を図り、そこから普

及が進むことで、孫とのゲームに興じるといった方

がふえるかもしれません。 

 また、新型コロナウイルスで不要不急な外出が制

限されているような今こそ、オンラインでのコミュ

ニケーションも可能であり、社会との断絶を防ぐ一

助となるかもしれません。 

 ゲームが高齢者の認知機能維持向上につながると

いう研究論文は、殊に近年散見されますが、町長御

指摘のように、その効果のほどは未知数でありま

す。しかし、ｅスポーツの導入よって、体の不自由

な高齢者、また、男性の予防活動参加率の向上や、

ゲームをプレーすることによってもたらされる認知

機能の向上という、本来期待する効果とは別の効果

が生まれることも期待されることから、数年後、他

市町村からロールモデルとして表されるよう、むし

ろ我が町が先行して取り組んでみてはいかがかと思

いますが、再度、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員のｅスポーツ

に関します、特に高齢者の認知症予防等に対する導

入についての御質問にお答えをさせていただきま

す。 

 まず、冒頭、私と議員との世代の隔たりというの

はあるということ、多少はあるという意味でお聞き

いただきたいと思いますが、ｅスポーツそのもの

は、若い世代の方を中心に、非常に関心の高い分野
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だということは、これは私も理解をしております

が、お尋ねのような、高齢者の認知症予防に果たし

て、もたらす効果はどの程度かということについて

は、まだまだ検証が必要なことかなというふうに

思っております。 

 そういった脳の働きを活性化することによる認知

症の予防対策の一つとして捉えていくことについて

は、これは否定するものではございませんが、既に

そういった観点から考えますと、囲碁だと将棋だと

か、そういったようなものも、特に激しく体を使わ

なくても脳の活性化を図れる、従来からあるゲーム

でございますし、そういったものを多層的に組み合

わせて、さまざまな選択肢を提供して、そういう中

から自分に合ったものを選んでいただくというよう

な、一つのツールとして押さえていくことは、これ

は排除するものでもありませんし、そういうような

ニーズが出てくれば、これは私ども行政としても、

その一つとして提供していくことはやぶさかではな

いと思いますが、これはもう少し、やはり実際にそ

ういった治療なり、あるいは認知症予防の支援を受

けられている方々の実態や意向も確認しないと、な

かなか踏み切る段階にはまだ進めないのかなと思っ

ておりますので、引き続きその辺については、私ど

ものほうから少し、こういうものもあるのだという

ような情報提供もさせていただきながら、少し様子

を見させていただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 既に、ふまねっと運動に関

して、来年度推進していくということは私も聞き及

んでいるところでございます。やはり、あれもこれ

もというと、鈴木課長も大変、パンクしてしまうか

もしれませんので、ぜひとも若い職員の中で、そう

いった部分に関心のある方がいたら、そういった方

の能力を引き出していただければなと、このように

考えているところでございます。 

 それでは、次に、ｅスポーツでの産業振興に関し

て再度質問させていただきます。 

 現在、ｅスポーツの地方のイベントで、最も成功

しているのは富山県のイベントと聞いております。

２０１６年に数人で始めたゲーム大会が発展し、２

０１８年には参加者が約７２０人、昨年は多くの企

業の後援のもと、約３,５００人が参加し、オープ

ニングイベントでは、富山県の高岡市長と魚津市長

がゲームで戦うスペシャルマッチが組まれ、大いに

盛り上がるなど、県を挙げてのイベントとなってお

ります。 

 県とともに、主催者である富山ｅスポーツ連合の

会長は、若い人向けのエンターティメントが少ない

地方の自治体や企業にとって、若い人を引きつけら

れるだけでも価値があると語っております。県と町

では規模が異なるとはいえ、その理念とアプローチ

法は十分参考になると思います。 

 町長御指摘のように、その商業性からも、民間レ

ベルで醸成されるべきものと認識してはおります

が、行政として、例えば町がかかわるイベントにお

いて、ｅスポーツブースを設けるなど、その分野に

たけた人、思いの強い人が浮かび上がりやすい仕掛

けをつくり、実際に有望な人材がｅスポーツ組織を

立ち上げた際には、地方創生に関する国庫補助金制

度を活用した財政支援など、その取り組みが我が町

の商工、観光にとって有益なものとなるよう、この

コンテンツの足の早さに鑑み、スピード感のあるリ

アクションが求められるかと思いますが、そういっ

た仕掛けづくりが可能かどうか、また、現時点で財

政支援が可能かどうか、その見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員のｅスポーツ

の経済活性化についての御質問にお答えさせていた

だきますが、非常にｅスポーツそのもの、私は経験

したことはございませんが、見聞きしたりイメージ

したりする中で、非常に将来の可能性の高い分野だ

という理解は容易にできるところでございます。 

 ただ、それがメーンとなった事業展開ということ

を想定いたしますと、非常に、先ほどお答えさせて

いただきましたように、興行性が高いことが想定さ

れる分野だなというふうに考えております。 

 そういう観点から考えますと、既存の町のイベン

ト、あるいは今後展開されていくとするようなイベ

ントがございましたら、そういう中の一つの集客を

促したり、あるいは魅力度をつけたりということ

で、一つのツールとしての活用の仕方というのは、

これは恐らく起きてくる可能性は相当高いというふ

うに思っております。 

 そういう場合に、行政として、開催についての一

部をお手伝いさせていただくとか、支援をするとか

ということは、これは可能性は十分考えられますの

で、具体的にそういう御提案があった場合には、ど

こまで町がかかわれるかということを検討しなが

ら、そういったものを排除していくものではござい

ませんので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 実は、富良野市にプロのｅ

スポーツプレーヤーがおりまして、パワフルプロ野

球という野球ゲームに特化したプロがおられます。
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今回の質問に当たって、その方にお会いして、ｅス

ポーツプロの世界等をお聞きしております。 

 やはりいろいろと成長分野であるということも

はっきりしているということも確認させていただい

ておりますし、やはり町長おっしゃるように、民間

レベルでそういったものが醸成されていく中で、今

後、町の支援をいただきながら、何か周辺市町村に

先立って、大きなイベントとは言いませんか、小さ

いイベントでも開催できればなと思います。その際

には、ぜひとも町長と他市町村の町長とのゲームの

大戦で勝利していただきたいと、かように思うとこ

ろでございます。 

 それでは、３点目、上富良野高校のｅスポーツ同

好会支援策につきまして、再度質問させていただき

ます。 

 先日、卒業した同好会の生徒の１人と連絡をとら

せていただきました。彼は、もし可能であれば、上

位進出を目指すためにも、早期の練習環境の整備、

具体的に申せば、先ほどデスクトップ３台、ノート

２台と申しましたが、５台全てをデスクトップにし

ていただきたいと、そういったお願いをしたいとい

うふうに話をしてくれました。これは、全道・全国

大会の準決勝、決勝は、札幌や東京の大会会場で、

オフラインで全員がデスクトップパソコンを操作し

なければならないからだそうであります。 

 また、高校生の公式種目、リーグオブレジェンド

は、世界中でプレーされており、むしろ日本は後進

国でありますので、彼もチームメイトも個人練習と

して、外国人プロの指導動画を見る機会が多く、

ゲーム用語がまじった英語を聞くことによって、自

然とヒアリング能力が高くなったとも話をしてくれ

ました。場合によっては、支援プログラム終了を待

たずに、学校側と密に連携をとりながら、適切かつ

迅速な環境整備を進めること。さらに、先ほど述べ

たようなポジティブな情報、ヒアリング能力が向上

したというような、そういった情報を積極的に拡散

することを望みますが、再度、教育長の見解をお伺

いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 さまざまな、やっていて感じたことというのは非

常に、やっている人しかわからなくて、重要なこと

ですし、それにおいて、どういう効果があるかとい

うことは、十分周知を図っていく必要があるなと思

います。 

 そういう意味で、道立高校、町立高校ではありま

せんので、学校長と十分協議しながら、教育の現場

だということを念頭に置く中で、教育として逸脱し

ない範囲のＰＲをしていきたいなと、そんなふうに

考えております。 

 ただ、非常に魅力あるもの、でも教育現場である

こと。一方で、ゲーム依存症だとか、そういう心配

もされるものであります。したがって、バランスよ

く、社会に出てしっかりと自立できる子どもたちを

育てる観点も含めながら、最大限できることはして

いきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） 教育長のそういった思いと

いいますのは、私も教育委員を務めておりましたの

で、十分承知をしているところではございます。 

 ただ、ちょっと確認したいことがありまして、財

政面といいますか、あるいは支援の上での財政面の

質問なのですが、ゲームというコンテンツに鑑み、

例えばガバメントクラウドファンディングを活用す

ることによって、多くの資金調達とともに、上富良

野高校の卒業生が、また、我が町を巣立った若い世

代の方々の、ちょっと言葉はどうかわかりません

が、納税意欲というものをかき立てて、間接的に地

域振興に貢献する契機としてもらうなどの波及効果

が期待できるのではないかと、本当に浅知恵であれ

ば申しわけないのですが、このようにイメージする

ものもありますけれども、この点、可能かどうか確

認させていただきます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番佐藤議員のクラウド

ファンディングに関する御質問かと思います。 

 基本的に、方法としては考えられるのではないか

なと思います。ただ、先ほども申し上げたとおり、

うちの教育委員会が圧倒的権力を持って指導できる

立場ではないということを、まず一つ押さえていた

だきたいなと思います。その上で、協議をする中

で、そういうことが可能なのかどうなのかというこ

とは、十分検討していく必要があるなと思っている

ところであります。 

 終わります。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ９番佐藤大輔君。 

○９番（佐藤大輔君） それでは最後に、町長にお

伺いさせていただきます。 

 ７年前、私が教育委員に就任したときから、教育

長、職員の方々が上富良野高校存続のために尽力さ

れていた様子を目の当たりにしてまいりました。 

 子どもたちを取り巻く環境は、今後ますます複雑

になることが予想される中で、高校進学という人生

最初の岐路において、一つの選択肢を担保する。要

は上富良野高校を存続するということは、かみふっ
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子の健やかな成長を願う者の責務でありますが、先

日、私、初めて、泥流地帯朗読劇を鑑賞して、その

思いはさらに強くなり、実際の当事者である中学生

に直接訴えかける魅力づくりとして、ｅスポーツに

取り組む生徒、教職員を後押ししたいと思い、この

たびの質問に至りました。 

 ｅスポーツは、先ほど述べた、また、教育長も述

べておられましたが、リスクもありますが、ユニ

バーサルスポーツ、全ての方が取り組めるスポーツ

として、多くの人々が公平な環境で挑戦できるこ

と。戦略的思考や経験、世界の仲間とのグローバル

なコミュニケーションの機会が得られ、ダイバーシ

ティ、多様性が重視される昨今、実は、高校生たち

が仲間とともに真剣に向き合える環境を整え、提供

することが、実は本来、本当の目的でありまして、

既存のスポーツでは得られないスキルも多く、上富

良野高校がその先進校として注目される存在となる

ことを願ってやみません。 

 さきに述べた泥流地帯応援隊しかり、また、他の

部活動も含め、生徒から発信される魅力ほど説得力

のあるものはないと思います。 

 折しも義務教育において、ＧＩＧＡスクール構想

が本格的にスタートした今、卒業した５名の同好会

メンバーが残してくれたｅスポーツは、間違いなく

上富良野高校自慢のセールスポイントの一つとなっ

たと思います。 

 そこで、最後に町長にお伺いいたします。 

 教育長は、教育行政執行方針、そして、ただいま

の答弁で、改めて高校の魅力度向上にｅスポーツを

活用する決意を表明してくださいました。高校側の

努力と教育委員会の支援が両輪とするならば、町長

には、ぜひともそこに力強いエンジンを搭載してい

ただきたいと思います。 

 その大きな壁として立ちはだかるのが、先ほど来

話に出ておりますｅスポーツの認知度の低さと、

ゲームは悪という偏見であります。この壁を取り除

くためには、多くの町民がｅスポーツに触れ、その

楽しさや効果を実感する機会を設ける必要がありま

す。そういう意味でも、先ほど二つの分野での活用

を考慮していただきたいと述べた次第です。 

 町の活力を失わないためにも高校の存続をと考え

る方が多いように思います。もちろんそれも正論で

あります。しかし、重ねて申し上げますが、高校の

存続は、あくまでも町の宝である子どもたちのため

であり、もちろん町長も同じ思いでありましょう。

その思いが多くの町民に伝播するきっかけとなるよ

う、ｅスポーツに関して、学校、教育委員会、町

長、三位一体となった支援、活用を望みますが、最

後に町長に、この質問に関する総括という意味で、

見解をお伺いし、私の質問を終わります。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番佐藤議員のｅスポーツ

の活用に対します、あるいは認識も含めての御質問

にお答えさせていただきます。 

 議員御質問の中にもございましたが、やはり一番

の課題は、ｅスポーツというものは、スポーツとい

う冠がついております。このスポーツという概念

は、もともとこういったゲームを通じてプレーする

ということの概念が非常に薄い分野だというふうに

思っております。 

 そういう観点から見ると、まだまだ私たち上富良

野町民はもとより、国民的に、議員もおっしゃって

おられましたように、認知が得られて、なかなかそ

こまで到達していないという分野かなというふうに

理解しております。 

 一方、それらを積極的に活用して、高齢者や、あ

るいは地域振興、特に、今お尋ねの魅力ある高校づ

くりのツールとして活用する。そういう可能性は十

分あろうかと思います。その辺のバランスをどう

やって私ども見きわめていくかということは、非常

にアンテナを高く張っている必要があろうかと思い

ます。 

 ただ、高校の存続等に向けて、どういうふうにそ

れらを活用していくかということに対しましては、

やはり私は上富良野高校がずっと存続していくため

には、しっかりとした、まず大きな幹をどこかに

持っていないとまずいというのがずっと、就任当初

からの考えでございまして、時代時代に合わせた魅

力づくりというものは、一方で、振興会を通じてし

ていただいておりますので、そういう振興会の活動

というのは、多様な方々の御意見を集約しておりま

すので、そういった中で、お尋ねのｅスポーツにつ

いても支援をしていこう、あるいは育てていこうと

いう機運が出てくることに対して、私は、町として

応援することはやぶさかでないと考えているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、９番佐

藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１番元井晴奈君の発言を許します。 

○１番（元井晴奈君） 新型コロナウイルスが中富

良野町、美瑛町の両隣町で確認され、次は我が町か

と日々不安な生活を送っている中で、やはり何か

あったとき頼りにしているのは病院であり、地域の

病院の存在は必須であると感じているところであり

ます。 

 上富良野町立病院に関しましては、スプリンク

ラー設置の問題もあり、５年後、２０２５年、令和

７年の６月までに建てかえをする予定と聞いており
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ます。 

 新病院建設に向け、昨年より病院施設整備室を設

置し、関係機関と協議を進めていると思いますが、

新病院建設にかかわる事業費の財源について３点、

町長にお伺いいたします。 

 １点目、北海道防衛局の現病院建設時の補助金の

返還及び新病院の補助金等の協議の進捗状況につい

てお伺いいたします。 

 ２点目、公共施設整備基金に準拠する形で、新病

院整備のための基金の立ち上げ等の検討はなされて

いるのか、お考えをお伺いいたします。 

 ３点目、クラウドファンディングやふるさと納税

を利用し、幅広く新病院建てかえの資金調達を図っ

てみてはと考えますが、町長の見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の町立病院改

築に伴う財源に関する三つの御質問にお答えさせて

いただきます。 

 上富良野町立病院の改築につきましては、現在、

令和７年の竣工に向けて準備を進めており、財源等

に関しましても、関係機関などと協議を進めている

ところであります。 

 １点目の現病院建設時におきます北海道防衛局の

補助金返還と新病院建設時の補助金等の協議状況に

つきましては、まず、現病院につきましては、昭和

５４年に総事業費７億４,２００万円で建築し、そ

の財源としまして、防衛局より騒音防止対策事業補

助金約２億７,６００万円の交付を受けたところで

あります。 

 当該補助金の返還につきましては、北海道防衛局

と協議を行ったところ、防衛施設庁長官通知、補助

事業等により取得した財産の処分制限期間について

に基づき、病院施設に係る鉄筋コンクリートづくり

の構造物については、処分制限期間６０年が適用さ

れると示されており、新病院の竣工年度である令和

７年に財産処分を行うとしましたら、残存期間１４

年分の補助金の返還が生じることになります。 

 ただし、補助金の返還が生じない特例措置といた

しまして、１点目は、構造上危険な状態にある施設

等の取り壊し、２点目は、新病院に対し補助金は受

けず、かつ防音機能を有した病院の建設となってお

ります。 

 １点目の構造上危険な状態を示す場合につきまし

ては、耐震診断等を行った上で、耐力度不足が明ら

かであり、かつ耐震改修工事等による補強が実質不

可能であることの証明が必須となっております。 

 ２点目の防音機能を有した病院の建設につきまし

ては、防音仕様とした場合の建設コストと補助金の

返還額について比較する必要もあり、補助金の返還

につきましては、いずれも課題があることから、こ

れらに対し最善の対応が図られるよう現在、北海道

防衛局と協議を継続している状況にあります。 

 次に、２点目の新病院建設のための基金の創設に

ついてでありますが、病院建設については多額な経

費を要することから、補助金、企業債の財源のほ

か、町の一般財源により建設することを想定してお

り、その財源として、基金の活用が考えられるとこ

ろであります。 

 現在、町におきましては、その処分要件として、

多額な経費を必要とする公共施設の建設財源に充当

するときと規定されております、公共施設整備基金

が設けられており、病院建設時においては、当該基

金を活用することを検討していることから、新たに

新病院建てかえのための基金の創設は想定していな

いところであります。 

 次に、３点目の病院建設のための資金調達の方法

として、クラウドファンディングやふるさと納税の

活用を図ってはとの御質問についてでありますが、

まず、クラウドファンディングにつきましては、イ

ンターネットを通じ、自分の活動や事業達成のため

の資金調達の手法であり、目標額を設定し、その目

的を達成するために、共感された方に対しまして支

援を募る制度となっております。 

 病院建設につきましては多額の経費を要すること

から、本制度を活用しての目標額を設定すること

や、その達成目標等を示すことは困難と思われ、ク

ラウドファンディングを活用しての資金調達につい

ては、本事業にはなじまないものと考えておりま

す。 

 また、ふるさと納税につきましては、これまでも

病院に対する一般的な御寄附として御支援いただい

たものにつきましては、病院事業運営のための積み

立てなどを行い、活用させていただいておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） まず、１点目の現在の病院

の補助金の返還についてですが、まず、基本的に

は、北海道防衛局の補助金の残り１４年間分、約

６,５００万円は、基本的には返還しなければなら

ないという状態で、ただし、返還しなくてもよい特

例措置が２パターンある。 

 一つ目に、耐震強度に関して、補強もできない、

補強改修もできないほど構造上危険な状態で取り壊

す場合と、新病院建設時において補助金は受け取ら

ず、かつ防音機能を有する病院を建設する場合のど

ちらかであれば、残りの１４年間分の約６,５００
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万円は返還しなくてよいということで、このどちら

が最善か、北海道防衛局と引き続き協議をしていく

という御理解でよろしいでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 適化法の理解につきましては、現在、防衛局と細

部を詰めております。いずれにいたしましても、適

化法に基づく返還が生じるということになれば、こ

れは、それを証明しなければ、それを免除を求める

ということであれば、しなければならないという

ハードルもございまして、そのあたりの解釈という

のは、非常に時々の国の解釈も大きく影響するもの

でございますから、協議をする余地が残されており

ますので、最終的にどういうふうに、私どもは高度

な判断を期待して協議を継続させていただいており

ます。私もみずから出向いて思いをお伝えしており

ますが、なかなか局もみずから判断がつかないとい

う、今そういう段階かなと私は理解しておりまし

て、今後、本省と多分そのあたりを詰めていただけ

るものと思っております。 

 願わくば、返還をせずに、さらに、新しく改築を

予定している事業についても、防対事業が使えられ

ればベストだなということで、非常に私どもとして

は、負担を軽減になるように努力しているところで

ございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） １パターン目の返還しなく

てもよい特例措置のときに、耐震強度の問題があり

ますけれども、現在の病院の耐震に関して、今回の

補助金に関連するからという理由以外でも、現在ま

でに耐震診断等を行った事実はあるのか、お伺いい

たします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 現在まで耐震診断は行っておりません。行わなけ

ればならない施設に該当していないということで、

行っていないということでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 耐震の診断はまだ行ってい

ないということなのですけれども、返還が生じない

措置では、耐震診断等で耐力度不足、耐震改修補強

も不可能であることの証明が必須ということですけ

れども、いつごろ、補強が実質不可能なのかという

耐震診断を行う予定なのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきますが、まず、先ほど冒頭で申

し上げました２パターン、お示しさせていただいて

おりますが、耐震診断をすること自体に、既に１,

０００万円以上多分かかると思います。そういった

コストも考えますと、何とかそういう手法によらな

い返還を猶予していただく措置がないものかという

ことに現在、今、力を注いでいる状況でございま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 課題がある２パターンの返

還特例措置についてはわかりましたけれども、今

後、北海道防衛局との補助金の残り１４年間分の約

６,５００万円は返還するとして、防音機能を有し

た病院を建設する場合、改めて北海道防衛局から財

政的な補助や、また、支援の可能性はないのか、お

伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 純粋に法律を読んで、法律

のとおり、２パターン示しておりますが、いずれの

パターンかを選択した後は、返還金が生じますが、

新たなリスタートをして、補助金申請をするという

ことは、それは可能でございますので、ただ、俗っ

ぽい言い方をすれば、損得勘定をしなければならな

いという状況でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） ２０２５年、令和７年とす

ると、残りあと５年しかありません。北海道防衛局

とは、補助金の返還の件と新病院建設の補助金の両

面から早急に、また、貪欲的に協議を進めていって

いただきたいと思います。 

 次に、２点目の新病院建設のための基金の創設に

ついて再質問させていただきます。 

 病院建設時においての基金は、多額な経費を必要

とする公共施設の建設財源に充当するときと規定さ

れている公共施設整備基金の活用を検討されている

ということですけれども、この公共施設整備基金

は、例年、クリーンセンターの設備改修や管理に係

る費用に充当されています。 

 町民が地域で安心して暮らし続けるための医療の

とりでである病院の新築においては、設備改修とは

明らかに額も、また性格も違う事業だと思います。

町民の皆様に、町立病院建てかえという一大事業を

しっかり理解していただくためにも、公共施設整備

基金に含まれているというよりは、改めて基金を創

設すべきだと考えますけれども、その点についてお

伺いいたします。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の資金につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 事業資金を調達する手法として幾つかあるわけで

ございますが、現在、こういった基金を活用して建

設するということは、当初から想定もしておりまし

て、病院のみならず、町の大きな投資を必要とする

公共施設等の整備につきましては、公共施設整備基

金を活用するということは、私は方法としては一番

ふさわしい活用の仕方というふうに理解もしており

ますし、各事業事業に応じ、その事業の規模にもよ

りますが、事業事業に応じて基金を積み立てるとい

うことにつきましては、発想したからすぐ必要な資

金が積み上がるというものでもございませんし、仮

に今からそういう目的基金を設けたにいたしまして

も、１年に、年間に積み立てできる額というのは、

おのずと、これまでの行政運営の姿を見ていただけ

ればわかりますが、数千万から億に届くことという

のは、ほとんど私も経験をしたことのないことから

考えると、今から新たな基金を設けるということに

ついての実効性を考えますと、これは、やはり既存

の公共施設整備基金を活用することが一番理にか

なっていることだというような理解をしているとこ

ろでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 毎年設備改修をしているク

リーセンターもですけれども、ラベンダーハイツや

子どもセンター、公民館、この役場庁舎も含め、老

朽化が進んでいる公共施設はたくさんあります。そ

の中でも病院は、生命にかかわる、なくてはならな

い最優先の公共施設であり、新病院建設への、病院

なら寄附したいという多くの町民の声も聞いており

ますが、現在の体制では、それは公共施設整備基金

に含まれているということですけれども、間接的に

は積み立てられて、行く行くは新病院建設のための

財源に充当されることとは思いますけれども、町民

からすると、直接的な窓口ではないため、病院以外

の公共施設の設備改修に使われている感じを受けま

す。それでも、新たに新病院建設基金の創設は行わ

ないのか、再度お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 改めて御説明するまでもございませんが、それぞ

れ町には幾つかの基金が設けられております。その

基金を積み立てていく要素といたしまして、年間を

通じて、町の予算執行で不用額となった千万円単位

の額を積み立ての原資とする積み立て、この公共施

設整備基金等はまさしく、あるいは財政調整基金等

については、そういった代表格でございます。 

 一方、子どもの支援だとか、そういったものにつ

いては、町民の皆さん方からの御寄附、あるいは福

祉施設の基金等については、町民からの温かい御寄

附等をそこに積み立てていくという手法で選択をし

ていただいております。 

 とりわけ、財調だとか公共施設整備基金につきま

しては、やはり目標としている、あるいは積み立て

ておかなければならない額から想定いたしますと、

やはりこれは町の財政運営の中で計画的に、あるい

は優先的に積み立てていく、そういう性格を持って

いるものと解しておりますので、受け皿としての公

共施設整備基金等が、御寄附等の受け皿ということ

であることは否定しませんが、非常にそういったこ

とに過度に頼ることによって、期待することは非常

に困難であろうと考えるところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） 次に、３点目のクラウド

ファンディングについてですけれども、多額の経費

を要するということ、目標設定が難しいなどの理由

で、本事業にはなじまないという御答弁でしたが、

病院本体の建設事業費という大きな目標ではなく

て、例えばですけれども、ドクターヘリのヘリポー

トを設置する事業の一部ですとか、あるいはバリア

フリーに係る手すりの設置など、テーマを絞って設

定することによって、わずかな金額かもしれません

けれども、莫大な建設費に充当することができるの

ではないかと思われますし、御寄附を考えている町

民の受け皿にもなるかと思われて、やってみる価値

は十分にあると思いますけれども、町長のお考えを

お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、クラウドファンディングに対します御質問

にお答えさせていただきますが、冒頭お答えさせて

いただいておりますように、クラウドファンディン

グそのものについての、クラウドファンディングが

起きてきた経緯、歴史的背景を考えますと、クラウ

ドファンディングにつきましては、特定の方々が新

たな事業展開をしたり、新たな目的に向かって動き

をするときの資金集めのために起きてきた事業とい

うふうに理解をしているところでございます。 

 これには、それによってもたらされるであろう事

業の成果だとか、その事業を通じて期待できる効果

だとか、そういったものを広くインターネットを通

じて、共感される方にお示しをして、そして共感さ
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れる方がファンディングに、資金提供に応じていた

だくという仕組みでございまして、病院事業のよう

な、そういう専門性のある、特に公共性の高い分野

につきましては、目標額を設定したり、あるいはそ

れによってさまざまな事業効果、あるいは経済効果

等をこういうふうにお示ししていけますと、期待し

ていただきますというようなことをあらわすという

のは非常に難しい分野であろうということから考え

ますと、クラウドファンディング事業になじむよう

な、病院建設の一部であっても、なかなかなじみに

くいものだというふうに理解しているところでござ

います。 

 さらに、御寄附についても少しお触れいただいた

と思いますが、通常、町民の方々あるいは他の方々

から御寄附を頂戴する場合には、病院のためにとい

う受け皿を既に設けておりまして、そういった方々

に対する自分の思いを病院に向けていただける仕組

みは既に持っておりまして、その中からいろいろな

器具、什器等の整備に活用させていただいておりま

すので、そういったお気持ちをお持ちの方に対する

受け皿もできているのかなと、そんなふうに理解を

しているところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １番元井晴奈君。 

○１番（元井晴奈君） クラウドファンディングに

関してですけれども、近年では医療分野でも、ま

た、自治体関係でもクラウドファンディングを取り

入れているところもふえてきています。さらに、現

在はプロジェクトの目標額に達成しなくても、集

まっただけの寄附金がいただけるものや、インター

ネットでのクレジット決済のみならず、銀行振り込

みやコンビニ決済に対応しているクラウドファン

ディングのサイトもあるとお聞きしております。柔

軟にクラウドファンディングのほうも検討していっ

ていただきたいと考えています。 

 最後に、ふるさと納税についてですけれども、本

町も登録しているふるさと納税のサイト、ふるさと

チョイスなどを見てみると、返礼品の種類から検索

するか、目的、使い道から検索するのが近年の主流

となってきております。 

 現在、本町のふるさと応援モニター事業の寄附目

的の項目は５項目と、その他となっており、幅広く

捉えられてはいるのですけれども、どれも具体的な

記述がなく、目的別の検索カテゴリーでは該当され

にくい設定であると思います。現に、医療、福祉や

公共施設のカテゴリーでは、本町は該当がありませ

ん。また、十勝岳魅力再発見事業やラベンダーのま

ちづくり事業ですら、環境、景観、観光のカテゴ

リーでは該当しない現状にあります。 

 ふるさと応援モニター事業の寄附目的の１項目と

して、病院建設事業を明記し、目的をはっきりとさ

せることで、より的確に寄附を募ることができると

考えますけれども、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番元井議員のふるさと納

税を病院建設の資金調達の一つに位置づけてはとい

うような御質問かと思いますが、これまでもお答え

の中に、そういった要素はお答えさせていただいて

いると思いますが、病院という性格上、非常に専門

性が高い、あるいは公益性が高い事業でございまし

て、そういったものと、これまで町が取り組んでき

ておりますふるさと納税、ふるさと納税というの

は、今さら申し上げるまでもなく、その地域に思い

を寄せていただく方々の思いを納税という形で表現

する制度となっておりまして、それには、それぞれ

各地域が趣向を凝らした町のＰＲも兼ねて、特に、

各自治体においては、非常に経済の活性化に結びつ

けるというようなことに非常に多くのウエートを置

いている実態にあるというふうに思います。 

 確かに医療、福祉だとか、そういった分野も選択

肢に含めているところもあるのは理解もしておりま

すが、特にこういった病院建設等について、選択肢

の一つとして、ふるさと納税の選択肢として置くと

いうことについての、やはりこれについては、ある

程度戦略的な意味合いがございますので、その辺

は、やはりそういった選択メニューが多ければいい

という、必ずしも効果と比例していくものではござ

いませんので、その辺は慎重であるべきだというふ

うに理解をしているところでございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１番元井晴奈君の一般質問を

終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開を１０時３５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、５番金子益三君の発言を許します。 

○５番（金子益三君） 私は、さきに通告しており

ます２点３項目につきまして、町長及び教育長に所

信を伺いたいと思います。 

 その前に、まず初めに、同僚議員も申しておりま

したが、世界中で大変猛威を振るっております新型

コロナウイルスですが、昨日までに北海道におきま
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しても１０８名の罹患者、また、ここ上川管内にお

きましても１７名の感染者が報告を受けておりま

す。 

 ＷＨＯにおきましても、世界的にパンデミックが

懸念されている状況にありまして、各高校におきま

しては行事の取りやめ、さらには、最大のイベント

でもあります卒業式も、保護者や在校生が出席でき

ない中、行われまして、大切な思い出にも影響を及

ぼし、いまだ休校が続き、生徒児童の心のケアも心

配されるところであります。 

 さらには、経済も混乱し、株価も一時１万９,０

００円台になり、ニューヨークダウ平均株価も１万

８,０００円を割り込み、一時取引が停止した状況

に陥り、日本国内、また、北海道内はもとより、町

内の経済も大変不安要素が蔓延し、適切な経済対策

が早急に望まれ、また、一刻も早くこの新型コロナ

ウイルスが終息を迎え、もとの穏やかな生活に戻る

ことを切に望んでいるところでございます。 

 さて、それでは質問に入らせていただきます。 

 初めに、給食センターの改修及び給食費助成につ

いて、学校給食にかかわりまして、２点について町

長及び教育長にお伺いをいたします。 

 １点目は、我が町にある学校給食センターは、昭

和５４年１２月建設、翌昭和５５年１月から運用が

なされてから現在に至るまで４０年近く経過をいた

しております。 

 これまでに大きな事故もなく、児童生徒たちへ安

心・安全の食の提供のみならず、保護者に対する労

力及び経済的にも大きく寄与して現在に至っている

ところでございます。 

 この間、富良野広域連合が平成２１年に発足し

て、富良野給食センター、南富良野給食センターな

どとの合併協議もなされた経緯にありますが、他市

町村で起きました大規模な学校給食での食中毒事件

をきっかけに、分散型の施設が見直され、上富良野

給食センターも引き続き現在まで運営を行っている

状況にあります。 

 しかしながら、現在の給食センターの施設のほと

んどは、ドライシステムの施設になっております

が、我が町の施設は、いまだ施設はウエットシステ

ムが導入されたままとなっております。 

 そこで、今後の安定した給食の供給のために、施

設の全面改修を行わないのか。本来でありますれ

ば、運営に関することは、富良野広域連合の所管と

して、連合長に問うところであることは存じており

ますが、この学校給食においても自賄いを行ってい

るところから、施設といたしましては、上富良野町

に帰属し、大規模な投資に関してもそれぞれの自治

体にかかわることということでございますので、こ

の件につきまして、町長にお伺いをいたします。 

 ２点目は、来年度から上富良野高等学校の生徒に

対し、希望者に給食のあっせんを行うと伺いまし

た。上富良野高校に通学する生徒や、さらには保護

者にとっても大きな魅力の一つであり、大変すばら

しい取り組みと高く評価をいたします。さまざまな

支援によりまして、次年度は募集生徒も大幅にふえ

たというふうにも伺っております。 

 その給食にかかわりまして、上富良野高校の生徒

全員に給食のあっせんを行うほうが、現場でありま

す給食センターといたしましては、混乱が生じるリ

スクが減少され、さまざまな想定される事故も減る

と考えられます。さらに、給食費の助成を行うこと

で、より上富良野高等学校の魅力も大きくなると考

えます。 

 そこで、上富良野高等学校の高校生給食費の助成

を行い、さらには、町内にあります小中学校の児童

生徒に対しても、保護者の給食費補助を行う考えは

お持ちでないか、お伺いをいたします。 

 給食費の助成というのは、医療費助成とは異な

り、初めから既定の予算の見通しがつく事業であり

ます。これからの町の定住・移住の促進にも寄与で

きると考えますので、このことについて、町長及び

教育長にお伺いをいたします。 

 続きまして、２項目めでございますが、公園の立

ち木の伐採についてお伺いをいたします。 

 現在、町の緑地公園等にあります立木について

は、その植栽から数年の経過がたちました。樹齢も

進み、場所よっては相当な大きな巨木になっている

箇所も見受けられます。 

 もちろんこの間、住民会などにより剪定や管理が

行われているところもありますが、実際には、大き

く育ち過ぎた立ち木の管理については、住民会では

管理が行えていないというのが現状にあります。 

 数年前、過去においては、低気圧のダウンバース

トによりまして、上富良野小学校グラウンドに植え

てありました立ち木も折れて倒木するなど、また、

ある程度樹齢が経過した大木は、風等による倒木の

おそれもあることから、また、落葉によります周囲

の環境への迷惑、さらには景観の悪化などにもつな

がっております。 

 特に、セントラルプラザ横の広場にある松の木に

関しましては、現在、町民憩いのテントも設営され

ているところでありますが、残念ながらこの立ち木

によりましてテントが隠れている、見えにくくなっ

ている状況にもありますし、また、不用意な物陰を

つくる結果にもなっており、大変治安上もよくない

状況であります。 

 せっかくの十勝岳の景色も道路からの景観を妨げ
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ている要因にもなっておりますし、日の出公園山頂

付近の古木に関しましても、あそこからせっかく見

える雄大な十勝岳連峰の景観の妨げになっている状

況にあります。 

 ぜひこの機会に一度地域住民と協議をしっかりと

図りまして、公共公園、緑地等にあります立ち木の

伐採等の管理をしてみてはいかがでしょうか、町長

にお伺いをいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの給食センターの改修及び給食費

助成に関する２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の施設の全面改修につきまして、学

校給食は、平成２１年４月、広域連合発足に当た

り、センターの集約を将来目標に掲げたところであ

りますが、これまで児童生徒の減少や施設の老朽化

が進んでいるものの、安全性、利便性、地域経済へ

の影響などを考慮する中、現在は富良野、上富良

野、南富良野の３施設センター方式を継続運営し、

安全・安心の学校給食の安定提供に努めているとこ

ろであります。 

 第３次広域連合計画において分散した３施設の集

約は、効率的で健全な運営につながることは理解す

るものの、集約化については、それぞれの地域に及

ぼす影響が大きいことや、集団食中毒の回避を図る

ことから、当面は３施設センター方式を継続して運

営することとしております。 

 今後の給食センターの将来像につきましては、広

域連合の中で検討してまいりますが、前段申し上げ

ましたように、食中毒のリスク分散、さらには各セ

ンターの課題や処理能力について総合的に検討を行

い、しかるべき時期までには具体的な方向性を示し

ていくことになると思いますので、それら等を見き

わめた上で、町としての対応を決定してまいりま

す。 

 ２点目の給食費助成の御質問については、教育長

よりお答えさせていただきます。 

 次に、２項目めの公園等の立木の伐採についての

御質問にお答えいたします。 

 現在、町内には、公園やコミニュティ広場、緑地

は３４カ所あり、その管理方法は、指定管理者によ

るものが２カ所、委託契約によるものが６カ所、住

民会によるものが２６カ所となっており、そのうち

１８カ所に樹木が植栽されております。 

 日常の施設の維持管理は、これらの管理者のほ

か、町の公共施設環境整備員が各公園等を巡回し、

遊具やトイレ、草木の繁茂の状態等を点検してお

り、立木については、病虫害、腐れ、枯れなどが確

認されたものや樹高の高いものについては、随時剪

定、伐採などの実施並びに指定管理者等への指示を

行っております。 

 また、強風による倒木や枝折れが懸念される場合

には、巡回点検を強化し、必要に応じて公園を閉鎖

するなど、安全対策を講じているところでありま

す。 

 御指摘にあります中央コミュニティ広場のセント

ラルプラザ横の大型テント周辺の立木につきまして

も、風雪による電線への影響や巣づくり中のカラス

による通行人への被害も考慮し、随時先端部の剪

定、伐採を行っており、また、日の出公園展望台周

辺におきましては、以前にも剪定、伐採を行ったと

ころでありますが、その後、一定年数が経過してお

り、一部で剪定、伐採が必要になったものも見受け

られる状況であります。 

 公園等における立木については、その樹高や枝張

りにより、箇所によりましては景観を阻害している

場合もある反面、樹木自体が公園と一体化し、景観

を形成しているという一面や、憩いの場として木陰

づくり、生態系の維持、温暖化の軽減等の機能もあ

ることから、今後、これら立木が持つ役割と、安全

性や景観上の影響との兼ね合いを考慮し、地域の声

もお聞きしながら、適正な管理に努めてまいります

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の学校給食

費に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、上富良野高校生徒への給食のあっせんと給

食費の助成についてでありますが、上富良野高校生

徒への給食の提供につきましては、高校の魅力化の

一つとして、生徒や保護者の多様な選択肢を設けた

中で、希望者に対して給食の提供を行うことで考え

ております。 

 また、給食センターの現場としては、事前に食数

の申し込みにより対応をいたしますので、混乱が生

じることはないものと考えております。 

 また、上富良野高校に対する支援策につきまして

は、通学費や就学支援金、入学準備金の助成のほ

か、介護職員初任者研修を初めとする各種資格取得

や地域に根差した支援をこれまでと同様、上富良野

高校教育振興会と連携を図り、地元高校存続に向け

て全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、給食費の助成についてでありますが、学校

給食費については、学校給食法において、食材の購

入に要する費用は保護者の負担とすると規定されて

おり、給食費の全額を食材の購入費用に充てている

ところであり、そのほか、施設及び設備に要する経

費並びに人件費など、学校給食の運営に要する経費
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については設置者負担となっており、町教育委員会

が負担しているところであります。 

 また、町教育委員会では、給食費の軽減を図るた

め、定額の助成を実施するとともに、要保護、準要

保護世帯に対しましては、全額支援を実施している

ところであります。 

 今後におきましても、これまで同様、法に基づ

き、保護者に給食費の負担をいただきながら、町か

らの定額助成を引き続き実施してまいりたいと考え

ており、現在、定住促進策を含め、新たに給食費助

成を検討する状況とは捉えておりませんことを御理

解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） それでは、給食センターの

改修にかかわることで、町長にお伺いをいたしま

す。 

 もちろん広域連合に携わるところであり、当然そ

の中の３次計画において議論されるところではござ

いますが、町長御承知のとおり、これらの施設等々

については、町に帰属する部分が非常に大きいとい

うことで、改めてこの場で、突っ込みました質問を

させていただきますが、町長御承知のとおり、今の

上富良野の給食センターについては、施設自体はド

ライ方式にはなっておりませんが、この間、職員の

努力によりまして、ウエットの環境のもとではあり

ますが、ドライと同様の作業をしながら、安全・安

心の食中毒防止にかかわる、非常に努力がなされて

いると聞いております。 

 しかしながら、町長も御承知のとおり、軀体が相

当、今の現状に合っておりません。特に断熱等にお

きましても、工法が非常に古い中におきまして、冬

期間の結露などで、温度差によりまして生じた水滴

が下に落ちないように手製のといをつくって、それ

らが床に落ちて、黒カビの蔓延の防止するなど、非

常に努力が見られているところでございますが、し

かし、現場の声を聞くと、相当限界が来ていると。

むしろこの間、事故がなかったのが、本当に偶然が

続いているぐらい、また、もちろん職員の努力によ

るものではございますが、それも限界が生じている

ということにもなっております。 

 そこで、これは本当に待ったなしの状況で、これ

ら建て直しというのは必要な時期に来ていると思い

ますが、この点、改めてお伺いいたしますが、いか

がでございましょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の学校給食セ

ンターに対します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 現在の上富良野町のセンターの状況につきまして

は、私、就任させていただいてから幾度か改修、補

修、あるいはウエット方式であるがために、改修を

しなければならない食材の移動ルートだとか分離だ

とかということに、一定程度の改善を図ってきてい

るところでございます。 

 しかしながら、議員御質問にありますように、軀

体そのものの劣化度がやはり相当進んでいるという

のは私も実感しているところでございまして、この

まま放置しておくことはままならないというよう

な、現在そういう状況にあるということの認識は共

有しているところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 町長と本当に共有している

ところでございますが、おっしゃるように、床がウ

エット方式というのは、勾配がついたりですとか、

もちろん水はねの、ドライ方式で運用しながらも、

やはり水はね等々によりますカビの増殖、発生とい

うリスクが高いところにありますし、そもそも平成

２１年に学校給食衛生に関する、調書をとってしっ

かりと基準が定められたところでございますが、そ

れ以前というのは、うちのセンターはウエット方式

をとっておりました。 

 ウエット方式の何が悪いかというと、やはりカビ

の発生なのです。黒カビというのは、一度発生した

ら根がずっと残ります。表面的にしっかりと除菌を

したとしても、潜在的に根というのは深く入り込ん

でおりますので、いつ何どきそれらが発生して毒素

をばらまくかという懸念もあります。さらには、平

成２１年の基準ができるまでの間、ウエットで使っ

ていたということで、そもそもの軀体を傷めるとい

う、こういったリスクが生じております。 

 ですから、町長もいろいろ考えの中で、これは

放っておくわけにはいかないという御答弁もありま

すとおり、これはまさに現場の声であり、保護者等

の、ＰＴＡ等の声でもあります。いま一度、これら

しっかりとした計画年次に基づきまして、早急に生

徒児童の安心・安全のための確保というものが必要

と考えますので、具体的なスケジューリングみたい

なものをもしお持ちでありましたら、お聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の学校給食セ

ンターに対します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 現状認識、さらにはここ近年、施設の構造に対し

ます、ウエットからドライに移行してきている。そ

れらも含めて、安全対策がさらにレベルが上がって
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きているということは承知はしております。 

 ただ、気持ちとしましては、まず、第一義的に

は、私個人的な思いはどうであれ、この上富良野町

も町民も含めて、オール富良野エリアが共同学校給

食センターを広域計画の中に事業として位置づけた

という経過は、私の思いはどうであれ、これをやは

り私は、自分の気持ちがこうだから、こうだという

ことで申し上げるというのはフェアではないという

ふうに思っておりまして、やはり広域計画の中で議

論されていかなければならないという前提に立って

今お話ししておりますが、ただ、上富良野の施設し

か私は詳しくはわかりませんが、他の２センターに

ついては、どういう状況かわかりませんが、ただ、

尋常でないと、このまま放置しておけば、うちの施

設が尋常ではないということは捉えておりますが、

それを広域連合の中で、どういうふうに将来位置づ

けていくか、また、私の個人の思いを、上富良野町

の代表者としての思いを前のめりに発言するという

ことについては、これはやはり慎重でなければなら

ないと考えておりますこと、ぜひ御理解賜りたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 定住自立圏があり、また、

２１年から発足いたしました広域連合、いろいろあ

る中において、町長もその間で御苦労されていると

いうのは、私も現場で存じ上げているところでござ

います。 

 しかし一方で、広域計画の中におきましても、２

１年の大きな道内外に起きました１カ所集中のセン

ターによります運営で、そこが残念ながら食中毒が

起きてしまったがために、非常に各小中学校、給食

が停止するなど、また、さらには米飯、パンなど、

いろいろなところに混乱が生じたということを踏ま

えて、現在は、やはり分散化したほうが、よりリス

クの配分を散らすことができるということで、この

間、さらには３次計画においても、当面の間は、や

はり一極に集中するのではなく、今ある体制という

ものをとっていくことが望ましいということも一方

で報告されております。 

 ですから、やはりこれを機に、しっかりとうちの

町、町だけで抱え込むとか、そういうことではござ

いません。今後において、例えばいろいろなことも

考えられると思います。あえてそれは言及いたしま

せんが、それらの食の分散化についても、新たな施

設でも十分、今以上の機能が発揮できることも、ま

た、期待もされますし、何よりも、今現在起きてい

る段階の中で、安心・安全の食の提供というものが

なされるためには、やはり軀体のしっかりとした改

修というのがいち早く望まれるところです。 

 現に、働いている方がおっしゃっておりますの

は、夏は暖房、冬は冷房ではないかというぐらいの

非常に厳しい環境の中でやっておりますし、もっと

言いますと、平成２１年にできました安全基準前の

建物というのは、一部それぞれに改修を行い、基準

に合ったものにしておりますが、手洗い施設であっ

たり、それにかかわります職員のお手洗い等々にか

かわるところといったものも、しっかりとした新基

準の中の建物にはなっていないという現実になって

おります。 

 私は、上富良野町の児童生徒、いっときに比べる

と大変減少はしておりますが、やはりそれでも子ど

もたちの輝かしい未来のためにも、こういった施設

にしっかりと町が手当てをし、安心できる暮らしの

源になることこそが、やはりこの町に住み続けるこ

との第一歩であるというふうに捉えます。 

 今、町といたしましても、いろいろな公共施設の

改修と、また、それから経年劣化に関する検討がな

されているところでございますが、私はこの建物と

いうのは、夏休み期間中、冬休み期間中を除いて、

土日、祝日を除いて、ほぼ稼働率の非常に高いもの

だというふうに考えております。特定多数の児童生

徒が使う給食センターこそ、最優先的に町が取り組

む事業と考えますが、町長はいかがでございましょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の学校給食に

対します御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほども少し触れさせていただきましたが、何は

ともあれ、まず、富良野圏域が広域連合として１カ

所に集約して、効率的な学校給食業務を行おうとい

うことを御旗に立ててスタートした事実は事実でご

ざいますので、それが広域計画の中で今も生きてお

ります。 

 そういった状況の中で、今、議員から御発言にあ

りますような、上富良野町が町としての意思を何か

の形で表現するということは、広域連合自体の運営

に私は非常にさわることになろうかなというふうな

理解をしておりまして、広域連合の中での町村間の

議論の中で、今度、第４次の計画年次を迎えてまい

りますが、そういった中で、現在のこの方式を将来

どうするかと、あるいは基本計画を見直すことにな

るかどうかということについて議論になった段階に

は、率直に私の思いも伝えてまいりたいと思います

が、今現在、そういう状況下にはないというふうに

考えております。 

 しかし一方で、現場の労働環境だとか衛生環境、

さらには安心・安全の確保ということは、これは何



― 86 ―

をさておいても優先しなければならないことでござ

いますので、その辺は十分配慮した運営を行ってま

いりたいと考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 平成２１年に、発足当時の

御旗というのは、これはもう１０年以上経過してい

るところで、２期、３期の計画の中において、いろ

いろ現況というのは変わった中において、広域連合

の中においても、それらの議論というのは刻々と変

化しているところでございます。これは給食に限っ

たことではなく、自賄いの部分が多いものに関して

は、そういったものもあるのは町長もお悩みの多い

ところだと思いますし、私も存じているところでご

ざいます。 

 ですから、やはりここは、そこを余り、もちろん

運営をしているのは広域連合ですから、そこが母体

となることもわかりますけれども、広域連合の中に

おいても、実際自賄い部分というのは、非常に監査

の部分においても指摘しづらいという御指示が監査

からもあったように、自賄いの部分については、自

治体自治体での個々の考え方というものが優先され

ていくというふうにも聞いております。 

 いずれにしましても、私は、何といっても町民が

健康であり、そういった安心・安全の食の提供とい

うのは、第一線で優先されるべきというふうに考え

ますし、もちろん、余り引き合いに立てるものでは

ございませんが、いわゆる食材を確保できる建物が

あるのであれば、つくりたいのであれば、こういっ

たものを、今の既存の建物をしっかりと活用しなが

ら、そちらにも回していく。子どもたちが安心・安

全に食べられる給食センターというのは、今の方式

であるものであるように、しっかりと建て直すとい

うことが、やはりＰＴＡを含めました町民のニーズ

であるというふうに捉えておりますが、繰り返しに

なりますけれども、本来優先されるべきは、我が町

の児童生徒のことであるというふうに考えますが、

この点はいかがでございましょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきますが、議員が懸念をお持ちの

ような、子どもたちに安心・安全な給食を提供する

こと、あるいは衛生管理がしっかりと守られること

等については、これは個々に取り組んでいることは

差し支えないことでございますので、それは自賄い

の範疇の中で対応がかなうものについては、これま

でもそうですけれども、取り組んできておりますの

で、その辺はきちっと区分をして取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） しっかりと広域連合の中に

おいても議論を深めた上で、やはり分散型というも

ののメリットをしっかりと生かした議論を深めてい

ただきまして、一日も早い、安心・安全の食を提供

できるためのハードの整備というものが望まれると

いうふうに考えております。 

 そこで、給食費の上富良野高校の部分についてお

伺いさせていただきます。 

 この上富良野高校への給食のあっせん、大変すば

らしい、先進的なことだと思いますし、この部分は

非常に私、共感できますし、すばらしいということ

をまずお話しさせていただいた上で。 

 現場で伺いました。できることならば、現段階で

小中学校へ給食を提供し、さらには、アレルギーを

お持ちの児童生徒に対しても、しっかりとそれを対

応したということで、年次的に計画を組んでいると

いうふうに聞いております。 

 そこで、今、児童生徒数が少ない中において、上

富良野高校の全生徒数分を賄うということは容易に

可能だというふうにも現場で聞きました。逆に、例

えば１年生は何人だとか、２年生は何人だという、

今、現段階で見えていないところが、非常に現場と

しても混乱しているというふうにも聞いております

ので、これは、皆給食にしなかった要因というの

は、どういうことでなのか、まずお伺いをさせてい

ただきます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の高校に対

する給食の提供についての御質問にお答えをしたい

と思います。 

 まず、給食を全ての子どもたちにしなかったの

は、要するに希望する子もいれば希望しない子もい

る、多様性に対する対応です。給食を必要としない

お母さん方もいる。絶対に必要だというお母さん方

もいる。そのためには、高校の校長ともよく協議し

て決定したことは、全員ではなく希望制にすること

だということで、私もそれに対して、そうだなと。

多様な選択肢の中から、二つしかありませんけれど

も、選択することが一番だなと。 

 現場において、数の関係というのは、一月前にま

とめてやりますので、ちょっと言い忘れていまし

た。なおかつ、一月ごとに、希望する、希望しない

ということを選択できることになっています。それ

によって、より多様な考え方、今月は食べたい、来

月はお母さんがつくるから要らないなと。そういう

部分で、より多様に対応できると、このことのほう
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がベターだなという私の判断でございます。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 学校側と保護者側との中で

十分な協議がなされたというふうに、今の御答弁で

お聞きいたしました。 

 できれば、１カ月ごとがいいのか、３カ月負担が

いいのか、児童生徒との給食の契約については、そ

れらも現場とも綿密な打ち合わせをしていきなが

ら、私が一番懸念するのは、月ごとの単位の中で、

食材の調達等々が、手間が若干ふえたことによりま

して、本来の小中校のほうに何か影響が出るという

ことについて若干の懸念を持ったところでございま

すので、これらについては、事故の起きないよう

な、リスク管理を十分にしていただきながら運営を

していただければいいなというふうに考えていま

す。 

 せっかくですので、給食を提供することによっ

て、ことしの受験生がふえたという、それだけでは

ないということも十分理解をしておりますが、本当

に魅力ある高校の一つとして、保護者への負担が少

ないといううたい文句の一環として、これは本当に

幅出しの部分ではございますが、まず高校の部分か

ら、これら学校給食に対する補助というのは、考え

はないのか、教育長にお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の給食の助

成に対する御質問にお答えしたいと思います。 

 先ほどもお話ししたとおり、現在のところ持ち合

わせていないところでございます。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 高校に関しては、ある程

度、今回初めて取り組むということですので、ぜひ

今後のいろいろな問題点等々が出てきた段階で、一

つ一つ検証していただきたいというふうに思いま

す。 

 小中学校の給食費の助成でございます。 

 私、２０１６年にも同様の質問をさせていただき

ました。極論から申しますと、全額無償化すれとい

うふうには私は申してはおりません。現段階で、

ちょっと古い資料になりますが、平成２９年度統計

におきまして、道内において、学校給食の小中、無

料化しているのは４.４％というデータが出ており

ます。件数にしても非常に少ないです。１５自治体

ということでございます。 

 しかし一方で、一部無償化もしくは一部補助と

いった形で、法的な部分ではないです。幅出しの部

分でやっているところ、それだけでも２４％という

ことで、合計しますと３３％の自治体が何らかの学

校給食に対する助成というものを行いながら、保護

者への経済的な負担のみならず、この間にあります

滞納等の職員の回収のストレス等の軽減にも努めて

いるというふうに伺っております。 

 それらを踏まえまして、上富良野町においても、

例えば多子世帯、子どもがたくさんいらっしゃる、

例えば第３子は無料にするとか、第２子からは、今

現在安くなっているのもありますけれども、そう

いった中において、少しずつ段階的な補助というの

は出せないのか、また、そういった検討はなされな

いのか、お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の給食の無

料化、あるいは助成に対する御質問にお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、町において、

給食費の軽減を図るために定額の補助金を、まず１

点出しております。もう１点は、要保護、準要保護

世帯に対して全額の支援、いわゆる無料化を図って

おります。その中で一定程度の助成策というものは

講じているつもりでおりますので、それ以上の補助

施策については、現段階、考えていないところであ

ります。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 町におきましても一定程度

の、法的に基づいた補助というのはなされていると

いうことも存じております。また、今、教育長が

おっしゃった、いわゆる準要保護等の家庭につきま

しての全額支援というのもありますが、実はこれ国

においても、また、こういった関係の方において

も、水面下で議論になっているのは、いわゆる就学

援助という形で、これら準要保護世帯等にさまざま

な、給食費のみならず補助というのを町では出すシ

ステムになっておりますが、これが実は、保護者が

なかなか出しづらいという声というのもちまたでは

聞いております。 

 というのは、貧困というものが明らかになりたく

ない。また、そういったものに対して若干の後ろめ

たさを持っているという声が全国的にも蔓延してお

りますし、また、町においても１人、２人、そう

いったお声を私ところにも聞いております。 

 ですから、先ほど私が申したとおり、無償化とい

うわけではないですが、ある程度、一定程度の助成

をすると、自治体に対する感謝の気持ちというもの

も児童生徒も持ちますし、先ほど申したとおり、保

護者は当然経済的な軽減になりますし、納入等に係

る手間も省けます。 

 また、学校といたしましても、職員としまして

も、滞納等の督促等のこともしっかりと軽減になり
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ますし、また、自治体といたしましても、子育て支

援のしっかりとした柱にもつながるというふうに考

えております。 

 それらを踏まえまして、お金にかかわりますこと

なので、町長に対して、先ほどの定住・移住にもか

かわることでございますし、町の子どもの貧困にか

かわる対策等にも裏づけることにもなりますので、

町長に対して、これらの支援策等についての考え方

を伺いたいと思いますけれども、教育長お願いいた

します。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、申請される方に御安心いただきたいのは、

プライバシーに関することは一切漏れないというこ

とをお伝えしていただきたいなと思います。その上

で、恥ずかしがることなく、しっかり自分の与えら

れた権利をしっかりと申請していただきたいなとい

うふうに考えているところであります。 

 また、他町村において、いろいろな施策をやって

いる実態も知っております。うちの隣の町でも給食

費を無料でやっております。それは、施策決定の中

で、給食費をただにするとどこか削らなければなり

ません。そういうことをする必要があるのかどうな

のか。隣の町では、うわさで聞きますけれども、過

疎指定を受けた過疎の町として、そこに充てる財源

があるからやったというようなお話も聞いておりま

す。うちは、残念ながら、残念と言っていいかどう

かわかりませんけれども、過疎ではないところが、

財政的にも違うという部分も御理解いただかなけれ

ばならないなと。 

 その中でどこを選択していくのか、子育てについ

ても、当然どこに充てるのかという部分で、うちの

町でやっている定額補助、あるいは要保護、準要保

護に対する部分で、パーフェクトとは言いません。

住民負担は、住民の側として安いほうがいいのは当

然であります。ですけれども、パイが決まっている

としたら、片方に厚くすれば片方は薄くしなければ

ならない。それらのことを考えたときには、現段階

では、するようなことを考えていないということ

で、御理解をいただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） よりよい環境のために、ま

た、さまざまな方策を練っていただきたいというふ

うに思います。 

 続きまして、公園等の立ち木について質問をさせ

ていただきます。 

 いろいろな中で管理されているというふうに聞い

ておりますが、やはり今回、若干場所等々も絞って

私もさせていただきました。本当に緑地公園の中に

おいて、管理されている、非常にきれいになってい

る公園等を含め、多々見受けられます。公園等を含

め。 

 その中で、やはり町民からのニーズが高いのは、

幹線道路に面している商工会、セントラルプラザ横

の立木については、当初の目的というのはある程度

達成されて、また、今あそこににぎわいのテントが

あります。あれらの支障にもなっておりますし、何

よりあそこは通学路、いわゆる汽車通の生徒の、夜

の遅い時間、子どもたちも歩く経路にもなっており

ます。非常に不審者等々の情報もいっとき出たこと

もありますので、あそこは、上の剪定というのも必

要かもしれませんが、一刻も早くもう少しすっきり

とさせることが、環境整備にも望ましいなというふ

うな声も聞いておりますので、この点いかがでしょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の立木等に対

します環境整備についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 具体的に御質問いただきました、にぎわいテント

の近辺についてでございますが、実は、あの施設を

設置するときに、商工会の皆さん方とか周辺の方々

に御意見なり御希望を伺った中で、実は、あのとき

相当ばっさり整備したはずです。それから以降、枝

が伸びたりして、少し見苦しさが出てきているとす

れば、それは整理しなければならないかなと思いま

すけれども、伐採した時点で、相当伐採しています

ので、あの当時の環境に戻すということは、これ

は、当時、あの姿がよかろうということで整備した

わけですから、そこから少し外れてきている現況は

回復しなければならないということは理解できると

ころでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ちょっと今、私もセントラ

ルプラザ横ということで限定してしまいましたけれ

ども、この間、宮町公園においても、過度の大木を

切った影響で非常に環境がよくなり、従前は、あそ

こで若干未成年の粗悪な行為も見られたというふう

に聞いておりますが、やはり見通しがよくなるとい

うことで、そういった犯罪のゲートウエイが取り除

かれ、非常に地域環境もよくなるというふうに聞い

ております。 

 ぜひもう一度点検をした中で、また、日の出公園

の山頂においては、木は当然生長しますので、剪定

というのをしっかりして、あそこに訪れた観光客が
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美しい景観をしっかりと眺めることの阻害のないよ

うに管理をしていただきたいと思いますが、この

点、最後にお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の立木等に関

します御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、各集会施設等、あるいは街路等にあります

立木等の環境整備につきましては、やはり周辺の

方々に迷惑を及ぼさないこと、あるいはそういった

公衆衛生上望ましくない状況はつくらないこととい

うことは、これは変わらない基本だと思います。 

 一方、そういった立木に対します価値観と申しま

しょうか、少しうるさいぐらい生えているほうがい

いのだという、実はそういうお考えの方もおります

し、さっぱりしたほうがいいのだということで、そ

れぞれ個人のお宅も、じいちゃんの時代まで木が

いっぱい茂っていたものが、息子の代になったら何

もなくしてしまったとかということ、それぐらい幅

のあるものだということだなと思っております。 

 特に日の出公園の頂上付近につきましては、忘れ

もしないのですが、私、当時議員として参加してお

りましたが、あそこの景観をよくしようということ

で行ったときに、眺めというか、非常に茂っており

まして、環境がいいなと感じたのですが、一方の専

門家の方は、前が見えづらいから切るべきだという

ことで、ばっさり切られて、私、個人的にはがっか

りした思いがありまして、非常にそこら辺も整合性

をとっていかなければならないということですが、

まずは、地域で管理してくれております住民の方々

の意向を十分にお聞きして、そして必要な剪定なり

整備をしていくということが、私は第一義であろう

というふうに考えております。それをしっかりと念

頭に置いて管理してまいります。 

○議長（村上和子君） 再質問ありますか。よろし

いですか。 

 以上をもちまして、５番金子益三君の一般質問を

終了いたします。 

 次に、１２番小田島久尚君の発言を許します。 

○１２番（小田島久尚君） さきに通告した火山災

害の対策についてお伺いをします。 

 十勝岳は１９８８年に噴火して以来３０年以上経

過し、噴火の発生はますます高くなっています。火

山災害に対する防災計画は、上富良野町地域防災計

画と十勝岳火山避難計画がありますが、その中から

次の５点について、町長にお伺いをいたします。 

 １点目は、突発的な噴火による噴石災害の安全対

策として、十勝岳温泉及び吹上温泉付近に防災シェ

ルターを整備するお考えはあるのか。 

 ２点目は、避難勧告等の伝達方法に緊急速報メー

ルがあるが、行政側の情報発信だけではなく、住民

側からの返信メールができる機能はあるのか。 

 ３点目は、避難者の把握対策として、避難者カー

ドが計画されているが、避難者カードの配布の時期

はどの段階なのか。 

 ４点目は、避難行動要支援者の登録状況及び支援

者である自主防災組織、社会福祉協議会、民生委員

等との連携により、支援計画が作成されるのが望ま

しいと思うが、個別支援計画はどのように作成され

ているのか。 

 ５点目は、大規模な火山災害が発生したときに

は、行政の対応だけでは限界があり、自主防災組織

の果たす役割は大変重要と考えます。自主防災組織

の組織率及び防災士の育成状況について。 

 以上５点について、町長の見解をお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の火山災

害の対策に関します５点の御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず、１点目の十勝岳温泉地区への防災シェル

ター整備に関する御質問でありますが、十勝岳火山

噴火災害への安全対策としての防災シェルターの整

備に関しましては、平成２６年９月に発生した御嶽

山噴火災害を踏まえ、同年１１月に、北海道、美瑛

町と連携して、十勝岳における登山者等の安全対策

に向けた大型シェルター１カ所と、登山道の避難

シェルター６カ所の計７カ所の整備を、国直轄事業

として実施していただくよう関係省庁に対し要望活

動を展開してきたところであります。 

 この間、美瑛町望岳台には防災シェルターが整備

されたところでありますが、当町を含め、登山道の

避難シェルターは、いまだ設置に至っていないとこ

ろであります。 

 活動火山の防災対策は、地域のみならず、登山

者、観光客を含めた対策が必要であり、一自治体単

独での実施は大きな負担が強いられることとなり、

特に十勝岳は、国有林及び大雪山国立公園内にある

ことから、登山者等の避難施設、緊急待避所等の整

備は、国直轄で実施されることが望ましいため、ま

ずは、これまで要望しております登山道への防災

シェルター設置の早期実現に向け、引き続き関係機

関に対して要望を行ってまいります。 

 また、同様に平成２６年度から、登山者の避難小

屋として北海道が設置しております上ホロカメット

ク避難小屋についても、火山ガスによる腐食と経年

劣化による老朽化が激しく、改修整備を町単独で北

海道に要望しており、十勝岳温泉等付近への設置に

ついては、その次の段階での対応課題と捉えている

ところであります。 
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 次に、２点目の緊急速報メールに対する返信メー

ル機能があるかとの御質問でありますが、災害発生

時等の避難勧告等の伝達に使用している緊急速報

メールは、携帯電話各社のサービスとして、特定の

エリアにある携帯電話に、宛先を指定せずに一斉に

メールによる緊急通報をする機能でありまして、受

信された方が、そのメールに対し返信できる機能は

持っていない仕組みとなっております。 

 次に、３点目の避難者カードについての御質問で

ありますが、地域防災計画及び職員初動マニュアル

においては、火山災害対策において、避難準備体制

へ移行する場合、避難勧告・指示による避難や緊急

避難がスムーズに行われる体制づくりとして、避難

者カードの作成と住民への配布を行うことが規定さ

れておりますが、本規定は、昭和６３年噴火時の取

り扱いを前例として記載しているものであり、現在

は、当時よりさまざまなものの電子化が図られた

り、また、情報通信技術が進化していることから、

避難時の対応において、避難者カードによらなくて

も本人確認が可能であり、また、住民の皆様のカー

ド管理に対する負担感等を考慮いたしますと、今

後、現行の地域防災計画における避難者カードの発

行は行わず、来年度開催を予定しております町防災

会議の中で、一昨年のブラックアウトの教訓から、

見直しを予定している項目とあわせて見直しするこ

とを予定しているところであります。 

 次に、４点目の個別支援計画の作成に関する御質

問でありますが、個別支援計画については、災害時

に御自身での避難行動に支障のある方、いわゆる災

害時避難行動要支援者に対する避難時の支援行動を

あらかじめ計画するものであり、その個別支援計画

の策定に当たっては、住民会自主防災組織が、地域

福祉推進員や民生委員などの地域内の関係者の協力

を得ながら進められているところであります。 

 なお、災害時避難行動要支援者の登録状況は、令

和２年２月１日現在３４４名で、うち２９１名の方

が個別支援計画作成のための情報提供に同意があ

り、５３名の方が非同意となっております。同意を

いただいた方の登録者名簿を住民会自主防災組織に

提供し、個別支援計画の策定を進めている状況にあ

ります。 

 次に、５点目の自主防災組織の組織率及び防災士

の育成状況に関する御質問でありますが、過去の災

害教訓を踏まえると、行政による対応のみでは、被

災者の救助や支援活動等に限界があるため、災害時

において自助、公助とともに、地域における共助の

仕組みが重要であることから、これまでも住民会単

位での自主防災組織の整備に取り組んでおり、現在

２５住民会全てに自主防災組織がつくられている状

況にあります。 

 また、住民会自主防災組織の設立とあわせ、防災

士の育成も並行して進めてきており、現在５３名の

方が資格取得されており、住民会自主防災組織にお

いては、防災士を初め、地域内の関係者と協力しな

がら、地域住民の防災に関する学習や啓蒙活動、災

害時における要支援者等の避難誘導にかかわる個別

支援計画の策定、防災訓練の運営など、地域の防災

力向上に大きな役割を果たされております。 

 なお、初期に防災士の資格取得された方々には、

高齢となられた方もおり、後継者育成についての要

請も受けており、町としましても課題と受けとめて

おります。引き続き地域の防災力の維持・向上に向

け、新たな防災士の育成について支援してまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） １点目の防災シェル

ターについてお伺いします。 

 北海道、美瑛町と連携して、登山道の避難シェル

ター６カ所を要望しておられますが、場所的、どの

ような場所に要望されているのか、わかる範囲でよ

ろしいですが、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の防災

シェルターについての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 当時、北海道、それから美瑛町、私どもと三者

で、国に対して要望活動をしておりました。うちは

４カ所かな、上富良野町分については、登山道に

４カ所、美瑛町は登山道２カ所、それと望岳台の施

設が非常に老朽化していて、あれを更新したいとい

う要望を行ってまいりました。上富良野町について

は４カ所でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ありますか。 

 １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 登山道ももちろん重要

だとは思いますが、回答でもありましたが、温泉地

域は次の段階というお話も受けましたが、ちょっと

調べてみますと、昭和３７年の噴火では、噴石によ

り対象付近の硫黄鉱山事務所が破壊され、死者５

名、負傷者１１名の被害が発生しております。 

 噴石による被害は、十勝岳温泉、吹上温泉地区に

も１メートルほどの大きな噴石が飛散する可能性が

ある範囲に指定をされております。十勝岳温泉への

シェルター等の設備を新たに追加して要望するお考

えはあるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の防災
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シェルター、避難シェルターの設置に対します御質

問にお答えさせていただきますが、私どもといたし

ましては、まず、御嶽山の惨状を見ますと、噴石に

よる被害が想定されることから、登山道もしかり、

十勝岳温泉地区もしかり、やはり必要性を感じるも

のですから、要望活動をしてまいりました。当然、

非常に多額な経費を要する事業でもありますし、何

よりも国が直轄事業でやるべきエリアでございます

ので、それを町単独で実施するということは、事実

上不可能と言ってもいいぐらいだと思います。 

 そういうことから、平成２６年当時、国に対して

要望活動を行ってまいりましたけれども、まだ国も

御嶽山の事象があった直後でして、ああいう噴石に

よって、噴石が直撃して被害者が出るということは

想定していなかったのでしょうが、方々たらい回し

にされまして、環境省、総務省、消防庁も行きまし

た。国交省も行きました。どこも主体的に取り扱っ

てくれなかったのが実態でございますので、それは

北海道と一緒に行動しておりますので、今はそうい

うことが少しは整理されてきていると思いますの

で、引き続き国に対して要望を続けていくことは一

義と考えておりますので、ぜひ御支援いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ありますか。 

 １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 国の事業ということは

よく理解しています。観光客、施設の従業員等の身

の安全も図るように、積極的に進めていただきたい

と思います。 

 次に、２点目の緊急速報メールについてちょっと

お伺いします。返信できる機能は持っていないとの

ことですが、災害対策本部で情報を収集する活動が

大いに考えられますが、個人からの情報提供という

のは想定されているのか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １２番小田島議員から

ありました、災害対策時における個人の方からの情

報収集方法ということで、通常のときは、住民の方

からにつきましては、基本は、現状ですと電話がほ

ぼ主になるのかなというふうに思います。特定の方

からにつきましては、町のアドレス等を知っていれ

ば、メールで来たりですとか、あるいはホームペー

ジのほうにも問い合わせ窓口というのがありますの

で、そちらのほうで送ってくる方もいらっしゃると

いう状況になってございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 済みません。ちょっと

質問が悪かったのかもしれませんが、噴火警戒発表

をして、避難が必要になった場合は、町は行政無

線、緊急速報メールで登山者、観光客に広報すると

いう記載があります。当然山岳地帯までメール自身

は飛ぶのでしょうけれども、そこの入山者とか観光

客の状況、人数とか避難している場所とか、そうい

うことを入手する手段がなかなか、現在ないのでは

ないかというところで、いろいろな個人からの情報

収集をするツールというのを設けてはどうかという

質問だったので、もう一度お答えをいただければと

思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の緊急時

における一般の方々への周知の方法についてお答え

させていただきますが、御案内のように、私ども現

在、専門家からいただいております情報によります

と、十勝岳につきましては、御嶽山のように突然噴

火するという山ではないという前提に立って防災計

画を立てております。 

 よって、登山者等に対します周知については、い

ろいろな、携帯電話もありましょうし、あるいは麓

の温泉施設等からお伝えすることもできましょう

し、以前、平成２４、５年だったと思いますが、火

炎現象が起きたときも、実は登山道に看板を掲示し

たりして、案内させていただいておりまして、そう

いった一定程度の時間の確保が可能な火山というふ

うに専門家から伺っておりまして、現在、そういう

方法を講じて周知しているところでございます。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） ありがとうございま

す。 

 次に、３点目の避難者カードについてですが、現

行の地域防災計画、これが次の改定で、避難者カー

ドは行わない。計画も見直しをするという回答をい

ただきまして大変驚きました。残念ながら準備して

きた質問が全てなくなってしまったという、非常に

ありがたいのか、いいところを突いた質問だったの

かと思いますが、質問通告をしてから、短期間でこ

のように変更されるということは、検討されたので

しょうけれども、時代に合った変更をされたのだろ

うと、計画の見直しというのはスムーズにされたの

だなということは感じています。 

 町のホームページ上に掲載されている防災関連の

計画は、計画資料を合わせて７００ページに、皆さ

んが見られるような状態になっています。そのうち

地域防災計画は５９１ページにも上って、本編、資

料編合わせて。来年度計画を予定して、町防災会議

で検討する、見直しをすることの答弁をいただきま

した。 
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 これだけ大きな資料の見直しについて、今回あっ

たような見直しをする場所、大きなところはわかる

と思うのですが、訓練を通して。小さな部分まで

しっかり目を通して、改定をしていくことが大事で

はないかと思いますが、この改定量が多いものです

から、どれぐらいの期間をかけて、多くの期間をか

けて見直しをしていったほうがいいと思いますが、

町長はどれぐらい、年内を見通しているのか、もう

少し時間をかけるのか、お伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の防災計

画に対します御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、住民避難カードをなくするということにつ

きまして、背景を説明させていただきますと、昭和

６３年、８８年当時の噴火のときは、どの地域でど

なたが避難をしてこられたかということを把握する

ために、実は住民の台帳がなかったのです。それ

は、今は即座に、電子情報としてありまして、それ

ぞれの地域にどういう方がお住まいになっておられ

るという情報が、避難所ごとに全て共有する仕組み

が今できております。 

 そういう関係で、例えば向山がある避難所へ避難

したときに、「どなたですか」「向山です」と言え

ば、向山が避難してきたという情報が全部の、避難

所で管理されている台帳管理で把握できるようにな

りました。そういうことは当時できなかったもので

すから、カードを積み上げていって、誰が避難して

きたということを確認しようという発想だったので

す。それが今は必要なくなったということで、改定

しようということでございます。 

 それから、今回は、ブラックアウトということは

想定されていなかった事象でございまして、それら

から学習したことを改定しようとするものでござい

ます。ちょっと詳細までは押さえておりませんが、

そういう、時代が変わることによって、防災計画の

中身というのは常に見直していかなければならない

ということを踏まえての改定を想定しているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） ぜひ改定のほうも進め

ていただきたいと思います。 

 次に、４点目の避難行動要支援者個別支援計画に

ついてお伺いします。 

 ２９１名の方が個別支援計画が作成されていると

いう理解をしております。５３名の方が非同意と

なっていますが、非同意をされた理由というのはお

わかりなのか、なかなか公表できないのか、ぜひわ

かる範囲でちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １２番小田島議員から

ありました要支援者名簿の非同意された方の理由と

いうことでございます。個別の部分というのは、そ

れぞれの事情がありますが、多くは二つです。一つ

は、自分の家族の情報をほかの人に知らせたくない

という人方と。もう一つは、住民情報に基づいてい

ますので、外の施設とかに入られていらっしゃる方

については、住民票はあるけれども、富良野のどこ

かの施設に入っているという場合は、そこにいませ

んので、その方の個別支援計画というのは必要がな

いので、同意しないという部分の二つかなというふ

うに捉えております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 今、総務課長の答弁の

中で、要支援者の登録対象者というのは、在宅であ

るというのが条件にあって、施設に入っている方

は、ここの対象には載っていないのではないかなと

いうところが、ちょっと今感じたところです。 

 それで、５３名の方が非同意をされているという

ことですが、この方は自分で避難ができるのか、

今、理由を聞いたのは、そこなのですけれども、行

政が、避難するときに支援をする計画になっている

のか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 私のほうで答えの仕方

を間違いました。先ほど外にいるというか、施設で

はなくて、中には町外の子どもさんのところに、住

所を置き放しで行って、実際には今ここは空き家で

すという方もいらっしゃるということで、施設入所

の方は除外しているということで、申しわけござい

ません。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） １２番小田島議員の御質

問にお答えをいたします。 

 ５３名の方が非同意であるということで、この個

別支援計画作成に向けての、本町は条例を持ってお

りますけれども、この条例作成当時には、災害対策

基本法に基づいて、これらの個別支援計画の作成が

求められてきたわけですけれども、これについて

は、全国的にかなりいろいろな難しさといいます

か、大変な難しい議論がありました。基本的には、

例えば足が不自由だとか、目が悪いということで、

当然避難するときに一定の支障を来すような人と、

これは極めてナーバスな個人情報にもなりますの

で、基本的には、本人の同意がなければそういうも

のはつくれないというのが法の趣旨でありました。 
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 そういう中で、本当にこういう大変なときに、い

ざというときにどうするのだということは、それぞ

れ地域の中でもいろいろ議論があって、うちの町の

条例はかなり先駆的な条例になっていると思いま

す。 

 基本的には、個人の同意をとることというのが法

の規定でありますけれども、うちの仕組みについて

は、特に、非同意という、そういう意思表示をいた

だかない方については、同意があったものとみなす

という規定になっておりまして、多分、全国のこう

いう自治体に比べれば、非同意というか、結果、個

別支援計画をつくれないような、そういう人という

のは少ない数になっていると思いますが、ただ、い

かせん、今申し上げましたように、一定の法の壁も

あるというのは確かでありますし、そんな中で、前

段言いましたように、かなりナーバスな個人情報で

あるということで、先ほど総務課長が答弁したよう

に、なるべく伏せておきたい情報だという、そうい

う思いを持っておられることも確かなのかなという

ことで、この辺をどういうふうにクリアしていくか

というのは、これからも課題になってくるのかなと

いうふうに理解をしております。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） ありがとうございま

す。 

 次に、５番目の自主防災組織、防災士について。 

 十勝岳噴火総合訓練は毎年行っています。ことし

も自主防災組織、防災士の方が訓練に参加をされて

いますが、訓練の総括として、その人方の御意見を

聞く場は設けておられるのか、お伺いします。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １２番小田島議員から

ありました今の質問でございますが、現在、避難訓

練が終わった時点で、各関係機関、あと、防災士の

方に、それぞれの訓練の意見をお寄せくださいとい

うことで、集まっての会議というのはまだしており

ませんけれども、今、意見を集約しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 全体を集めて、まだ意

見の聞き取りはしていないということですが、自主

防災組織は、各住民会単位で整備されているため、

組織の連携が希薄なのだろうと思います。１００％

の組織率を達成している我が町です。 

 今後の課題として、自主防災組織、防災士の活性

化を図る上でも、地域づくりのネットワーク、組織

のネットワークづくりというのが非常に重要ではな

いかと考えますが、そういうネットワークづくりを

進める考えはあるのか、ちょっとお伺いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の防災士

の組織についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 住民会長の会合等でも同じような御意見をいただ

くことが多々あります。私、個人的には、やはりそ

ういったネットワークというものは持ち合わせてい

るべきだろうというふうに思いますが、なかなか各

組織間の温度差が、埋まれ切っていないのかなとい

う感じを受けておりますが、ただ、町としまして

は、組織化を、ネットワーク化を図っていおくこと

が非常に大事な要素だと思っておりますので、機会

あるごとに、防災士の皆さん方にそういう思いもお

伝えしながら、また、含めて、新たな後継者を育成

する過程で、そういうネットワークをつくっておく

ことは、非常に有効になりますので、町としては、

そういう形が望ましいなというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（村上和子君） １２番小田島久尚君。 

○１２番（小田島久尚君） 最後にもう一つ、今、

ネットワークづくりですが、必要性は感じていると

いうことですが、行政が中心になって進めていくよ

うなお考えはあるか、最後の質問としてお聞きしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番小田島議員の御質問

にお答えさせていただきますが、町が積極的に声を

出していくということは必要だろうというふうに感

じます。どの程度リアクションはあるかわかりませ

んけれども、だけれども、その必要性を考えれば、

町がやはり、ネットワークをつくりませんかという

ことは発信してまいりたいと考えております。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１２番小田島久尚君の一般質

問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

 再開は１３時といたします。 

─────────────── 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開します。 

 次に、６番中澤良隆君の発言を許します。 

○６番（中澤良隆君） 私は、さきに通告した２項

目について、町長に質問いたします。 

 まず、１項目めの高齢者福祉施設等における介護

人材の現状と確保策について伺います。 
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 団塊の世代が全て７５歳以上となる２０２５年問

題も間近に迫っています。高齢化がさらに進み、少

子化に歯どめがかからず、働く人口が減少し続けば

高齢者への介護サービスの増大を初め、福祉を担う

人材の確保がますます難しくなると考えます。 

 今、高齢者福祉施設等における最大の課題は人材

の確保ではないかと思います。厚生労働省では介護

ロボットや外国人の人材活用を進め、介護人材の確

保に努めているところであり、我が町においても介

護人材の確保は最も重要な喫緊の課題であると認識

し、以下３点、町長にお伺いいたします。 

 まず、１点目ですが、上富良野町の高齢者福祉施

設等における介護人材の現状と町内介護事業所にお

ける労働環境や処遇についてどのように把握し、認

識しているか、お伺いいたします。 

 ２点目は、上富良野町で数年後の２０２５年を想

定すると、どのくらいの介護人材が必要となり、何

名ぐらいの担い手が不足すると想定しているか、お

伺いをいたします。 

 ３点目は、現在、介護人材確保のため、どのよう

な確保策を講じているか伺います。また、今後どの

ような確保策に力を注ぐ考えか伺います。 

 次に、２項目めの認定こども園における保育士等

の人材確保について質問させていただきます。 

 保育士の人材不足が深刻な社会問題になっていま

す。全国的に見ると保育士不足や保育園の経営状況

が、保育園等に入園できない待機児童問題を引き起

こしています。幸い我が町の認定こども園では、保

育士不足は切迫した状況にはないと思いますが、い

つ保育士不足により、待機児童問題が発生しないと

は限らない状況にあると考えます。 

 そこで、我が町における保育士等確保の現状と確

保策の取り組み状況等について、以下３点を町長に

お伺いいたします。 

 １点目ですが、我が町における認定こども園の保

育士配置の状況はどのようになっているか、また、

入園を希望する子どもたちは全て受け入れられてい

るか、お伺いいたします。 

 ２点目は、保育士不足の要因についてどのように

認識されているか伺います。 

 ３点目ですが、保育士不足は大きな社会現象に

なっていますが、現在、我が町の保育士確保策とし

て実施している取り組みと、今後予定している保育

士不足の解消策についてお伺いをいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの高齢者福祉施設等における介護

人材の現状と確保に関する３点の御質問にお答えさ

せていただきます。 

 １点目の町内の高齢者福祉施設における介護人材

の現状についてでありますが、町内においては、介

護老人福祉施設の特別養護老人ホーム、ラベンダー

ハイツと介護老人保健施設の老健上富良野、また、

地域密着型施設として、小規模多機能型福祉施設ふ

くしんや認知症対応型グループホーム、ほーぷ、お

おぞら、さらに、住宅型有料老人ホームやまびこが

サービスを提供しております。 

 各施設とも厳しい状況にあるものの、介護保険法

の指定基準に基づいた人員を確保するとともに、配

置基準を満たした中でサービスが提供され、適正な

労務管理のもと事業運営されているものと理解をし

ております。 

 なお、現在、町が事業運営をしております介護老

人福祉施設、ハイツ及び介護老人保健施設――これ

は病院老健でございます――の２施設につきまして

は、事業許可権者であります北海道から町に対しま

して課題提起されているものはなく、地域密着型施

設等につきましても、現在、町の実施指導に基づ

き、指導すべき課題はないと報告を受けておりま

す。 

 次に、２点目の介護人材の見込み量につきまして

は、今後、策定いたします令和３年度からの第８期

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、

２０２５年から２０３０年を視野に入れた検討を進

める中で、事業計画に応じた施設整備も含め、介護

サービスを見込むこととなりますので、現在のとこ

ろ２０２５年を見据えた介護人材の見込み量につい

ては持ち合わせていないところであります。 

 ３点目の介護人材の確保策につきましては、平成

３０年度から介護職員研修費助成事業に基づき、延

べ４人の方に利用していただき、町内の施設におい

て活躍していただいております。 

 また、上富良野高校と連携し、平成２９年度から

介護保険初任者研修を開始し、上富良野高校生２８

名と一般住民２５名が資格を取得されております。

今年度からさらに上富良野高校２年生を対象に、将

来、職業として介護現場に興味や関心を持っていた

だけるよう講演会などを開催するなど、人材確保に

つながる取り組みを行っているところであります。 

 さらに、次年度以降においては、高校生に対して

も認知症サポーター養成講座について受講をしてい

ただけるよう取り進め、地域全体で支える環境を整

備し、将来の人材確保策につなげてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの認定こども園における保育士等

の人材確保に関する３点の御質問にお答えいたしま
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す。 

 １点目の町内の認定こども園における保育士の配

置状況についてでありますが、児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準に基づき、各認定こども園の

年齢児ごとの受け入れ人数に応じ、基準に基づいた

人員配置により、適切に運営されていると理解をし

ております。 

 また、令和２年度に入園を希望されている児童に

つきましては、全て――３２８名が希望されており

ますが――のお子様が入園可能であり、既に教育・

保育給付認定決定通知書を送付させていただいたと

ころであります。 

 ２点目の保育士不足の要因につきましては、昨今

は、少子化と相まって、保育士を希望する学生の減

少と、資格取得後も、都会志向もあり、地元に戻ら

ず就職する方の増加、また、資格を取得しても保育

士として就労を希望しないなど、さまざまな要因が

あるものと捉えているところであります。 

 次に、３点目の町としての保育士確保への取り組

みと今後の保育士不足の解消策についてであります

が、現在、町内の各認定こども園におきましては、

事業所としての努力をされ、保育士確保に努めてい

ただいているものと思っております。 

 町といたしましても、町内認定こども園に対し、

保育士の業務負担軽減と離職防止による人材確保を

図るため、保育補助者を雇い上げる「保育補助者雇

い上げ強化事業」を実施するとともに、今後におき

ましては、過去に就労経験のある潜在的有資格者の

把握と、保育士の職務が魅力ある職業として認知し

ていただけるよう各事業者と協力し、保育環境の向

上に努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） まず、１点目の我が町にお

ける介護人材の現状と処遇についてのところで再質

問をさせていただきます。 

 超高齢社会に対応するため、国が進めている政策

の柱である地域包括ケアシステム、また、町長が常

におっしゃっている、住みなれた上富良野で安心し

て暮らし続けられる社会を実現していくためには、

介護人材の確保は最も重要な課題だと認識をしてい

ます。 

 我が町の高齢者福祉施設においては、人材確保に

おいて厳しい状況にあるけれども、今のところは、

基準に基づいた人員が確保され、運営もうまくいっ

ているというような御回答をいただきました。大変

安堵しているところであります。しかしながら、本

当に安心していていいのかなと、そんな思いをする

ところであります。 

 この圏域で介護スタッフ募集のチラシが時々新聞

に折り込まれているのを目にすることがあります。

我が町では、現在は介護士不足に至っていないとい

うことですが、将来も本当に大丈夫なのでしょう

か、そこら辺の認識をお伺いいたしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の介護士確保

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 現在は、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、基準を満たしながら各事業所において事業運営

がなされておりますが、将来を考えたときに、で

は、このままで大丈夫なのかということに関しまし

ては、むしろ非常に危機感を持っているというのは

実態でございます。それぞれ町が経営しております

事業所も含めて、民間も含めて、それぞれが介護士

確保に向けて努力をしている実態にございますの

で、将来に不安感がないということではございませ

んので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 危機感を有しているという

お答えをいただきましたが、第７期の介護保険事業

計画を立案するときにも、介護事業所へのアンケー

トでは、約７割の事業所が人材確保に課題を持って

いるというような回答が寄せられていました。 

 現実的に、今も表面的には大丈夫なのかもしれま

せんが、多分綱渡りといいますか、介護事業所ごと

にかなり多くの課題を持っていながら、人材確保に

努めているというような現状ではないかなと、そん

な認識を私は持っていますが、町長はどのような、

現状の捉えとして、どのように思われているか、も

う一度お願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の介護士確保

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 非常に各圏域を見ますと、多数の介護施設がござ

いますが、基準を満たしているという捉え方につい

て、その施設が持つ固有の収容力について、満度に

入所して、私の認識で申し上げます。さらに介護人

材が基準を満たしているという施設と、一方では、

介護人材に合わせた入所者数にして基準を満たして

いると、両方あると思います。 

 そういう意味におきましては、後者を考えます

と、まだまだ、ひょっとすると、ハード的には入所

余力を持ちながらも、基準を満たさなければならな

いという縛りの中で、１００％の稼働率に至ってい

ない現実もあるのではないかというふうに理解をし

ているところでございます。 
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○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 本当に今おっしゃったとお

りなのかなと考えます。我が町のラベンダーハイツ

においても、５０床の収容能力がありながら、介護

士不足に陥って、４０人ぐらいか、受け入れること

ができませんでした。また、近隣の富良野圏域で

も、多くの収容能力を持っていながら、全てを稼働

することができないという現実もあります。 

 やはりこのことは我々としても、必ず介護士不足

というのは、努力をしなければ、介護士がいなかっ

たら、事業所は、管理者ばかりいても絶対動かない

と思いますので、ぜひそういうところに力を注いで

いただきたいなと思うところであります。 

 ２点目に移りますが、２０２５年時点で介護士は

何名ぐらい必要かということでお答えをいただきま

したが、また、介護士の不足量についての質問にお

答えいただきましたのは、第８期の計画を立てると

きに、そこら辺については十分に把握した中で対策

を講ずるということでありますので、そこの部分は

私も、まるきりそのとおりだなと。こういう回答で

仕方がないのかなと思うところであります。 

 ２０２５年もあと５年しかありません。高齢者数

は３,３００人を超え、高齢化率は３３.３％という

予測が示されています。この見込み量については了

解しましたけれども、やはり介護人材の確保という

のは、２０２５年問題を見据えて、今から介護人材

確保の取り組みを強化しなければならないというふ

うに考えていますので、２０２５年にちょうど町長

の年代です。そういうことで、介護する方がいな

かったら困るのは町長ですので、ぜひお答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 現在、２０２５年を見据えた予測を立てていない

ということでお答えさせていただきましたけれど

も、実は、今、御質問にありますように、２０２５

年以降を見据えたときに、８期の計画の中で、多

分、私の見立てとしましては、入所施設そのもの

が、恐らくさらに求められていくような環境になっ

ていくのかなということを想定、何となく頭の中で

しておりますので、今現在の施設の中での過不足と

いうことになると、ある程度見通しは立ちますけれ

ども、果たして施設の設置計画がどのような器にな

るのか、パイになるかということによって、必然的

に介護士の必要量も変わってきますので、そういう

観点から、今なかなかそこの見通しは立てていない

ということでございまして、施設の整備計画とあわ

せて、必要な介護人材というものは、これから予測

されることと思います。 

 いずれにいたしましても、それが縮小していくと

いう方向は、まず１００％ないと思っておりますの

で、具体的にどういう計画を持てばいいのかという

ことは、議員が言っていただきましたように、自分

が安心して暮らせるかということに直結してきます

ので、これは８期計画の中でしっかりと、その辺は

押さえていきたいと考えているところでございま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 一応２０２５年問題は、ま

さしく町長もそうかもしれないですが、私もという

ことで、私の受け入れをちゃんとしてもらうよう

に、よろしくお願いしたいと思って。 

 次に、３点目の介護人材確保策と今後の確保策に

ついてお伺いをいたしたいと思います。 

 御回答いただきました中で、第７期介護保険事業

計画において、人材の確保策として、介護職員研修

費助成事業、そのほか、介護従事者の就労支度金の

貸し付け事業、また、介護従事者の人材バンク事業

等の実践に努めるとあります。 

 その中で、平成３０年度から介護職員研修費助成

事業に取り組んでいますと。一定の効果を得ている

との御回答でした。今、町長からいただいた回答の

中で、せっかく介護保険事業計画の人材育成につい

ての部分についてお答えをいただきましたので、そ

のほかの事業については、今現在どのような進捗状

況になっているのか、もちろん今は第７期の最終年

度に当たりますので、それは達成できていなくても

しようがないのかなとは考えているところですが、

どのような状況になっているかをお答えいただけれ

ばと思います。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ６番中澤議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ただいま介護保険事業計画は、第７期計画の２年

目を迎えておりまして、令和２年度が最終年度とな

るところでございます。今、町の状況としまして

は、先ほど町長のほうからも御答弁いただきました

ように、３０年度、第７期の初年度から２年間にお

いて、介護職員の研修費の助成を新規に実施するな

ど、あと、上富良野高校で開催していただいており

ます初任者研修に、高校生だけではなく、一般の町

民の方もそちらのほうを受講していただけるなど、

幅広く人材の養成に努めているところでございま

す。 

 今後、この事業内容につきましては、第７期計画

の令和２年度に最終の検証評価を実施し、第８期計
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画に、さらなる充実を図るべきなのか、課題整理等

も今後して、事業の策定に当たっていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） ぜひ一歩一歩前に進んでい

ただければなと思います。 

 質問を変えますが、町長には、高齢者介護施設に

おいては、二つの顔があると考えています。一つ

は、先ほど一番初めのほうで御回答いただきました

が、ラベンダーハイツとか老健とか、そういうとき

の経営者としての、責任者としての顔。もう１点

は、介護保険事業者としての責任ある立場という二

つの顔があると思います。 

 一方で、ラベンダーハイツの処遇改善や何かをし

て、何とか介護士を確保しました。そのギャップ、

処遇改善や何かと民間事業者との差が今生まれてき

ているのではないかなと私は心配をしています。 

 というのは、公務員であったり、それから、時間

給もかなり高いレベルにあります。民間事業者は、

そういう形の中で、やはり自分のところの経営を考

えると、そんなに処遇を改善することもできなく

なっていると思います。 

 ただし、そういう民間事業者なんかが、この町で

そういう経営をしてくれているということは、町民

にとって大変助かることであります。そんな意味

で、町長は、民間事業者やなんかに対する補助とか

助成とか、そういうことは今のところ考えていらっ

しゃらないのかどうかをお伺いいたしたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の介護士確保

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 これまで議会の皆さん方とさまざまな意見交換を

させていただく中で、町が設置者として運営してお

りますハイツとか老健等につきましては、おっしゃ

るとおり労働環境が、あるいは処遇が十分でないが

ために確保できないのではないかということを都度

都度御意見として賜ってきております。そういう一

面もあるというような私も認識に立ちまして、処遇

改善ということに努めてまいりました。 

 一方、町内での確保策、お互いに、事業者として

の確保策との関係も生じます。一方では、同じ自治

体同士で、近隣の自治体との、端的に言えば奪い合

い、それは条件闘争みたいなものですから、そうい

うことを、さまざまな需給関係等がうまく、バラン

スをとれているということの表現が正しいかどうか

わかりませんが、民間事業者で働いている方の条件

と、町の事業所で働いている方との条件が、今はそ

こそこバランスがとれているのかなということで理

解しておりますが、このバランスがまた崩れます

と、また、かつてのような、どちらかに偏ってしま

う事象は起きると思いますので、そういう観点から

いくと、町内全体が、あるいは圏域全体が一定程度

の安定感のある環境をつくれることが理想でござい

ますので、そういうところに私どもとして思いを出

せるところは出していくことについてちゅうちょす

るものではございません。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 町長の回答、同意だと思い

ます。公設と民間、それから、今、自治体間の過当

な競争、これらは、我々は望むところではなくて、

やはりここに住む、長い間、上富良野でいろいろな

お仕事をされ、そしてたまたま体調が悪くなって入

所するとか、そういう人のためには、やはり選択肢

が、いろいろなところがあってということは望まれ

るところでありますし、町長には二つの顔があると

思いますので、どちらにも偏ることなく、ぜひ前向

きに対処をお願いしたいと考えるところでありま

す。 

 介護士は４Ｋと言われています。きつい、汚い、

危険、給料が安いというようなことから、なり手不

足が今言われています。この介護士不足の解消のた

め、国では本当に力を注いでおり、人材確保のた

め、外国人の受け入れだとか、そのような取り組み

も積極的に行っているところであります。 

 やはりこれから人口減少があり、そして少子化が

ありというと、介護士不足というのは物理的に起き

てくると思うのです。そのときに外国人の活用とい

うか、そういうことも視野に入れて、今後進めなけ

ればならないのではないかと私は考えていますけれ

ども、町長のお考えを伺います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 人材確保策についてのお尋ねでございますが、私

ごとで大変恐縮ですけれども、実は、議員を志した

ときに、一番最初に町民の皆さん方に私、訴えさせ

ていただいたのは、将来高齢化が進んだときに、ロ

ボットが介護してくれたり、あるいは外国人が介護

してくれるような、そんな町になったらどうするの

ですかと、私、実は最初に訴えたのがそれでござい

ました。その気持ちは今でもずっと変わっておら

ず、実は、既に上川管内でも外国人による介護者を

養成する仕組みがありますが、上富良野町は参加し

ておりません。 

 これは、町民の多くが、もうそんな時代じゃない

よということであれば、これは思いは変えますけれ
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ども、やはり私としては、上富良野に生まれ育っ

て、上富良野のために汗をかいてくれた人たちが、

やっぱり町民によっていろいろ、ゆっくり老後を暮

らしていただけるようなことでなければ、郷土、地

域を守ることにならないというのが私の原点でござ

いますので、できればそういう、議員からお尋ねの

ような手法に頼らなくてもいいようにしていきたい

というのが私の願望でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 実は、今、外国人の登用と

いうのを話して、次に介護ロボットの話をしようと

思ったのですが、先に答えられてしまいましたけれ

ども、もう一度お伺いしたいと思います。 

 今、介護の担い手不足が叫ばれていて、募集して

も応募がないというのが現状ということで各事業所

から聞いています。 

 そのような中で、介護士の仕事というのは、先ほ

ど４Ｋというようなことで言いましたが、過酷な肉

体労働が大変だ、腰痛が大変だとかという訴えが非

常に多く聞かれます。 

 その中で、町長の原点である介護ロボットとか、

それから認知症見守りロボット、また、介護リフト

の導入など、これらは国も助成策を講じています

が、国に上乗せをしてでも、我が町で介護士不足に

対応するためにも、ぜひ御検討いただきたいことだ

と私は考えていますので、町長の御見解をお伺いし

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 非常に私も人材確保については、自分自身非常に

葛藤しながら取り組んでいるのは実態でございま

す。やみくもに処遇を改善して、手厚く迎えて、さ

まざまな、今４Ｋと申しましたけれども、そういっ

たことの解消につながるような方策を講じられる状

況であれば、それはもうそうやって、むしろ魅力あ

る職業として確立していくことは、これはもう私も

望んでいるところでございます。 

 しかし、この間、皆さん方といろいろ議論を重ね

させていただきました。では一方で、経費はかけ放

題かかってもいいのかということになりますと、こ

れもまた、その視点からの見方をしなければならな

いという中で、あるいは地域全体、町全体の中で、

どこに着地点を見出して、高齢者に安心感を持って

もらうかということの、本当におさまりどころを見

つけるというのは大変苦しい状況でございますが、

そういった行きつ戻りつつを繰り返しながら、現在

取り組みをさせていただいているというのが実態で

ございます。ぜひその辺は両立させなければならな

いということが念頭にあるものですから、非常に難

しい選択をしているという状況でございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 介護人材の確保について、

最後の質問になりますけれども、６次総合計画の中

では、良質なサービスを安定的に提供できるよう人

材確保対策を促進するということがうたわれていま

す。 

 今、町長いろいろ御回答いただきましたが、最後

に、人材確保に対する町長の考えと、もう１点、思

い出しました。先ほどおっしゃいましたが、不毛な

争いをこの圏域でするということは、本当に私とし

ても残念なことであります。そういう面で、町長は

リーダーシップを発揮され、この圏域でそういうこ

とがないように、そしてみんなが協調して、そうい

う介護人材を確保するようなことに力を注いでほし

いと願っていますので、町長の見解をお願いしま

す。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、第一義的には、国においてもっともっと、

介護に対する国民の認識というものをもっともっと

高いレベルに上げていただく、そういう環境整備に

まず取り組んでいただきたいと。特に介護報酬等に

ついても、しっかりと事業として、安定した事業が

行われるような仕組みを国がやはり定めるべきだと

いうふうに思っております。そうすることによっ

て、不要な人材の奪い合いも起きませんし、仕事と

しての魅力も安定してくると思っておりますので、

まず、第一義的には、国の責任は重いというふうに

考えております。 

 しかし、そういう中にありましても、地域ででき

ることもありますので、そういったことについては

まだまだ、本当に半ば、数十年にわたってこれは改

善されていくように、地味であっても一歩一歩取り

組んでいかなければならない。ましてや人材確保に

ついては、上富良野町においても有資格者だとかは

潜在して、何人も潜在しているわけですけれども、

仕事としてなかなか歩みを進めてくれていないのが

実態でございますので、そういうふうに足が向くよ

うに、環境整備はエンドレスでしていかなければな

らないことと認識しているところでございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） また同じような観点という

か、種類になろうかと思いますが、今度は保育士の

人材確保についてお伺いをいたしたいと思います。 

 １点目の認定こども園の保育士等の確保状況と入
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園希望者の受け入れ状況についてでありますが、我

が町においては、認定こども園４園とも、保育士等

は基準に基づいた確保がなされている。また、令和

２年度の受け入れについても、希望どおり受け入れ

ることができるということであります。これも非常

に安心をいたしました。我が町には待機児童問題は

ないのだということを認識させていただき、安心を

しているところでもあります。 

 しかし、これも介護士と同じように、申しわけあ

りません。認定こども園では、保育士と言わない

で、保育教諭と言ったほうがいいのかもしれません

が、なれた言葉、保育士でいきたいと思いますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 保育士等の確保には困難を極めているということ

を耳にします。ここら辺の町長の認識について、再

度お伺いをいたしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の保育士の確

保状況についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 これも先ほどの介護士と類似したところが多々ご

ざいますが、これはなかなか抜本的に解消され…、

各園についても本当にぎりぎりの努力をされて、何

とか確保していただいて、そして待機児童をなくし

ていただいているという実態だというふうに理解を

しております。 

 潜在する保育士はおられると聞いておりますが、

これも保育士の、余り立ち入った事例になります

と、各園のことに直結いたしますので、大局的なこ

としかお答えできませんが、なかなか労働環境だと

か、あるいは、特に小さいお子様を預かるものです

から、非常に重い責任を日常背負いながら勤務され

ているという実態もあろうかと思いますので、やは

りそこは、そういう気持ちに余裕ができるような人

材がいれば、１人の負担は軽減されますので、窮極

のところ人材不足に直結しているのかなという認識

はございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 本当に保育士等、悩ましい

問題だと私も考えています。 

 保育教諭とか保育士、幼稚園教諭を育てる養成機

関では、たくさんの人たちが卒業したりして、資格

を有して。ただ、就職となると大半が札幌、そして

札幌近郊ということが大半だそうであります。しか

しながら、その札幌市でも全体の約５５％の保育園

等が受け入れができないと。それは保育士不足によ

るものだと言われています。 

 ここら近辺で応募しても、ほとんどここ数年ゼロ

というような実態にあります。我が町はそうではな

いということで、本当に喜ばしいことなのだなと思

いますが、それは事業者の努力のたまものと本当に

感謝しなければならないと思いますが、町として、

今のうちから抜本的な対策を講じる必要性があると

考えます。町長の見解をお願いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の保育士の確

保策についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 現在、町内の事情で申し上げますと、４園が認定

こども園として頑張っていただいております。それ

ぞれ各園が人材確保について大変御苦労されている

ということも伺っております。 

 町といたしましては、それぞれ各園が個別に人材

確保のために、公的に用意されている制度は別とし

て、それは積極的に活用していただくように取り組

みさせていただいておりますが、それぞれの各園

が、仮に独自の確保策を講じたいということに対し

て、町がそれぞれ個別の事案に対して個別に対応で

きるかということになると、これはまた、民間の事

業者が事業として行うことの一つの人材確保ですか

ら、これについて、それぞれに応じた御支援をして

いくということは、これは大変ハードルの高いこと

かなと思いますが、町内全体としての人材確保策と

いうことで、そういう価値を共有できる仕組みがも

しできたとすれば、それに対して協力や支援をして

いくということはやぶさかでないというふうに思っ

ております。 

 そして、さらに、そういったことが町内の各園で

仕事をしていただけるようなことと直結しなければ

なりませんので、そういうことは制度設計で可能で

あれば、そこに町が手を差し伸べていくということ

は、これは何もちゅうちょするものではないという

ふうに理解をしております。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今、非常に前向きな御回答

をいただいたと受けとめさせていただきます。 

 本当にこういう田舎というか、上富良野みたいな

ところに保育教諭等が就職で来てくれるということ

はまれだと思います。そんな中で、何が一番、保育

士が来ないかというと、やっぱり賃金の安さという

のがあります。そんな中で、もし可能であればとい

うような受けとめをしましたら、できれば前向きに

御検討いただくということでお願いしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 それでは、３点目に移りたいと思いますが、国で

は待機児童ゼロ政策を進めています。いまだ待機児

童解消には至っていないのが現状であります。待機
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児童の発生する一番の理由である保育士の人材確保

には、国も大幅な処遇改善を行ったり、また、国家

試験を年２回実施するなど、さまざまな政策を講じ

てきていますが、保育士の確保解消には至っていな

いというのが現状であります。 

 我が町においても各事業所が頑張って、さまざま

な改善を進めてくれていますが、やはり実効が上

がっていない。そういうような状況の中で、町のほ

うから寄り添いをもっとしていただいて、ぜひ解決

に当たっていただければ、上富良野の未来ある子ど

もたちの成長に寄与するものと思っているところで

あります。 

 次に、幼児教育・保育の無償化が始まりました。

これがまた、若干保育士の人材確保に大きな影響が

出てきているのではないかなと考えているところで

あります。 

 それは、この無償化によって、今まで１・２号認

定の子どもたちが多かったのが、今度は３号認定の

希望者が非常にふえたと聞いています。これも一つ

の現象だと思いますが、この３号認定になると、非

常に職員の配置基準が高くなってまいります。１・

２号であれば２０人に１人とか３０人に１人。で

も、ゼロ歳児であったら３人に１人、１歳では６人

に１人とか。そうすると、さらに保育士の確保が

ハードルが上がると、そんなふうに思っています。

ここら辺の町長の認識についてお伺いをしたいと思

います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 幼児保育・教育が無償化に伴って、今、議員から

お話ありましたような、１号から２号、３号へ変

わっていくという現象は、うちの町でも実際顕著に

出ております。それに伴って、保育士と園児との比

率が高くなってきますので、当然絶対量は足りなく

なっていく、そういう実態は起きております。 

 それで、令和２年度の入所が満度に受け入れが可

能かどうかという危惧を持っておりましたが、それ

ぞれ各園が、１号から２号、２号から３号へ移って

いくことも解消しながら、全ての希望者が入園でき

る体制をとっていただいたということについて、非

常に感謝もしているし、これからこういったこと

が、これが安定していくように、町が応援できると

ころは応援していくべきだというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） やっぱり社会変化で、そう

いうような変化がうちの町にも生まれてくると思い

ますので、ぜひ前向きに対策をお願いしたいと思い

ます。 

 同じ上川管内の例ですが、人材確保策として、子

育て支援員研究とか保育士の資格取得支援事業、保

育士の宿舎借り上げ支援事業を柱として、無資格者

が有資格者を目指せるような仕組みと、継続して働

きやすい環境づくりを通して、自治体が積極的な支

援を行って、保育士解消に努めている市町村があり

ます。 

 家賃補助は、一律月額５万円だそうです。５万円

を補助してもやはり人が集まらない。人が集まらな

ければ保育所等を経営することができないというこ

とであります。インターネットやなんかで見ていた

ら、ついこの間まで、去年おととしぐらいまでは家

賃補助４万円だったのです。それが今５万円になっ

ているということは、まだ十分でないと捉えて、そ

れだけの助成策を講じている町もあります。 

 うちの町は切迫した状況にないということですか

ら、このような状況は、町がそこまで応援しなくて

もよいのかもしれませんけれども、これからはどう

なるかわかりません。ぜひ受け入れが不可能になる

ようなことは避けなければなりませんので、町長

は、今後、上富良野町の子育ての柱である認定こど

も園の人材確保に最善の努力をお願いしたいと思い

ますので、町長の御答弁をお願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の保育士確保

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 今、議員から具体的な事例等の御紹介もいただき

ましたけれども、私も詳細は分析しておりません

が、さまざまな手当て等を講じて、確保策を講じて

いるところについての、大くくりで申し上げます

と、市町村立の公営の保育施設等の人材確保につい

ては、市立保育所だとか町立保育園とかというとこ

ろの人材確保について、公費を用いての確保策とい

うのは聞き及んでおりますが、それぞれ町が個別の

事業所の人材確保について、どの程度支援している

かというのは、詳しい情報は持ち合わせておりませ

んが、概して、ラベンダーハイツの介護士確保のよ

うな延長と考えていただいて、私はそういうような

理解をしているところでございますが。 

 一方、前段申し上げましたように、オール上富良

野で共有して、保育士確保のために組み立てられる

施策等があれば、これについて支援をしたりという

ことはやぶさかではございませんので、町が、そう

いうことはどうなのでしょうかという課題提起はで

きますので、機会を通じて、またそういうような情

報交換もさせていただきたいと考えているところで

ございます。 
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 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ６番中澤良隆君。 

○６番（中澤良隆君） 今、事例として挙げたの

は、あくまでも民間の事業所に対する自治体の助成

策という受けとめで、お願いしたいと思いますが、

また、ほかの町村やなんかの事例も見ると、保育士

への応援手当てを支給して、それは一律６万円支給

すると。そうやって大胆にしなければ人が集まらな

い時代になってきているということも事実でありま

すので、ぜひ町長には、先ほども言いましたけれど

も、６次総合計画の中で、認定こども園が継続し、

良質な保育等を提供すると。それによって、町の宝

である子どもが健やかに育つことになると、６次総

合計画の中でも書かれていますので、ぜひそういう

ような思いで取り組んでいただければと思いますの

で、最後、町長のほうから、もし思いがあれば御発

言をお願いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 いずれにいたしましても、安定した人材を確保す

るということは、経営形態がどうであれ、これは町

として非常に重要なことでありますので、各事業者

等と密に連携を図りながら、町として、公として応

援できるような方策が見出せれば、それはしっかり

と受けとめてまいりたいと考えておりますので、御

理解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、６番中澤良隆君の一般質問を

終了いたします。 

 これにて、本日の町の一般行政についての質問を

終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は全部

終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 １時５７分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第１回上富良野町議会定例会

４日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名について行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １２番 小田島 久 尚 君 

    １３番 岡 本 康 裕 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（村上和子君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ９年前のきょう３月１１日

に、東北地方を中心に東日本を突然襲った大地震

と、それに伴う津波により約１万６,０００人の尊

い命が失われました。また、今もなお２,５００人

以上の方々が行方不明となっており、捜索活動が続

けられております。 

 犠牲となられた方々に哀悼の意をあらわすととも

に、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。 

 また、３日前の北海道新聞の記事では、本年１月

末現在においても東北３県で７０９人の方々が仮設

住宅での不自由な生活を余儀なくされており、発生

から９年を迎える今も転居先が決まらない世帯が

残っているとの事実が明らかになりました。 

 さらに、本日開催予定でありました政府主催の東

日本大震災９周年追悼式も、今般の新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防止するため閣議決定で中止とな

り、被災されました御遺族の皆様の無念さを思うと

き、震災を胸に刻む気持ちが薄まらないでほしいと

ただただ願うばかりであります。 

 改めて震災でなくなられた方々の御冥福を心から

お祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様の御平

安を切に祈念いたしまして追悼の言葉といたしま

す。 

 私は、さきに通告しております１項目３点につい

て向山町長に、１点について青地農業委員会会長に

お伺いいたします。 

 １項目め、上富良野町の農業振興策について。 

 当町の基幹産業である農業においては、昭和５８

年１２月に第１次となる上富良野町農業振興計画を

５カ年計画で策定し、その後５年ごとに計画の見直

しを図り、昨年４月には第８次上富良野町農業振興

計画が策定され、これまでの間さまざまな施策を展

開してきているが、農業者の高齢化や後継者不足に

より農業従事者が大幅に減少し、昭和５５年には農

家戸数８４４戸、農家人口総数４,０１２人が３５

年後の平成２７年には農家戸数２５７戸、農家人口

総数６４１人と大幅に減少し、このまま推移するこ

ととなれば深刻な担い手不足となり、当町の基幹産

業である農業の持続・発展にとって大きな課題と

なっております。 

 そこで、第８次上富良野町農業振興計画の施策展

開の中でどのように課題を解決していくのか、以下

４点について具体的にお伺いいたします。 

 １点目、新規就農者を促進するための理解促進の

活動として、学生の職場体験や農業インターンシッ

プなど都市部と農村の交流推進のためのグリーン・

ツーリズムの展開の促進はどのように行われている

のか、町長にお伺いいたします。 

 ２点目、新規就農希望者に対しての支援内容や研

修受け入れなどに関する情報提供、相談活動はどの

ように行われているのか、そして、その後の円滑な

就農に向け、地域の受入れ体制の構築はどのように

なされているのか町長にお伺いいたします。 

 ３点目、農家戸数の減少や農業従事者の高齢化に

よる労働力不足に対応するためのＩＣＴ、ＩｏＴ、

ＡＩなどを活用したスマート農業への取り組みの進

捗状況は現在どのようになっているのか、富良野沿

線での展開と当町ではどのように展開されているの

か町長にお伺いいたします。 

 続きまして４点目、若年農業後継者の担い手対策

として、富良野沿線アグリパートナー協議会やＪＡ

アグリパートナー交流会と連携を図り、農業後継者

パートナー対策の推進がなされておりますが、具体

的な活動内容に関して農業委員会会長にお伺いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 冒頭、荒生議員から９年前の東日本大震災につい

ての追悼の御挨拶がございましたが、思い起こせば
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私も発災後２カ月経過したときに、宮城県から石巻

まで太平洋沿岸を視察いたしました。 

 あのときの惨状というのはいまだに目に焼きつい

ております。１０メートルを超えるような電柱に、

衣服やビニールが巻きついている姿をこの目で見ま

したので、復興がいまだに果たされていないこと

と、被災された方の心はいまだ癒されていないこと

を考えますと災害防災対策というものの重要性とい

うのを改めて心に刻んでいるところでございます。 

 一日も早い復興を願うところでございます。 

 それでは、８番荒生議員の農業振興に関します点

の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目のグリーン・ツーリズムの展開の促

進についてでありますが、グリーン・ツーリズムに

つきましては、農家民泊など民間が行う事業に対し

自治体やＪＡなどが支援を行い、都市と農村の交流

を促し、農村の活性化を図ろうとするものでありま

す。 

 町内におきましても、農家民泊、農業体験の受け

入れなどによるグリーン・ツーリズムを通じ、都市

部と農村の交流を図っており、その中でまちといた

しましても安全・安心な食への信頼感の醸成や農業

への理解促進を推進するため、農業者やさまざまな

関係者が連携して行う交流活動への支援、子どもた

ちを対象とした農業体験学習等を通じて地産地消を

推進し、食育の充実へつながる取り組みに対して情

報提供や活動支援などを行い、グリーン・ツーリズ

ムに対し支援させていただいているところでありま

す。 

 次に、２点目の新規就農希望者に対しての情報提

供、支援内容や相談活動についてでありますが、ま

ちでは新たに農業経営を志望する方に対しまして

は、新たな農業担い手育成等支援事業などのまちの

補助制度をホームページなどで掲載し、情報提供を

行っております。 

 また、さらに個別に相談される方につきましては

まちが窓口となり、国の補助事業であります農業次

世代人材投資事業の相談や各関係機関との連携によ

り、経営相談はＪＡ、農業技術に関しては上川農業

改良普及センターからの営農指導などにより、就農

につながるよう相談活動を実施しているところであ

ります。 

 また、就農されたときには、農業経営改善支援セ

ンターからの指導助言、また、地域の農業者や農業

委員、指導農業士からのアドバイスなどにより確実

に定着し、安定した農業経営が行えるよう支援体制

を構築しているところであります。 

 今後も引き続き、新規就農者への支援活動を関係

機関とともに推進し、担い手確保に努めてまいりま

す。 

 次に、３点目のスマート農業への取り組みの進捗

状況についてでありますが、本町におきましては、

東中地区で東中地域ＩＣＴ農業実証研究会が既に設

立され、農業ＩＣＴ活用に向け関連技術の収集や課

題の研究調査を行っているところであります。 

 また、富良野管内におきまして、令和２年度より

ＪＡふらのでホクレンＲＴＫシステムを導入する予

定となっており、これまでは人工衛星を利用して位

置情報を取得しておりましたが、ＲＴＫシステムに

より、より精度の高い運用が可能となることから、

耕起や播種作業等への活用が期待されるところであ

ります。 

 まちといたしましても、スマート農業の推進に当

たり、農業者、農業団体の皆様と情報共有を図り、

あわせて将来を担うＩＣＴ技術習得に対する支援等

を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に、農業委員会会長、答

弁。 

○農業委員会会長（青地 修君） ８番荒生議員の

農業振興に関する質問の４点目、アグリパートナー

協議会の活動内容についての御質問にお答えいたし

ます。 

 富良野沿線アグリパートナー協議会において実施

しております事業につきましては、婚活交流イベン

トとして７月にサマーフェスティバル、１０月に

オータムフェスティバルを実施しております。ま

た、ＪＡふらのにおいては、６月、８月、１１月に

交流イベントを実施しております。交流イベントの

概要につきましては、１対１のフリートーク、沿線

各市町村の施設見学及び時期によりましては農作業

体験等を行っているところであります。 

 これらの事業につきましては、直ちに成果に結び

つくことは難しい実態ではありますが、継続した取

り組みにより着実に後継者育成につながるよう取り

組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） まず１点目、グリーン・

ツーリズムに関して再質問させていただきます。 

 当町でのグリーン・ツーリズムの受け入れ体制に

関してですが、実態といたしまして農家戸数がどれ

ぐらいその受け入れに挙手をしているのか。また、

まちとしてそういった受け入れ事業者に対して、現

在どのような支援をなされているのか確認させてい

ただきます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 
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○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のグリーン・

ツーリズムに対しますまちとしての支援状況につい

ての御質問にお答えさせていただきますが、現在ど

れぐらいの農業者がグリーン・ツーリズムに対して

受け入れされているかという実態はちょっと私つか

んでおりませんが、グリーン・ツーリズム事業に取

り組む民間の方々がそれぞれツーリストの事業者な

んかと連携して取り組んでいるのが実態だと思いま

して、都度都度変化するものですから、どのぐらい

の戸数が受け入れているか、あるいは受け入れ先、

あるいは派遣先がどういう実態にあるかということ

は詳細をつかんでいないところでございますけれど

も、そういう活動が継続して行われているというこ

との実態はあると思います。 

 また、まちがどういう具体的な支援をしているか

ということについては、直接支援をしているという

ような実態はないかと思いますが、冒頭申し上げま

したように、いろいろな小さいグループで受け入れ

しているものについての支援は、都度対応可能なも

のについては対応していると思います。 

 また、具体的な動きがお話できるような実態がご

ざいましたら、課長が来ておりますので必要であれ

ば説明させていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ８番荒生議員の御

質問にお答えします。 

 当町でわかっているところですけれども、ＮＰＯ

法人でやっている業者がおりまして、そこで上富良

野町で大体４件ぐらい、それから、あと農家と学校

とでインターンシップや何かやっているところ、酪

農家ですとかあとワイナリーを持っている農家と

か、それで３件ぐらいというふうに把握していると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） では、町長の御答弁では、

具体的な支援というのはまだなされていないという

ことですが、現在上川総合振興局のホームページの

中で、農業体験情報ふれあいファームガイドという

のがございまして、上川エリアで約５８件の農家の

登録がありまして、当町においては私の知るところ

では３件の農家が実際に積極的にそういったグリー

ン・ツーリズム受け入れに向けての情報発信という

のをしております。 

 そのような中、もし可能な支援ということであれ

ば、直接それにお金を出すということではなく、間

接的にできることを考えていただければと思うので

すが、例えば当町のホームページの農業振興課の

ページの中に、そういった実際の受け入れ事業者を

御紹介いただくページを作成していただいたり、ま

た、当町においてはホームページのトップバナーに

観光協会のほうもありますので、その中のカテゴ

リーに遊ぶとか体験というようなコンテンツがあり

ますので、もし御協力をいただけるのであれば、そ

ういった形で一生懸命取り組んでいる事業者の後押

しをお願いしたく、再度御答弁お願いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のグリーン・

ツーリズムについての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 実は私も受け入れしておりました。３年ほど継続

して受け入れしておりましたけれども、私の実感か

ら申し上げますと、非常に家族に負担がかかりま

す。忙しい最中でも、こぼすわけではないですけれ

ども、大勢の方がお見えになっていろいろ、例えば

食事を提供するにしても食事の提供はできないので

す。そういうなりわいとしてやっていませんので、

修学旅行生とかうちは受けていましたけれども、実

際子どもたちが調理をしたものをみずから食べるこ

とは許されるのですが、あらかじめ特産品だとか地

産地消という目的で用意をしておいたものを提供す

るということができないとか、非常にハードルが高

かったです、家族にも。 

 だけれども、苦労はありましたけれども本州の高

校生や何かからお礼の手紙が来る、そんなほっとす

る一面も体験しましたけれども、事業として非常に

有意義なものであるということも逆に実感いたしま

したので、どういう方法、今、観光部門からの切り

口も御紹介いただきましたけれども、そういうとこ

ろを少しお手伝いいただけると、農家だけに展開を

お願いしてもなかなかちょっと進めづらいかなとい

うことがございますので、少し私もさらに勉強させ

ていただいて、観光という切り口からもあわせて検

討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 御苦労話もお聞きできまし

て、確かに農繁期と申しますか、忙しい時期の６

月、９月という修学旅行が全国的にもレギュラー化

している中で、その受け入れに際しては細心の注意

と、また、御苦労が多々あるということも聞き及ん

でおります。 

 そのような中、そういった取り組みを積極的に

やっている事業者に対しては、ぜひお金のかからな

い支援策多々考えられると思いますので、引き続き

研究・検討していただいた中で御支援を提供いただ

ければと考えております。 

 続きまして、２点目の再質問をさせていただきま



― 107 ―

す。 

 現在、北海道においての新規就農者数というの

は、昨年秋に発表されました平成３０年度新規就農

者実態調査の結果では、前年比９３％、４０名の

減、トータル５２９名となっております。当町にお

いての実態は、残念ながらここ二、三年の中では新

規就農いただいた方が２件と聞き及んでおります。 

 それぐらいとまらない農家戸数の減少に対し非常

に危惧している中、国では令和元年度の補正予算の

メニューに新規就農支援緊急対策事業なる対策を打

ち出し、就職氷河期世代等を含む幅広い就農を促進

するため、就農希望者の就農準備への支援や農業大

学校などにおけるリカレント教育の提供等、地域に

おける受け入れ支援体制を充実させ、地域農業の支

え手を確保し、育成を目指しているという施策も展

開しております。 

 それぐらい日本全国的にも喫緊な課題ということ

で捉えております中、当町においてもぜひ大切な新

規就農者の受け入れをスムーズに行い、新規就農に

関するさまざまな補助メニューの情報提供、また円

滑な就農に向け、より強固な地域の受け入れ体制の

構築が必要と考えます。町長のお考えをお聞かせく

ださい。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の新規就農者

の受け入れ体制についての御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 議員と全く私も危機感を持つぐらい新規就農者に

対する課題の大きさというものを認識しておりま

す。 

 まちといたしましても、国の制度の活用等も含め

て受け皿としては、迎え入れる入り口の体制という

のは一定程度整備されているというふうに思ってお

ります。しかし、私の体験も含めまして、実際そう

いった農業に憧れであったり興味を持たれたりとい

う方が潜在していることは、これはもうおっしゃる

とおりなのですが、実際の就農に結びつくまでのプ

ロセスというのはなかなか難しいという実態がござ

います。 

 一つ一つ解きほぐして、少しでも新規就農者の思

いをかなえてあげられるようにお手伝いをしてあげ

たいのも当然でありますし、ぜひそういう求めがあ

れば積極的に応えていく、我々の構えもしておかな

ければならないということは十分に理解しておりま

すが、何分にでも全く農業に未経験の方々が、本を

読んだり、あるいは情報を得る中で、自分の志のみ

を持って就農に結びつくかというと非常にハードル

があるということ、そこの工夫をもっともっとしな

ければ、実際の新規就農につながらないなという実

感を持っておりますので、まちとしてできること、

またこれまで取り組んできた学習の反省点を踏まえ

て、本当に確実に新規就農に結びつくような方策を

もっともっと真剣に考える必要があると考えている

ところでございます。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） ただいまの御答弁どおり、

重要な施策ということは十分認識した中で、どのよ

うな形で新規就農者を迎えられるかということもこ

れからも積極的に検討いただいて、そういった受け

入れの体制構築等々図っていただければと思いま

す。 

 続きまして３点目、御答弁にございましたＲＴＫ

基地局のお話でございますが、私もいろいろと情報

収集する中で、リアルタイムキネマティックＧＰＳ

というその略で、従前は人工衛星からそのまま発信

されたシグナルを自動操舵のトラクターで受けて、

誤差が数十センチあったというのが四、五年前と記

憶しております。 

 そのような中、ホクレンが昨年４月からこのＲＴ

Ｋの基地局設置というのに積極的に着手し、現在北

海道内では１,１５０の基地局が既に設置されてお

ります。御答弁でＪＡふらの、こちらのホクレンの

事業を２０２０年から開始ということになっており

ますけれども、基地局自体の場所とか、また、そう

いったシステムを利用する方々の利用料金の形態と

いうのはどのようになっているのか、わかる範囲で

結構です。御答弁お願いします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員のＩＣＴ技術

の活用に関します御質問にお答えをさせていただき

ます。 

 ホクレンが行おうとしておりますＲＴＫシステム

についてのお尋ねが主かと思いますが、議員からお

話あったとおりのような利用を想定しているものか

というふうに思います。 

 現在は通信衛星からの位置情報の技術が活用され

ておりますが、残念ながらちょっと精度の面では十

分ではないものでございますから、今度はそういう

基地局ができることによって、今、実証実験がもう

既にされておりますけれども、播種だとかあるいは

例えばコンバインの自動制御だとか、もうちょっと

精密度の高いものに活用できることになろうかなと

想定しております。そうなれば、同じ圃場の中で１

台はオペレーターがとって、１台はそのＲＴＫを

使って並行作業をするとか、そういうことは可能

に、もうほぼこれはもう実証されておりますので、

そういうところへ手が届いていくのかなということ

で、人手不足については相当貢献が期待できるのか
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なと。ただ、今のところ平地しか使えないという、

まだ起伏があるところとか傾斜の流れ度を修正する

とか、そういうところまで至っていないようですの

で、そういうところにまでいけばいいなと願ってい

るところでございます。 

 利用料につきましては、課長のほうから御答弁さ

せていただきます。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（狩野寿志君） ただいまの８番荒

生議員の御質問にお答えします。 

 ＲＴＫの利用料としては年間５,０００円という

ふうになっております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） その利用料が年間５,００

０円ということで、多分この春からもう導入になろ

うかと思われますけれども、実際に今の町長の御答

弁でまだ実証実験を経たばかりで平地しか運用がで

きないということでしたが、当町におけるそういっ

たＲＴＫシステムをもう早期に利用したいと挙手さ

れている農家はどれぐらいいらっしゃるのですか。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） 荒生議員の御質問

にお答えいたします。 

 実際に入れている方何件かいらっしゃいますし、

東中のほうでもＩＣＴ協議会ございまして、そこで

活用されている方も何件かいらっしゃいます。 

 あと今ＪＡのほうでもことし４月から取り組む農

家に対しまして、実際のアンケート調査といいます

か、調査をしているところということは聞き及んで

ございます。件数自体はまだ二十何件ぐらいという

ふうには聞いていますけれども、これからどんどん

ふえていくのではないかなというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番、荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 先ほどの質問の中に、基地

局の場所がどこに設置されるのかというのと、あと

そのシグナルをエリアカバーというのは、例えば半

径２０キロ圏が全て網羅されるとかというのは、多

分設置時に一定程度説明等々なされていると思うの

ですが、詳細に関して確認させてください。 

○議長（村上和子君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（狩野寿志君） 今の８番荒生議員

の御質問にお答えいたします。 

 ホクレンのほうでも昨年から調査を進めていまし

て、場所については中富良野のＪＡ中富良野支所の

ところにアンテナが立っていまして、そこから半径

２０キロ以内という範囲がありますので、それが上

富良野町は全部網羅できるということで、今回事業

に踏み切ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 現在まだ２０件強の農家と

いうことですが、今後さらにスマート農業化が進む

ことによってそういった希望者に対して、また当町

ちょっと道のホームページで調べましたら、うちの

まちの光ファイバーのエリアカバー率というのがま

だ残念ながら７０％前後しかカバーできていないと

いう実態がありまして、今並べましたそういった自

動操舵のトラクター、ほかにもスマート農業に考え

られることは、やはりそういった通信網の整備をな

くしては先に物事が進まないということで、大変危

惧しております。 

 国では皆様御存じのとおり、５Ｇというサービス

が２０２０年３月からということですので、実態は

都市部のほうから我々の北海道地域へ、その後に普

及されることになるかと思われますけれども、今の

ＲＴＫに関してはあくまでもＧＰＳという機能をそ

の人工衛星から基地局を経由して操舵に引用すると

いう中ですけれども、あと考えられるスマート農業

というのは、例えば重いものを持つときのスーツで

あったりとか、あとは農業日報の管理というのも今

はもうｉＰａｄでやる。自動的に天気、それから気

温のデータ、また生育状況などというのももう実際

にデータ化をして、そういったデータを道が提供す

るデータと兼ね合わせて、翌年の作物をもう志向す

るというような段階まで事業自体はそのもの進んで

おります。 

 本当に農家にとってはこれからの時代、この通信

網の整備というのが一つの鍵になると考えますけれ

ども、５Ｇの普及でどれだけエリアカバーがなされ

るというのは、私もプロではありませんのでそこま

での知識はないのですけれども、町長に確認させて

いただき点は、農家、たとえ郡部の端の端でも、や

はりこういった後継者不足とか人手不足といった意

味で、必ず将来にはこういったスマート農業を使用

せざるを得ないという時代が来ると思います。 

 全ての農業従事者にそういった通信網の確約とか

をいただければ、事業者がまた一生懸命に先々を考

えていただけると思うのですが、それに関しての町

長の思いというのをお聞かせください。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 非常に将来を見た農業の姿というものを想定した

御質問をいただきました。 

 いろいろそういった最先端技術を活用した農業の
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あり方というのは、私は相当のスピード感を持って

進んでいくと期待もしております。先ほどお話あり

ました補助スーツだとか、そういったものもかなり

果樹農家やハウス農家の中ではもう既に使われてい

る方もあるというふうには聞いておりますし、一方

ＲＴＫを用いない中でもドローンを使った営農とか

というのはもう相当実用化されてきておりますの

で、そういったこともまだまだ普及していくと思い

ます。 

 さらには、その経営自体を管理する管理システ

ム、当然農業も含めてですが、そういったことはも

うほぼ浸透したかなというぐらい、農協も積極的に

サポートしておりますので、農業者の方も税理士が

直接入って指導しているという形は何ももう珍しく

ない状況になっておりまして、そういうふうに進ん

でおります。 

 あと情報管理なんかについて、既にもうＪＡふら

のでは実施しておりますが、ＪＡコネクトというス

マホを使って常に農協と情報をやりとり、あるいは

従来はＦＡＸで送っていた情報をそれぞれ農業者の

スマホに直接送ったり、必要なものだけアウトプッ

トするというようなことも既に皆さん利用されてい

たり、私ども想像つかないようなスピードで進んで

おりますので、そういったことにまちがやっぱり応

援してあげないと、皆さん方広く活用できないと思

います。そういうことにはしっかり情報収集を図り

ながら、特に８次計画の実践計画の中では非常に大

きい課題というふうに捉えておりますので、いろい

ろな情報がまたありましたら聞かせていただきたい

し、まちも積極的に応援してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（村上和子君） ８番、荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） それでは、町長に最後に一

まとめの御答弁をお願いし、続きまして４点目農業

委員会会長の報告に質問をさせていただきます。 

 まず、当町のホームページのトップページのバ

ナーには婚活・恋活どーんと恋ということで、当町

のアグリパートナー協議会のバナーが張られていま

すが、クリックをいたしますと残念ながら２０１４

年そのページが開設されて以後、お知らせという欄

に、例えば今現在でまだ昨年のオータムフェストに

参加しましたというような終了の事後報告のみがな

されているだけで、上富良野町の農作業風景という

ページ、これも２０１４年開設時から全くアップさ

れていません。また、農業青年紹介という素敵なコ

ンテンツもある中写真は１枚もなく、残念ながら本

当に８年間時がとまっているのがホームページから

見受けられました。 

 本当に、要は後継者問題にとってはこのアグリ

パートナー事業というのは１丁目１番地です。本当

に大切な入り口の事業だと私は認識しております。 

 例えば、今、協議会のイニシアティブをとってい

る富良野市とかも含めて、多分女性はどういった農

業青年とのそういった婚活の事業があるかなという

ことで、ネットでいろいろ地域を調べると思いま

す。富良野沿線の協会であれば５市町村が関連して

いるということで、それぞれ富良野市であったり他

市町村、また当町のホームページも必ず見ることで

しょう。忙しいかもしれません。でも、せっかくあ

るツールですので、思いがあれば必ずいい情報を女

性に与えることができると思いますが、これまでの

間更新できなかった背景と申しますか、事由を説明

お願いいたします。 

○議長（村上和子君） 農業委員会会長。 

○農業委員会会長（青地 修君） ８番荒生議員の

質問にお答えいたします。 

 ホームページの更新が８年間なされていなかっ

た、大変恥ずかしい話ですが、私も今まで気がつい

ておりませんでした。大変申しわけないと思いま

す。 

 ただ、アグリパートナー協議会というのは上富良

野だけではなくて、富良野沿線全体の中で婚活交流

事業を行うというふうになっております。その中

で、事務局が富良野になっているからというのは言

い訳になってしまいますが、富良野圏域全体の中で

どういう形で進めていくことが結婚に結びつくよう

な事業になろうかということで、全体の話の中で

やっておりますので、実際に婚活交流サイトの発信

は富良野沿線の中の事務局が担当してやっていると

いうことから、どうしても後手になっていたのかな

と今お話を聞かせていただきまして反省していると

ころでもございます。細かい事業内容というのは、

私にもちょっとわからないところがありますので、

事務局のほうから補足説明させていただきます。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） ８番荒生議

員の御質問にお答えいたします。 

 当町におきますホームページの更新がされていな

かったということで、ただいま大変反省していると

ころでございます。 

 今後は農業者の収穫作業体験状況とかそういうよ

うなデータ写真等撮影し、ホームページの更新を

図ってまいりたいと思っております。 

○議長（村上和子君） ８番、荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 事務局長からも答弁ありま

したとおり、今後は更新いただけるということで期

待しております。 

 また、農業委員会会長から御答弁ありました。確
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かに富良野の事務局では、もう本年度のスケジュー

リングというのも既に６月からそれぞれのそういっ

たイベントというのはアップ済みです。やはりそう

いったところでしっかりと情報が出されているとい

うことは大事なことではあるのですが、せっかく当

町としての思いをどーんと恋ということですから、

これでは来ませんので、ぜひ更新というのを積極的

にいただければと思います。 

 また、この関連の質問なのですけれども、現在こ

の婚活に積極的な先進事例のお話をさせていただき

ますと、婚活イベントの一月前ぐらいから、例えば

若干お金はかかるのですけれども、衣服をコーディ

ネートしていただけるような専門的なスタイリスト

を雇ったり、また、ふだん一生懸命農業に従事して

いますと髪型なんていうのは多分気にしていないと

思います。そういったことで、少しでもファースト

インプレッション、第一印象をよくするための施策

として、ヘアメークさんを呼んで髪型どのような感

じがあなたには似合うよというような助言をいただ

いたり、それぐらいして積極的にお嫁さんを獲得し

ようと頑張っている自治体があります。どのぐらい

お金もがかかるかとか、結局服を買うのは御本人が

金を出すことですから、その助言程度であればうち

のまちもささやかながらそういったサポートという

のはできる気がするのですが、その辺の御答弁お願

いいたします。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） ８番荒生議

員の御質問にお答えいたします。 

 当町におきますそういう指導につきましても、富

良野地方アグリパートナー協議会でイベントを実施

する前に、各参加農業青年には荒生議員言われたと

おり、身だしなみ、爪をちゃんと切ろうとか髪型を

きれいにしようとか、当日は長靴は履いてこないよ

うにしようとか、そういったような事前に資料を配

布いたしまして、その辺を注意して当日は参加する

ようにということを促しております。また、当日イ

ベント参加前には、札幌からイベント接遇の講師の

方に来ていただきまして、当日フリートークといい

ましてそのトークの話題、どういった話題が今旬な

のかとか、そういったことまで細かくアドバイス、

研修を行いまして、その後イベントのほうに参加し

ていただいているという実態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ８番、荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） そこまでやっているとはつ

ゆ知らず、ちょっと一歩進んだ形での質問になって

しまいましたが、そういった形でそれほどまでして

やはりお嫁さんを自町に招きたいという気持ちのあ

らわれかと思いますので、フリートーク１対１が事

業内容で報告されましたけれども、本当に農業青年

の方、向山町長とか元西村議長を見ると、お話がす

ごいうまいので口下手という方、私ちょっと余り農

業従事者では知らないのですけれども、一般的に言

われることは、農業青年は稲穂には話しかけること

はできるけれども、生身の女性にはなかなか言葉が

発せないという、そういったことも言われておりま

す。 

 そのような中、今度はまた違う先進事例ですが、

持参自消という先進的な取り組みをしていまして、

例えば、これは口下手な農業青年が自身でつくった

ニンジンを対象者となり得る女性に、厨房で調理を

お願いしてそのニンジンを口にしていただいて、そ

の男性の人柄を知っていただくという、これは持ち

込みの持参のほうですけれども、そういった事業展

開をしているところも現にあると聞き及んでおりま

す。 

 今、富良野の婚活イベント等々では、札幌から女

性が来て富良野沿線の諸施設を回ったり、また季節

によってはその収穫体験がプログラミング化されて

いるのは承知ですけれども、例えば当町、上富良野

町でそういった対象者を呼んで、このフィールドを

回ってお帰りいただくというのは過去にやったこと

はありますか。 

○議長（村上和子君） 農業委員会事務局長、答

弁。 

○農業委員会事務局長（大谷隆樹君） ８番荒生議

員の御質問にお答えいたします。 

 当町におきましても、先ほど言いました富良野地

方アグリパートナー協議会では、各沿線市町村のそ

れぞれの施設を回ったり、例えば特産の豚サガリ等

を夕食交流会のときににぎわいテントのほうで食べ

ていただくというようなこともやっております。各

市町村それぞれの特産品をＰＲする、そういうよう

な活動もしているところです。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ８番、荒生博一君。 

○８番（荒生博一君） 活動内容大幅に理解いたし

ましたので、最後に向山町長に今までの農業振興策

を総じて、熱き思いを聞きたく、最後の質問とさせ

ていただきます。 

 昨年４月に策定されました上富良野町農業振興計

画、私議員になりたてのころにたしか第７期の実践

プランという資料を手元に持っていたような気がし

ますけれども、昨年策定されました８期の計画にお

いてもそのアクションプランという計画というの

は、現在の進捗状況はどのようになっているのかと

いうことをお聞きし、さらに、これからの上富良野
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町の農業振興のために、当町に訪れていただく観光

のお客様は、農業者の方がつくったすばらしい景観

があるから我々観光従事者というのは商売が成り

立っております。やはり農家戸数の減少、私が議員

になりたてのころは平成２７年３００弱あった農家

戸数が、多分推測によると１０年後には１５０件ま

で減少するであろうということで、さきに質問した

内容にも残念ながら当町の新規就農の方々が３年間

で２件という、これは本当にゆるぎない実態でござ

いまして、本当にこのまま進みますとやはり１５０

という数字にほぼほぼ近くなるのではないかと大変

危惧をしております。 

 そのような中、いろいろな８次の施策展開の中

で、町長に言及していただきましたさまざまな、例

えば新規就農の受け入れ、またアグリパートナー事

業も総じてですけれども、やはり担い手、後継者育

成というのがこの農業振興には鍵になると思いま

す。 

 最後にこの農業振興、それから、そういった減少

が本当に緩やかに進むような町長の施策、思いとい

うのがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ８番荒生議員の今後の農業

政策全般にわたります考えにつきましてお答えさせ

ていただきたいと思いますが、冒頭お尋ねいただき

ました農家人口の減少に伴って、後継者不足、担い

手不足というのは、まずそれ以前に北海道が示しま

した将来の本町の農業従事者の減少の姿のシミュ

レーション、年度はいまちょっと手元に資料がござ

いませんので断定できませんが、１５０戸になると

いうシミュレーションが示されまして大きなショッ

クを受けまして、それからにわかに火がついたとい

うのが実感でございます。 

 そういう中で、特に新規就農者、それからアグリ

パートナーのパートナー探し、これらはやっぱり先

ほど私お答えいたしましたけれども、受け皿になり

得る仕組みというものが非常に乏しいと、願わくば

私は観光事業者などと結びついて個人の生産法人で

はなくて、大きな一定程度の規模を持った農業生産

法人等がそういう受け皿の一部をなりわいとしてで

もいいですから、担っていただけるような仕組みづ

くりができたらなと心から願っております。 

 今現在、うちのまちも個人法人は結構生まれてお

りますけれども、そういう少し仕事に別な部門を設

けて、そういうところに業態を広げていただけるよ

うな仕組みがあれば、先ほど言った新規就農の受け

皿、研修先としての受け皿、女性で農業に関心をお

持ちの方の１０日なり一週間なり体験していただく

ような受け皿にでもなり得るでしょうし、さまざま

な効果を期待できるなということで、特に私申して

おりますように、規模の大小にかかわりなく農業で

なりわいがなるようなそういう上富良野農業を構築

したいという思いが根底にありまして、そういうと

ころに大いに私は力を入れていきたいと思っている

ところでございます。 

 そういったものを思いをしたためた実践計画が実

はできたのです。過日、農業振興審議会がありまし

て、そこで最終決定をいただきまして今度皆さん方

の目に触れていただけるようになると思いますが、

完成いたしましたのでぜひ今度ごらんになっていた

だければと思います。 

 いずれにいたしましても、後継者の確保、担い手

の確保、新規就農者を含めて、これは上富良野の将

来の農業を左右する大きな課題だと思っております

ので、本当に不退転の覚悟を持って、まちの支援も

含めて積極的に取り組んでいきたいという思いを述

べたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 以上を持ちまして、８番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番米沢義英君の発言を許します。 

○７番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました４項目について質問いたします。 

 １点目は、複合拠点施設、町立病院の建設につい

てであります。 

 まちの公共施設の建設においては、住民との意見

を聞くなどの合意形成がどうしても必要だと考えま

す。また、同時に財源確保や立地場所などのどのよ

うな施設機能及び規模にするかなどを明確にするこ

とが求められていると考えます。さらにまちの財政

を見ると、こういう建設に至っては余力がある状況

ではありません。今、現状を見ますと、将来的にも

現在においても経常的な経費、扶助的な費用などが

将来的にもふえる傾向にあります。 

 そのような状況を踏まえれば、当然財源の確保や

資金の計画などにおいてしっかりとした将来の見通

しを立てるということが必要だと考えます。 

 次の項目についてお伺いいたします。 

 一つには、町立病院、拠点施設の機能、立地場所

などはどのように計画に反映されようとしているの

かお伺いいたします。 

 また、同時に財源の手当について伺います。施設

建設においては、短期・長期の財政計画、資金計画

の見通しが当然なくてはならないと考えますが、こ

の点についてはどのように考えているのかお伺いい

たします。 

 次に、三つ目には施設建設により住民の福祉や暮

らしのサービスに影響があってはならないと考えま
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す。例えば、公共料金の引き上げが起こるなど住民

の暮らしに直結するような福祉サービスなど、暮ら

しを守る予算が少なくなるというのでは到底理解で

きないものであります。同時に、財源や立地場所、

施設機能や最優先度の必要など、建設においての見

通しの不透明な点がこの間においてもあると私は考

えておりますが、この点についてどのようにお考え

なのかお伺いいたします。 

 次に地域カード、キャッシュレスの取り組みにつ

いてお伺いいたします。 

 今、景気の後退が叫ばれています。また同時に、

上富良野町においても消費の流失が避けられない中

で、個店の経営も大変になっているという状況があ

ります。地域の商工業者をそういう中でしっかりと

守り、育成することが大事になっていると考えま

す。商工会では、地域商店の活性化を目指し、地

域カード及びキャッシュレスを進めるために新たな

施策を展開しようとします。同時に、多くの問題や

課題があります。年代や個店により取り組みの状況

については、設備に係る費用の負担の問題や機種を

導入しても使用することが困難だなど、たくさんの

課題があります。同時に後継者がいて経済的な余裕

があれば、制度の導入に前向きになる方もふえるの

かもしれませんが、現状は非常に厳しいものがあり

ます。個店の皆さんは、そういう困難を抱えながら

も経営努力をしながら現状では頑張っています。 

 ですから、しっかりとその側面を支え、応援する

ことが今求められていると考えます。そういった点

で、まちの支援というのはどのような支援をするの

か、また、現状と課題についてもお伺いいたしま

す。 

 次に、予約型乗合タクシーについてお伺いいたし

ます。 

 乗合タクシーは利用者からも喜ばれている制度で

あります。今後、高齢化の進行や免許証の返納など

が重なれば、利用率も高まることが考えられます。 

 一方で、課題は利用者からはもっと利便性を向上

してほしいという声が聞かれます。増便や時間、料

金設定、自由な時間に乗車ができるようになど、

数々の改善策を求める声があります。 

 そういう意味において、まちについても現状の制

度を新たに見直して、利用者が乗車しやすいような

対策をいま一歩進めるべきだと考えますが、この点

についてお伺いいたします。 

 次に、学校給食費の負担軽減について教育長にお

伺いいたします。 

 学校給食は、子どもの成長を育む大切なものであ

ります。今、管理栄養士の方が学校へ出向いて、食

の大切さを児童に話をしながら食のすばらしさを教

えています。 

 近年では、食は子どもの成長を促す立場から、学

校給食費の負担軽減に努める自治体もふえてきてい

ます。また同時に、その背景には憲法第２６条教育

を受ける権利、受けさせる義務では、義務教育はこ

れを無償にするとされています。 

 町においては、学校給食費の負担軽減について前

向きに検討すべきだと考えますが、町長及び教育長

にこの点についての見解を求めます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の４項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目の今後予定をしております多額の費

用を要する複合拠点施設及び町立病院の建設に関す

る３点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の施設機能や立地場所などの計画へ

の反映についてでありますが、複合拠点施設につき

ましては、本年度において基本計画の策定を進めて

おり、間もなく策定作業が終了する予定となってお

り、基本計画の策定に当たりましては、町民検討会

議での御議論を初め、町民アンケートの回答、御意

見等を集約し交流をキーワードといたしまして、情

報発信機能、休憩機能、子育て機能、物産販売機

能、食品加工機能の五つの機能について、基本計画

に位置づけしたところであります。 

 また、立地場所につきましても具体的な場所の明

示ではなく、町民の皆様を初め、町外から来こられ

る方々の利便性や施設規模に応じた敷地の確保な

ど、さまざまな角度から御協議をいただき、基本計

画の中に反映をさせていただいております。 

 また、町立病院の整備に当たりましては、建設コ

ストを抑えた中で機能的でコンパクトな病院とする

ことを基本としており、御質問の施設機能につきま

しては来年度策定を予定しております基本構想及び

基本計画策定の中で今後の高齢化の推移を考慮し、

さらに地域医療構想との整合性を図った上で、これ

らについても計画へ反映させたいと考えているとこ

ろであります。 

 また、立地は状況につきましても、施設規模、利

用者等の利便性、２次、３次医療圏へのアクセス、

将来の福祉施設との連携、さらに事業費等を総合的

に検討した上で、現病院施設敷地及び隣接する公共

用地も含め決定してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の財源及び財政見通しに関する御質

問ですが、３点目の御質問と関連がございますので

あわせてお答えさせていただきます。 

 まず、複合拠点施設につきましては、地方再生法

に基づきます地方創生拠点整備交付金の活用を軸に

検討を行っているところであります。 
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 これにつきましては、補助率は２分の１となって

おり、補助残の起債につきましても今年度において

半分の２分の１が交付税措置されるものであります

が、さらにより有利な財源の確保についても研究を

行ってまいりたいと考えております。 

 次に、町立病院の改築に関する補助金につきまし

ては、北海道防衛局も含め、関係機関と有利な財源

について協議を進めてまいりますが、補助残につき

ましては多くが企業債で賄う財源構成となるものと

思われます。 

 いずれにいたしましても、両施設とも整備後にお

いて償還費や維持費の財政負担が発生いたします

が、自治体にとり健全性を確保した財政運営は変わ

ることのない基本原則であり、本事業推進に当たり

ましてもこれまで同様、次世代に過剰な負担となら

ないように心がけ、中長期の財政計画も示しながら

町民の理解を得られるよう努力を続けてまいりたい

と考えております。 

 同時に、他の行政サービスにも支障が生じないよ

う適切な行政財政運営に努めてまいりますことと、

現在進めております建設計画におきましても、進捗

状況に応じて必要な情報提供をさせていただいてお

り、引き続き透明性を確保した中でとりすすめてま

いりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目の地域カード導入、キャッシュレス

化への現状と課題、支援に関する御質問にお答えさ

せていただきます。 

 キャッシュレス化につきましては、国においても

昨年１０月の消費税増税に伴う一連の経済対策の一

つとして、クレジットカード支払い端末機の無償貸

与など普及のための取り組みが行われてきており、

まちにおきましてもキャッシュレス化が消費者、事

業者それぞれに利便性やサービス向上につながるも

のと理解をしているところであります。 

 また、地域カードの導入につきましても、既に導

入への支援について商工会より要望を受けていると

ころであり、まちの商工業振興計画にも位置づけて

おり、現在検討を進めているところであります。 

 これらについての課題についてでありますが、何

より多くの事業者の参入が重要であることから、現

在商工会が中心となって各個店のキャッシュレス化

と地域カードの導入について積極的な働きかけが行

われているものと認識をしておりますが、クレジッ

トカード支払い端末の設置につきましては、イン

ターネット環境を整備しなければならないことや新

たに決済手数料の負担が生じることから、一部の経

営者の方々において多少消極的に捉えられている傾

向もあり、商工会におきましては今後も引き続き導

入への理解が得られるよう働きかけが行われるもの

と期待をしているところであります。 

 一方、まちの支援体制につきましては、特に地

域カード導入に向け商工会の取り組み状況について

情報提供を受ける中で、他地域での取り組み状況に

ついての情報提供等を行なっているところでありま

す。 

 今後、事業者の皆様の取り組みの広がりなども見

られ、地域カードの有効活用につながるような具体

的支援策について商工会と連携し、検討を進めてま

いりますので御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの予約型乗合タクシーについての

御質問にお答えいたします。 

 予約型乗合タクシー事業の実施については、町政

執行方針の中でも述べさせていただいたところであ

りますが、高齢者や障害者などの地域内における交

通手段として定着していることから、運行委託事業

者と連携を図りながら、引き続き利便性向上と安全

運行を基本に取り組んでいくこととしております。 

 特に今年度からは、調整交付金を活用した基金事

業として実施することとし、長期的に安定した財源

確保を図り、事業の継続性と充実を目指してまいり

ます。 

 予約型乗合タクシー事業につきましては、町営路

線バスの廃止を契機として高齢者や障害者の方々な

ど、いわゆる交通弱者の生活支援や閉じこもりを予

防することを目的に、町内における移動手段の確保

策として実施をしているものであり、通常のタク

シーのような利用を前提とした事業とはしていない

ことから、乗車時間や乗車方法には一定の条件を設

けて御利用いただいており、これまで行ってきたア

ンケート調査においても多くの利用者に御理解をい

ただいているものと認識をしております。 

 ただ、議員の御質問にあるように、運行時間や料

金設定などについて御意見が寄せられていることも

承知をしておりますが、運行委託事業者の本業であ

るタクシー事業への影響や運転手の確保状況を勘案

しながら現行の運行が設定されており、現状では増

便等への対応は難しいと判断しており、令和２年度

については現行の運行内容で継続することを予定し

ております。 

 しかしながら、今後も進むであろろう高齢化社会

を見据えてサービス向上につながる改善につきまし

ては、さらに研究をさせていただきたいと思います

ので御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 次に教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番米沢議員の４項目

め、学校給食の負担軽減についての御質問にお答え

します。 

 ５番金子議員の御質問にもお答えいたしましたと



― 114 ―

おり、学校給食費については学校給食法において、

食材の購入に要する費用は保護者の負担とすると規

定されており、給食費の全額を食材の購入費用に充

てているところであり、施設及び設備に要する経費

並びに人件費など、学校給食の運営に要する経費に

ついては設置者負担となっております。 

 また、町教育委員会では、給食費の軽減を図るた

め定額の助成を実施するとともに、要保護・準要保

護世帯に対しまして全額支援を実施しております。 

 今後におきましても、これまで同様法に基づき、

保護者に給食費の負担をいただきながら、まちから

の定額助成、就学援助等を引き続き実施してまいり

たいと考えており、新たに給食費軽減策を設けるこ

とについては現時点で考えておりませんことを御理

解賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ７番、米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 質問させていただきます。 

 まず、将来のこの施設建設等に至っては、財源の

見通しをやはり明確にするということが必要かとい

うふうに思います。現段階ではいろいろ不透明なと

ころもあり、なかなか明確にできない部分もあるの

かもしれません。 

 そこでお伺いいたしますが、一般的に将来病院、

あるいは拠点施設を建設するとすれば、シミュレー

ションで大体このぐらいで費用負担がかかって経常

的な収支比率や公債費比率がどうなるのかというと

ころをきちっと財政で押さえていなければならない

部分ではないのかなというふうに思います。 

 そういう意味で、これから老朽化する施設、ある

いは緊急に対応しなければならないもの等が現在で

も出てきております。そういうことを考えれば、そ

う財政的に余裕が決してある状況ではないというふ

うに考えております。だからこそ将来の財政見通し

がどうなるのかというようなシミュレーション等を

参考にしながら、議会や住民の皆さん方にその動き

を示すことが大事だと思いますが、こういったシ

ミュレーション等をされてきたのかどうなのか、こ

の点お伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 これから予定をしております事業等を含めてのま

ちの財政計画の示し方についてお答えさせていただ

きますが、議員おっしゃるとおり財政計画というも

のは、極力精度の高い計画を示しながら事業を進め

てまいるというのが大前提でございます。ただ、そ

れぞれの各事業の計画の進捗段階において、最初は

もう本当にアバウトなものから始まりますので、そ

れから構想を積み重ね、あるいは基本計画を持ちな

がらだんだん具体的な計画に集約してまいります。

それぞれの各段階で最初は本当に大づかみのもの、

一方では今、御質問にありましたような既に存在す

る施設の維持、修繕、あるいは更新、そういったも

のはある程度数字として押さえておりますし、今ま

でも都度皆さん方にお示ししておりますように、長

寿命化を初め、そういったものをまず前提において

新たな事業を組み立てたときに、どの程度の財源の

見通しを持てるかということを常に財政計画の中で

組み立てながら、現実味のある事業となるかどうか

ということを検証しております。 

 なかなか数字として見えない、あるいは数字とし

て聞けないそういう皆さん方にとっては少しまどろ

こしさもあろうかと思いますが、まちとしてはしっ

かりその辺の数字が余りぶれのないものに積み上

がったときにお示ししていくことが、判断をいただ

くために非常によろしいかというようなことで、各

段階に応じて皆さん方に必要な数字なり情報をお示

ししているというふうに私ども理解しておりますの

で、物によってはもう少し先々の話も聞きたいなと

いうこともおありだと思いますが、そういうことで

事業計画というものを進めているということをぜひ

御理解いただきたいことと、重ねて申し上げますが

そういったこと前提に財政計画を持っているという

ことも御理解いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 財政計画は持っているけれ

ども、具体的には数値は言えないというか、わから

ないというような話であるかというふうに思いま

す。 

 例えば、平米単価６０万円だとか、そういうもの

をあくまでも想定して、病院、拠点施設の面積に合

わせて単価を掛けてやれば、ある程度のものという

のは示すことができるのではないかというふうに思

います。 

 拠点施設でいえば、このぐらいの部分が出てきて

おりますから、病院についてはいろいろ不透明な部

分があるかもしれませんが、ある程度の面積だとか

も含めた場合、出せる範囲、正確ではありませんけ

れども、より正確なものを提示したいという、これ

は町財政を預かる以上そうなのかもしれませんが、

私たちとしたらやっぱりそういうものも含めてこう

いう部分、こういう財源が必要だからおそらく将来

的な経常比率や公債費負担比率がこうなるだろうと

いうような、そういった想定もできるのではないか

というふうに思いますが、そこら辺は全然している

のですか、していないのですか。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 非常にいいことを聞いてくれたなと思っていま

す。今、米沢議員からお話のような、ある程度その

坪単価とか平米単価、あるいは面積を掛けたり云々

して今まで私の経験で申し上げますと、実はいろい

ろな計画を持ったときに、本当に大ざっぱに大ぐく

りでこれぐらいの事業費になることも想定しており

ますということで、御説明させていただいた時代が

ございました。必ず御意見、御指導いただいたの

は、そんな大ざっぱなものを示されても困ると、も

うしっかりとこれだという数字で示していただきた

いということで、今までずっと私どもそういうこと

が一方でだんだん身についたこともありまして、な

るべく正確なぶれのないような数字に私どもが組み

立てた段階でお示しすることが、皆さんにとっても

判断していただくためによかれというような思いも

ございまして、今日に至っているという背景も少し

御理解いただきたいと思いますが、どういう段階で

皆さん方に御相談申し上げる数字としていいのかと

いうことは、皆さん方からも御意見、御希望があれ

ば可能な限りお答えしていくことはやぶさかではご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 大枠と実際の指数というの

をきちっと使い分けて提示すれば何ら問題ないと思

うのです。それはどこでも、例えば家庭でも何か大

きいものを買おうとしたときに、うちの収入はこれ

だからちょっと規模がぐっと小さくなりますけれど

も、余り出費はいかないと、だけれどもこのぐらい

の収入の３分の１か２分の１か４分の１とか、こう

いったものだったら購入できますねというような試

算すると思うのです。そういうものを町に当てはめ

た場合に、そういう大枠の数値と実際の数値を両方

見合わせながら、この上富良野の将来的な財政のあ

り方というのはどうすべきなのかというところをま

ちとしてはきっちりと示すことが必要だというふう

に私は思うのです。 

 そこはなかなかはっきりしないものは示すことは

できないというだけではなくて、その両方を示しな

がらまちの施設建設のあり方をどうなのかというこ

とを考える必要があると思うのですが、この点確認

いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 皆さん方がぜひ議会のほうでもこれから私どもの

数値の示し方としてそういうこともいいよというこ

とであれば、それは可能でございますので総意とし

てお示しいただければ対応することは難しいことで

はないなというふうに理解をしております。 

 ただ、一つだけ申し上げますと、我々財政計画、

特に事業計画を立てる段階で、これを超えての事

業、その器の大きさなり、特に事業費でこれを超え

る計画はまちとしては持てないというところは、私

どもとして押さえつつ計画を少しずつ前へ進めてい

るということだけは、ふたをあけてみてびっくりす

るようなことにはならないようにとは、常々基本と

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） それでは拠点施設と町立病

院については、大体上限はどのぐらいだというふう

に判断されておりますか、施設規模の。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ７番米沢議員の

ただいまの拠点施設に係ります建設等の費用につい

ての御質問にお答えをさせていただきます。 

 現在のところ、先ほどから町長申しておりますよ

うに、概数ではございますけれども必要な用地の取

得でありますとか実施設計、あと軀体の整備、少々

備品等含めて大体全て合わせて１０億円以内を目指

す形で進めているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の大型公共

事業の財政投資との関係について、病院の関係で御

説明いたしますが、病院につきまして、例えばアッ

パーがどこだという具体の数字を今持ち合わせてい

る状況ではございませんけれども、町長、この間の

執行方針の答弁でも申しましたように、最近のあち

こちの病院の建設等を見たときに平米当たり６０万

円ぐらいかかっているというのが実態であります。 

 これらにつきましては、最近では町立の平取国保

病院であったり市立美唄病院等が大体５０から１０

０床ぐらいの病院としてはそれぐらいの経費がか

かっているということでありますので、私たちも概

数としてはおおむね６０万円で今の病院が３,６０

０平米ぐらいの建物でありますから、それを今の基

準の廊下幅や部屋の面積、それについては昨年夏に

もお示ししましたけれども、病床数が大きくかか

わってきますので現在一般病床４４床、そして老健

が２８床、７２床の病床でありますけれども、これ

については一般病床を３０以内で介護施設としては

４０床以上というような、そういう病院を目指した

いというようなお答えをさせていただいております
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ので、そんな中で部屋数等についてもこれから地域

医療構想の中で決まった中で規模としてもそういう

ものになってくると思いますので、今の基準でいい

ますと大体７０床ぐらいの部屋を抱えた病院を建設

するとなると５,０００平米ぐらいの建物が必要な

のではないかと。そうすれば、単純計算すれば３０

億円ぐらいのそういう建設にかかるのだなというこ

とを想定して、その中で一般財源でどれぐらいみれ

るのか、企業債をどのぐらい借りられるのかという

ことについては常にシミュレーションしております

のでそ、ういった中で病院についてはそういうこと

を基本的な数字として考えているということで御理

解いただければと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 大枠示していただきまし

た。そういうものをもとにして、いろいろと経常比

率や公債費比率などを本当に算定、大枠ですから

きっちりした数字ではありませんけれども、将来の

町民の生活に必要なもの、また、これからこの庁舎

も含めて老朽化している施設等がたくさんありま

す。そういうものを含めたときに、町立病院はもう

待ったなしのものでありますから当然ですが、拠点

施設についてはいろいろ問題があるのではないかな

というふうに思います。 

 要するに、そういった財政計画も示していただい

て将来の財政見通しがどうなるかというところを

きっちり示していただきたいというふうに思ってお

りますが、これはなかなかできないですか。もう一

度確認いたします。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の御質問に

お答えいたします。 

 米沢議員の御質問の中でも、短期・長期の財政計

画をというような御質問でございました。 

 長期の計画につきましては、もう少し時間をいた

だきたいといいますか、ある程度皆さんにお示しし

ても理解が得られると言ったらいいか、そんなに大

きなぶれがないような範疇でのしっかりとした議論

に結びつくような、そういうものが必要かなという

ふうに思いますので、もう少し時間が必要かなとい

うふうに思いますけれども、短期の複合拠点施設に

つきましては、６次総の上期にという目標を持って

いますし、町立病院については令和７年という目標

を持っておりますので、今現在、今年度示します実

施計画の中ではあわせて収支計画が載っております

ので、そういう中に事業費等が見えてくのかなと、

お示しできるのかなというふうに思っています。 

 これにつきましては、一定程度の年限の財政支援

についても示しておりますので、そんな中を含めて

実施計画については例年と同じようにきょう配布に

なると思いますので、その中では３年間の実施計画

含めた財政指数等についてもお示しできるかなとい

うふうに思っています。 

 ただ、先ほど町長のほうからも答弁がありました

けれども、複合施設につきましてはおおむね１０億

円の範疇で事業を考えております。その中で交付金

が２分の１、その補助残については地方債について

は、それは交付税が２分の１ということであります

けれども、先般、全員協議会でもお示しましたよう

に、地方再生計画の中でこういうものに応援をした

いという企業版のふるさと納税についても一生懸命

アプローチをしている段階でありますので、そうい

う方たちからどれぐらいの応援をいただけるのかと

いうことによってこれは大きくまた財源構成も変

わってくるのかなというふうに思っています。 

 同じように、病院についても先ほど言いましたよ

うに、例えば３０億円ぐらいの建物になったとした

ときに２５億円企業債が必要になるのかどうなのか

と、単純に３０億円として３０億円の企業債を発行

した場合には、３０年で返済するとなれば少なから

ず年間１億円ずつお返ししますということは、これ

はもうわかることかというふうに思いますので、そ

の中で今のルールであれば交付税は２５％になりま

すので７,５００万円から８,０００万円ぐらいの償

還が必要になってくるのかなと。 

 ただ、今、町立病院におきましても、毎年大きな

単年度の中でも赤字を出しながら経営しているのも

実態であります。その中で一般病床構成等におい

て、病院の単年度の収支状況もどの程度まで改善で

きるのかということもシミュレーションしていかな

ければなりませんし、そういうものを差し引いたと

きに単年度でどれぐらいの負担になってくるのかと

いうこと、それについては大きな公共事業は当然今

の私たちの責任もそうでありますし、将来の町民に

とってそれは認めていただけるようなそういうもの

でなければなりませんので、そういうものをしっか

りとこの程度であれば将来の町民の皆さんもつくっ

てもらってよかったなという、そういうものになる

だろうということを今の私たちの町長であり、議員

の皆さんとしっかりと意思を確認して、将来の皆さ

んにお約束できるようなものにしていかなければな

らないなというふうに理解をしているところであり

ます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） いろいろと町立病院も含め

て、ラベンダーハイツも一般会計から繰り入れなど

しております。 

 病院にしても拠点施設にしても、土地の購入やま
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た備品等々施設を維持するための購入などの予算も

維持管理費も当然ふえてくるわけですから、そう

いった面でしっかりとした事業計画と財政の見通し

を立てるということがやっぱり前提だというふうに

思っております。そういった方向でぜひ十分今もさ

れているのかもしれませんが、御検討お願いたしま

す。 

 次、施設機能等についてお伺いいたします。 

 例えば、病院についてはのラベンダーハイツの併

設などがありました。後ろに子ども支援センターな

どがありました。こういった部分の機能というの

は、将来的には依然協議会の中ではそういったこと

今は持ち合わていないというような話であります

が、そういうものも含めた機能展開というのが必要

ではないかと思いますが確認いたします。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、例えば子どもセンター

の将来の姿だとかそういったことも含めてシミュ

レーションができるような、まちの財政規模であれ

ばこれを機会にぜひそういったものも一挙にという

ことで取り組みたいというのはやまやまではござい

ますが、しかし現実にそういったことを先ほどから

の質問にまた戻りますけれども、しっかりと財政運

営が安定できるような財政計画ということをやはり

前提に考えますと、中で工夫してやれるものについ

ては活用していこうということで方針として定めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 拠点施設を見ますと、この

中に子育ての遊び場だとか掲げてあります。地域の

図書という形でおそらくこれ本当にわずかな面積だ

というふうに思います。そういうことを鑑みます

と、上富良野町の中で子育ての拠点施設をどこに置

いたら将来いいのか、子育て支援センターも老朽化

してやはり古くなってきて当然将来それもきちっと

対応しなければならないという状況があるわけです

から、二重三重にこういった中に子育てのいわゆる

交流の場にしようという話でありますけれども、本

当にわずかな小さい面積で、それだったら一定の規

模を抱えた中で子育ての集えるような場所を設置す

るというのも一つの方法なのかなというふうに思い

ます。 

 町長が言うことをかりれば、財政も考慮した場

合、なかなか難しいという話もあるかもしれません

が、計画というのはやっぱりきちっとそういうもの

も含めてどうするのかということの位置づけされな

いと、むやみやたらにただ検討委員会でこういう意

見が出たから、ここにこういった子育ての交流の場

所をつくろうかという話にもならないのではないか

なというふうに思うのですが、こういった全般の機

能の再検討をもう一度する必要があるのではないか

なというふうに思います。この点はどうですか、町

長。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 機能の持ち方等については、それぞれ各委員会、

あるいは町民検討会議等の中で議論をいただいた中

で積み上がってきているものでございまして、そう

いったものを集約して最終的に判断をしてまいりた

いと考えておりますが、今お話に出ておりました子

育て世代の方々の交流等につきましては、特に私若

い世代がこれだけ他の町村からみると多い中にあっ

て、なかなか私が期待しているほどの交流が進んで

いないのかなと。それはなぜかということを常に考

えておりましたが、上富良野は自衛隊の若い隊員に

依拠するところの比率が高い。これは通常の企業、

あるいは移住をされてくる方々につきましては、目

的を持って上富良野というところをしっかりと理解

をしてきていただくというのが一般的かなというふ

うには思っております。しかし、自衛隊の皆さん方

につきましては、ある程度命令で上富良野に来られ

るわけでございます。ですから、必ずしも上富良野

を理解をされてきている方ばかりというふうな理解

は大変難しく、非常に子育てなんかでも横のネット

ワークができない、あるいは少ないというようなこ

とが潜在しているのではないかということがいつも

念頭にございます。 

 そういうことも含めて、本当にフリーでお子さん

連れでよりどころにできるような場所が備わってい

れば、また、高齢者も含めて非常に交流が進んで、

まち全体としての盛り上がりに寄与できるというよ

うな期待もあわせ持っているところでございますこ

とを御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ちょっと自衛隊の方が理解

されて上富良野町に来ていないという言葉は、私は

どういう思いで言ったのかわかりませんけれども、

ちょっと偏見的な言い回しではないかなというふう

に思うのですが、それは大変失礼な言い方ですよ。

そう思いませんか、町長。後で取り消してくださ

い、そこは。 

 お伺いいたしますが、例えば図書室の問題だとか

加工施設あります。そういう問題があります。これ

を生かして拠点施設で加工して販売するだとか、そ

ういう構想というのはお持ちなのですか。 
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○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 加工施設につきましては、富原に現在あります加

工施設が老朽化してきていることによって、そう

いった機能をそこに移設したいということがまず基

本にあるということで御理解いただきたいと思いま

すことと、先ほど少し米沢議員の御理解が私の思い

とずれているなというふうに考えておりますが、自

衛隊の皆さん方は、あなたは上富良野に今度赴任し

てください、転属してくださいというのは、必ずし

も本人の意向で上富良野においでいただいていると

いう方ばかりではございませんので、その中で奥様

やお子様連れで来られているという方々がつながり

がなかなかできないという実態が一方であるという

ことで申し上げたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この点で最後にお伺いいた

しますが、こういうものを誘致してどのぐらいの観

光客、あるいは人々の交流を目指しているのか、そ

の点明確にされていますか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ７番米沢議員の

拠点施設の利用の見込みということでございますけ

れども、今回基本計画の中でさまざまな調査を行い

まして、大体年間１８万人程度の見込みを立ててい

るところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） この点についてもまた予算

委員会ありますので、次の点に移ります。 

 地域カードについて取り組みが商工会から出され

ております。これについて確かに年代の違いだとか

いろいろありまして、財政的な負担の問題、ここに

も町長御答弁したように、インターネットだとか手

数料の発生などがあって大変厳しい状況がありま

す。 

 また同時に１,０００人規模でなければなかなか

加入はできないという条件があるということで、そ

れなんかも一つネックになっているという町民懇談

会の中でも話が出されていました。そういう意味

で、そういうものを含めてきちっとした事業者、商

工会との連携をとりながら、何がこの事業に取り組

む上で障害になっているのかということを明らかに

した取り組みが必要だと思いますが、まちとしてこ

の点、どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長、答弁。 

○企画商工観光課長（辻 剛君） ７番米沢議員か

らのただいまの地域カード、キャッシュレス導入に

伴う障害についての御質問にお答えしますが、特に

物理的には先ほど町長の答弁ありましたように、イ

ンターネットの環境ですとかそういうようなところ

がネックとしてはあるのかなというふうに思います

けれども、他の導入にかけての障害はないというこ

とで、商工会とも話している中では確認をしている

ところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） いろいろな課題を抱えてい

ますので、ぜひ話をしながら進めていただきたいと

思います。 

 乗合タクシーについてお伺いいたします。 

 今後サービス向上について、改善のための研究を

させていただきたいということで言われておりま

す。しかし、以前からこの問題は指摘されておりま

して、以前もこういう似たような答弁で終わってお

ります。もうこれは終わりにして、具体的にどうす

るのかというところを率先してやらないと、町長だ

めだと思うのです。もしも車がないということであ

れば、町が車を用意するなど、また事業所に人員確

保の支援策をとるなど、そういった対策の中でこそ

こういった問題の解決の糸口を見つけるべきだとい

うふうに思いますが、この点町長どうお考えでしょ

うか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 乗合型の予約タクシーにつきましては、現在さま

ざまなアンケート調査、あるいは御利用いただいて

いる皆さん方からの御意見等を総括いたしますと、

ほぼ現在の仕組みで一定程度のサービスが維持でき

ているものと私どもは理解しておりますし、また運

行していただいております事業者につきましても、

現状を考えますと非常に頑張っていただいている中

で運行していただいておりますので、今の体制を

しっかりと崩さないように守っていくことがむしろ

求められていることと、さらに将来いろいろ高齢者

の実態等が変化する中で、さらにサービス向上に結

びつけていかなければならないことについては、ど

こまで可能かということは検討したり研究したりす

ることは必要だろうというふうに理解しているとこ

ろでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 今までも研究・検討すると

言って、またさらに研究・検討すると言ったら、際

限なく研究・検討されなければならない。結論がで

ない話です。だから、いつまでどの時点までにその

研究・検討した結果をきちっと利便性向上のために
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どういう取り組みをしたいのかということを示すべ

きだと思いますが、町長どうですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、大きく今改善を図らな

ければならないというような課題認識は持っており

ませんので、ですから、議員からお尋ねのような具

体的にこれをいつまでに解消するというようなお答

えには結びつかないというふうに御理解いただきた

いと思います。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） こういったところにお金の

使い方がどうなのかと、一方でこういった多額のお

金を使用しながら住民サービスがなかなか上向かな

いという問題があります。今の答弁ですと、全くこ

の点については改善する余地がないというふうに判

断しますがどうですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 どういうような事業、どういうような施策も常に

検討なり改善なり工夫なりということはこれはもう

常について回っていることでございます。一般論で

申し上げますそういったことについてのどの事業も

通じて、そういうことは常々心がけておりますが、

この御質問のタクシー事業につきまして、大きく課

題視されているというような問題提起にはそういう

段階に至っているものは私どもといたしまして捉え

ておりませんので、何をいつまでというようなこ

と、全体的にサービス向上につなげていくことはこ

れは普遍でございますが、そういう意味でお答えし

たところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 全くと言っていいほど問題

の意識、課題の意識、そういったもの持っていない

ということがはっきりわかりました。住民が切実に

求めているのに対してそれに応えようとしないとい

う本当に冷たい町政だと思います。 

 次に、学校給食の問題についてお伺いいたしま

す。給食費の負担軽減の定額の助成をしているとい

うことです。どのぐらいしているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番米沢議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まちのほうから１７０万円を毎年補助負担をして

いるところでございます。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） １７０万円です。保護者の

負担というのが約５,４００万円なのです。そうい

うことを考えればもっと軽減策をとっていいと思い

ます。義務教育が無償が原則だということで憲法に

もうたわれております。 

 同僚の議員もおっしゃいましたが、全部軽減する

というのではなくて、その何割か一部負担を軽減す

るということができるのだろうと思います。長い計

画を立てて、何年をめどにやるのかということをや

れば十分可能だと思うのですがどうですか、教育

長。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番米沢議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 先ほども申し上げたとおり、学校給食法の大原則

に基づいて対応をさせていただきたいなと思いま

す。基本、どこに対してどういう目的を持って支援

をするか。要するに給食でなくてもいいわけです

し、それぞれの観点で対応すればいいということで

あります。憲法の話については全く私するところで

はありませんので、我々が守らなければならないな

ということで考えている部分については、学校給食

法に基づいて負担をいただくと。負担原則というの

は変えることもできますし変えないこともできる

と。どういう目的を持ってなんのためにそういうふ

うな助成をするか。子育て支援とするのか、あるい

は食育という観点でのものなのか、その辺の議論は

個々まちによって違いは出てくるのはもちろんだと

思いますが、上富良野町教育委員会においては何度

もお話しているお答えしか今のところ持ち合わせて

いないということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（村上和子君） ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） その子育て支援だとかそこ

ら辺の視点から負担軽減すればいい話です。ぜひそ

れを実現していただきたいと思います。 

 これ最後になりますが、要保護と準要保護世帯に

対して全額支給しているというのは、私はやはり当

然義務だと思います。これがあたかもやっている

やっているというような話ではなくて当たり前のこ

となのです。それを大きくして、あたかもやってい

るというような話にはならないのです。教育長、こ

の部分の解釈はどうなのですか。 

○議長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ７番米沢議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 法令上、当然義務といいますか法律も変わってき

ていますけれども、まちのほうに権能がおりてきた

中で、今まで昔からやっていた国の基準に基づいて

準拠する形でやっているということであります。 
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 普通国税、昔は負担金、国のほうからその部分の

お金が来ていましたけれども、現在はまちの対応と

して制度的には交付税上の財源措置はありますが、

昔とは全然考え方が違ってきています。それぞれの

まちによって負担する額も給食の金額が違いますか

ら当然違いも出てきます。 

 そういう意味で、法令的に義務か義務でないか

と、昔の流れからいけば義務、でもやっている事実

はしっかりと所得が残念ながらない方、少ない方に

対してはしっかりとその部分をケアする仕組みをま

ちのほうでしっかりと続けていきたいと。 

 あと、１７０万円の補助についてはほかの町村で

はやっていません。やっているところは少ないと思

います。なぜそういう部分の補助があったかという

経過は聞かれていませんので言いませんけれども、

そういう実態としてはやっているということは理解

をしていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 以上を持ちまして、７番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

 再開を１１時１５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時５４分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、２番佐川典子君の発言を許します。 

○２番（佐川典子君） 本日、東日本大震災から９

年を迎えました。改めまして、鎮魂の祈りを捧げつ

つ復興、創生への願いを新たにしたところでありま

す。 

 また、現在コロナウイルス感染症によるさまざま

な悪影響が懸念され、現実に苦慮し対応等に尽力さ

れている皆様や感染され、被害に遭われた皆様に心

よりお見舞いを申し上げます。 

 私は、さきに通告いたしました３項目について、

町長に質問をさせていただきます。 

 まず１項目めですが、就職氷河期世代の正規雇用

についてであります。 

 就職氷河期世代は、正社員になりたくてもなれな

い非正規雇用を余儀なくされてきた若者が多い世代

であります。人材確保の面からも、この世代の正規

雇用を促進するため、国は２０１９年度補正予算か

ら２０２２年度までの３年間で中途採用への取り組

みを具体化し、地方公務員についても年度内にスケ

ジュール等を調整するとして、その内容や採用情報

を総務省のホームページに掲載し、情報を発信する

としています。 

 能力を持ちながら、社会的・時代的要因により思

うような職につけなかった世代への社会参加や、就

労の推進に積極的に取り組む自治体向けの交付金制

度を創設するとしています。 

 ひきこもりサポート事業など自治体独自の創意工

夫や就職説明会や地元企業就職者への奨学金返済支

援など、有効な施策をマッチングさせ、この若い世

代の町民などやまちに再度呼び込むなどして定住さ

せることが人口減少、職員の人材確保にもつなが

り、まちの努力実績にもつながると思われます。 

 これからの地方創生・地域社会形成には、高齢者

の雇用拡大、女性の社会進出の環境整備及び就職氷

河期世代の正規雇用支援の充実による雇用促進が必

要と考えております。今回は、特に就職氷河期世代

への町長の考え方を伺いたいと思います。 

 ２項目めは、ふるさと納税を子育て支援に使える

ようにという質問であります。 

 平成２８年６月２１日から始まった上富良野町ふ

るさと納税の返礼品に準ずるふるさと応援モニター

制度のモニター商品が扱われてから、平成２９年度

は約５,７００万円、３０年度は約１億２００万

円、令和元年度は約２億１,２００万円越えとなっ

ております。 

 現在のふるさと応援モニター制度事業の寄附目的

の項目は、どのような寄附金の使われ方を希望しま

すかとして、１、十勝岳魅力再発見事業（泥流地帯

の映画化プロジェクトを含みます）、２、ラベン

ダーのまちづくり事業、３、高齢者福祉推進事業、

４、児童生徒の教育振興事業、５、自衛隊との共存

共栄のまちづくり事業、６、寄附金の使途を指定し

ないがありまして、寄附者が使用目的１から６の中

から選択している状況にあります。 

 この中に子育て支援の項目はありません。少子化

が進む自治体として、子育て支援の財源確保は子ど

もだけではなく、生み育てる世代への施策の充実や

実現にとって必要であり、また寄附者にとってもわ

かりやすく賛同を得られやすい項目であると考えて

おります。 

 子どもは宝であり、上富良野町の将来の希望につ

ながる存在であります。ふるさと納税の寄附目的の

項目に子育て支援の充実事業（仮称）であります

が、追加することを早急にすべきであると考えてお

りますが、これにつきましての町長の考え方を伺い

たいと思います。 

 ３項目めは、小規模企業振興条例を制定してはと

いう質問であります。 

 国は、平成２６年小規模企業振興基本法（以後、

小規模基本法）を施行しました。全国３８５万の中

小企業、中でもその９割を占める小規模事業者は、



― 121 ―

地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在である

としました。また、小規模企業活性化法や中小企業

基本法の基本理念にのっとり、小規模企業を対象と

した小規模基本法及び小規模支援法が成立しており

ます。 

 その中に、国、地方公共団体、支援機関、商工

会、金融機関等の連携・協力の責務が規定されてお

ります。 

 まちにおいては、平成２８年第１次上富良野町商

業振興計画が策定されたことも要因で、商工会の支

援計画が経営発達支援計画として国に計画認定され

たことによりまして、伴走型支援を行う体制が整備

されました。また、国の支援である持続化補助金に

あわせまして、我がまち独自の持続化補助金の施策

により、商工業者に対する未来に向けての強力な支

援体制の構築がなされたことで、商工会員からも広

く評価を受けてきております。 

 平成３１年第２次上富良野町商工業振興計画が策

定されましたが、小規模企業振興条例を制定してい

る市町村があり、上川管内では富良野市、中富良野

町、美瑛町、鷹栖町、愛別町、占冠村、和寒町、美

深町などであります。まちは条例制定に至っており

ません。 

 平成２８年ごろから急速に条例を制定する動きが

高まってきておりまして、今後の動きと制度の充実

拡大について町長に伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の３項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの就職氷河期世代の正規雇用に関

する御質問にお答えさせていただきます。 

 １９９０年代以降のバブル崩壊と、続くリーマン

ショックによる世界的不況時代に就職期を迎えまし

た、いわゆる就職氷河期世代の雇用環境に関する問

題につきましては、国全体でみると議員御指摘のよ

うな状況にあることについては認識を同じくするも

のであります。 

 国においては、当時そのような雇用環境にあった

方々を含め、全ての世代の人々が希望に応じて意

欲・能力を生かして活躍できる環境整備に取り組ん

でおります。 

 特に就職氷河期世代の雇用環境から正規雇用へつ

ながらなかった有用な人材の方々が、新たな職場で

それぞれの能力を発揮し活躍されることを期待し、

支援プログラムを実施しているところであります。 

 議員の御質問にあります当町のまちづくりを進め

る上での就職氷河期世代の正規雇用支援に対する考

えについてでありますが、町民の世代構成の中でい

わゆる３５歳から４４歳につきましては、昨年度末

現在の人口構成におきましては約１,９００名で、

まち全体の１８％程度となっており、その前後の世

代と比較しても同程度の構成率となっておりますこ

とから、人口構成上からは特に特徴的なものはみら

れません。 

 また、雇用形態については、詳細に分析できる材

料を持ち合わせておりませんが、町内の有所得者の

平均所得額についても３５歳から４４歳の世代とそ

の前後の世代と比較し、著しい乖離や低い水準にあ

ることなどの傾向も見られず、本町で見る限りでは

特に不利な状況が生じているものとは認識していな

いところであります。 

 また、まちの職員の年齢構成においても、その年

代の職員数についても一定程度就職されており、む

しろ行革が厳しかった次の世代における職員数が少

ない状況であり、これらの状況から就職氷河期世代

に着眼したまちの正規職員の採用については予定を

していないところであります。 

 しかしながら大都市等においては、能力を持ちな

がら社会的・時代的要因により思うような職につけ

なかった方々やそれら以外の方々の中にも地方での

生活や活躍を志す方もおられると思われ、就職氷河

期世代も含め幅広い世代の方々が上富良野町に移り

住んでいただけるような定住移住対策を通じて環境

整備に取り組んでまいりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

 次に、２項目めのふるさと応援モニター制度の寄

附目的に子育て支援を追加してはとの御質問にお答

えいたします。 

 現在ふるさと応援モニター制度における御寄附い

ただいた方が選択する寄附目的の項目は、条例に規

定するラベンダーや十勝岳といったまちのすぐれた

資源を活用したまちづくり事業のほか、規則におい

て上富良野をふるさとに持つ方や居住経験があった

方々などを想定して事業設定した経緯があります。 

 議員御質問の子育て支援につきましてもまちの重

要な施策の一つであり、今後の子ども・子育て支援

事業計画に基づく事業展開を見極める中で、特異性

をアピールするなどの必要性を見出した場合につき

ましては、選択項目への追加も検討してまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、３項目めの小規模企業振興条例の制定に関

する御質問にお答えいたします。 

 小規模企業振興条例につきましては、小規模企業

の成長、持続的発展や地域経済の活性化と住民生活

の向上を目的に、基本施策やまちの責務、事業者や

商工会の役割など理念を明確にする条例であると理

解をしており、類似の条例も含め他の自治体におい
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て制定されていることは承知をしているところであ

ります。 

 まちにおいては条例の制定はされておりません

が、実効性に重点を置いた事業型の商工業振興計画

を策定し、社会情勢に応じて制度の見直しや拡充を

図りながら各施策事業を展開をしているところであ

ります。 

 条例の制定に当たりましては、行政のみならず商

工会を初め、事業者皆様の意向も重要でありますの

でそれらの意向も見極め、第３次商工業振興計画策

定に合わせ関係者の御意見を参考に、条例制定につ

いて方向性を定めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 都会や我がまち以外の就職

氷河期世代、あるいはひきこもりにある方などを正

規雇用として受け入れる、そういう体制が国として

今動いております。 

 私はその国の施策に乗っかって、うちのまちもそ

のようなことを利用させていただいて、多くの人を

呼び込むという形を考えてはどうかということでご

ざいます。 

 今回私の質問に対して、まちの職員とかまちの形

態がどうのこうのという答弁をいただいております

けれども、私は今後のことを考えてこのような利用

する施策が国として今進められておりますので、ど

うかということでございますので、この辺について

実際にまちの形態、本当に今後において持続できる

ような人数確保が確定されているのかどうかについ

て伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 いわゆる就職氷河期と言われる方々の世代の活躍

に期待するところは同じでございますが、国で重点

的に非常に情報発信しておりますのは、そういった

ときに特に国においては、国家公務員への採用を非

常に抑制しておりました。そういうことから、高い

能力を持ちながら目的が、希望がかなえられなかっ

た方に対しまして手を差し伸べている状況でござい

まして、そういうような思いも佐川議員の御質問の

中には込められているのかなということで、まちの

状況についてもお答えさせていただいたところでご

ざいます。 

 また一方、そういう方々が仮に将来の人生設計に

おいて、こういった地方にも活躍の場を求めようと

している動きがあるとすれば、それは大歓迎をする

ところでございまして、まちとしてもどういう形で

活躍する場を提供するかはこれはなかなか行政では

仕組みづくりは難しいかと思いますけれども、いず

れにいたしましてもまちの情報を発信したり、そう

いった方々からいろいろ御相談が寄せられた場合に

は、でき得る限りのお手伝いなり御支援はさせてい

ただくことは仕組みとしては持っておりますので、

ぜひそういうことには応えてまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 職員についてなのですけれ

ども、資格を保有していらっしゃる方だとか技術

者、また介護職の方や図書館司書もそうなのですけ

れども、あらゆる専門的分野においてもこの町では

なかなか集まらないにしても、全国に目を向けると

結構そういう人たちがいるかもしれません。 

 それで、うちのまちで働き方改革だということは

ありますけれども、育児休暇で休まれている方の利

用なんかも多分まだまだ少ないと思います。これか

ら働き方改革によるそういう育児休暇、そして休

暇、中途退職者、いろいろな状況もありまして、果

たして今の現状だけで職員が確保できるのかという

ことになりますと、いささか不安もあるとは思いま

す。 

 それで、次の世代に十分な職員確保という点から

も、今後この国の施策にも少し耳を傾けてやってい

くべきではないかなというふうに思います。という

のは、昨年私たちの議会の仲間にもこの年代の方た

ちが入ってきてくださいました。本当にこの年代の

方たちというのは、これからの将来につながる、そ

ういう新しいものを持っている有能な方がいらっ

しゃるというのを確信しておりまして、私も大変頼

もしいというふうに思っておりますので、ぜひとも

この年代のまだ上富良野以外にいらっしゃる方も含

めて、こういう人たちを雇用するということでまち

としての挑戦的な人材確保、それにつなげていただ

ければというふうに思っておりますけれども、町長

の考えを伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まちの雇用形態について、状況についてのみお話

申し上げますと、そういった高い能力をお持ちの方

をどういう形で職員として採用するかということに

ついては、なかなか限られた業務、小さい自治体で

すので十分に能力を発揮するような受け皿として、

このような状況の中で可能かどうかということにな

りますと非常にハードルが高いわけですが、ただ、

まちの現在の雇用の状況から申し上げますと、年代

は就職氷河期に合致するものではありませんけれど
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も、広く全国へ向けて社会人枠として採用するよう

な機会も提供させていただいておりまして、現に

方々から応募したいというような問い合わせも来て

いる状況にございます。可能な限り、特に専門的な

技術なり能力をお持ちの方が、そういう能力をこう

いった地域で生かしていただけるような、私どもも

対応するそういう機会はなるべく与えてあげられる

ように配慮はさせていただいているところでござい

ます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 今、町長からもお話いただ

いてちょっと安心をいたしました。 

 やはり目を広く向けて、国の施策としてやってい

る以上、やっぱりこのまちもそれに乗っかっていく

という挑戦的な見地からも、ぜひやっていくべきだ

なというふうに思っておりまして、まちのスタンス

としてはある程度わかりましたけれども、地元の企

業等に関しましてのマッチングの動きなんかをプ

ラットフォーム的な考え方や農業分野においても、

先ほど同僚議員が質問されておりましたけれども、

安心と成長の未来をひらく総合経済対策として就職

氷河期世代への支援が書かれております。大きな柱

になるとして盛り込まれて書いてありますけれど

も、本年の令和２年には支援の強化・加速化を図る

としております。 

 この３０代、４０代の就農支援に関しましては、

年１５０万円を上限に最長２年にわたってそういう

補助機能を盛り入れているということでございます

し、５０代につきましては研修期間に１２０万円の

助成を見込んでいるという記載もございました。こ

れは市町村やＪＡに関してが対象だというふうに書

いてあります。 

 先ほども同僚議員本当におっしゃったとおり、地

元の農業の今後のことを考えますと、やはりそう

いった手法を国で今進めているのですから、そうい

うものを利用するべきだなというふうに思っており

ますが、そのことについて町長、もう一度伺いたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 そういったいわゆる経済不況時代の正職員に思い

を果たせなかった方々が、そういった思いを成就し

たいということでの思いにどうやって応えていくか

ということ、地方としてできることは限られてはお

りますが、ただ、まず一部重複したお答えになるか

と思います。繰り返しになるかと思いますが、まち

の職員としてお迎えするという、一般職については

極力町村会で募集しております中での試験を通じて

採用させていただいておりますが、専門分野につき

ましてはなかなか応募者も少ないということで広く

門戸をあけておりますが、ただ、こういった限られ

た行政、器の小さい行政の中で、専門技術を生涯に

わたって生かし続けるかと考えますと、非常に私と

してはいたたまれないというかもったいないなと、

例えば土木技術だとか、そういったものが大きな都

市ですとさまざまな建設だとか土木でも守備範囲が

広いので活躍できる場もあるでしょうが、私どもの

ような規模の自治体の中では本当に限られた中での

活躍しか能力を発揮できないといういずさもござい

ますので、果たして本人の希望にかなうことができ

るかというハードルもございまして、むしろ議員か

ら御質問ありました新たな分野での活躍に対する御

支援というのはあってもいいかなというふうに、む

しろ積極的に応援してあげなければというようなス

タンスでおります。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 当初の答弁書の中に、行革

が厳しかったその次の世代が少ないというふうにお

答えをいただいておりました。その年代に該当する

のがリーマンショック後の新就職氷河期世代という

ことでございます。その少ない職員の年代に、今出

ております就職氷河期の世代を雇い入れることによ

りまして、その穴埋め的存在になる可能性がありま

す。現在国でこのような施策がある以上、私はもう

少し挑戦的に進めるべきだなというふうに考えてお

りますが、これでこの質問を終わりたいと思います

が、町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 今、議員から御質問のような、少しうちの職員定

数そのものがそんな大きい器でございませんので、

年代ごとによる少しのぶれというのは数人という単

位ではないのですが、ただ、そういうようなところ

になかなか気遣いすることも必要でしょうが、裏を

返せば一方では、この地元で活躍したいという方の

門戸を狭くすることにもなりますので、一概にそう

いった指定枠のような形で枠を設けるというような

ところまで踏み出すのはなかなか大変だということ

で、どちらかといいますと専門職のほうにおいて志

しを持たれている方に対しまして情報提供がされて

いるのが実態かなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 次に、ふるさと納税のほう

にまいりたいと思いますが、まずはふるさと納税を
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我がまちに寄附してくださった方々にお礼を申し上

げたいなというふうに思います。 

 １月２１日の北海道新聞にもありました上富良野

町が２億円突破というふうに書いてありました。多

くの町民が上富良町がやった、みたいな感じで本当

に喜んだと思います。皆さんにも感謝しつつ、そこ

で質問をさせていただきたいのですが、答弁書の中

でまちのすぐれた資源を活用したまちづくり事業だ

とか、いわゆるふるさとを持つ方や居住経験があっ

た方々を設定したというような内容でこの項目をつ

くったのだという答弁がございましたけれども、ほ

かのまちでは子育て支援が重要施策として挙げられ

ております。その考え方の違いについて伺いたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員のふるさと納

税を活用した子育て支援に関します御質問にお答え

させていただきますが、国といたしましてはこのふ

るさと納税制度というものの基本理念というものを

大きく掲げております。その中には、地元に寄附先

のまちに対するかかわりがあった方々がさらに応援

しようというような思い、あるいはまちが取り組も

うとしていることに対する共感をされる方々、さら

にはまちが活性化のためのことに応援しようとい

う、そういうような大きな国の制度設計の中で述べ

られておりますようなことをまちも踏襲した基本制

度設計をまず前提としております。 

 その中で、とりわけ子育てを一つの受け皿として

はということについて申し上げますと、それぞれ子

育て支援の中で、上富良野町は何度説明も申し上げ

ておりますが、妊娠期から就学を終えるまでの間、

本当に切れ目のない支援をさせていただきたいとい

うのを基本に据えておりますが、私、十分熟知はし

ておりませんが、他の自治体の子育てということか

ら見ますと、私の持っている印象から申し上げます

と何か一つの子育て支援の中でもさらにその中でま

ちのアピールも含めて、あるいは人口確保の少子化

対策も含めた何かアピールを目的とした事業に対す

る事業費への支援というような趣にあろうかという

ふうに理解しておりますので、上富良野町といたし

ましては、そういった何かとりわけ突出した力点を

重点的にというような事業設計になっておりません

ので、そういうことからも、少し私の捉え方は

ちょっと違うなというふうに理解をしているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 何かちょっと聞いていて変

だなと思ったのが、私、子育て支援というのはまち

のアピールだとかそういうものには使うべきではな

いなというふうに考えているので、ちょっと何か

ニュアンスが受けとめ方が違うのかなというふうに

思いました。 

 最もこれから考えていかないといけないのは、子

育てをしている世帯や子どもたちに手の届かないよ

うなものに対する支援、まちとしてどこまでできる

のかということを一番重点に考えていくべきだなと

いうふうに思っておりまして、例えば、今までも私

も含めて同僚議員が５人一般質問しております中学

生までの医療費の無償化だとか、本当に町民の声を

議員として一般質問という形をとってまちにこうい

うふうにしてほしいという訴えをしてきているわけ

です。 

 それはなぜかと言うと、町民からのいろいろな思

いでそういう子育て支援ということで、自分たちも

ほかの町村に負けないような隔たりというか、そう

いう差別がないような同じ圏域にしてほしいとか、

そういう思いも持っている町民も多くいらっしゃい

ます。 

 この間２月１４日に議会懇談会がございまして、

私の班には高齢の男性の方に懇談に加わっていただ

きました。やはりその話になりますと、なんで上富

良野だけできないんだと、そんなのおかしいべとい

うような、そういうような意見を持っていらっしゃ

る方が多数おられました。 

 やはり子育て世代の人たちのニーズに応えていく

ということも子育て支援の一つではないかなという

ふうに私は感じておりますけれども、そこを町長に

伺いたい。 

 それと確認なのですけれども、まちとして子育て

支援という項目に関しますこれからの項目をつけて

いただけるものかどうか、そこももう一回伺いたい

と思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私が議員の御質問からイメージさせていただいた

ことにつきましては、例えば、上富良野の子どもた

ちのために大きな遊園地を整備したいとか、あるい

は遊具を整備したいとかというようなことにぜひ皆

さんお力をかしてくださいというようなことで、選

択の一つとして設けるような、ずっとそういったふ

るさと応援を原資とした安定した事業ということを

想定することは大変難しいことでありまして、先ほ

ど申し上げましたように、一時これをアピールし

て、上富良野の子育てに対する思いを理解してほし

いということで、今申し上げましたようなことをイ

メージしたときに、活用することはやぶさかではな

いなということで私御答弁させていただいたところ
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ろでございまして、今まで医療費の無料化等につい

て何人からも御質問いただいておりますが、これに

ついてはいろいろ背景もあります。今長々と申し上

げるわけにはいきませんので、それはまた別の機会

に御理解いただきたいとそういう観点で捉えたとい

うことでございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 今回の予算の中でもたくさ

んの新生児に対する聴覚検査の補助事業等々ありま

す。虐待防止の指導だとか、多子世帯の生活困窮者

に対する助成等々ございます。本当にきめ細やかに

対応してくださっているというのがわかります。 

 ただ、やはり北海道とか国の施策でありまして、

我がまち独自のという部分にはちょっと欠けている

のかなというふうに感じているところでございま

す。 

 寄附者の思いに沿うような形で、先ほど町長もお

答えいただきましたけれども、これからやっぱりま

ち独自のメニュー、また国のメニューと合わせたメ

ニュープラスまちの独自のメニュー、そういったも

のをすることで充実させていくということも一つか

なというふうに考えておりますので、遊具施設だと

かその遊具だとかそういう目で見るものだけではな

く、そこら辺も充実していけたらなというふうに私

は寄附者はそれは理解してくれるのかなというふう

に思っております。そこについて町長に伺いたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 福祉政策あるいは子育て支援政策、こういったも

のの私の捉え方といたしましては、これはまちが安

定した事業として定着させていかなければならない

ということを大前提に考えておりまして、こういっ

た御寄附を原資として事業推進を図っていくという

ようなことは、元来、特に基礎的な福祉事業、子育

て事業も含めたそういうものをそういった原資を一

定程度見込んだ事業計画というのは、非常に安定性

から申し上げますと少し考えていく必要もあるのか

なということです。それはやはり当初の事業計画の

中で押さえて、もう少し、先ほどの繰り返しになり

ますけれども、一時年限を決めてこの年数の中で資

金が協力していただく方が一定程度の原資が蓄積で

きれば、ぜひ取り組みたいとそういうような活用は

これからも想定してもいいのかなというふうに捉え

ているところでございます。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 私はふるさと納税の返礼品

を扱うことへの推進を一生懸命させていただいてき

たつもりでございます。まちがそのことに同意して

くださいまして、全国から寄附者がふえたというこ

とも本当に感謝をしております。 

 今後もまちの活性のために、そういう思いを具現

化するためのふるさと納税であってほしいと思って

おりますし、やはり将来につながる子育て支援につ

いてぜひ項目をつくってくださいまして、これから

も長く続ける上富良野町のために使っていただけれ

ばなというふうに考えております。 

 北海道新聞の記事にもありましたけれども、日本

人口学会元会長の原俊彦、札幌市立大の名誉教授の

言葉でございます。「子育て支援策を思い切り充実

させ、家族形成期の世代をまず呼び込むことが人口

流失や人口減少社会には大事」というふうに提言を

されておりまして、本当に最終的には先ほどの一般

質問と同じように、やはりこのまちを守るためにつ

ながっているものだというふうに確信しております

ので、ぜひそこら辺の充実について町長に子育て支

援の項目を加えていただくように考えていただけれ

ばというふうに思っております。それについて

ちょっと最後に。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 非常に重要な施策でございますし、これからも普

遍的に安定した事業となるように取り組んでまいり

ますし、そういう観点から申し上げますと、やはり

そういった第三者からの思いをある程度ベースとし

た事業設計というのは、なかなかちょっと安定性に

欠くなという点もございまして、広い意味での受け

皿として持つことはやぶさかではございませんが、

そこに特化してということになりますと少し整理を

しなければならないこともございますので、ただ、

上富良野のこの活力をそがないような、そういうこ

とへの活用というのは非常に大事な部分でございま

すので、そういう意味で捉えるということも一つ研

究させていただきたいというふうに思います。ぜひ

そこは御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 次の小規模基本法の条例に

ついての質問に移らせていただきますが、昨年１２

月１６日の夜に商工会会員と議員との茶話会という

のがございました。初めて出席させていただきまし

たけれども、そこでいろいろな話を伺ったり資料等

もいただいてまいりました。私の立場は議員でござ

いますけれども、いろいろな意味において御理解の

ほどお願いしたいと思います。 

 商工会連合会の会合が旭川だとか札幌で開催され

ますけれども上富良野はまだ条例できていないん
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だってなというようなことを聞かれるようでござい

ます。何か取り残されている感を受けるという話を

聞いております。 

 町長に伺いたいのですが、光ファイバーのときも

そうでしたしふるさと納税のときもそうでした。そ

してコミュニティ・スクールだとかさまざまな質問

をさせていただいておりますけれども、私は富良野

圏域でこのまちが母村であったということを、それ

が我がまちに課せられたそういう意味合いも持って

おりますので、責任というかそういうものをやはり

持っているのではないかというふうに感じておりま

す。なので、提案型の質問もずっとしてきたつもり

なのですけれども、町長は他町村から見て上富良野

がおくれているのではないかなというふうに思われ

ることについて、それはどういうふうに考えている

のかちょっと伺いたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 小規模企業の振興条例に関してのお尋ねかという

ふうに思いますが、上富良野町の現在置かれており

ます状況を私なりに考えるところによりますと、ま

だまだ産業の活性化については非常に足踏みをして

いるというふうに捉えておりまして、もっともっと

積極的にこれについては推進をしていかなければな

らない、今そういう状況にあるというふうにまず基

本的に理解をしているということを申し上げたいと

思います。 

○議長（村上和子君） ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 町長のお気持ちはわかりま

した。 

 それで、商工会関係に対しても実効性のあるとい

うことで、本当にまち独自の施策もしていただい

て、商工会の会員からも聞いておりますと、やはり

少しずつまちも支援の手を差し伸べてきてくださっ

ているというのを理解している人がふえてきており

ます。 

 それはわかりますけれども、やはり計画と条例と

いうのはやっぱり違うと思うのです。それはつくる

つくらない、今回のコロナウイルスにも関係します

けれども、いろいろな事案が出たときに即座に対応

できる体制ができるのかということが、きちっと法

で定められている条例をつくることで大分違ってく

るというふうなのを感じております。 

 故尾岸町長がまだいらっしゃったときに調べてま

いりましたら、なんと現向山町長が２０年３月に一

般質問していらっしゃいました。その内容というの

は、縮小するまちの財政状況の中、町内循環資金が

大きく減少している。まちの事業は極力町内業者で

担っていただくように、あらゆる業種が垣根を越え

て連携し、活性化する仕組みや体制整備を図るべき

だというふうな質問をしているのを見つけました。 

 ところが、私はこの質問余り覚えていなかったの

ですけれども、そんなことは知らなかったのですけ

れども、私２年後に同じ内容の質問をしておりまし

た。ということは、やはり気持ちはあってまちでそ

のように対応しているというふうに思っていても、

やはり条例等がなければまた同じように同じ内容の

ような質問を議員としてしなければならない立場に

なっているということでございます。これが事実で

ございますので、今後ぜひ他町村を見習うというか

参考にして、うちのまちでもそのような条例をつく

ることに商工会関係者の皆さんとの意見を聞きなが

ら進めていただければなというふうに思っておりま

すので、その考えについて伺って、これで最後の質

問とさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ２番佐川議員の小規模企業

振興条例についての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず結論から申し上げますが、条例を制定するこ

とに対しましての違和感というのは全くございませ

ん。これは制定することについてためらうものでは

ございません。ただ、今議員からお話ありましたよ

うに、これは理念型の条例となりますので、もし制

定するとすれば既に事業方としては振興計画を持っ

ておりますので、さらにこの条例が皆さん方の思い

のよりどころになるということについては非常に価

値があると思っておりますので、まちが一方的に制

定するということにはなかなかなりませんので、冒

頭お答えしておりますように、それぞれ関係者の思

いが集約できた段階で制定することについては何ら

ちゅうちょはございませんので、少し３次計画を制

定する中で議論がされればいいなと思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、２番佐川典子君の一般質問を

終了いたします。 

 昼食休憩とします。 

 再開は１３時２０分といたします。 

────────────────── 

午後００時０６分 休憩 

午後 １時２０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、３番髙松克年君の発言を許します。 
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○３番（髙松克年君） さきに通告してあります２

項目５点について伺います。 

 新型コロナウイルス肺炎のまちの対応について。 

 道内でも１１１名が感染者と確認されています。

初期の段階では、道内在住者の感染経路は市中感染

と呼ばれていました。しかし、その広がりはどのよ

うにして広がっていくのか不透明な部分もあります

けれども、保健所のもとでまちの対応は今後どのよ

うに進めようとしているのかを伺います。 

 ２項目め、農業振興についてお伺いします。 

 輸入関税を下げる貿易自由化の現状下で、第８次

農業振興計画が果たす役割は次世代へつなぐ指針と

して重要なのと考えております。今後の対応につい

て、以下の４点について町長にお伺いしたいと思い

ます。 

 平成２９年において、耕地面積５,７００ヘク

タール、農業生産額８９億１,０００万円となって

いますけれども、５年後の生産額目標が９０億円と

あります。これにとどめた根拠についてお伺いした

いと思います。 

 ２番目に、今後環境との調和を考えた農業のあり

方が重要な点になるのではと思います。生産に対し

て有機ＪＡＳ、生産工程のＧＡＰ資格、最小の農

薬、肥料の生養によるクリーン農業への一層の取り

組みが必要となると思います。 

 また、畜産のふん尿からのメタンガス利用による

バイオマスエネルギー化は、温暖化を防ぐ役割を果

たすことが実証されています。特に、バイオエネル

ギー化について各事業者と調整を進め、事業化を進

めるべきと思いますけれども、考えをお伺いいたし

ます。 

 ３項目め、有害鳥獣による被害は２,８００万円

となっています。これは高いレベルで推移している

わけですけれども、平成３０年、令和元年（平成３

１年）のそれぞれの有害鳥獣の駆除数はどのように

なっているのかをお伺いします。 

 駆除に当たっては、今後も猟友会によるところが

大きいと思います。猟友会と充分に協議を重ね、有

害鳥獣駆除に進められるよう町長の考えをお伺いい

たします。 

 ４項目めとして、スマート農業により労働の軽

減、作業、経営管理の効率化に期待するところは大

きいものがあります。また、これに対する技術の進

歩は目覚しい勢いで進んでいます。若い農業者の熱

い視線を感じるきょうこのごろですけれども、基礎

的施設ＲＴＫ基地局設置等が必要となりますけれど

も、まちとしてはどのように進めるのか町長の考え

をお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの新型コロナウイルス肺炎へのま

ちの対応についての御質問にお答えいたします。 

 このたびの新型コロナウイルス感染症につきまし

ては、道内において１月２８日に中国湖北省から観

光で来道された中国の方の発症を皮切りに、３月１

０日現在１１１名の感染者が確認され、うち３名の

方がお亡くなりになったと報道されており、まこと

に残念な状況であると認識しているところでござい

ます。 

 これまでのまちの対応につきましては２月３日開

催の課長会議において、国、道からの通知内容を確

認し、富良野保健所による関係者会議に職員を出席

させるとともに、住民の皆様に感染症予防対策につ

いて理解していただくため、感染症予防啓発チラシ

を３月１０日号広報紙に差し込み、まちホームペー

ジ、各公共施設入り口に掲示し周知したところであ

ります。 

 また、２月２１日に第１回新型コロナウイルス対

策会議を開催し、さらなる感染拡大が懸念される場

合には、平成２６年８月に策定しました上富良野町

新型インフルエンザ等対策行動計画を指針として対

応を進めることを確認し、住民の皆様に引き続き感

染症予防対策について防災無線により周知をさせて

いただきました。その後、道内及び上川振興局にお

いて感染者数の増加により、国内発生早期から感染

拡大期に移行している状況から、２月２４日に上富

良野町新型インフルエンザ等対策本部を設置し、２

月２５日からまち主催のイベント、講演会等の事業

の中止や指定公共施設利用中止の決定など、これま

で３回の本部会議を開催し対応してきたところであ

ります。 

 具体的な対応内容につきましては、先般３月５日

に御説明させていただいた内容であります。 

 また、教育委員会においても臨時校長会並びに臨

時の教育委員会を開催し、小中学生保護者向けチラ

シを配布するとともに、国、北海道の要請を受け２

月２７日から３月２５日まで臨時休校を実施するな

ど、感染症予防対策を講じているところでありま

す。 

 まちにおきましては、現在感染されている方の報

告は受けておりませんが、近隣の自治体における発

症事例の報告からも一刻も早く終息することを願う

ところでありますが、今後においても国、道から情

報収集し、住民の皆様へ速やかな情報提供、情報伝

達を行うとともに、感染予防対策に全力を尽くして

まいりますので御理解を賜りたいと存じます。 
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 次に、２項目めの農業振興についての御質問にお

答えいたします。 

 まず、１点目の農業生産目標額を９０億円とした

根拠についてでありますが、農林水産省では市町村

ごとの農業生産の実態をもとに算出額を示し、評価

することを通じ農業政策の企画や規定事業のフォ

ローアップに資する資料を生産現場へ提供すること

を目的に、都道府県別生産農業所得統計を農林業セ

ンサス及び作物統計を用いて按分し、市町村別の農

業算出額の推計学を公表しているところでありま

す。 

 まちといたしましては、これらのデータの客観性

が高いことなどを重視し、これをもとにまちの農業

生産目標額を９０億円と定めたところであります。 

 次に、２点目の畜産のふん尿からのメタンガス利

用によるバイオエネルギー化についての考え方につ

きまして、これまでも髙松議員から同様の御質問に

お答えさせていただいておりますが、まちにおける

畜産農家におきましては、家畜排泄物の処理は家畜

防疫、衛生対策を講じ適正に処理され、環境保全と

あわせて堆肥化による農地還元が行われており、特

に畜産農家と耕種農家による耕畜連携により、土づ

くりを通じて双方の安定経営に寄与しているところ

であります。 

 御質問のバイオガスプラントの導入活用につきま

しては、これまで畜産農家の方々と意見交換をさせ

ていただきましたが、本事業の推進を希望するよう

な状況にはないことから、現在メタンガス利用によ

るバイオエネルギー化の計画は持ち合わせていない

ところであります。 

 次に、３点目の有害鳥獣駆除数と猟友会との協力

についての御質問でありますが、有害鳥獣駆除数は

平成３０年度ではエゾシカ６４頭、ヒグマ１頭、ア

ライグマ２２７頭、キツネ５５頭、カラス８１羽と

なっております。令和元年度につきましては９月末

の上半期まででありますが、エゾシカ５１頭、アラ

イグマ１８７頭、キツネ２７頭、カラス４０羽と

なっております。 

 有害鳥獣の駆除体制については、まちより猟友会

会員に対し有害鳥獣駆除を依頼し、平成３１年度に

ついては銃、わな合わせて２４名の方に駆除をお願

いしている状況にあります。 

 今後におきましても有害鳥獣駆除については狩猟

に係る有資格者団体である猟友会の協力が不可欠で

あるため、まちとしても捕獲用わな、殺処分の器具

の無償対応などを初め、猟友会運営の助成及び新規

駆除従事者への狩猟免許取得費助成等を行い、有害

鳥獣駆除の継続と担い手の育成推進を図ってまいり

ます。 

 次に、４点目のスマート農業の進め方についてで

ありますが、先ほど荒生議員への御質問にもお答え

をさせていただいたとおりでありますが、スマート

農業は著しく発展し進化しております。 

 今後におきましても、新規就農者や多様な担い手

の育成、若年世代の就労等魅力ある地域農業と活性

化につながる新たなツールとして期待しており、引

き続き関心を持って情報収集に努めてまいりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） コロナウイルスについて

は、今、本当に現在進行形というかそういう中で、

町民の皆さんもどう展開されるのかとか、どういう

ふうなっていくのかと非常に心配している向きもあ

るのですけれども、まずちょっと細かいところから

聞きたいと思うのですけれども、まちで持っている

防災備品の中にマスクというのは入っているので

しょうか。ちょっとそれを聞きたいと思うのですけ

れども。 

○議長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ３番髙松議員からあり

ました防災備蓄上のマスクの保有というところでご

ざいますが、これまで準備をしております防災備蓄

品の中には、マスクというものについてはないとい

う状況になっております。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） これについてもちょっと考

えを変える必要があるのかなと思うのです。やは

り、ここに新聞の切り抜きがあるのですけれども、

たまたま浦臼町では対策本部で全町民に１０枚ずつ

わたるだけのマスクを前回のウイルス云々というこ

とで持っていて、今回配られたというのがたまたま

空知版に出て、それを見た人が投書しているのです

けれども、そういうことがあるように、これから冬

季間でも、例えば災害が起きて施設というか防災セ

ンターというかそういうものに収容しなければなら

ないようなことになったときに、やはりマスクは常

備しておかなければならない備品の一つなのかなと

いうようなことを思って、きょう質問させてもらい

ました。ぜひその中に加えてもらえたらというふう

に思います。 

 これからですけれども、今後あってはならないこ

となのですけれども、上富良野で感染者が出た場合

にどういうふうな対応をして、町民への周知をして

いこうとしているのかというか、それについての対

策会議の中で話し合いというかどういう方法でやる

ということはもう既に決まっているというふうに
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思っていいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の今後の対応

策についての御質問にお答えさせていただきます

が、現在のところ仮に検査をいたしまして、もし不

幸にして陽性反応が出たような状況のときに、どこ

まで北海道が情報提供していただけるかということ

にもよりますし、現在の制度の中で北海道から知ら

されております段階につきましては個人の同意がな

い限り市町名も公表しないということでございます

ので、非常に今から予見を持ってどういうふうに対

応すればいいかということにつきましては難しい点

もございますが、しかし、今現在までとっている対

策等を延長することが一般的な対応としては理にか

なっているのかなというふうに理解しているところ

でございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） リスクマネージメントとし

ては、やはりその辺についてもしっかり考えておく

というか思っていないと、公表ができないからとい

うことで動けないということとはまた違うのかなと

いう思いはあるのですけれども、その辺はどうなの

でしようか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 現在とっております対策につきましても、そう

いった感染の有無にかかわらず、今まちとしてとり

得る最善の対策をとっているというふうに理解して

おりますので、不幸にもそういう陽性反応が出られ

た方につきましても、だからといって特に何かをど

うかするということには直結しないものというふう

に理解をして、もし万が一そういうことになって現

在の体制を維持することによってそれらへの対応に

もつながっていくというふうに理解をしているとこ

ろでございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） いろいろ報道を見ている中

で濃厚に接触した者とかその辺のどこでどういうふ

うに分けているかというのは我々としては時間とか

距離とかそういうことと直接的に関係しているのか

どうかというのは全く不測の事態というかそういう

ことで、我々はわからないわけですけれども、それ

らあたりをまち当局も知らないということにはなら

ないのかなと思うのですけれども、その辺について

はどうなのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 仮に感染が疑われるような事象が本町であったと

仮定いたしまして、その方がどういう方々と接触し

たりあるいはどういうところに行っておられたかと

いうことを、まちが知りえる情報の範疇から少し違

うところではないかというふうに理解をしていとこ

ろでございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 実際に起きているわけでは

ないので、その辺については個々が判断するという

か、それしかないのかなというふうにも思ったりし

ますので、防御に努めるということしかないのかな

と思うのですけれども、まちで決めている新型イン

フルエンザ等対策行動計画の中で、これに準じて今

対応をしているということのように言われています

けれども、これを実際に決めてはあったけれどもそ

れに伴って動きがあったということではなかったの

だと思うのですけれども、それらの中で経験しない

ことをまた今経験させられるような状況になるのか

というおそれもあるわけですけれども、これの行動

計画の柱というか、それはどういうふうなことでこ

こに載せられているのかちょっと聞きたいのですけ

れども。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まちでは、上富良野町新型インフルエンザ等対策

本部条例を設置しておりまして、これにつきまして

は新型インフルエンザが蔓延したときにこの条例を

持ちまして、この条例の施行に伴い、まちとしまし

ては行動計画を策定しているものでございます。 

 今、議員の御質問は、新型コロナウイルスという

ことで質問いただいておりますが、まちでは新型コ

ロナの関係についての条例、または行動計画表を

国、道、まちも持っていない状況でございますが、

まずはこの感染症予防ということで本条例と本計画

に基づいて、今現在対策を整えているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 本当にそのマニュアルどお

り、ぜひしっかりした対策をとって、そして町民に

周知していくということ、そして町民も自分の身を

守るために本当にしっかりした対応をしていくこと

が必要なのかなと思います。 

 この中で言われている対策の対象者となる人たち

と言ったら語弊ありますけれども、老人、糖尿病、

心不全、呼吸器疾患などの過去においての罹患者と

いうか、そういう人たちに対しては非常に注意して

くださいということが言われているわけですけれど
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も、そういう人たちに対しての防御対応と、そして

それらの人たちを特定できるような形に今のところ

保健福祉課あたりでもとられているというふうに

思ってもいいのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の御質問にお

答えさせていただきますが、既に当町におきまして

も、高齢者施設等におきましては、なるべく接触、

俗っぽく言いますと濃厚接触が発生したり、あるい

は感染になる要因を発生させないようなサービス提

供に変更させていただいて既に対応させていただい

ております。 

 また、子どもにおきましても、こども園、さらに

は小中学生、高校生に至るまで行動を一定程度限定

させていただくなどの対応をとっているところでご

ざいます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） それで、今さなかというこ

ともあるのですけれども、少しお伺いしたいのは、

先日３月５日ですけれども、全体のこれまでの対応

というか、それを時系列でまちのほうからもお知ら

せいただいたのですけれども、また今少し時間が

たっているのでそれ以降のことについても言っても

いいのですけれども、簡単に時系列でお知らせを願

えればというふうに思います。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ３番髙松議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ３月５日この議場におきまして情報提供させてい

ただいた後、この日また北海道で８３例目の感染者

が発生、まちにおきましては相談件数についてはこ

の日１件ございました。このとき延べ３４件の相談

件数に上っております。この後１７時から北海道知

事の臨時記者会見がありまして、その記者会見の内

容につきましてはすぐまちのホームページに更新さ

せていただいております。 

 あと３月６日には、北海道においてはまた感染症

の発生、相談件数はまちに対してはございませんで

したが、まちのホームページの更新、防災無線によ

る相談窓口、また公共施設等の利用の中止について

の引き続きについて周知させていただいておりま

す。 

 また３月７日８日の週末におきましては、道内に

おいての感染者が発生しておりまして、まちにおき

ましても本日対策本部の第４回目の会議を開催し、

今後の対応について検討していくこととなっており

ます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） 再質問ございますか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ここの答弁書にもあるので

すけれども、教育委員会にもということを書かれて

いますので、簡単にですけれども３月５日以降の学

校の対応、それと新聞紙上で分散登校の全市町村へ

の春休みにも実施してくれというのが道から言われ

ているというようなことがあるのですけれども、そ

れらについてもちょっとお知らせ願えればと思いま

す。 

○議長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後０１時４９分 休憩 

午後 １時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩を解きます。 

 ただいまの発言につきましては、通告ございませ

んのでちょっと答弁はしかねます。そういうことで

ございます。 

 ３番高松克年君。 

○３番（髙松克年君） ただいの発言に対しては理

解いたしました。 

 新聞紙上でも二転三転しながらもここまできてい

るわけですけれども、今回のコロナウイルスによっ

て国も休業補償、休業手当というようなことで、企

業向けに雇用調整助成金とかを出すというようなこ

ともありますけれども、これがこのまちに回って各

企業家の人たちに回るまで、また休校による休職を

をしている保護者に対しても助成を出すというよう

なことがありますけれども、まちでこれらがある程

度収束していくときを目指しているかどうかは別と

しても、何か地域の商業者からのアンケートという

か取りまとめをしたというようなことも聞いていま

すけれども、それらのこととどういうふうにリンク

させていこうとしているか、その点についてお伺い

したいと思います。 

○議長（村上和子君） 今おっしゃったことも

ちょっと通告にございませんが。国の対策について

はまだはっきりしないところでございます。今の状

況でよろしいですか。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 髙松議員の御質問にお答え

させていただきますが、私ども保健衛生上のお尋ね

なのかなということで全て理解しておりまして、そ

ういうことでそこからはみ出るとまたちょっと想定

していないこともありまして、ちょっと御判断いた

だければと思います。 

○議長（村上和子君） そういうことでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 
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 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） すみません。 

 実際に受けている問題というか、それぞれの上富

で暮らしている者としては、このコロナウイルスに

よって実害としてやっぱり商人の人たちというか商

業をやっている人たち、また、ある一部の農家の人

たちも野菜が動かないような状況になっている、こ

れはもういろいろな被害を生んでくるということも

あって、町民の関心事でもあるということから取り

上げました。 

 次に移りたいと思います。 

○議長（村上和子君） ただいまのも通告にござい

ませんので。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 次に移りたいと思います。 

 まちの農業振興についてお伺いしたいと思いま

す。 

 第１に質問したところですけれども、このまちが

設定した９０億円という農業収入の目標額なのです

けれども、これについて自分たちとしては、農業者

としては１％のアップを５年後に見込むということ

に対して少し違和感を感じるのです。この１％の動

きというのは、我々農業をやっている者としては２

９年度において、やはり少し作としては悪かったの

かもしれないのですけれども、そして将来的な見通

しとしては５年後に１％のアップというと、作物が

飼料作物なんかもそうですけれども、天災被害で上

下する程度の数字かというふうに思うのです。同じ

農林省が出している数字からとっているわけですけ

れども、将来的な見通しとして令和７年に向けての

国内生産の目標としている各作物の生産量を発表し

ているのですけれども、米は７５２万トン、現状よ

りは２０万トン下げを示している以外、全ての作物

においてアップの数字が載せられているわけです。

いくら自由化のもとでと言いながらも、この数字に

対しては非常に違和感を持っているということをお

伝えするとともに、これらを使う意味合いという

か、これについてのもう少し元気が出るような数字

の置き方ができなかったのかなというようなことを

思うわけですけれども、この数字の置き方について

の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の農業生産高

の生産目標額の持ち方についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 心情的には髙松議員がおっしゃいますように、少

し意識の錦のお旗的に、例えば９３億円とか９５億

円とかということで目標を掲げていくことも、これ

は方法としては否定するものではありません。た

だ、これまでのこのセンサスだとか統計を通じて客

観的に判断して積み上げてきた数字の信頼性と申し

ましょうか、それはやはりそれなりに私どもとして

は、特にこういう公が策定する振興計画において

は、そういった裏づけがあるデータに基づいて数値

を掲げるということはやっぱり避けて通れないのか

ということで、９５億円であったり願わくばさらに

上をということは精神上は理解できますが、広く皆

さん方に周知をしていただく計画上で据える目標と

したら、やっぱり過去の積み上げに基づいた数字が

客観性があるのかなということで置かせていただい

たということでございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 確かにそれもわかるのです

けれども、農林省もあえて国内生産の減少は結局は

農家もそうですけれども、みずからが生産を上げら

れないがゆえに市場開放をみずからが負うというこ

とになると、自分たちが本当にプライドを持って

やっていける農業ということになっていくのかどう

かということで、本当にそれこそ９,０００万円、

大きいか小さいかという話をするのはあれですけれ

ども、本当に農家が頑張ればそれぐらいはちょっと

天気がよかったら取り返してしまうよというような

数字の置き方なので、そういうことからいってもみ

ずからが市場を開放していくということになれば、

自分たちのこのまちの基幹産業である農業も弱体化

をしていくということになっていくのだということ

を思うわけで、それについて本当に数字の置き方と

いうのも今農業を先進的に取り組んでいる人たちに

してみれば、この数字を見たときどう思うかなとい

うことがあるわけで聞いているわけですけれども、

それについては町長どういうふうに考えているかお

伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 気持ちは全く同感でございます。そういう高い、

少し背伸びをするような数字でその目標に向かって

進もうということについては、まさしく私個人的に

今までの経営の中ではやっぱりそういうスタンスで

目標というものは精神的に持ってまいりました。 

 しかし、現実にその数字を達成するためには、今

まちが持っております８次の農業振興計画、それら

の中にさらにステップアップするような仕組みが仕

組まれていなければこれは現実味がなくなりますの

で、今の計画の中を積み上げて、８次計画をしっか

りと実行していく中で、やはり９０億円を目標とし

ていくということが現実的でありましょうし、もし

この計画期間中であっても実はまだまだ少し上を目
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指せる余地が生まれてきたというようなことで目標

を見直すことは、これは何も縛られておりませんの

で、そういう対応も可能かと思います。 

 気持ちの上では髙松議員が言われていることは１

００％私も理解できますので、そういう意味でこの

８次の振興計画を持った時点でそういう状況だった

ということで御理解いただければ思います。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） ステップアップの一つの段

階としてでも、今後もぜひ力強い農業政策というか

それらを打ち出していただけるものと思って、頑

張って若い人たちに伝えたいと思います。 

 ２番目に入りますけれども、残念ながら頭出しの

ところの話については答弁をもらっていないのです

けれども、この有機ＪＡＳ、農産物の生産工程のＧ

ＡＰなどの資格については、本当に厳しい審査を受

け毎年の作物ごとの作つけ準備から始まり、収穫、

貯蔵、そして出荷まで一定の基準の中で生産された

作物として認証を受けているものなのです。 

 それで、これらの作業に対しての指導援助が今の

ところ充分になされているというふうにも思われな

いので、ぜひ今後これらに一層の支援を必要してい

ると思うのですけれども、それに対してどのように

考えているかお伺いしたいと思います。 

○議長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ３番髙松議員のほうにお

答えにはならないと思いますけれども、通告いただ

いた内容と違っているのかなというふうに我々は理

解しております。 

 このようなものがございますよと、その中でバイ

オエネルギー化について事業者と調整を進め、事業

化を進める考えがあるのかどうかお聞きしたいとい

う質問なのかなというふうに我々理解しております

ので、それらについては答弁は控えさせていただき

たいと思います。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 書き方が悪かったというか

読み方が悪かったというか、その辺はあれですけれ

ども、次に移っていきたいと思います。 

 メタンガスの温暖化に及ぼす影響というのは、こ

れはもう皆さん御承知のとおり多大なものだという

ことは認識されていると思います。温帯地帯におけ

る水田からのメタンも排出されるわけですけれど

も、それらについても世の中にはやはり問題だとい

うふうな人たちもいます。 

 我が国の状況から見てこの水田のメタンについ

て、手をつけることはできないというふうに思いま

すし、少しでも生産行為の中から減少することがで

きるのであれば減少させていくということは、農業

者としても必要なことなのかなと思って発言させて

もらっています。 

 エネルギーをある意味地消できるというか、それ

らのものに変えていくには、やはり家畜のふん尿か

らのメタンを利用するというのは有効な手段だとい

うことは、ヨーロッパの社会では通年化されている

というふうに思います。 

 現在、我がまちに４万頭の豚、１万２,０００頭

の牛が出すふん尿の処理を考えるとき、今のままで

よいかというふうには思われません。というのは、

エアレーションによる空中への放出ということが実

際に今行われているわけですけれども、これが果た

して今後も許される環境にあるかどうかということ

を少し考えてみる必要もあるのかと、近い将来それ

らに対しての問題点を指摘されるということになれ

ば、先にやはりそれに向かっての対応を考えておく

必要があるのではないかというふうに考えて発言さ

せてもらっています。町長の考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の畜産のふん

尿処理に関しますその延長上の話かと思います。 

 今、御質問の中にありました堆肥化等の過程の中

のエアレーションもわかりますが、それらが大気に

及ぼす影響などというのは、私、知見は持ち合わせ

ておりませんが何となくそういった懸念要素も内在

しているかなというのは理解できるところでござい

ます。 

 私の知る限りでは、学者の中ではエアレーション

によるそういう発散も懸念要素というふうに提起さ

れているのかもしれませんけれども、農業施策の中

でバイオマス化の大きな要因にエアレーションをな

くすためにというような意味合いがあるのかどうか

ちょっと読み切っておりませんが、そういうことも

今後堆肥化の過程の問題として出るということであ

れば、それは私どもとしても注意深く情報収集なり

をする必要はあろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） 再質問ございませんか。 

 ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 次に有害鳥獣についてお伺

いしたいというふうに思います。 

 現在３０年の統計からですけれども、北海道にお

いて非常に猟友会の人たちとか頑張って狩猟を手が

けてくれているおかげだと思うのですけれども、こ

れが実際に問題化したときから比べると、平成２３

年と平成３０年を比べているわけですけれども、鹿

について１１万頭減っています。その被害額も６４

億円から３９億円までという数字が上がっておりま
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す。エゾシカの捕獲頭数も６万８００頭から３万

１,０００頭と確かに狩猟者の高齢化もあって頭数

としては少なくなっているというふうに思いますけ

れども、それでもこれだけの数を捕獲してくれてい

るということに対しては、本当に我々は農業者とし

て敬意を表したいというふうに思うのと、本当に御

苦労なさっているのだなという感じを受けておりま

す。 

 この数字のおかげで被害額も少なくなっている。

２３年には６４億円だったものが３９億円というこ

とにもなっています。そういうことからして、やは

り下がってきている数字をいかに保つかということ

からしても、非常にこれからの狩猟に対する考え方

それらあたりもしっかり我々もサポートしていくよ

うな体制をとらなくてはならないのかなというふう

に思っています。 

 実験的にですけれども、今のスマート農業ではな

いですけれども、ドローンを利用した生息域、それ

らの特定とか道も現況マップというのがつくられて

いたりしています。若干問題なのは皆さんも承知の

とおり、国有林内での誤射にによる事件があってか

ら国有林の中での狩猟ができない、できづらい状況

にあります。その中で、やはり一斉駆除を行って減

少させていくということを林野庁などでも認めて、

上川管内でも行われていて９３頭くらいの頭数が狩

猟をされています。 

 上富良野でもこれだけの頭数を捕獲していただい

て今の被害状況ということです。 

 今後もぜひ鹿については被害が比較的大きい動物

なので、それにぜひそれに対しても費用負担という

形でのことも含めて重要なのかなとと思っていま

す。鹿についてですけれども、これまたちょっと長

くなりますけれども…… 

○議長（村上和子君） ちょっと具体的に質問。 

○３番（髙松克年君） 今アライグマについてもこ

の地域でも非常に問題になっているところなので、

ちょっと話をしたいというふうに思います。 

 もうここまで来たら北海道でほとんどのところが

アライグマの生息域となっています。上富良野の被

害額は管内でも中川についで２番目の被害額１０５

万７,０００円となっています。今２２６頭捕獲し

ているわけですけれども、これらも含めてぜひここ

でも町長に約束していただいているとおり、捕獲

数、それと猟友会の運営費及び有害鳥獣駆除の継続

と担い手の育成というところでの考え方をお伺いし

たいと思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の有害鳥獣駆

除についての御質問にお答えさせていただきます。 

 私も年に何度か猟友会の皆さん方と懇談させてい

ただく機会をいただいておりますが、お答えさせて

いただいておりますように、非常に猟友会のメン

バーもそれなりの年を重ねてきておられる方がかな

りふえてきております。 

 そういう中で、特に大型動物、鹿、アライグマは

大型ではございませんけれども、そういった狩猟後

の処理等については非常に困難をしているというこ

とも訴えられておりますし、実態も理解しておりま

す。 

 また、アライグマについては、本当に追っかけっ

こするぐらいにふえてきているという状況も聞いて

おりますので、さらに猟友会の皆さん方に活動して

いただきやすいような環境整備は大変重要だと受け

とめておりますし、とりわけ猟友会の新たな担い手

の免許所持者をふやしていくことは大変重要だとい

うふうに理解しておりますので、また機会を捉えて

猟友会の皆さん方と課題について共有しながら、有

害鳥獣駆除を最小限にとどめられるようにまちとし

ても取り組んでまいりたいと考えております。御理

解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） 農家の人たちも一緒に共同

してやるぐらいのつもりがなかったらアライグマの

被害についてはとめていけないというふうに思いま

す。それらの啓蒙についてもぜひまちも猟友会の人

たちへのお手伝いをしてもらえばというふうに思っ

ています。 

 続いてですけれども、スマート農業についてのお

伺いをしたいと思います。 

 これについては、荒生議員のほうからもお尋ねが

あり、これの進歩というのは本当に日進月歩という

か、テレビなんかでもよくそれの現場を見るような

機会もふえていて、しかもこれが一つのいい働きを

してくれるかなと思うのは若い人でやはりこういう

農業があるのだというところを見せられるという

か、そういうことというのは農業をやっている者と

いうよりは農業をやってきていない人に対してのア

ピール度が非常に高いのかなと、俺でもできるかな

と思わせるようなことというのがたくさん出てくる

わけですけれども、そのことの中から農林省も本当

に力を入れていて、ちょっと調べてみたところによ

ると関連の対策としても１００億円ぐらいつけてい

るということもあります。 

 そんなこともあって、進んでいくスピードとそれ

と今度は問題になるのかなと思うのが、それらによ

る安全性というかそれらも問われるような状況に

なってきていて、これらも両方あわせてやはり農業

者にアピールしていくというか、そういうことが必
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要なのかなというふうにも思うわけですけれども、

現在上富良野で行われようとしているＧＰＳ、これ

だけがスマート農業ではなくて、まだまだほかにい

ろいろな形態があるということをぜひまちの今回の

ＧＰＳによる自動操舵というかそれらのことも含め

てアピールしていってもらいたいと思うのですけれ

ども、今後のこれについての先ほども聞きましたけ

れども、町長のぜひ進めていくことの意義と心意気

お話していただきたく思います。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員のスマート農

業に対します取り組みについての御質問にお答えさ

せていただきますが、荒生議員にもお答えさせてい

ただきましたように、非常に将来性のある分野だと

いうふうに捉えておりまして、機会を捉えて農業者

のみならず議員からお話ありましたように、農業以

外の方々にもこのスマート農業というものが農業の

近代化にさらに寄与するということも大いにＰＲす

る必要があると思います。 

 とりわけ酪農の部門なんかではフリーストールだ

とかそういったことが最先端に行っておりますの

で、あわせて広く農業を消費者の皆さん方にＰＲす

る一つの手法がこういうふうに変わってきています

よということを、大いにＰＲしてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） ３番髙松克年君。 

○３番（髙松克年君） そしてこれを実際に取り入

れるためには農家の人たちの持っている技術を数値

化するということ、これはなかなか農業者では難し

いところもあるのかなと、専門の職種の人でないと

難しいところがあるのかなとは思うのですけれど

も、一日の記録をとるという仕事というか、もちろ

ん機械で調べているのを１カ月だったら１カ月ごと

に送って集積していくということのために、これが

これからの地域の農業の持っている一番の力になる

のではないか。要するに、書かれている中ではたく

みの技を見える化するということをうたっていて、

それのための何か技術援助というか、そういうもの

も必要になってくるというように言われているので

すけれども、それらに対しての支援体制というのを

まちでもとれないかというのをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番髙松議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ただいま御質問いただいたような分野につきまし

ては、研究機関が行ったり、あるいは民間事業者が

新製品、新技術の開発等で必要なためのデータ収集

ということで行われるべきものかなと理解しており

ます。 

 行政がそういったデータの蓄積等、行政が主体的

にかかわってということは何か少しは距離という

か、直接旗振り役になるだけの組織力というか力は

ございませんので、そこはやはり研究機関や民間の

事業者に委ねるべきところかなというふうに押さえ

ているところでございます。 

○議長（村上和子君） 以上をもちまして、３番髙

松克年君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、本日のまちの一般行政についての質問

を終了いたします。 

─────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（村上和子君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月１２日から１７日までの

６日間を休会といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 異議なしと認めます。 

 よって、３月１２日から１７日までの６日間を休

会とすることに決定しました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（村上和子君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 
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    議案第 ２号 令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

    議案第 ３号 令和２年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

    議案第 ４号 令和２年度上富良野町介護保険特別会計予算 

    議案第 ５号 令和２年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

    議案第 ６号 令和２年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

    議案第 ７号 令和２年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

    議案第 ８号 令和２年度上富良野町水道事業会計予算 

    議案第 ９号 令和２年度上富良野町病院事業会計予算 

追加日程第２ 議案第３０号 平成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号） 

追加日程第３ 議案第３１号 平成３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第６号） 

追加日程第４ 議案第３２号 上富良野町中小企業融資条例の特例を定める条例 

第 ３ 議案第１９号 上富良野町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第 ４ 議案第２０号 上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

第 ５ 議案第２１号 上富良野町印鑑条例の一部を改正する条例 

第 ６ 議案第２２号 上富良野町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

第 ７ 議案第２３号 上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

第 ８ 議案第２４号 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例 

第 ９ 議案第２５号 上富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例 

第１０ 議案第２９号 第６次上富良野町総合計画基本構想の変更について 

第１１ 発議案第１号 町長の専決事項の指定について（上富良野町税条例の一部を改正する条例） 

第１２ 発議案第２号 町長の専決事項の指定について（上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例） 

第１３ 発議案第３号 町長の専決事項の指定について（上富良野町介護保険条例の一部を改正する条例） 

第１４ 発議案第４号 「民族共生の未来を切り開く」決議について 

第１５ 発議案第５号 北海道の「子どもの医療費無料化制度の拡充」を求める意見について 

第１６ 閉会中の継続調査申し出について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  元 井 晴 奈 君      ２番  佐 川 典 子 君 

      ３番  髙 松 克 年 君      ４番  中 瀬   実 君 

      ５番  金 子 益 三 君      ６番  中 澤 良 隆 君 

      ７番  米 沢 義 英 君      ８番  荒 生 博 一 君 

      ９番  佐 藤 大 輔 君     １０番  今 村 辰 義 君 

     １１番  小 林 啓 太 君     １２番  小田島 久 尚 君 

     １３番  岡 本 康 裕 君     １４番  村 上 和 子 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 
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 町 長  向 山 富 夫 君       副 町 長  石 田 昭 彦 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         中 田 繁 利 君 

 農業委員会会長         青 地   修 君     会 計 管 理 者         林   敬 永 君 

 総 務 課 長         宮 下 正 美 君     企画商工観光課長         辻     剛 君 

 町民生活課長         北 越 克 彦 君     保健福祉課長         鈴 木 真 弓 君 

 農業振興課長         狩 野 寿 志 君     建設水道課長         佐 藤   清 君 

 農業委員会事務局長         大 谷 隆 樹 君     教育振興課長         及 川 光 一 君 

 ラベンダーハイツ所長         北 川 和 宏 君     町立病院事務長  北 川 徳 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         深 山   悟 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         真 鍋 莉 奈 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、令和２年第１回上富良野町議会定例会

５日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（村上和子君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（深山 悟君） 御報告申し上げます。 

 予算特別委員長から本定例会で付託されました議

案第１号令和２年度上富良野町一般会計予算から議

案第９号令和２年度上富良野町病院事業会計予算ま

で及び議案第２６号上富良野町財政調整基金の一部

支消についてから議案第２８号十勝岳と共生するま

ちづくり応援基金の一部支消についてまでの議案に

つきまして、審査報告書の提出がありました。 

 町長から、議案第３０号平成３１年度上富良野町

一般会計補正予算（第１２号）、議案第３１号上富

良野町介護保険特別会計補正予算（第６号）、議案

第３２号上富良野町中小企業融資条例の特例を定め

る条例の提出がありました。 

 議会運営委員長から、委員長報告の日程追加の報

告がありました。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から、閉会中の継続調査として

別紙配付のとおり申し出がありました。 

 以上であります。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本日、７番米沢義英君から議会運営委員長報告が

ありましたので、これを日程第１の次に追加日程第

１として、また、町長から議案第３０号平成３１年

度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）、議案

第３１号上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

６号）、議案第３２号上富良野町中小企業融資条例

の特例を定める条例の提出がありましたので、これ

を日程第２の次に、追加日程第２、追加日程第３、

追加日程第４として日程の順序を変更し議題にいた

したいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員会報告を日程第１の次に追

加し追加日程第１として、議案第３０号平成３１年

度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）を日程

第２の次に追加日程第２として、議案第３１号上富

良野町介護保険特別会計補正予算（第６号）を追加

日程第３として、議案第３２号上富良野町中小企業

融資条例の特例を定める条例を追加日程第４とし

て、議題とすることに決定しました。 

 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時０３分 休憩 

午前 ９時０４分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 暫時休憩を解きます。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（村上和子君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名について行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １番 元 井 晴 奈 君 

     ２番 佐 川 典 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎追加日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（村上和子君） 追加日程第１ 議会運営委

員長報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議決

定した内容について、議会運営委員長の報告を求め

ます。 

 議会運営委員長、米沢義英君。 

○議会運営委員長（米沢義英君） 議会運営委員会

で審議した内容等について報告いたします。 

 令和２年第１回定例会の議事運営等について審議

決定した内容を御報告いたします。３月１７日、議

会運営委員会を開き、町長から追加提案の付議事件

３件について審議いたしました。提案議案の審議に

ついてでありますが、議案第３０号平成３１年度上

富良野町一般会計補正予算（第１２号）、議案第３

１号上富良野町介護保険特別会計補正予算（第６

号）、議案第３２号上富良野町中小企業融資条例の

特例を定める条例については、提案日に本会議にお

いて説明の上審議を行うことといたしましました。 

 以上、議会運営委員会における審議結果の報告と

いたします。 

○議長（村上和子君） 以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 
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────────────────── 

◎日程第２ 予算特別委員会付託 

○議長（村上和子君） 日程第２ 予算特別委員会

付託の議案第１号令和２年度上富良野町一般会計予

算、議案第２６号上富良野町財政調整基金の一部支

消について、議案第２７号上富良野町公共施設整備

基金の一部支消について、議案第２８号十勝岳と共

生するまちづくり応援基金の一部支消について、議

案第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特別会

計予算、議案第３号令和２年度上富良野町後期高齢

者医療特別会計予算、議案第４号令和２年度上富良

野町介護保険特別会計予算、議案第５号令和２年度

上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、議

案第６号令和２年度上富良野町簡易水道事業特別会

計予算、議案第７号令和２年度上富良野町公共下水

道事業特別会計予算、議案第８号令和２年度上富良

野町水道事業会計予算、議案第９号令和２年度上富

良野町病院事業会計予算を一括として議題といたし

ます。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長、岡本康裕君。 

○予算特別委員長（岡本康裕君） ただいま上程さ

れました予算特別委員会付託事件につきまして、朗

読をもって報告とかえさせていただきます。 

 予算特別委員会審査報告書をごらんください。 

 予算特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次の

とおり決定したので、会議規則第７７条の規定によ

り、審査の経過等を付し報告する。 

 令和２年３月１８日、上富良野町議会議長、村上

和子様。 

 予算特別委員会委員長、岡本康裕。 

 記。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、令和２年第１回定例会が開かれた３

月５日に設置され、議案第１号から議案第９号まで

及び議案第２６号から議案第２８号までの付託を受

けた。 

 ３月１２日に委員会を開催し、正・副委員長及び

分科長を選出し、直ちに議案審査に入った。議案第

１号の一般会計予算の歳入歳出、議案第２６号から

議案第２８号の各基金の一部支消及び議案第２号か

ら議案第９号までの各会計予算の歳入歳出の質疑を

３月１２日、１３日、１６日に行い、理事者の答弁

を求め、二つの分科会でそれぞれ審査意見の取りま

とめを行った。 

 ３月１７日に委員会を開催し、各議案の審査意見

を集約して理事者に提出し、所信表明を受け、議案

ごとに討論と採決を行った。 

 ２、審査意見。 

 （一般会計）。 

 １、移住ホームページ等の更新・改良について

は、民間企業の活用を含め、内容の充実に努められ

たい。 

 ２、危険な交差点については、関係機関と連携

し、交通安全対策を進められたい。 

 （その他）。 

 町の重要施策については、十分な予算審議が必要

なため、早期に資料を提供されたい。 

 ３、表決及び結果。 

 議案第１号令和２年度一般会計予算について、中

瀬実委員、荒生博一委員から、修正案（別紙）が提

出され、提案者から説明を受けた後、質疑、討論を

行い、まず修正案について起立による採決を行った

結果、賛成多数で可決となった。 

 続いて、修正部分を除く原案について起立による

採決を行った結果、賛成多数で可決となった。 

 その後、議案第２６号から議案第２８号及び議案

第２号から議案第９号まで議案ごとに討論を行い、

それぞれ起立による採決を行った結果、各議案が賛

成多数により原案可決となった。 

 なお、別紙一般会計予算修正案については、昨日

の予算特別委員会で議決したものと同じものをつけ

てございます。 

 以上で、予算特別委員会審査報告といたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、予算特別委

員長の報告を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第１号令和２年度上富良野町一般会計予算に

ついて、予算特別委員長の報告は、意見を付して修

正可決であります。 

 まず、予算特別委員会の修正案について採決いた

します。 

 委員会の修正案に賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、予算特別委員会の修正案は可決されまし

た。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案につ

いて採決いたします。 

 修正部分を除く部分を原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、修正部分を除く部分は、原案のとおり可

決いたしました。 

 次に、議案第２６号から議案第２８号までの基金

の一部支消及び議案第２号から議案第９号までの委
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員長報告は、全て原案可決であります。委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は御起立を願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２６号上富良野町財政調整基金の

一部支消についてから議案第２８号十勝岳と共生す

るまちづくり応援基金の一部支消について及び議案

第２号令和２年度上富良野町国民健康保険特別会計

予算から議案第９号令和２年度上富良野町病院事業

会計予算までは、委員長の報告のとおり決定いたし

ました。 

────────────────── 

◎追加日程第２ 議案第３０号 

 追加日程第３ 議案第３１号 

○議長（村上和子君） 追加日程第２ 議案第３０

号平成３１年度上富良野町一般会計補正予算（第１

２号）、追加日程第３ 議案第３１号平成３１年度

上富良野町介護保険特別会計補正予算（第６号）を

議題といたします。 

 関連がありますので、一括して提出者から提案理

由の説明を求めます。 

 最初に、総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま追加上程いた

だきました議案第３０号平成３１年度上富良野町一

般会計補正予算（第１２号）及び議案第３１号平成

３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

６号）につきまして、提案の全体要旨を御説明申し

上げます。 

 １点目は、国の令和元年度補正予算より追加され

ました畑作構造転換事業について、３月１１日に事

業実施者となるＪＡ富良野より事業実施に向けた意

向が示されたところでありますが、当該補助事業に

つきましては、町を経由する間接補助事業であるこ

とから、当該補助事業に係る事業費の補正とあわせ

て事業完了が年度を超えることから、繰越明許費の

追加をお願いするものであります。 

 ２点目は、国の新型コロナウイルス感染症に関す

る緊急対応策における保育対策総合支援事業補助及

び子ども・子育て支援交付金において、町内認定こ

ども園４施設及び放課後クラブでの感染症予防用資

機材の確保等に向けた支援策が行われることとな

り、また当該補助事業の一部については、その完了

が年度を超えることが見込まれることから、その事

業費の補正とあわせて繰越明許費の追加をお願いす

るものであります。 

 ３点目は、介護保険特別会計より給与費等を支弁

している職員について、特に独居高齢者緊急搬送対

応や徘徊高齢者捜索など、就業時間外での緊急的業

務対応による時間外勤務手当の支給が増加し、これ

まで介護保険特別会計の職員手当費から支給をして

おりますが、現状の支給状況では、年度末に支出す

べき退職手当組合負担金に予算上不足が生じること

が判明したことから、その不足する額の追加補正を

お願いするとともに、一般会計が負担すべき費用に

ついて、介護保険特別会計操出金として追加補正を

お願いするものであります。 

 なお、一般会計における必要な財源については、

国庫補助金を追加するとともに、不足する額につい

ては予備費を充当し、一般会計補正予算を調整した

ところであります。 

 また、介護保険特別会計においては、歳入におい

て一般会計からの繰出金と同額を一般会計繰入金と

して増額補正し総務費に計上するとともに、地域支

援事業費に係る職員手当の不足する額については、

予備費を充当し、介護保険特別会計補正予算を調整

したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略をさせていただきますの

で御了承願います。 

 最初に、議案第３０号をごらんください。 

 議案第３０号平成３１年度上富良野町一般会計補

正予算（第１２号）。 

 平成３１年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９９４万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７３億１,５９９万８,０００

円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １４款国庫支出金９９４万１,０００円。 

 歳入合計９９４万１,０００円。 

 ２、歳出。 

 ３款民生費２２８万９,０００円。 

 ６款農林業費６１７万３,０００円。 

 ９款教育費１７６万８,０００円。 
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 １２款予備費２８万９,０００円の減。 

 歳出合計９９４万１,０００円。 

 第２表、繰越明許費の補正ですが、これにつきま

しては、前段申し上げました部分につきまして、そ

れぞれ民生費、農林業費、教育費におきまして繰越

明許費の追加をお願いするものでございます。 

 以上で、補正の全体要旨と議案第３０号平成３１

年度上富良野町一般会計補正予算（第１２号）の説

明といたします。御審議いただき、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） 次に、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） 続きまして、平成

３１年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

６号）について申し上げます。 

 なお、補正の要旨につきましては、前段総務課長

から申し述べたとおりでございますので、議案の説

明につきましては、議決項目の部分についてのみ説

明をし、予算の事項別明細書につきましては省略を

させていただきますので御了承願います。 

 議案第３１号をごらんください。 

 議案第３１号平成３１年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第６号）。 

 平成３１年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２８万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ９億７,８４８万８,０００円と

する。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ７款繰入金２８万９,０００円。 

 歳入合計は、２８万９,０００円でございます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費２８万９,０００円。 

 ３款地域支援事業費２０万８,０００円。 

 ７款予備費２０万８,０００円の減。 

 歳出合計は２８万９,０００円でございます。 

 以上で、議案第３１号平成３１年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第６号）の説明といたし

ます。御審議賜りまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、議案第３０号及び議案第３１号につい

て一括して質疑に入ります。 

 御質疑ございませんか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） 伺います。 

 ３０号、一般会計の補正予算について、全般につ

いて伺いたいと思います。 

 今回、保育所とのコロナウイルス対策感染予防対

策事業費という形で予算が計上されております。同

時に、この繰越明許費という形でも計上されていま

す。そこでお伺いしたいのは、マスク、消毒液だと

か体温計だとか、それにかかわる予算の計上という

形になっております。それで、１施設５０万限度と

いう形になっておりますが、これの限度額で十分対

応できるのかというのが１点目。 

 それと同時に、繰越明許は、この消毒液等を買う

場合、恐らく在庫が、商品があるかないか、品薄に

なっているという状況の中で繰越明許が設定された

のかというふうに思いますが、その点とあわせて現

在のこれらの商品の購入できる環境はどのように

なっているのかというところをお伺いいたします。 

 また、１１ページの放課後児童健全育成の中で、

今回賃金等を含めた消毒液の購入もらっております

が、現在、この賃金というのは、大体現状では何人

ぐらいの設定になっているのか、わかればお伺いい

たします。 

 また、安全対策等をとって受け入れ態勢をされて

いるかというふうに思いますが、現状はどのように

なっているのか。現在、何人受け入れているのか、

この点と、あともう１点は、もしも急を要するとい

う形で保護者等の方からぜひ子供を見てほしいとい

う場合においては、これは全てかどうかわりません

が、ある程度余裕ある環境なのかどうなのか。登録

してなくても、こういった現状の中で対応できる環

境があるのかどうなのか、この点お伺いしておきた

いと思います。 

○議長（村上和子君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ７番米沢議員の今

回の保育所等新型コロナウイルス感染症予防対策事

業に対する２点の項目について、私のほうから説明

させていただきます。 

 まず１点目の１園５０万円限度という国の交付金

１０分の１０でございますが、その範囲内において

足りるのかという御質問でございますが、ただいま

４園とも各備品、消耗品については、調達並びにそ

の数量についてを確認してございます。なかなか備

品等につきましては、調達可能ということで、業者

とのやりとりも確認しているところですが、議員御
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発言のとおり、マスク等につきましては、なかなか

今品薄ということで、納品もいつになるかというの

はまだ、今現時点では確認をとれているものではご

ざいません。 

 そういうこともございまして、今回、予算におき

ましても、繰越明許費を設定することで、令和２年

度に納品されることを想定し、いち早く実際に認定

こども園で受け入れている現場が疲弊しないよう

に、そのような形で対応するように聞いております

ので、そういうことで実際に５０万円限度とはなっ

ておりますけれども、園としましては、大変この交

付金が助かるということで確認しておりますので、

備品、消耗品については、必要なものについては調

達していきたいと考えております。 

 次に、商品の確認につきましては、今申し上げた

とおり、なかなか物によっては品薄の物もあると聞

いておりますので、それにつきましても、各

メーカー、卸問屋等も通じまして、これにつきまし

ては、各園も総力を挙げて確認をしておりますし、

町もそれに対して状況等を確認していきたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（村上和子君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（及川光一君） ７番米沢議員の放

課後健全育成事業の御質問にお答えいたします。 

 まず、今回、放課後クラブになりますが、人件費

の補正の部分については、今回国のほうの要請に基

づいた３月２日から２５日までの、通常学校が開か

れている部分、朝からといいますか、午前中から開

く形になりますので、その部分の人件費を計上して

いるところであります。 

 また、人数という部分でありますが、指導員含め

て、先般も予算特別委員会でもお答えしたとおり１

２人の体制、あと学校の学習支援人の方も応援する

という形で行っております。安全対策という部分と

も重なるのですけれども、感染リスクを抑えるとい

うを部分で、今、場所は上富良野小学校で、通常多

目的室ということでクラブを行っておりますが、感

染リスクを抑えるという部分で、少人数のグループ

体制を組む、そういった中で四つのグループで行っ

ております。おおむね１０人未満というところなの

ですけれども、今申し出といいますか、利用してい

る人員は、総数でいいますと５０人ほどで行ってお

ります。当初は４５人ほどでしたが、随時、追加の

登録をしていた方も数名いらっしゃいますし、先ほ

ど要件というお話もありましたが、両親が就業して

いるほかに、家庭の中で介護しているだとか、そう

いった部分でも追加で受けているというような実態

でございます。 

 また、安全対策といった部分では、子供たちの健

康観察という部分で、事前に家庭で体温測定、また

利用後においては、主に触る部分といいますか、

テーブルだとかノブだとか、そういった部分は次亜

塩素酸といいますか、消毒液を使って消毒作業、ま

た入退室に際しては、アルコール消毒液を各部屋に

常備した中で行っているというような状況です。 

 以上でございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番。金子益三君。 

○５番（金子益三君） ３０号、３１号に、両方に

かかわることでちょっと御質問したいのですけれど

も、今回、このような新型コロナウイルスに対応す

るということで、国から備品であったり、それに伴

う賃金等の１０分の１０の補助があるということで

確認させていただきました。それで、こちらの介護

保険のほうに関しても、もしかしたら今回のコロナ

の影響で、いろいろな職員に対する過重の時間外で

あったりとか、そういったものがこれからも発生し

たときとかというものについて、今回一般会計の予

備費のほうから一旦拠出しているような形になって

おったり、こちらの介護保険の中の予備費を一部充

当しておりますが、それらに関するところで国から

こういったこの新型コロナウイルスに対応する職員

のさまざまな手当というものについては、何らか今

後において補充とか、そういったのを支給というの

は予定されているのかを教えてください。 

○議長（村上和子君） 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ５番金子議員からあり

ました、いわゆるコロナ対策に対します町のかかっ

た費用に対する国の支援策ということでよろしいで

しょうか。 

○５番（金子益三君） それに今かかわる部分、人

の。わかればでいいのだけれども、超過勤務とかあ

るではないですか。そういったものとか全部含め

て、あるか教えてください。 

○総務課長（宮下正美君） 現行の中では、このコ

ロナ対策に関しましては、当町につきましては、ま

だ発症等がないということで、基本的には予防対策

に努めているという部分でございますので、職員自

体がいわゆるコロナ対策についての業務量の増とい

うのは、特段ありませんが、ただ、ハイツ、病院等

につきましては、発症させないということで、これ

まで以上にいわゆる予防の業務につきましては、徹

底するような形にはしてございますが、それに伴っ

て業務量が特段ふえているという状況には、今の時

点ではなってございません。 

 ただ、今後何かあって、特定の作業等が行う必要

がある場合につきましては、緊急的な対応というこ
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とで対応することもあるのかというふうに思います

し、その時点で勤務時間、いわゆる時間外勤務等が

ふえた場合につきましては、緊急的な対応になりま

すので、そのときについては、費用等が足りないと

きには、予備費からの充当というのも想定している

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、議事を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３０号平成３１年度上富良野町一

般会計補正予算（第１２号）は、原案のとおり可決

されました。 

 次に討論を省略し、これより議案第３１号を採決

いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３１号平成３１年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第６号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎追加日程第４ 議案第３２号 

○議長（村上和子君） 追加日程第４ 議案第３２

号上富良野町中小企業融資条例の特例を定める条例

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ただいま上程

されました議案第３２号上富良野町中小企業融資条

例の特例を定める条例につきまして、提案の要旨を

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の流行により、国にお

いては資金繰り支援を中心に緊急対応策がとられて

おりますが、融資の窓口となっております日本政策

金融公庫においては、融資相談を初め、融資申込数

が相当な数に上っており、貸し付け実行に至るまで

一定の期間を要する実態にあることから、新型コロ

ナウイルス感染症の流行を要因として状況が悪化し

ている町内中小企業者の円滑な資金確保が困難な状

況になっております。 

 町内中小企業者の当面の事業継続資金を初め、当

該資金返済への負担の軽減、また今後の速やかな回

復を助長し、持続的な事業活動を支援するため、上

富良野町中小企業融資条例の特例を定め、円滑な資

金の確保につなげるものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第３２号上富良野町中小企業融資条例の特例

を定める条例。 

 （目的）。 

 第１条、この条例は、新型コロナウイルス感染症

の流行に伴い、町内で事業活動を営む者の一時的な

業況の悪化に対処するため、上富良野町中小企業融

資条例（昭和４６年上富良野町条例第１２号。以下

「融資条例」という。）に基づく資金利用者の負担

軽減を図ることを目的として特例を定めるものとす

る。 

 （融資の対象）。 

第２条、融資の対象となる中小企業者は、融資条例

第３条の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

 １号、上富良野町内に事業所を有し、事業を営ん

でいるもの。 

 ２号、町税を完納しているもの。 

 （融資額）。 

 第３条、融資額は、融資条例第４条において規定

する額のほかに１中小企業者につき３００万円以内

で融資することができる。 

 （融資の申込）。 

 第４条、融資を受けようとするものは、融資条例

第６条の規定にかかわらず、町長が別に定める書面

により、町を経由して契約金融機関に申し込むもの

とする。 

 (保証料等の補給）。 

 第５条、町長は、この条例において指定する資金

について、当該中小企業者に対し予算の範囲内で保

証料及び利子の全部を補給することができる。 

 （委任）。 

 第６条、この条例に定めるもののほか、必要な事

項は町長が別に定める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 御審議くださいまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 ８番荒生博一君。 

〇８番（荒生博一君） このたびの中小企業融資条
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例の設定に関しましては、収束が全く見えないとい

う状況下の中、中小企業に対しての手だてとして、

大変町内事業者として感謝いたします。 

 その中で、本日、この議場において議決をした

後、あすが金曜日、それからあさって、あしたは木

曜日です、済みません。金・土・日と３連休等々が

ありますので確認ですが、受付の実際の開始目途、

いつぐらいから予定しているのか。それから、その

受付の窓口は役場の企画商工課になるのか、それか

らまたほかの窓口があるのか。そして、この議決の

後、町内事業者に対しての周知方法、どのような策

をお持ちなのか、確認させていただきます。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ８番荒生議員

からの３点、この融資条例の特例に関する御質問３

点についてお答えをさせていただきます。 

 本日、もし御可決いただければ、早急に事業者の

ほとんどを掌握しています商工会、観光協会を中心

に、周知の方法について決定するわけですけれど

も、とりあえず会員の皆さんには、リーフみたいな

ものを作成してお送りさせていただこうということ

で、その中に受付期間等を表示してございます。そ

れで、すぐ連休に入ってしまいますのであれなので

すけれども、一応受付機関については、週明けの３

月の２３日からということでお知らせをしようとい

うふうに思っております。 

 あと、また窓口でありますけれども、今回につき

ましては、この特例に基づく資金につきましては、

役場、行政のほうで窓口ということを考えておりま

すけれども、商工会、観光協会とか、やはりその会

員さんの相談については、しっかり相談を受け付け

ていただいて、ぜひつないでくれというような、そ

ういう調整は図ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

 あと、周知の方法でございますが、先ほど言いま

したようなリーフレットを作成して、商工会、観光

協会を通じて、各会員さん、事業者さんに配付する

ということもありますし、またホームページ等での

公開、防災無線、あと貸し付け期間が結構、年度間

設定してございますので、それについては、町の広

報等でもタイミングを見た形でお知らせをさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長（村上和子君） ８番荒生博一君。 

〇８番（荒生博一君） 最後に１点伺います。 

 実際に受付準備が整い、来週の月曜日、２３日を

目途にされているということで、最短で資金調達と

いうのは、今月末までに実際、実施が可能なのかと

いうような、そういった目安というのはお持ちです

か。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ８番荒生議員

のただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 そちらのほうにつきまして、町というか町長はも

う、金融機関のほうに行きまして要請をさせていた

だきますけれども、現在の見込みとしては、何とか

年度内には貸し付け実行が間に合うのではないかと

いうふうに思ってございます。 

 ただ、余り早い時期から貸し付け実行できますと

いうアナウンスもできませんので、ただ、今、一応

金融機関との予備調整の中では、３月３０日ぐらい

には準備が整うのではないかというようなことで、

情報をいただいているところでございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ちょっとこれに関すること

でお伺いしたいのですが、既に商工事業者の中にお

いて、個々の金融機関からの融資を受けている、ま

た商工会を通じて融資を受けている、それは設備で

あろうが、それから運用の部分であろうというとこ

ろで、例えばその業者が個人の返済枠いっぱいにな

ているというときに関して、今回のコロナの関係で

業績が悪化して、やはり追加融資を受けたいという

場合というのは、そういう対応というのもしっかり

対応できていくのか、ちょっとお伺いしたいという

ふうに考えております。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ５番金子議員

からの、もう融資枠、結構いっぱい使っている会員

さん、事業者さんの対応ということでございますけ

れども、こちらのほうにつきましては、先ほど言い

ましたように町長、町のほうで金融機関にお願い行

くときには、例えば普通の融資でしたら、その企業

に融資、要するに信用力でありますとか、債務がど

ういう状況になっているかというところは、もちろ

ん審査になるとは思いますけれども、現行、国の対

応につきましても、まず今の現状を見て融資するよ

うにというようなことで言われておりますし、それ

が政府のほうからも各金融機関に通達されていると

ころでございます。 

 町からのお願いのときにも、あくまでも裁量は金

融機関になるのかというふうに思いますけれども、

通常のそういう融資とは違ったような対応を、あく

までも要請ということになりますけれども、そう

いったような形で臨んでいきたいというふうに考え

ています。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） すごく懸念しているのが、
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通常であれば、例えばそういう金融機関に相談に

行っている事業者さんというのは、まず最初に商工

会等に一番最初に相談に行った中でいろいろこう、

お互いの状況を相談しながら、そして次に金融機関

といって、いわゆるわんそう型のような形でしっか

りと返済計画等立てていくのですけれども、今回、

当然役場としても相当の覚悟の中でこの事業を進め

ていただいているので、ある程度安心はしてはいる

のですけれども、結局、事業者さんというのは、こ

の例えば１カ月とか１カ月半失ってしまったものと

いうのがまるまる抜けちゃうわけです。その間とい

うのも、当然今までの返済計画の中に入っているも

のが、すっぽりとなくなって、そこを丸々補ってい

ただけるという中の安心であれば、ゴーサインとい

うのもあるのですけれども、またそれにさらに輪を

かけて借金をしていかなければならないという状況

の中で、では廃業にという御選択というのが、そう

いう不幸なことがないような形で、しっかりと商工

会等も、この受付等に関しては、しっかりと協力・

サポートする形で、もちろん行政がメーンとなって

やるのはいいのですけれども、やはりその受付の場

に経営指導員等がしっかりと一緒について、その事

業者の現状一番知っているはずですから、それらの

サポートもしてあげられるような体制というのが私

は望ましいのではないかと思いますけれども、その

辺といえばいかがでしょうか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ５番金子議員

のただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

 その辺の調整とかというのは、私どもしっかり

と、商工会の指導員中心に行っていきたいというふ

うに思いますし、やはりこういう特例を設けて、こ

の融資というか資金をつくるわけですから、本当に

必要な人に活用していただきたいという、そういう

思いは強いので、そういう方がしっかりと活用でき

るような、対応の一つとしても議員おっしゃるよう

な、そういうような関係機関との調整なりというの

は、しっかりとってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（村上和子君） ほかにございますか。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） これは、信用保証料等の補

正はどういうふうになるのかという、補正です。ど

ういうふうになるのかという点。 

 それと、これは経営にかかわる資金繰りという形

になっております。もう１点、一つお伺いしたいの

は、さらにお伺いしたいのは、いわゆるこれから税

の返済等が入ってきます。そういった場合に、相当

経営が困難で、資金繰りだけでもう大変だという状

況が恐らく想定されますので、状況によっても変わ

る場合もあります。 

 そういった場合、いろいろな国保税だとか、他の

税がありますので、そういった場合の支払いの猶予

なども当然考えなければならない状況になる場合も

あるのではないかというふうに思いますが、そう

いった対策というのは検討されているのでしょう

か。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ７番米沢議員

からの御質問にお答えします。 

 私のほうから１点目の部分でございます。 

 これに伴う支出の対応でございますけれども、多

分議会等の開催をいただいて補正するというこので

はちょっとおくれるのかということで、今のところ

今年度発生した分、また、年度明けで早い時期に発

生することを想定しますと、専決で対応させていた

だくことになるのかというふうに思ってございます

ので、その辺については御了解をいただきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 副町長、答弁。 

○副町長（石田昭彦君） ７番米沢議員の御質問に

ありました２点目の、特に公共料金等の支払いにも

苦慮するような、そういう場面も出てくるのではな

いかという御懸念かと思います。 

 そういった内容につきましては、今国会のほうで

も審議をされているというようなことで、そういう

公共料金であったり、そういうものの支払い猶予等

についても、国の意図には審議をされているという

ふうにお聞きしておりますので、そういった状況も

見ながらそれぞれの自治体でどういう対応がとれる

ことになるのかということについては、そういう審

議の状況も踏まえながら検討課題になってくるのか

ということで押さえているところでございます。 

○議長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第３２号度上富良野町中小企業融資

条例の特例を定める条例は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 
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◎日程第３ 議案第１９号 

○議長（村上和子君） 日程第３ 議案第１９号上

富良野町個人情報保護条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第１９号上富良野町個人情報保護条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 個人情報保護条例の適用に関する他の制度との調

整について規定しております条項において引用して

いる統計法との規定につきましては、既に平成１９

年５月２３日施行の統計法全部改正及び統計報告調

整法が廃止されていることに伴い、当該条項部分に

ついて「個別法令の引用規定から法令等の規定によ

り個人情報の取り扱いに関する定めがあるときは、

その定めるところによる。」と改正するものであり

ます。 

 あわせて、当該改正により条項番号のずれが生じ

ることから、関連する部分の引用規定について改正

するものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明といたします。 

 議案第１９号をごらんください。 

 議案第１９号上富良野町個人情報保護条例の一部

を改正する条例。 

 上富良野町個人情報保護条例（平成１３年上富良

野町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２７条の１０中、「第２項」を「第１項」に改

める。 

 第４７条を次のように改める。他の制度との調整

第４７条法令等（上富良野町情報公開条例を除

く。）の規定により、個人情報の開示、または訂正

等、その他個人情報の取り扱いに関する手続の定め

があるときには、その定めるところによる。 

 第２項、この条例の規定は、図書・資料・刊行物

等（以下、図書等という）を閲覧に供し、または貸

し出すことを目的とする施設において、当該目的の

ために管理されている図書等に記録されている個人

情報については、適用しない。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上で、議案第１９号上富良野町個人情報保護条

例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第１９号上富良野町個人情報保護条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２０号 

○議長（村上和子君） 日程第４ 議案第２０号上

富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（宮下正美君） ただいま上程いただき

ました議案第２０号上富良野町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例につきましては、地方公務員法の改正

による新たな会計年度任用職員制度への対応とし

て、昨年の第３回町議会定例会において可決いただ

き、本年４月１日施行となっていることろでござい

ますが、現行の臨時職員、非常勤嘱託職員制度から

新たな会計年度任用職員制度移行に当たり、現在の

ラベンダーハイツに従事する臨時介護職員のうち、

夜間勤務に従事する職員に対して支給している法定

割り増し賃金を超える加算賃金相当分の支給につい

て、当該条例上規定していないところであります。

そのため、会計年度任用職員制度移行後において

も、ラベンダーハイツに勤務するパートタイム会計

年度任用職員のうち、夜間勤務に従事する職員につ

いては、夜間勤務相当額を報酬に加算することがで

きるよう、上富良野町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正するものであり

ます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第２０号をごらんください。 

 議案第２０号上富良野町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年上富良野町条例第４号）の

一部を次のように改正する。 
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 第１７条に、次の１項を加える。第３項上富良野

町ラベンダーハイツに属するパートタイム会計年度

任用職員については、給与条例第１７条に規定する

手当を夜間勤務手当相当として報酬に加算すること

ができる。 

 附則、この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 以上で、議案第２０号上富良野町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２０号上富良野町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第２１号 

○議長（村上和子君） 日程第５ 議案第２１号上

富良野町印鑑条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました議案第２１号上富良野町印鑑条例の一部

を改正する条例について、提案の要旨を説明申し上

げます。 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正さ

れました。成年被後見人につきましては、これまで

印鑑登録を受けることができないこととされており

ましたが、所定の要件を満たした場合には成年被後

見人が印鑑の登録を受けることができるよう、印鑑

の登録資格に係る規定を整備するため、上富良野町

印鑑条例の一部を改正するものです。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 議案第２１号上富良野町印鑑条例の一部を改正す

る条例。 

 上富良野町印鑑条例（昭和５９年上富良野町条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第２号を次のように改める。第２号

意思能力を有しない者（第１号に掲げる者を除

く）。 

 第３条第３項中、「記録」を「記載（法第６条第

３項の規定により、磁気ディスク（これに準ずる方

法により、一定の事項を確実に記録しておくことが

できるものを含む。以下同じ。）をもって調整する

住民票にあっては、記録。以下同じ。）が、」に改

める。 

 第６条第１項第４号中、「法第６条第３項の規定

により、磁気ディスク（これに準ずる方法により、

一定の事項を確実に記録しておくことができるもの

を含む。以下同じ。）をもって、調整する住民票に

あっては、記録。以下同じ。」を削り、同項第８号

中、「記録」を「記載が」に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上をもちまして、議案第２１号上富良野町印鑑

条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２１号上富良野町印鑑条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第２２号 

○議長（村上和子君） 日程第６ 議案第２２号上

富良野町営住宅管理条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（北越克彦君） ただいま上程いた

だきました議案第２２号上富良野町営住宅管理条例

の一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を

説明申し上げます。 

 民法の一部を改正する法律により、民法のうち債
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権関係の規定について取引社会を支える最も基本的

な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社

会、経済の変化への対応を図るための見直しがさ

れ、国民一般にわかりやすいものにする観点から、

実務で通用している基本的なルールが適切に明文化

され、４月１日から施行となります。 

 これに伴いまして、公営住宅制度の関係する国土

交通省の規範として定める公営住宅標準管理条例案

の一部改正に基づきまして、条例の一部改正を行う

ものです。 

 主な改正点といたしまして、１点目は、連帯保証

人に関する規定の見直しとしまして、連帯保証人の

規定を削除し、緊急連絡人に改めるものです。これ

に伴いまして、連帯保証人の免除規定についても削

除するものです。 

 民法の改正につきましては、保証人の保護に関す

る改正が行われまして、建物等の賃貸借契約に係る

保証人など、個人根保証契約を締結する場合には、

これまで補償する額に制限がなかったものが、今後

は極度額といいまして最高の限度額を定めなけれ

ば、その効力が生じなくなるということに改正され

たことから、町営住宅における保証人のあり方につ

いて検討する必要が出てきたところでございます。 

 町営住宅の現状といたしまして、近年、身寄りの

ない単身高齢者等が増加していることを踏まえます

と、今後、町営住宅への入居に際し、保証人を確保

していくことがより一層困難となっていくことが懸

念されます。町営住宅の目的としての住宅に困窮す

る低額所得者への住宅提供ということを踏まえます

と、保証人を確保できないために入居できないと

いった事態が生じないようにしていくことが必要で

あり、保証人の確保を町営住宅への入居に際しての

前提とすることから転換すべきと考えたところでご

ざいます。 

 これによりまして、町営住宅への入居の手続のう

ち入居要件としてきました連帯保証人を廃止しよう

とすることでございます。 

 そのかわりに、入居者は、緊急時に連絡がとれる

緊急連絡人として、親戚や知人の住所、氏名、勤務

先などを届けるものとするものでございます。 

 なお、今回、連帯保証人を廃止したことによりま

して、入居者の家賃納付意識が気薄とならないよ

う、口座払いの推進、隣戸訪問など、滞納を未然に

防ぐ取り組みを行うとともに、滞納整理の強化には

十分努めてまいるところでございます。 

 ２点目は、敷金に関する規定が、民法の改正によ

り明文化されましたので、敷金充当に関する規定の

条文を追加するものです。 

 ３点目は、修繕費用の負担に関して、町に修繕義

務がある部分以外について入居者に求めることを明

記するため、所要の文言整理を行うものです。 

 ４点目は、利率の改正で、住宅の明け渡し要求に

対する請求額の算定に利用する利率について、現行

「年５分の割合」を、「民法に定める法定利率」に

改めるものです。 

 その他、国の定める公営住宅標準管理条例案の一

部改正に基づきまして、所要の改正と引用条文の整

理を行うものです。 

 以下、議案を朗読し、説明申し上げます。 

 議案第２２号上富良野町営住宅管理条例の一部を

改正する条例。 

 上富良野町営住宅管理条例（平成９年上富良野町

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条を追って、その主な改正点のみの説明と

させていただきますので、御了承願います。 

 第５条は、公募の例外として、特定入居ができる

場合の規定を追加するものです。 

 第６条は、入居者の資格条件の緩和についての改

正です。 

 第９条は、入居者の選考において、寡婦だけでな

く寡夫も認める追加の規定の追加です。 

 第１１条は、住居入居の手続において、保証人に

関する規定を削除し、緊急連絡人を明記することに

改めるものです。 

 第１５条は、収入の申告等の規定について、公営

住宅法等に定める規定の改正です。 

 第１７条は、引用条文の整理です。 

 第１８条は、敷金についての規定で、民法の一部

改正により敷金を未履行の債務の返済に充てること

ができることとする規定が新設されたため、第３項

に追加するものです。 

 第２０条は、修繕費用の負担について、町営住宅

及び町道施設の修繕に要する費用は、入居者の責に

よるもの以外は、原則として町の負担とすることの

規定の整備です。 

 第２１条及び第３０条については、条文の整理で

す。 

 第３５条は、担当職員への権限委任と秘密保持の

規定を加えるものです。 

 第４１条は、住宅の明け渡し請求を行ったときに

徴収する額の利率を、「年５分の割合」を「法定利

率」に改めるものです。 

 第４５条、第５２条及び第５３条は、条文の整理

であります。 

 附則、施行期日１、この条例は、令和２年４月１

日から施行する。 

 経過措置２、この条例の施行の際、現に改正前の
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上富良野町営住宅管理条例第１１条第１項第１号に

規定する保証人は、なお従前の例による。 

 以上をもちまして、議案第２２号上富良野町営住

宅管理条例の一部を改正する条例についての説明と

いたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２２号上富良野町営住宅管理条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されま

した。 

 ここで、暫時休憩といたします。再開は、１０時

３５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時１７分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

─────────────── 

○議長（村上和子君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

───────────────── 

◎日程第７ 議案第２３号 

○議長（村上和子君） 日程第７ 議案第２３号上

富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第２３号上富良野町放課後児童健全

育成事業の設備運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御説

明申し上げます。 

 上富良野町の放課後児童健全育成事業、放課後ク

ラブにつきましては、国が定めている参酌すべき基

準に基づき、教育委員会において運営しております

が、本条例に規定をしております放課後児童支援員

として任用するみなし規定につきましては、令和２

年３月３１日をもって経過処置が終了することか

ら、令和２年４月１日以降においても、放課後児童

支援員を安定確保するため、本条例の附則第２項に

ついて適用期間と研修終了期間について一部改正す

るものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２３号上富良野町放課後児童健全育成事業

の設備運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町放課後児童健全育成事業の設備運営に

関する基準を定める条例（平成２６年上富良野町条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中、「平成３２年３月３１日までの

間」を「当面の間」に、「平成３２年３月３１日ま

でに」を「放課後児童健全育成事業に従事すること

となった日から起算して２年を経過するまで」に改

める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上をもちまして、議案第２３号上富良野町放課

後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の説明といたします。 

 御審議賜りまして、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 質疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２３号上富良野町放課後児童健全

育成事業の設備運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第２４号 

○議長（村上和子君） 日程第８ 議案第２４号上

富良野町手数料条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第２４号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例につきまして、初めに条例改正の

の要旨を御説明申し上げます。 
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 水道法の一部を改正する法律の施行に伴いまし

て、指定給水装置工事事業者の登録制度において新

たに更新制が導入されましたことから、現在の新規

登録に係る手数料の見直しと更新登録に係る手数料

を制定する必要があるため、条例の一部を改正する

ものであります。 

 現在の制定では、指定給水装置工事事業者届け出

を事業の廃止、休止、再開の届け出については規定

されていますが、届け出がない場合、事業実態の把

握ができないという課題が全国的にあったことか

ら、今回、水道法の一部改正により指定の有効期限

５年が新たに定められたものであります。 

 また、手数料の算定につきましては、厚生労働省

監修の日本水道協会のガイドラインを参考に算出

し、また、上川管内及び主要都市の手数料を参考に

決定しました。 

 なお、現在登録されている業者は、町内業者５

者、町外業者１８者の合計２３者となっており、更

新手続につきましては、更新時期の平準化のため、

登録年より５年間の有効期限が設けられており、町

内業者５者は、本年９月３０日まで更新手続を行う

こととなっております。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第２４号上富良野町手数料条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野町条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

 以下、変更箇所のみ朗読とさせていただきます。 

 別表中４０上富良野町水道事業給水条例(平成１

０年上富良野町条例第１０号）の規定に基づく手数

料（１）「指定給水装置工事業者の指定１件につき

５万円」を「新規のとき１件につき１万円、更新の

とき１件につき１万円」に改める。 

 以上、説明を終わらせていただきます。御審議い

ただきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

（発言する者あり） 

○建設水道課長（佐藤 清君） 失礼しました。議

案の中の附則、この条例は、令和２年４月１日から

施行する。 

 以上で説明にかえさせていただきます。 

○議長（村上和子君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２４号上富良野町手数料条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第２５号 

○議長（村上和子君） 日程第９ 議案第２５号上

富良野町病院事業の設置に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（北川徳幸君） ただいま上程さ

れました議案第２５号上富良野町病院事業の設置に

関する条例の一部を改正する条例について、その要

旨を説明させていただきます。 

 現在、町立病院につきましては、一般病床４４床

と介護保険施設である介護療養型老人保健施設２８

床の計７２床で運営しているところでございます。

このうち、介護療養型老人保険施設につきまして

は、このたびの国の方針といたしまして、介護医療

院への転換を推進しているところでございます。 

 本町といたしましても、今後においてさらに医療

ニーズの高い高齢者の増加が見込まれることや、介

護報酬の増収により病院の経営改善が見込まれるこ

となどの理由から、本年４月１日から現介護療養型

老人保健施設２８床を介護医療院２８床への転換を

図るため、本条例の一部を改正するものです。 

 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第２５号上富良野町病院事業の設置に関する

条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町病院事業の設置に関する条例（昭和４

２年上富良野町条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条の２（見出しを含む）中「介護療養型老人

保健施設」を「介護医療院」に改める。 

 附則。 

 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 以上で、議案第２５号上富良野町病院事業の設置

に関する条例の一部を改正する条例について、説明

とさせていただきます。御審議いただきまして、議

決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 質疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第２５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２５号上富良野町病院事業の設置

に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第２９号 

○議長（村上和子君） 日程第１０ 議案第２９号

第６次上富良野町総合計画基本構想の変更について

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ただいま上程

されました議案第２９号第６次上富良野町総合計画

基本構想の変更についてにつきまして、提出の要

旨、変更内容について御説明申し上げます。 

 第６次上富良野町総合計画基本構想につきまして

は、平成３０年第２回定例会におきまして議決を得

たところでありますが、新たに国立社会人口問題研

究所から公表された日本の地域別将来推計人口(平

成３０年推計）でございますが、これをもとに第２

期上富良野町人口ビジョンを策定し、２０４５年の

人口予測値及び目標人口を設定したところでありま

す。 

 第６次上富良野町総合計画基本構想の計画期間最

終年度の人口予測値及び目標人口につきましては、

この人口ビジョンをもとに設定していることから、

お手元に配付の議案の別冊の３ページをごらんいた

だきたく存じますが、計画期間最終年度の人口予測

値を従来の９,５４０人から８,６５０人に、目標人

口を従来の１万６６０人から９,３８０人に変更

し、第６次上富良野町総合計画基本構想及び第２期

上富良野町人口ビジョン双方の整合性を図ろうとす

るものであり、上富良野町議会の議決すべき事件に

関する条例（平成２５年９月２６日条例第２０号）

第２条第１号の規定に基づき、第６次上富良野町総

合計画基本構想の変更について議会の議決を求める

ものであります。 

 以上、提出の要旨と変更内容について御説明をさ

せていただきました。 

 以下、議案を朗読し、提案といたします。 

 議案第２９号第６次上富良野町総合計画基本構想

の変更について。 

 第６次上富良野町総合計画基本構想を別冊のとお

り変更するため、上富良野町議会の議決すべき事件

に関する条例第２条第１号の規定により、議会の議

決を求める。 

 説明は以上でございます。御審議くださいまし

て、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ７番米沢義英君。 

○７番（米沢義英君） ちょっと読み込んでいない

からわからないのですが、総合戦略そのものの目標

値などというのは、これに基づくと変更によって変

わる様相というか、というのはあるのでしょうか。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ７番米沢議員

からの、総合戦略とこの人口ビジョンの相関性とい

いますか、その辺の御質問かというふうに思います

けれども、もともと、先ほども言いましたように、

社人研で出されている予測値を、その総合戦略等の

そこに載っています各施策を講じることによって、

予測値ではない目標人口を設定して、人口を予測よ

りも引き上げるというようなことになりますので、

そういう部分では人口ビジョンで示した目標自体

が、そういう総合戦略の施策を行って進めていくと

いうことの関係にありますので、当然密接な関係が

あるということで御理解いただいて結構かと思いま

す。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） きょういただいた資料なの

で、私もちょっとまだまだ、もしかしたら間違って

いるところもあるかもしれないのでお伺いしたいの

ですが、まず、この目標人口が約１,２００人ほど

減っておりまして、当初の目標数値、当然この総合

計画できる前のときに社人研が出した数字等がまた

若干ずれるのではないかという懸念がありまして、

修正されたことはいいのですけれども、そこで

ちょっとお聞きしたいのが、まず合計特殊出生率な

のですけれども、最終が、今出ているのが１.６６

ということで今示されているのですけれども、これ

直近ではないので、もしわかれば、２４年以降の５

年間についての、いわゆる２０１２年以降の、もし

数字の統計があるのであれば教えていただきたいと

いうことと、それと近郊でいうと上・中富良野が

減っている。北海道自体が０.０６ポイントです

か、上がっているし、国としても上がっている中

で、上富良野町が落ちた要因というのは何かという

ことと、もう一つ、その中において目標数値で、こ
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れは予測値、社人研が出している予測値から１０年

間で７３０人の差異があるのですが、単純に１０年

で割り返すと７３人のアップということで、これは

前の予測値の差異というところと若干数字の違いが

出てくるのです。前、たしか１,１２０人のアッ

プ、差があったと思うのですけれども、それらにつ

いてというのは、社会的要因が原因なのか、まずお

聞かせ願いたいのと、あと、やはりちょっと一番わ

からないのが、最終的にこの目標値、予測値との差

ができたというのは、合計特殊出生率及び準移動率

の改善によるとところによりますが、これらの具合

的な方策というは、いわゆるこの計画で示されてい

ると先ほども課長おっしゃったのですけれども、よ

りその具体的な計画性というのはどういうものなの

か、教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ５番金子議員

からの御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、この合計特殊出生率につきましては、都道

府県においては、最新の数値というのが公表されて

いるのですけれども、市町村単位では、令和２年度

において公表されるということで、前の公表された

数値を引用しているということで御理解をいただき

たいと思います。 

 あと、この人口の差異といいますか、人口ビジョ

ンから、要するにそれをもとに総合計画のほうも人

口設定しているということで、この人口ビジョンを

策定する段階で、前回のときとは多少、合計特殊出

生率を上げていくということは基本的に変わってい

ないのですけれども、前回は移動率を社人研が示す

割合の８割を圧縮というか、１００人本来減ると予

測されているところを２０人程度にということだっ

たのですけれども、今回につきましては、それを第

１期の人口ビジョンまでいかないのですけれども、

５割程度圧縮をかけていこうと。 

 その５割程度の圧縮をかける根拠として、総合戦

略の施策を着実に進めていこうということで、特に

総合計画とかなり内容についてはだぶる部分はある

のですけれども、例えば定住につなげる施策ですと

か、移住につなげる施策ということで、特にやはり

産業とか雇用につながるような施策でありますと

か、あとは福祉の関係とかを中心に総合戦略の中で

は位置づけているところでありまして、それぞれ総

合戦略については大まかな形での施策というものを

載せさせていただいておりますけれども、こちらの

ほうは総合計画と連動する中で、具体的な事業につ

なげて、ぜひこれらの目標数値に近づけるような、

そういうような取り組みを進めていきたいというこ

とで考えているところでございます。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ありがとうございます。 

 今、ちょっとまだ本当にみっちり見込んでないの

で変な質問だったら大変申しわけないのですけれど

も、今の課長の説明の中で、予測値において１,１

２０人から７３０人というのは、当初見込んでいた

８割圧縮からより現実的な５割圧縮というところで

理解させていただきました。 

 これ、データですから、まだまだ先の推計でしか

言えないので、はっきりしたことを私も聞けないの

ですけれども、いわゆる生産人口であるところの減

少、流出と、あともう一つ、何ていうのでしょう

か、お子様を生むことが一番可能と、望まれる年代

層のところの人口というのが推計では減っているの

ですけれども、この予測値の中において、それらの

比率というのは、どういうふうな捉え方をされてい

るかというところまでは、まだ出ていないですか。 

 済みません。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ５番金子議員

の御質問で、ちょっと理解いただくような答弁でき

ないかもしれませんけれども、人口予測値自体が、

それぞれの階層ごとに分けてやっていますので、そ

れぞれの層ごとに人口を設定しているということで

はないですけれども、全体の減少率の中では、按分

されているということになるかと思いますけれど

も、ただ、今議員おっしゃったとおり生産年齢層と

いうのが非常に重要なところでもありますので、人

口ビジョンに関連します総合戦略の中では、ＫＰＩ

として、要するに生産年齢人口、さらに若いくくり

にしているのですけれども、そちらのほうの減少を

食いとめるために施策を打っていこうと、そういう

ような基本数値も示しながら進めていくということ

になってございますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（村上和子君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 済みません、最後にその目

標値につきましても、１,２２０人減少したという

ことで、このことがいわゆる６総での実施計画にお

いて、例えば具体的に、ここには大きく影響が出る

懸念があるなとかというようなところが、もしこの

数値の中で、今の段階で予想されるようなことがあ

れば教えていただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（辻  剛君） ５番金子議員

のただいまの御質問でございます。 

 なかなか具体的に示すということはちょっとしづ

らいというか、ただ、着実に各施策を展開していく
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ということにつきるふうに思うのですけれども、実

際議員おっしゃるとおり、その人数が動いたからと

やることは変わるのかと言われると、決してそうで

はなくて、やはりやることはしっかりやらなければ

ならないということがまず前提になってきますの

で、ちょっと具体的にはお答えはできないというふ

うに思うのですけれども、一つの目標を設定するこ

とによってその施策を展開する一つの目安というか

根拠というか、そういうところでの押さえというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○議長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、議案第２９号第６次上富良野町総合計画

基本構想の変更については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 発議案第１号 

○議長（村上和子君） 日程第１１ 発議案第１号

町長の専決事項の指定について（上富良野町税条例

の一部を改正する条例）を議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ただいま上程されました発

議案第１号について説明をさせていただきます。 

 発議案第１号町長の専決事項の指定について（上

富良野町税条例の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 令和２年３月４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中瀬 実。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 町長の専決事項の指定について。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。 

 令和２年度の地方税法の一部改正に伴う上富良野

町税条例（昭和２９年上富良野町税条例第１０号）

の一部を改正すること。 

 町長の専決事項の指定についての説明にかえさせ

ていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第１号町長の専決事項の指定につ

いて（上富良野町税条例の一部を改正する条例）

は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 発議案第２号 

○議長（村上和子君） 日程第１２ 発議案第２号

町長の専決事項の指定について（上富良野町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）を議題といた

します。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ２番佐川典子君。 

○１番（佐川典子君） ただいま上程されました発

議案第２号につきまして、その要旨の説明をさせて

いただきます。 

 国民健康保険税の中間所得層の被保険者の負担に

配慮した課税限度額及び低所得者の軽減判定所得の

算定見直しによる大綱が国により示されたことによ

るものでありまして、令和２年４月１日施行となり

ますので、町長の専決処分となりました。 

 以下、朗読させていただきます。 

 発議案第２号町長の専決事項の指定について（上

富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 令和２年３月４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中瀬 実。 

 町長の専決事項の指定について。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。 
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 令和２年度の地方税法の一部改正に伴う上富良野

町国民健康保険税条例（昭和３１年上富良野町条例

第７号）の一部を改正すること。 

 以上でございます。お認めくださいますようお願

いを申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第２号町長の専決事項の指定につ

いて（上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 発議案第３号 

○議長（村上和子君） 日程第１３ 発議案第３号

町長の専決事項の指定について（上富良野町介護保

険条例の一部を改正する条例）を議題といたしま

す。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） ただいま上程されました発

議案第３号につきましての要旨について説明させて

いただきます。 

 地方における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律、介護保

険法の改正によりまして、消費税による公費を投入

して、低所得者への介護保険料の軽減と、消費税１

０％引き上げにあわせたさらなる軽減措置を図るた

めの法整備をするものであります。令和２年４月１

日施行となりますので、町長の専決処分となりまし

た。 

 以下、朗読させていただきます。 

 発議案第３号町長の専決事項の指定について（上

富良野町介護保険条例の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 令和２年３月４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中瀬 実。 

 町長の専決事項の指定について。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。 

 令和２年度介護保険法の一部改正に伴う上富良野

町介護保険税条例（平成１２年上富良野町条例第１

１号）の一部を改正すること。 

 以上でございます。お認めくださいますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第３号町長の専決事項の指定につ

いて（上富良野町介護保険条例の一部を改正する条

例）は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 発議案第４号 

○議長（村上和子君） 日程第１４ 発議案第４号

「民族共生の未来を切り開く」決議についてを議題

といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ４番中瀬実君。 

○４番（中瀬 実君） ただいま上程されました発

議案第４号について、中身について説明をさせてい

ただきます。 

「民族共生の未来を切り開く」決議について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出いたします。 

 令和２年３月４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中瀬 実。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

「民族共生の未来を切り開く」決議。 

 アイヌ文化の振興・発展の拠点として、ウポポイ

（民族共生象徴空間）が北海道白老ポロト湖畔に４

月２４日誕生する。 

 先住民族アイヌを主題とした日本初の国立アイヌ

民族博物館と国立民族共生公園等などからなるこの

施設は、国では年間来場者１００万人の目標を掲
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げ、道内においては、官民一体となって誘客活動に

取り組んでおり、道内各地のアイヌ文化振興の取り

組みや、食・観光等の地域の多様な魅力とつなげる

ことにより、国内外への総合的な情報発信の強化と

なり、国民理解の促進が大きく期待され、また北海

道を訪れる観光客のさらなる増加は、新たな産業の

創出、既存産業の活性化など、相乗効果も期待され

るところである。 

 よって、上富良野町議会は、ウポポイ開設を機

に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現が

図られ、北海道が魅力ある大地であり続けるため、

上富良野町民の協力を得て、民族共生の未来を切り

開く決意をここに表明する。 

 令和２年３月１８日。 

 北海道空知郡上富良野町議会。 

 以上、中身を説明させていただき、説明を終わら

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第４号「民族共生の未来を切り開

く」決議については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────────── 

◎日程第１５ 発議案第５号 

○議長（村上和子君） 日程第１５ 発議案第５号

北海道の「子どもの医療費無料化制度の拡充」を求

める意見についてを議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 ２番佐川典子君。 

○２番（佐川典子君） 発議案第５号について要旨

を説明いたします。 

 北海道の「子どもの医療費無料化制度の拡充」を

求める意見書を提出するものでありまして、他県か

ら見てもおくれており、地域格差をなくしてほしい

という内容でございます。 

 以下、朗読し説明といたします。 

 発議案第５号北海道の「子どもの医療費無料化制

度の拡充」を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 令和２年３月４日提出。 

 上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 賛成者、上富良野町議会議員、中瀬 実。 

 裏面をごらんください。 

 北海道の「子どもの医療費無料化制度の拡充」を

求める意見書。 

 今、少子化の進行や子供の貧困が北海道の喫緊の

課題になっている。平成２９年に北海道等が実施し

た子供の生活実態調査では、全国平均を上回る５人

に１人が貧困状態にあり、経済的理由で受診を断念

せざるを得なかった世帯が１７.８％、非課税世帯

では３２.６％と高いことがわかった。 

 全ての子供たちの健康を守るため、お金の心配を

せずに必要なときに医療機関を受診できるように、

北海道の子供医療費助成制度の拡充が求められてい

る。しかし、北海道の子供医療費助成の通院無料化

は３歳未満、その上、所得制限や一部負担があり、

他県から比べても大きくおくれており、道内の市町

村では中学生や高校生までなど、医療費無料化の取

り組みが広がっているが、地域によって格差があ

り、道の制度拡充による底上げが求められている。 

 子供の医療費無料化の拡充は幅広い道民の願いに

なっており、子供たちをめぐる厳しい実態からも、

１日も早い改善が求められている。よって、北海道

においては、次の事項を実現するよう強く要望す

る。 

 記。 

 １、お金の心配をせずに、必要なときに医療機関

を受診できるように、北海道の子供医療費助成制度

を拡充すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 令和２年３月１８日。 

 空知郡上富良野町議会議長、村上和子様。 

 提出先、北海道知事、北海道議会議長。 

 以上でございます。お認めくださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（村上和子君） これをもって、趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

御起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、発議案第５号北海道の「子どもの医療費

無料化制度の拡充」を求める意見については、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 閉会中の継続調査 

申し出について 

○議長（村上和子君） 日程第１６ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題とします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎退 職 者 挨 拶 

○議長（村上和子君） ここで、今月３月３１日を

もって定年退職されます管理職の方から御挨拶をい

ただきたいと思います。 

 ラベンダーハイツ所長、北川和宏さん。 

○ラベンダーハイツ所長（北川和宏君） 今月末を

もって定年退職を迎えるに当たりまして、令和２年

第１回町議会定例会の場において、挨拶をさせてい

ただく機会を設けていただきました。村上議長、そ

して各議員の皆様に御礼を申し上げたいと思いま

す。どうもありがとうございます。 

 振り返りますと、昭和５３年の４月１日に採用に

なりましてから３月末でちょうど４２年間の勤務と

なります。私、６０年の人生の中で４２年間、７割

が上富良野町役場職員として努めさせていただきま

した。この間、本当に数多くの失敗または御迷惑を

かけてまいりましたが、何とか３月で定年を迎える

ことができるのも、職場におきまして上司の皆様、

それから先輩の皆様の御指導、御支援の、そして同

僚、後輩、部下の御支援、御協力のおかげでここま

で来れたということで、改めて感謝を申し上げたい

と思っております。 

 本当に、ここ、何もノープランで来たものですか

らちょっとあれなのですけれども、ただ御礼を申し

上げるしかないと思うのですけれども、ちょっと自

分、４２年間を振り返って見ますと、最初の駆け出

し、高校卒業してすぐ入ったときは、右も左もわか

らない状態で、最初、土地改良係から始まりまし

て、４年、３年、５年、３年、２年と係５カ所、１

７年間勤めてきました。 

 今、大阪では大相撲春場所がやって、無観客だと

いうことでありますが、今、このように観客がある

中で御挨拶をさせていただくということで、私、最

後の幕の内土俵入りということで、きょうは、挨拶

させてもらいたいということで、今言った５カ所、

序の口から幕下ぐらいまでという１７年間、本当に

先ほども言ったとおり、上司、先輩に本当に御協力

いただきながら、無事終えることができたと思っ

て。 

 土地改良係にいるときは、やはり一番思い出に残

るのは、昭和５６年の水害、８月３日からの３日間

で２７７ミリの豪雨がありました。ベベルイ川の決

壊ということで、ちょうど現場にいて、倍本のほう

が決壊して流れてきた水が、段差のある田んぼ、滝

のように流れてきた光景が、今でも思い浮かばれま

す。そして、すぐまた本部のほうに戻ってきたら、

今度は上富良野高校の裏のヌッカクシ富良野川決壊

しているということで、その現場にも行きました。

グラウンドが湖化として体育館のほうに水が流れて

いる光景、本当にすごい災害だったなということを

いまだに……。そういう災害のことを思い出す。 

 昭和５７年からは、農務係ということで、そこで

はやりまた思い出すのも、霜害対策ということで、

９月、１０月に５回の燻煙活動をしたという記憶

で、ほとんど机に座っていなくて、その後片づけ、

準備ばかりしていて１カ月終わったというのを思い

出します。 

 また、冷害も多かったこと、冷害ということで、

援農であるとか救農土木とか、そういう事務をした

ということで、初めて、農家の息子でありますけれ

ども、初めて稲刈りという、援農で経験しました。

畑農家なものですから、稲をつくっていないもので

すから、麦とか燕麦は刈ったことがあるのですけれ

ども、米は、稲を刈ったのは初めてという経験もさ

せていただきました。 

 昭和６０年からは、管理課学校教育係ということ

で教育委員会のほうに行きまして、そこではちょう

ど昭和から平成にかわる時期でありまして、昭和天

皇が亡くなり、十勝岳が爆発するという、その時期

だった。どうしても係時代、こういうふうに水害だ

とか冷害、噴火、何か災害ばかり思い出すという時

期でありました。 

 ようやく平成７年、十両ということで、係長、９

年間経験させていただきました。９年間は、ほとん

ど、何カ所か普通は経験するので済みませんけれど
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も、１カ所で終わりまして、そのときも本当にあり

まして、平成１６年から今度機構改革ということ

で、係制度がなくなって、係長からまた主査という

ことで総務課のほうに配属になりましたけれども、

そのときは、たまたま幌加内町というところでそば

を食べに行ったのです。そうしたら、道の駅ちょっ

と寄ってみて、何か道の駅が、歩いて回ろうとなぜ

か思っちゃって、４月１７日から９月２０日、約半

年間で、今１２５ぐらいの道の駅があると思います

けれども、当時８３駅で、半年間で全部回らせてい

ただきました。本当に、仕事以外のことで思い出す

ばかりで本当に申しわけないのですけれども、そん

な経験をさせていただきました。 

 その後、平成１９年から主幹として税務班に配属

になりまして、その後２３年から課長を拝命しまし

て、９年間課長職を務めさせてくれて、平成２３年

からですけれども、この場所で土俵入り、何回もさ

せていただきまして、ありがとうございました。 

 ９年間といって５カ所の経験をしたものですか

ら、本当に短い期間で動いていたものですから、本

当ににわか勉強で、皆さんに十分な説明ができな

かったのではないかということで、その点おわびを

申し上げたいと思います。本当に、そこのところ

は、暖かく皆さんに御理解いただいたのではないか

ということで、この最後の土俵入りが終わると思っ

ています。 

 それから、仕事以外でいうと、やはり私、何か話

があると何かすぐダジャレを言ってしまうというこ

とで、職員の皆様たちには、仕事の意欲の減退をさ

せたのではないかということで、本当に罪深いこと

を４２年間やってきたのだなと、いまだに感じてい

るところであります。 

 この後、また再任用ということで、役場づきの親

方として、また応援させていただきたいと。まだ、

所属する部屋、決まっておりませんが、引き続き皆

さんお世話になると思います。 

 本当に４２年間、ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（村上和子君） 次に、建設水道課長、佐藤

清君。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 原稿を持ってきま

した。 

 このたび、貴重なお時間をいただきましたことに

感謝申し上げます。 

 私は、４０年間の仕事に対する思いを述べさせて

いただきます。 

 私は、昭和５３年に旭川工業高校土木科を卒業

し、おじが上富良野駐屯地に勤務していましたこと

から、自衛隊に入隊し、旭川の２師団の教育隊に

６カ月間、教育を受けました。が、そのときの教官

全員が、レンジャーと空挺のバッジをつけており、

非常に非常に厳しい訓練でありました。あっという

間に６カ月が過ぎ、上富良野駐屯地の第２対戦車中

隊に配属となり、毎日スキー訓練に明け暮れました

が、自衛隊では体力と精神力が鍛えられたと思いま

す。 

 縁があって、役場に勤めることになりましたが、

最初は農政課土地改良係に配属となり、当時はレベ

ルやトランシットなど測量機械を担ぎ、朝から暗く

なるまで現場で測量を行い、図面製作、設計積算、

発注、完成という一連の工程を行うという時代であ

りました。 

 当時は、道路整備を行うときには、地元に期成会

があって、工事中は皆さんの協力をいただき、完成

時には皆さんでお祝いをし、喜んでいただき、技術

屋としての喜びを感じた瞬間でありました。 

 忘れもしません。昭和５６年、大雨によります大

災害、ヌッカクシ富良野川、ベベルイ川の決壊であ

ります。私は、ベベルイ川の調査の指示を受け、上

司と現場に行き、今でも決壊しそうな堤防があっ

て、上司から、柳の木を切ってロープを縛り、決壊

しそうな箇所に流せという指示を受け流したとこ

ろ、水の勢いが治まり、決壊しないで済みました

が、本当に昔の人のすごさを感じました。 

 しかし、残念なことに、上流で決壊し、私たちは

町のほうに避難してきました。その後、ヌッカクシ

富良野川が決壊したことから、自衛隊さんが一生懸

命、土のう担ぎの作業をしていましたことから、一

緒に土のう担ぎを夜遅くまで行った記憶が今でも

残っております。 

 昭和６３年の暮れに十勝岳が爆発し、避難路整備

として道路の計画がふえ、毎日毎日が残業に明け暮

れ、夜１２時は当たり前で、遅いときには朝５時ま

で残業し、少し寝て札幌に出張というときもありま

した。 

 平成４年には、西口教育長に呼ばれ、丘町の旧

ビート置き場は風が吹くと給食センターや丘町の住

宅に砂塵被害が起こるので、緑化を頼まれました。

当時、野球場とテニスコート１部しかなかったこと

から、ここにサッカーのできる芝生の多目的広場と

駐車場、ジョギングコースなどを備えた一大運動公

園にしてはどうですかとイメージ図を描き、見てい

ただいたところ、よし、これでいこうと賛同いただ

きまして整備をしました。夏、汗を流してサッカー

をしている中学生を見ると、つくってよかったなと

思うところであります。 

 また、平成６年には、観光課の高橋課長に呼ば

れ、旧白銀壮のところに露天風呂をつくりたいの
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で、計画してくれないかと相談を受けました。即、

道内の有名な温泉地を数カ所回り、いろいろ目で見

て研究しましたが、どれもが高そうな石ばかり使用

しており、赤や白、青などの石を並べており、これ

では十勝岳には合わないと思い、悩みました。 

 そのとき、富良野の布礼別に石山があるという情

報を聞き、即現場に行き、この石なら十勝岳に合う

と考え購入し、設計及び発注し、毎日露天風呂の現

場に行き、現場代理人と一緒になって、石の向きや

大きさなど現場で考えて完成しました。今でも親し

まれる温泉として、たくさんの方々に利用されてお

り、うれしく思うところであります。 

 平成１４年に水道公務係に異動となり、水道の設

計や水道施設の管理に携わることとなりましたが、

大雨になりますと、里仁地区の飲料水が、洗濯機の

底が見えないほど濁り、夜中、同僚と一緒にポリタ

ンクを何十個も車に積み込んで、各世帯に運ぶとい

うことが頻繁に起こりましたころから、私は宣言し

ました。安全、安心、安定した飲料水を供給するの

だというスリーＡ宣言をし、里仁地区浄水場に膜ろ

過の設置を計画し、構築しました。 

 また、おきな浄水場では、白銀荘など、飲料水を

供給していますが、浄水場の機器の故障や調整が頻

繁におき、特に冬期間の故障では、旧バーデンから

浄水場までは、夏場では車で５分、歩いても１５分

という距離でありますが、冬、２メートルくらいの

深さの中、胸まで埋まり、手でかき分けて２時間か

けて浄水場の機械の調整に行くこともあり、これで

はだめだと考え、札幌で各水道メーカーの展示会が

あったことから、安くて役場から遠隔操作のできる

機器を見つけ、電気計装盤の構築を行い、現在まで

安定した水を供給できており、ほっとしているとこ

ろであります。 

 平成２２年に基地調整長になり、町長とともにた

くさんの要望活動を行いましたが、一番の思い出

は、東京で列車事故によりおくれが生じ、予定時間

に絶対に間に合わない状況の中、市ケ谷駅から猛

ダッシュで町長と一緒に汗をかきながら防衛省まで

走り、何とか間に合うことができましたが、町長の

脚力にはびっくりした次第であります。 

 平成２６年から建設水道課長となり、一番の思い

出は、平成２８年の大雨による大災害でありまし

た。被災箇所１４３カ所、被災額４億２,０００万

という大災害となり、私も含めた５人の職員で４カ

月間、土日も出勤し、毎日残業し、資料作成を行

い、査定を受け、工事を発注し、町内業者４者で全

部復旧したということは、私の自慢でもあり、また

よくスタッフがついてきてくれたなと頭が下がる重

いであります。 

 私は、ものづくりは大好きであります。いつも心

がけていることは、まずしっかりと計画をつくり、

使う人の気持ちになって、できる限り管理費のかか

らないものをつくるということを第一に考えて、現

場では子供を育てるようにしっかりと見守り、時に

は厳しく、完成を想像しながらつくってまいりまし

た。技術屋として、自分のやりたい仕事を４０年間

余り携わることができましたことに感謝申し上げま

す。とともに、今後は、好きなガーデニング、家庭

菜園に力を入れ、また、町のために少しでも役に立

つことができれば協力していきたいというふうに考

えている次第であります。 

 最後になりますが、皆様方の御健康と町のますま

すの発展を祈念いたしまして、挨拶にかえさせてい

ただきます。 

 本日は、ありがとうございました。(拍手） 

○議長（村上和子君） 次に、町民生活課長、北越

克彦君。よろしくお願いします。 

○町民生活課長（北越克彦君） 本日この３月の議

会の最終日に当たりまして、また私の退職というこ

とで、挨拶の機会をいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 議員各位の皆さんの前でお話をさせていただくこ

となりますが、前の２人がとても面白いことをしゃ

べっていただきましたので、ちょっとどうなるかわ

からないですけれども、昔のことを振り返らせてい

ただきたいと思います。 

 北川さんが５３年、佐藤さんが５４年、それで私

入らせていただいたのが５５年の４月でありまし

た。配属が、税務課の税務係というところでござい

まして、税金のことを一から勉強させていただきま

した。 

 冬になると、農業所得といいまして、当時農家戸

数８５９戸の農業の計算を全部するということで、

１月、２月、３月と毎日残業だったことを覚えてお

ります。３月のひなまつりのころに私たちで計算し

た金額を農家の方々にお知らせをしたら、農家はそ

の数字を見て、……ってこう驚いたり、税金かか

る。結局税金がかかるのかかからないのかというの

がキーポイントになるのですけれども、１回農家さ

んはその数字を持ち帰って、次の日、医療費の控除

の薬がごそっと出てきたりとか、そんなことを農家

さん、何回か繰り返すと、終いには税金払うのがな

くなってしまったようなことが結構あったりしまし

て、そんなこともやりとりをしながら、当時の農家

さんの大体８５０戸の全ての、全てといいますか、

名前等々は覚えさせていただいたのが、今になって

もおつき合いさせていただいているので、非常に役

に立ったと思っております。 
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 その後、耕地課の耕地計画係というところに配属

になりまして、北川さんも佐藤さんも土地改良係の

ほうでしたが、私は土地改良事業の計画を担当する

ということで、今八景の道路になっている北２１号

道路、西３線道路、西１１線道路等々、昔は本当に

こんな道路だったのですけれども、そこ、土地改良

事業で法面を削って道路にして、それでも起伏のあ

るところが今になってはこんな観光の資源になると

いうことは、昔は全く思ってはいなかったところで

ございましたけれども、そういったことで今の町の

観光の土台になっているのかなというふうに思って

おります。 

 その後、農業の担当で農業の仕事させていただき

ましたが、平成５年の大凶作がありまして、お米が

全然取れないということで、岩﨑昌治君家の作況指

数が１１だったのです。もう、ほとんどの農家さん

がお米がなくて、町の資金、国の制度資金も自作農

維持資金とか天災資金とか、昔の資金の名前なので

すけれども、それらを総動員して農協さんと一緒

に、農家さんから被害の状況を聞き取りいたしまし

て被害額を算定して資金につないでいったというの

が平成５年ぐらいの思い出でありました。 

 その後、係長にさせてもらって配属になったのが

保健衛生係で、ごみの担当でした。ごみ、墓地、火

葬場とあと昔は野良犬も多かったですし、あと保健

予防の関係でがん検診、住民健診とかも持っておっ

て、私と担当者２人のセクションで、本当に物すご

い業務量だったと思います。 

 ごみの分別のほうも、昔は黒いごみ袋に入れて、

分別も何もなしで、東中の埋め立て地のほうに全部

持っていったというそう時代でありまして、髙松さ

んいらっしゃいますけれども、本当に、髙松さんに

は本当に、髙松さんのお父様にもお世話になったと

ころでございまして、今こうやって、あれから、あ

のごみの時代から２０年たっておりますけれども、

こういった時代になって、今は、日新の地域の皆さ

んにお世話になって、クリーンセンターも昔は、１

１年にできたときはぴかぴかだったのですけれど

も、今はもう、結構傷んでくるところがあって、修

繕費等々につきましては、皆さんの御理解をいただ

いているところでございます。 

 あと、一斉清掃といいまして、春と秋にはマイム

マイムの音楽かけて、トラック、トラックではない

ですね、ダンプカー十数台で、町の中のごみステー

ションを片づけて、もう家のごみ全部ごみステー

ションに持ってきてもらったら、町が全部片づけて

おったという時代でありました。 

 平成１１年にはもう東中の埋め立て地、閉鎖とい

うことで、一斉清掃もなくしたところであります

が、それなのにテレビ、冷蔵庫、洗濯機がごみス

テーションい置いてあるといった時代がずっと長く

続いたところで、当時のごみ担当として苦労した思

い出があります。 

 時代がかわって、その後管理職にさせていただい

たのが、平成１９年でありまして、町民生活課の自

治推進班というところに配属になって、機構改革で

自治推進班というのはなかったのですけれども、初

めてできたところで、自治基本条例と協働のまちづ

くりを進めるというところでございました。 

 私が行ったのが１９年なのですけれども、自治基

本条例をつくるというのは、平成１６年から町の職

員のプロジェクトとして進められておりまして、そ

の座長をされていたのが中田繁利さんでありまし

て、２０回ぐらいのプロジェクト会議を経まして自

治基本条例のたたき台となる素案をつくっていただ

いたところでありました。その後、たたき台をもと

に町民検討会議ということで６人の町民の方に集

まってもらいまして議論を進めていただいたのです

が、その委員長になっていただいていたのが、岡本

さんだったのですね。私はその後に担当となって

いって、６人のお話し合いの中を聞かせていただき

ましても、非常にレベルの高いお話し合いをされて

いて、町のこととか協働のまちづくり、いろいろ勉

強されているなということで、本当に感心したとい

うか、感動した記憶があります。 

 その後、条例の説明をするということで、町の中

のいろいろなところで２０回以上の説明会をさせて

いただいたところでございましたし、地域でも職

場、いろいろなところで説明会のお願いをしたとこ

ろでありましたところ、泉町住民会のほうでも説明

会をさせていただいたのが、本当に覚えているとこ

ろであります。 

 自治基本条例の中の議会の条文につきましては、

こっちには素案があったのですけれども、議員さん

が条文全部つくるという話になりまして、議員さん

皆さんでいろいろ企画練って今の条文ができあがっ

たところでありました。また、条文全体の見直し、

精査につきましても、総務産建委員さんと町の執行

部側とで１条１条、１文１文やりとりした中で、こ

こはああなんだ、どうなんだといったようなやりと

りをしながら条文の確認をしていったのですけれど

も、今村さんから説明責任という条項があって、そ

この考え方どうなのだといったような意見を言われ

て、中身的には今村さんのおっしゃるとおりであり

ましたので、条文全部入れかえて、今村さんの言う

とおりの条文になった。本当に勉強されてて、鋭い

ところつかれたなというふうに思いまして、本当に

感動しているところでございます。 
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 また、管理職、課長職になってからは、最初の農

業委員会でありましたけれども、中瀬さんや大内会

長にもお世話になったところでございまして、その

後町民生活課に来てからは、本当に幅が広いので、

ここに、議場の場でもいろいろなところ質問が来る

ので、予習したりいろいろな資料はそろえてはいる

ところでありますけれども、時として、「えっ。」

ていうような質問が来たり、こう、ＮＨＫのちこ

ちゃんに叱られるような、当たり前にわかっている

ことなのだけれども、こううまくお答えするのが難

しいようなときもありまして、結構困ったときも

あったように思っております。 

 ４０年の勤務ということになりますが、いろいろ

皆さんにお世話いただきましたし、こちら側の皆さ

んにもお世話になりましたので、改めて感謝申し上

げたいと思います。 

 今後とも議員各位の御健勝であることを御祈念申

し上げまして、挨拶といたします。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（村上和子君） 本当に長い間、御勤務大変

御苦労さまでございました。 

 次に、本年最初の定例会のため……。 

（「角波さん、いらしています。」と発言する者あ

り） 

○議長（村上和子君） ごめんなさい、済みませ

ん。済みません、失礼しました。 

 次に、社会福祉協議会事務局長、角波光一君。よ

ろしくお願いいたします。済みません。ちょっと、

見えませんでした。 

○社会福祉協議会事務局長（角波光一君） 御苦労

様です。 

 貴重な時間、ありがとうございます。 

 あと、もう１１分しかないので簡単に。 

 前任の同級生３人よりはもう本当に小さい人間

で、私３６年間、昭和５９年４月１日、酒匂佑一町

長から町民のために頑張れよということで辞令をい

ただき、よし、頑張るぞと思いまして、昭和５９年

から入りました。 

 そのときは、最初、ラベンダーハイツ勤務という

ことで、ハイツできたばかり、ほやほやでした。よ

し、頑張るぞと頑張り過ぎて、そのときの南田所長

に、お前は要らんと、１年もたたないうちにお前は

要らんと言われまして、俺に立てつくなとはっきり

言われました。それで、衛生センター、トイレのく

み取り、とった処理場衛生センターのほうに行っ

て、ペンキ塗り、伝票処理、臭い中、いろいろと勉

強していると、今度、公共下水道、上富良野町は水

洗便所をつくるのだぞと、そのためにまず処理場を

島津地区につくるので、そこの用地買収からお前や

れと、もうそこまで臭いところ行ったから大丈夫だ

ろうと。それで、用地買収、北野さんとか、いろい

ろとお世話になりまして、用地買収終わって、処理

場の設計等して、パイプラインの現場に行き、トイ

レ、まず町の西側４９ヘクタール部分のトイレ完成

して、平成３年に通水して、そこで私はもうつくる

ものつくったぞと言われまして、ではきちんとした

今度福祉を覚えなさいと言われまして、平成４年に

３年間福祉、目の前にいる６番の中澤さんが係長で

いましたので、そのときに何でしょう、本当の事務

というのを教えていただいて、ああ、事務ってこう

するのだということを教えていただきました。 

 その後、また今度、町は北海道の委託を受けて、

道道十勝岳線の道路の改良、あとコルコニウシベツ

川の改修、北海道の委託受けて、用地買収、補償関

係を丸投げ町のほうにされまして、私、それ担当に

なりまして、用地買収、補償ばかりやって、コルコ

ニの改修と吹上線の道路が広くなって、自分がラン

ニングするコースのために歩道を広くしてもらった

ような。大した広くていいなと。 

 それで、そういうことやってまして、次に観光の

ほうに行きまして、たまたまあのときロケ、映画ロ

ケ、中村雅俊さんが来るロケがあって、ラベンダー

が枯れているシーンがほしいということで、中富の

ほうにも行き、いろいろなところ行きましたが、最

終的に日の出山の約１.５ヘクタールを７月の上旬

に刈りました。観光協会様、商工会皆さんにすごく

怒られ、怒られ、怒られ、結局その当時はもうラベ

ンダーの株がもうかなり疲れてきた株だったので、

それがタイミングよかったのか、今となっては全面

植えかえのチャンスとなりまして、映画はうまく

いったのですが、その後今度公園担当になりまし

て、向山町長からとことん最後まできれいにせい

と、急に日の出山をどうにかせいと、ラベンダーを

どうにかせよということで、一生懸命、約４ヘク

タール、約６万本のラベンダー植えかえ、１年間で

何とかやったのですが、その現場を東中の太田さん

が見て、これは大変なことになったと。一遍に植え

過ぎだと。育つのかと。しかし太田さんが教えてく

れたのは、とことんやるなら、もう水をまけと。水

をまきだしたら最後までまけよと。途中でやめるな

と。きちんと活着し、芽が出てくるまで水をまけ

と。そこまで甘やかしたらとことんやりなさいとい

うことで教えていただいて、何とか今現在見てわか

るとおり、ほぼいい感じで、植えかえはしています

が、いい形になっていると思っております。 

 それなので、あとはいろいろありますけれども、

最終的にはここ２年間社会福祉協議会に来まして、

実質、気持ちの中では有給をいっぱい使って山に行
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きたいと思いつつ社会福祉協議会に来ましたけれど

も、行ってみていろいろと触ってみて、仕事してみ

て、これはしっかりやらないと、これはだめだな

と、ここがしっかりやらないと福祉はだめなんだな

と思いまして、何とか２年間で、言葉は悪いですけ

れども、いい方向に向けれたという気持ちはありま

すけれども、まだこれからが社会福祉協議会頑張ら

なければならない時期に入ってきてますので、本来

私、その続きと声をかけられましたが、今後の、私

は４月１日以降は大雪山国立公園の指導員と、あと

十勝岳連峰の地区の監視員ということでそれぞれ約

束をしていますので、そちらのほうで頑張りたいと

思います。 

 大体５分で終わったので、このように私の人生、

前の３人と違って、本当に怒られたり叱られたりし

ながら大きくなったと思うので、また今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 きょうはありがとうございます。（拍手） 

○議長（村上和子君） 大変御苦労様でございまし

た。 

────────────────── 

◎町  長  挨  拶 

○議長（村上和子君） 次に、本年最初の定例会の

ため、町長から御挨拶があります。 

 向山町長。 

○町長（向山富夫君） 議長から御指名を賜りまし

て、改めて閉会に臨みまして御挨拶を申し上げたい

と思います。 

 まず、先ほど退職に伴います御挨拶をいただきま

した、それぞれ北川課長、佐藤課長、北越課長、そ

して角波事務局長、それぞれの皆さん方には、本当

に４０年にわたります大変長い間上富良野町に対し

まして御苦労いただいたことを町長というより町民

を代表して、改めて私の立場からも感謝を申し上げ

る次第でございます。大変皆さん、御苦労様でし

た。 

 また、議員各位におかれましては、第１回定例町

議会、大変御協力いただいきまして、今、この新型

コロナ対策等で国全体が、あるいは本当に全世界が

疲弊するのではないかというぐらい大きな、今、課

題に立ち向かっているところでございます。 

 私におきましても、今回御決定いただきました予

算の執行を通じて、より良い上富良野のまちづくり

い取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き

御指導賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶

と、感謝の御礼の御挨拶へとさせていただきたいと

思います。 

 本当に長期間にわたりました会議、ありがとうご

ざいました。御協力ありがとうございます。 

────────────────── 

◎議  長  挨  拶 

○議長（村上和子君） 私のほうからも一言、御挨

拶を申し上げます。 

 その前に、先ほど御挨拶をいただきました３名の

課長さんと１名の社会福祉協議会事務長の皆さん

に、本当に長い間御勤務、御苦労様でございまし

た。また、何か違う形で、また役場でお勤めくださ

るということをお聞きしておりまして、これでお別

れではないと思っておりますが、きょう６時からな

くなりましたので、時間、１２時過ぎるかもしれま

せんけれども、ちょっとお時間を賜りたいと思いま

す。 

 私事で恐縮でございますけれども、いろいろ課長

さんのお話を聞いておりますと、北川課長さんに

は、昔、相撲愛好会というのがございまして、私、

そこの、上富良野の方が行司さんで有名になられた

方おられまして、私も入らせていただいておりまし

た。その場で、ああ、あの方役場の方なのだなとい

うことで、ごりちゃん、ごりちゃんと言って、何か

皆さん親しんでいらっしゃいました。 

 最近、十勝岳安全祈願祭でランニングウエアを着

ていらっしゃる姿を見まして、うわ、すごい、わあ

何と格好いいなと思いまして、それで、何か役場の

陸上部でいらしたということで、ああ、走れるのだ

ということで、そして見直しさせていただきまし

た。 

 次、佐藤課長さんには、自衛隊協力会女性部でお

世話になりまして、花壇のつくり方を御指導いただ

きまして、３０センチ３０センチ。割りばしに花の

色をつけるのだということを教えていただきまし

て、今もその技術を生かさせていただいておりまし

て、駐屯地に花壇づくりをしてまいっております。

本当にどうもありがとうございます。 

 北越課長さんとは、上富良野町で自治基本条例が

策定されましたときに、広く町民にその内容につい

て説明しなければいけないということで、一緒に４

章の議員を役割というところは議員さんが回ったほ

うがいいのだといわれまして米沢議員さんと私と２

人で各場所へ、その議員の責務、役割というのを一

生懸命、あちこちの会場を回りながら、北越課長さ

んと、そして課長さんが、かたい話で皆さんなかな

か覚えにくいと思うのでと言って、ユーモア交え

て、北越課長さん、面白いのです。いろいろなこと

をしゃべりながら、笑わせて、そして、自治基本条

例の策定に一緒に回らせていただいたことを覚えて

おります。 

 それから角波福祉協議会の事務局長さんにつきま

しては、ある女性部の会合で、非常に歌がうまいの
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です。もう、マイク持ったら離さないような方でご

ざいまして、本当に、こんなに歌がすばらしい、お

仕事はしていらしたと思うのですけれども、すご

い、プロ歌手みたいな感じで、また改めて、登山ば

かりやってらっしゃると思っていたのですけれど

も、歌の上手なのはびっくりさせていただいた次第

でございます。 

 本当に長年にわたりまして、御苦労様でございま

した。定年が人生の終わりではございませんので、

ひとつこれからの御活躍をお祈りいたします。 

 それでは、最後に閉会に当たりまして、一言御挨

拶申し上げます。 

 ３月４日開会されました定例会につきましては、

世界１２５カ国での新型コロナウイルス感染症、北

海道も１６時現在で１５２人感染症が拡大される

中、定例会を開催していいものかどうか、大変悩ま

しくて、議運で審議をしていただきまして、手洗

い、マスク着用、それから傍聴の方にもコロナウイ

ルス対策をしてくださるようにということでやらせ

ていただきました。１０日、１１日は、今までにな

い９名の方の一般質問がありまして、傍聴の方も１

１名来られておりまして、皆さんの熱い町を思う気

持ち、町民のことを思ってのそれ一般質問、９名と

いうのは今までなかったことでございまして、本当

に熱い気持ちがひしひしと伝わってくるような気持

ちでございました。 

 予算委員会を含めて本当に長丁場、御苦労様でご

ざいました。国では、予算が２年連続１０６兆６,

５８０億円予算でありますけれども、地方財政は

さっぱり、以前として景気のよさ、見えておりませ

ん。 

 令和２年度は、気候変動による、この地球温暖化

でないかと思っております。非常に暖かいのです

が、これまたいつ災害あるのやらとという心配、ご

ざいます。そういった影響ないものかどうか、それ

から新型コロナウイルス感染症による地域産業への

影響、本当にこれは大変な打撃を受けておられまし

て、上富良野町も将来の税収増も見込めませんし、

公共施設の老朽化、人口減少、少子高齢化、それか

ら十勝岳も３０年を過ぎておりまして、防災減災対

策もしっかりしなければならず、令和２年の６８億

５,２００万の一般会計の予算を６８億２,８０７万

５,０００円に修正可決させていただきました。 

 本来であれば、理事者と一緒になっていいものを

つくり上げていくという、車の両輪の片方を担うの

が議会の役割と考えておりますが、今回の議員各位

におかれましては、上富良野の将来を考えての修正

において、今回の議決が町にどのような結果をもた

らすのか、それぞれの責任において考えていかなけ

ればならないと考えております。 

 住民の福祉向上、誰もが安心して暮らせる町がで

きるよう、上富良野町町民にとって、上富良野町で

なければと考えてのまちづくり、令和２年も頑張っ

てまいりたいと存じております。 

 本当に長丁場に当たりまして、定例会、本当に御

苦労様でございました。皆様、本当にお疲れさまで

ございました。 

 以上をもちまして、最初の定例会に当たりまして

の閉会の挨拶とさせていただきます。どうも、大変

どうも長丁場、ありがとうございました。御苦労様

でございました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（村上和子君） これにて、令和２年第１回

上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後１２時０３分 閉会 
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